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１ 支え合いのまち千葉 推進計画の策定について 

（１） 計画策定の趣旨・目的 

 近年、少子超高齢化の急速な進行や核家族化、都市化の進展など社会状況が大きく

変化する中で、地域においては、ライフスタイルの変化、個人の価値観の多様化、プ

ライバシーへの配慮などから、家族同士や地域で支え合う機能が弱まり、身近な地域

での交流や人々の結びつきの希薄化が進んでいる状況にあります。 

 一方、市民生活に関するニーズは増加するとともに複雑化・多様化してきており、

公的サービスだけでは対応することが難しい新たな生活課題も増加しています。 

 このため、行政にはこれまで以上によりきめ細かな公的サービスの提供が求められ

ますが、それだけでは生活課題の解決を図ることが難しい状況もあり、地域において

も地域住民、地域の様々な団体・組織、行政が適切な役割分担の下に連携して、地域

の生活課題の解決に取り組んでいく必要があります。 

 本市では、平成１８～２２年度を計画期間とする「花の都・ちば ささえあいプラン

（第１期千葉市地域福祉計画）」及び平成２３～２６年度を計画期間とする「第２期千

葉市地域福祉計画」を策定し、すべての市民が住み慣れた地域で安心して自分らしく

暮らし続けられる地域社会の実現を目指して、市民と行政が連携・協働して地域で支

え合う仕組みづくりに取り組んできました。 

 このたび、地域における社会情勢の変化やこれまでの地域福祉の取組み状況、第２

期までの計画推進の成果と課題などを踏まえ、本市の地域福祉の取組みがさらに発展

し推進されるよう、「支え合いのまち千葉 推進計画（第３期千葉市地域福祉計画）」を策定

しました。 

 

（２） 計画策定に必要な視点 

「地域福祉」とは、誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らすために、地

域住民、関係団体、行政等が連携して地域の生活課題の解決に取り組み、地域の実情

に応じた支え合いの地域社会をつくることです。 

 特に、現代社会において増加し、複雑化・多様化する市民ニーズに対応するために

は、地域福祉の推進という共通目的を持つ主体が、それぞれの特性を生かした役割を

果たしながら、生活課題の解決に向けて努力していく必要があります。 

 そのため、「自助・共助・公助」が相互に連携し補完し合うことは、地域福祉の推進

のために大切な視点です。 
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○  自助とは  

市民一人ひとりが個人や家族の努力により、日常生活において自分たちでできる

ことは自分たちで行う活動のことです。 

 

○  共助とは  

自助では対応できない生活課題等について、地域住民や地域の団体・組織が、お

互いに支え合い助け合って解決を図っていく活動のことです。 

 

○  公助とは  

行政による自助・共助に対する支援や公的サービスの給付、まちの基盤整備など

の事業・施策のことです。 

 

 

２ 支え合いのまち千葉 推進計画の位置付け 

「支え合いのまち千葉 推進計画」は、社会福祉法第１０７条に規定される「市町村

地域福祉計画」として策定されたものです。 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法第１０７条「市町村地域福祉計画」 

 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするときは、あ

らかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動

を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内容

を公表するよう努めるものとする。  

一  地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

二  地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項  

三  地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
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３ 他計画との関係 

（１）市の個別計画との関係 

本市では、千葉市基本構想で定める基本目標等を実現するため、「千葉市新基本計画

（平成２４～３３年度）」を策定し、少子超高齢化や人口の減少など、社会構造の大き

な転換期において１０年後、２０年後を見据え、本市の未来を豊かにするための基本

方針や今後の施策展開の方向性などを示しています。 

また、千葉市新基本計画を具体的かつ計画的に推進するため「第２次実施計画（平

成２７～２９年度）」を策定し、千葉市新基本計画の施策体系に合わせた具体的な取

組みを示しています。 

「支え合いのまち千葉 推進計画」は、「千葉市新基本計画」及び「第２次実施計画」

を上位計画とし、保健・医療・福祉の分野における個別計画（高齢者、障害者、児童、

健康づくり等）を地域福祉という視点で整理するとともに、教育、防災、まちづくり

といった他の生活関連分野の施策との連携により、地域社会の課題解決へ向けた体制

づくりを進める計画です。 

 

（２）千葉市社会福祉協議会の地域福祉活動計画との関係 

千葉市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）では、基本理念「共に手を携える

福祉社会の実現」に向けて、基本目標と施策の方向を定めた「第２期地域福祉活動基

本計画（平成２３～３２年度）」と、その具体的施策を定めた「第２次地域福祉活動実

施計画（平成２７～２９年度）」を策定しています。 

「地域福祉活動計画」は、地域福祉活動の様々な担い手が相互に協力して取り組む

民間の行動計画です。 

本計画と同様に、地域住民の参加を得て地域福祉の推進を目的に策定されているこ

とから、両計画は互いに補完・連携し一体的な推進を図っていく必要があります。 

なお、本計画第６章においては、区計画に定められた地域の取組みに対し、市社協

が実施する支援策が掲載されています。 

 

Ḩ  ꜠ Вǲ ș ǏȒ ̝ǵὕ ǲׄǘǭ 

基本目標１ 福祉コミュニティを支えるこころづくり 

（１）情報のキャッチボール（２）福祉教育の推進 

基本目標２ たすけあい支えあいのしくみづくり 

（１）小地域福祉活動の活性化（２）ボランティア活動の促進 

基本目標３ 安心して暮らすための生活支援の充実 

（１）権利擁護の充実（２）在宅福祉サービスの充実・支援（３）子育て支援 

（４）生活安定のための支援（５）福祉施設や団体との連携・支援（６）人材育成のための研修の充実 

基本目標４ 市民に顔の見える社会福祉協議会をめざして 

（１）広報活動の充実（２）体制の充実・強化 

᷂ Ḣ Ҳ  
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【「支え合いのまち千葉 推進計画」と他計画の関係（イメージ）】 
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◎ 「支え合いのまち千葉 推進計画」と「高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）」

の関係について 

 高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）（以下「高齢者計画」という。）は、

老人福祉法及び介護保険法に基づき、本市の高齢者福祉施策や介護保険制度の運用等

に関して定めた総合的な計画です。 

 平成２７～２９年度を計画期間とする高齢者計画は、高齢者が住み慣れた地域で自

立した生活が送れる社会の実現を目指し、国の指針を踏まえ「地域包括ケアシステム
※の構築・強化」を重点取組としています。 

 中でも介護予防サービスの一部については、介護保険制度の改正に伴い、地域団体

やＮＰＯ等が地域の実情に応じた柔軟なサービスを提供することが可能となることか

ら、それを進める施策として「生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進」と「支

え合い体制づくりの促進」が掲げられています。 

このように、新たな高齢者計画においては、地域住民等が主体となって支援が必要

な高齢者を支える取組み（共助の取組み）の推進がより一層重要となるため、本計画

を推進していく際にも、高齢者計画と連携した「地域包括ケアシステムの構築・強化」

を念頭に、地域で高齢者を支える仕組みづくりを進めていくこととします。 

 

※ 地域包括ケアシステム：高齢者に対する医療・介護・住まい・介護予防・生活支援サービスが

身近な地域で包括的・一体的に提供される仕組み 

 

 

 

 

 



第２章 地域福祉の現状と経緯 
 

6 

 

１ 千葉市を取り巻く環境 

（１）少子超高齢化の進展と人口減少社会の到来 

① 総人口と高齢者及び子どもの数の推移 

本市の総人口は、平成２６年９月末現在９６１，４１６人（住民基本台帳人口）と

なっています。そのうち６５歳以上の高齢者人口は２２５，７６８人で全体の 

２３．５％、７５歳以上の後期高齢者人口は９５，４１８人で全体の９．９％、 

１５歳未満の年少人口は１２７，０９７人で全体の１３．２％を占めています。 

 総人口は平成３２年にピークを迎え、その後は緩やかに減少していく見込みとな

っています。 

高齢者人口とその構成割合は今後も増加し続けていきますが、内訳を見ると、７５

歳以上の後期高齢者人口は増加が継続していく一方、６５～７４歳の前期高齢者人

口は平成２７年をピークに減少に転じる見込みとなっています。 

年少人口及びその構成割合は、今後も減少し続けていく見込みとなっています。 

【千葉市の人口（高齢者・年少者）の推移】 
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② ひとり暮らし高齢者数の増加 

近年は家族形態の変化により、核家族世帯や単身世帯が増加しています。 

それに伴い、本市のひとり暮らしの高齢者数と高齢者人口に対する割合も近年増加

が続いており、平成２６年６月現在３４，５６９人で、高齢者人口のうち１５．３％

を占めています。 

【千葉市のひとり暮らし高齢者数の推移】 
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（２）要支援者の状況 

① 要支援・要介護認定者の状況 

平成１２年の介護保険制度開始から現在まで、高齢者の増加に伴い要支援・要介護

の認定者数及び認定率（第１号被保険者数に対する認定者数の割合）は、増加傾向

にあります。 

平成２６年３月現在の認定者数は３３，３１８人で、認定率は１４．６％となって

います。認定程度別にみると、近年は要介護１の認定者の増加が顕著です。 

【千葉市の要支援・要介護認定者数、認定率の推移】（各年３月末時点） 

 

② 認知症高齢者の状況 

急速な高齢化に伴い、身近な地域での支援が必要とされる認知症高齢者の数も増加

しています。 

平成２６年現在、本市の認知症高齢者数は２２，７１２人、高齢者人口に対する割

合は１０．１％と推計されており、今後もさらなる増加が見込まれています。 

【千葉市の認知症高齢者数と高齢者人口に対する割合の推移】（各年推計） 
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③ 障害者の状況 

本市の障害者数は、平成２６年３月現在、合計４３，８２５人で、内訳は身体障害者

３２，８６５人、知的障害者５，５７６人、精神障害者５，３８４人となっています。 

近年、障害者数は年々増加しており、中でも精神障害者数の増加が顕著となってい

ます。 

【千葉市の障害者数の推移】（各年３月末時点） 

 

④ 生活保護の状況 

近年、経済・雇用情勢は緩やかに持ち直しているものの、高齢化の進行等が要因と

なり、本市の生活保護の受給者数及び受給世帯数は増加傾向が続いています。 

平成２６年度現在（上半期の月平均）、生活保護の受給者数は１９，６４１人、受

給世帯数は１５，０９３世帯、保護率（市人口に対する生活保護受給者数の割合）

は２０．４‰（‰＝1/1000）となっています。 

【千葉市の生活保護受給者数・受給世帯数・保護率の推移】（年度ごとの月平均値） 
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（３）地域福祉を支える活動者の状況 

① 町内自治会の団体数と加入率の推移 

平成２６年４月現在、市内の町内自治会の団体数は１，０７５団体で、加入率（市

世帯数に対する加入世帯数）は７０．６％となっています。 

近年、町内自治会の団体数は増加していますが、加入率は逆に減少傾向にあります。 

【千葉市の町内自治会団体数と加入率の推移】（各年４月時点） 

 

② 民生委員・児童委員の活動状況 

 民生委員・児童委員が地域住民に対し相談対応または支援を行った件数は、平成

２５年度は４５，４３０件で、近年はほぼ横ばいの状態です。 

 分野別の内訳は「高齢者に関すること」が一番多く、例年、すべての相談・支援

件数の６割程度を占めています。 

【千葉市の民生委員・児童委員の分野別相談・支援件数の推移】（年度別実績） 
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③ 千葉市社会福祉協議会の会員加入口数と社協地区部会の団体数の推移 

千葉市社会福祉協議会の会員加入口数は、平成２６年４月現在１８８，９４６口で、

近年は少しずつ増加しています。 

また、社協地区部会の団体数は６７団体に達し、市内の概ねの地域で社協地区部会

が結成されている状況です。 

【千葉市社会福祉協議会の会員加入口数と社協地区部会の団体数の推移】（各年４月時点） 

 

④ ボランティアの登録者数 

平成２６年３月末現在、千葉市ボランティアセンターのボランティア登録者数は 

９，５１１人、千葉市生涯学習センターのボランティア登録者数は１，４８３人、

千葉市国際交流協会のボランティア登録者数は９７０人となっています。 

３センター合計のボランティア登録者数は、近年、概ね増加傾向にあります。 

【ボランティアの登録者数の推移】（各年３月末時点） 
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（４）市民意識 

平成２６年度に本市が実施したインターネットモニターアンケート調査によれば、

地域福祉に対する市民の意識や認知は一定の広がりを示しています。 

特に近年、町内自治会を中心とした防犯活動や見守り活動が拡大し、市民の認知が進

んだと考えられます。 

今後、本市の地域福祉活動を拡充させていくには、「活動についての情報提供」等に

取り組み、ボランティアを活性化させるなどのほか、千葉市社会福祉協議会の活動に

ついて周知を図っていくことも必要です。 

 

（設問）地域福祉についてお聞きします。お住まいの地域では、どのような地域福祉活動が行われて

いますか。 

※地域福祉とは、地域における福祉課題を地域住民等が「支え合い」「助け合い」等の活動を

行い、課題解決のため協力して取り組むものです。 
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（設問）お住まいの地域で、地域福祉活動を行っている人たちは、どのような方ですか。 

※「社会福祉協議会」とは、法律に基づいて地域福祉の推進を図ることを目的として設立された民

間の福祉団体。同会の趣旨に賛同し、地域での活動を行うために組織された団体を「地区部会」

と呼び、現在市内６７団体組織されています。 

 

 

（設問）市民が地域福祉活動を行うためには、どのようなことが必要だと思いますか。 
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（設問）地域福祉の推進を目的としている、千葉市社会福祉協議会が行っている各種事業のなかで、

知っているものは何ですか。 
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２ これまでの取組みと今後の課題 

（１）地域における主な活動主体とその役割 

地域においては、様々な個人や団体が多様な活動に取り組んでおり、地域の課題の

発見、支え合いの仕組みづくり、専門機関へのつなぎなど、地域福祉の推進において

重要な役割を担っています。 

 

① 千葉市社会福祉協議会 

 社会福祉協議会は、社会福祉法により地域福祉の推進を図ることを目的とした民間組織

と規定されており、全国の都道府県、市区町村に設置されています。 

民間組織としての自主性と、地域住民や社会福祉関係者に広く支えられた公共性という

２つの側面を特徴として併せ持ち、地域住民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・

社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、

地域住民が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現

をめざし、地域福祉活動を推進するための中心的役割を担っています。 

千葉市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）は、昭和２７年２月に設立され、昭

和４２年３月には社会福祉法人の認可を受けました。 

主な事業として、社協地区部会活動に対する助成・支援、ボランティア活動の相談受付

やコーディネート（千葉市・区ボランティアセンターの運営）、社協だより発行や標語・

ポスター・作文コンクールなどによる福祉意識の啓発活動、生活福祉資金・社会福祉事業

振興資金の貸付け、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動への協力、悩みごとや困りご

とに対する相談対応（心配ごと相談所の運営）などのほか、市からの受託事業として千葉

市成年後見支援センター、千葉市社会福祉研修センター、子どもルームの運営等の事業を

実施するなど、全国的な取組みから地域の特性に応じた施策まで、幅広い活動を展開して

います。 

本計画において、市社協は区計画に基づく取組み（地域の取組み）を支援するとともに、

自らが共助を実施する主体として位置付けられており、市と連携・協働して本市の地域福

祉の推進に取り組んでいきます。 
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② 社会福祉協議会地区部会 

社会福祉協議会地区部会は、千葉市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）の趣旨

に賛同し、その地域特有の福祉課題に対して住民同士の助け合い・支え合いによるきめ細

かな活動を行うために、自発的に組織された団体で、平成２６年９月現在で市内に６７団

体あります。 

 概ね中学校区を活動区域として、町内自治会、民生委員・児童委員、老人クラブ、ボラ

ンティア、ＮＰＯ、学校、ＰＴＡ、赤十字奉仕団、福祉施設等、地域で活動する個人や団

体など、様々な分野から構成員として参加を募り、それぞれの立場を生かして地域の生活

課題の解決に取り組んでいます。 

 また、社協地区部会には、地区部会長からの推薦により市社協会長から委嘱を受けた福

祉活動推進員が原則３人以上配置されており、地区部会活動が地域で円滑に進むよう、情

報収集、地域のニーズ把握・発掘、関係団体・機関等のネットワークづくりなどを担って

います。 

社協地区部会の具体的な活動内容は、各種ふれあい事業（食事サービス・いきいきサロ

ン・子育てサロン・散歩クラブ）などによる地域交流の促進、ボランティア講座の開催、

広報紙の発行、高齢者等の見守りなど、市社協と協力して取り組む活動のほか、敬老会の

開催、各種交流イベントやレクリエーションの実施、支え合いの仕組みづくり、健康づく

り等の地域独自の取組みなど、多岐にわたって地域の福祉向上のための活動を展開してい

ます。 

区計画においては、社協地区部会がプラン推進の中核的組織となることが位置付けられ

ており、それぞれの地域（地区部会エリア）における生活課題やニーズを踏まえ、重点取

組項目を設定しています。 

区計画の推進に当たっては、社協地区部会が、構成する組織・団体やその他地域の担い

手と連携・調整を図りながら、地域の活動状況を把握するとともに、地域の様々な担い手

とお互いに協力しながら、区計画に基づく取組みを進めていきます。 
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③ 町内自治会 

町内自治会は、一定の地域に住む人たちが、明るく住み良い豊かなまちづくりを目指し、

地域における生活上の問題、身近な環境整備や地域の防犯、福祉など様々な問題の解決に

取り組むとともに、夏祭りや運動会等のレクリエーションを通じ、地域住民の連帯意識の

向上に努めている自主的な団体です。 

平成２６年４月現在で１，０７５団体あり、その役割は、①親睦と連帯、②地域住民の

要求の反映、③地域課題の発見と解決、④地域内の利害等の調整、⑤生活環境の改善、⑥

市政への参加などで、これらを円滑に推進することにあります。 

 これらの役割は、地域住民の自発的な意見を集約したうえで推進されるものであり、特

に「市民主体のまちづくり」という点から、地域福祉の推進に重要な役割を果たすことが

期待されます。 

 

④ 民生委員・児童委員 

 民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の地方公務

員（無給）です。 

社会奉仕の精神をもって、生活に困っている人、児童、障害者（児）、高齢者、ひとり

親家庭等、支援を必要とする人たちの相談・支援に当たる地域の奉仕者で、市内に平成 

２６年９月現在で１，４６１人います。 

 また、児童福祉法により児童委員を兼務しており、その中には児童福祉に関する事項を

専門に担当する主任児童委員がいます。 

 必要に応じ地域住民の生活状況を適切に把握し、心配ごとの相談対応、福祉に関する相

談や助言・支援、関係する行政機関や施設との連絡・調整など、それぞれの地域の実情に

応じた自主的な活動を行っています。 

 また、本市では民生委員の負担軽減と新たな地域福祉の担い手の掘り起こしを目的とし

て、平成２６年７月より民生委員活動を補佐する協力員を配置する制度を開始しました。 

 民生委員は、地域住民の福祉の増進を図る担い手として、ますますその活動が期待され

ます。 

 

⑤ 青少年育成委員会 

 青少年育成委員会は、地域住民の青少年問題に対する共通の理解を深め、地域における

青少年問題について、関係機関・団体の相互の連絡調整を図りながら、地域ぐるみで青少

年の健全育成活動を総合的に推進していくことを目指してつくられた組織です。 

中学校区ごとに設置され、平成２６年９月現在５５団体あります。 

各中学校区の育成委員会は、ＰＴＡ、町内自治会役員、青少年相談員、学校教職員、青

少年補導員、民生委員・児童委員、保護司などの中から選出された委員で構成され、市長

が２年任期で委員を委嘱しています。 

主に青少年を対象とした健全育成啓発、健全な環境づくり、体育やレクリエーション、福祉

増進などの活動を実施しており、地域の学校・家庭・関係機関及び団体が一体となり、青少年

を取りまく社会環境の浄化や、青少年の健全育成を図るため様々な活動を展開しています。 
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⑥ 子ども会 

 子ども会は、地域に在住する小学生を中心とする子どもを対象に構成された組織で、子

どもたちが、学校生活を離れた地域での「遊び集団」として仲間意識を深め、人として必

要な思いやりや社会のルール、知識、態度などを学びます。 

 子ども会では、保護者や育成者、指導者が、健全な娯楽や遊び、レクリエーション、ス

ポーツ、文化活動、学習、創作、社会奉仕などの自主的集団活動を企画・開催し、子ども

の地域生活の充実と豊かな成長･発達に取り組んでいます。 

1.  また、千葉市子ども会育成連絡会、地区子ども会育成連絡会が、単位子ども会の指導・

育成、各種行事開催、育成者、指導者の研修・育成などを実施しており、子ども会同士の

連携促進や子ども会の活動の発展を支援しています。 

平成２６年４月現在、市内に子ども会は１０１団体あり、少子高齢化や環境、家族形態

の変化により子育てのしにくい近年において、地域の子ども会には大きな役割が期待され

ます。 

 

⑦ 老人クラブ 

 老人クラブは、高齢者の生きがいや社会参加、健康の保持等を推進し、高齢者の福祉

の向上に寄与することを目的とした、地域を基盤とする高齢者の自主的な組織です。 

 平成２６年１０月現在で、市内に２８７の老人クラブがあり、その連合組織である千葉

市老人クラブ連合会は、平成７年に法人格を取得、平成２５年には一般社団法人に移行し

ました。 

 老人クラブは、「趣味・文化・芸能などのサークル活動」、「健康づくり、各種シニアス

ポーツ活動」、「在宅福祉を支える友愛活動」、「地域の文化・伝統芸能・民芸・手工芸・郷

土史等の伝承活動」など、それぞれの地域ごとに多種多様な活動を行っており、地域社会

の福祉活動の担い手となることが期待されています。 

 

⑧ 赤十字奉仕団 

赤十字奉仕団は、赤十字の使命である人道的な諸活動を実践しようとする人々が集まっ

て結成されたボランティア組織です。 

 赤十字思想の普及や社資※の募集、災害救護、救急法・水上安全法・健康生活支援講習

等の実施、献血推進など赤十字事業の推進にあたるとともに、地域の状況に応じて高齢者

福祉、児童福祉や障害者福祉などの活動も行っています。 

 平成２６年９月現在で市内に３４分団あり、明るく住みよい地域社会を創るために幅広

い活動を展開しています。 

※ 赤十字社員が納入する社費と一般の寄付金のことで、日本赤十字社の活動資金に充てられます。 

 

 

 

http://kotobank.jp/word/%E5%81%A5%E5%85%A8
http://kotobank.jp/word/%E5%A8%AF%E6%A5%BD
http://kotobank.jp/word/%E9%81%8A%E3%81%B3
http://kotobank.jp/word/%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
http://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84
http://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84
http://kotobank.jp/word/%E6%96%87%E5%8C%96
http://kotobank.jp/word/%E6%96%87%E5%8C%96
http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E7%BF%92
http://kotobank.jp/word/%E5%89%B5%E4%BD%9C
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%A5%89%E4%BB%95
http://kotobank.jp/word/%E9%9B%86%E5%9B%A3
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F
http://kotobank.jp/word/%E5%85%85%E5%AE%9F
http://kotobank.jp/word/%E8%B1%8A%E3%81%8B
http://kotobank.jp/word/%E6%88%90%E9%95%B7
http://kotobank.jp/word/%E7%99%BA%E9%81%94
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⑨ ＮＰＯ 

ＮＰＯは‘Nonprofit Organization’の略で、一般的には「民間非営利組織」と訳され、

「民間非営利」の団体として「自発的」で「公益的」な活動を行っています。 

そのうち、特定非営利活動促進法（いわゆるＮＰＯ法）に基づいて、法人格を取得した

団体をＮＰＯ法人といいます。 

行政や企業では対応することが難しい地域の課題に対し、民間の柔軟性と自発性を生か

し解決に当たるなど、行政とともに公益性を担う役割があります。 

福祉分野では、外出支援、家事手伝い、生きがいづくり、健康づくり、地域行事の開催

など様々な活動を行っているほか、教育、文化、まちづくり、環境、国際協力など、広範な

分野で社会の多様化したニーズに応える役割が期待されます。 

 

⑩ ボランティア 

ボランティア活動は、自らの自発的・主体的な意思によって社会問題の解決や必要とさ

れている活動を理解・共感し、勤労とは別に労働力、技術、知識を提供する活動のことで

す。 

 その活動内容は、食事サービス・外出介助などの福祉活動、子育て支援などの子どもの

健全育成活動、公民館・学校などでの教育活動、文化・芸術・スポーツの振興活動、交通

安全・防犯・防災活動、環境美化・自然保護活動、外国人との交流・支援活動など、非常

に広範囲にわたります。 

市社協が運営している千葉市ボランティアセンターでは、主に福祉分野におけるボラン

ティアの登録受付やコーディネート、ボランティアの指導者育成、入門講座など、地域に

おけるボランティア活動の促進・支援を行っており、平成２６年３月末現在で９，５１１

人がボランティア登録をしています。 

また、福祉以外の分野においても、千葉市民活動支援センター、ちば生涯学習ボランテ

ィアセンター、千葉市国際交流協会などが、ボランティア活動をしやすい環境づくりやサ

ポート体制の整備に取り組んでいます。 

 

⑪ 保護司 

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える活動の担い手で、保護司法に

基づき法務大臣から委嘱された非常勤国家公務員（無給）です。 

平成２６年８月現在、本市では１８５名の保護司が活動しており、また、保護司活動が

円滑に行われるよう、区ごとに６つの保護司会が組織されています。 

その主な職務は、保護観察を受けている少年や大人の指導、刑務所や少年院に入ってい

る人の帰住先の調整を行う環境調整、犯罪予防活動などですが、近年では、学校と連携し

た分野にも活動の範囲を広げるなど活躍しています。 

このような更生保護活動を通じ、地域の保護司は、犯罪のない明るい地域社会づくりへ

向けて日々活発に活動しています。 

 

http://kotobank.jp/word/%E6%84%8F%E6%80%9D
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%95%8F%E9%A1%8C
http://kotobank.jp/word/%E7%90%86%E8%A7%A3
http://kotobank.jp/word/%E5%85%B1%E6%84%9F
http://kotobank.jp/word/%E5%8B%A4%E5%8A%B4
http://kotobank.jp/word/%E6%8A%80%E8%A1%93
http://kotobank.jp/word/%E7%9F%A5%E8%AD%98
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⑫ 社会福祉事業者 

社会福祉事業者は、特別養護老人ホーム、障害者支援施設、保育所等の施設運営や、デ

イサービス、ホームヘルプなどの在宅支援、相談対応など、社会福祉に関する様々な事業

を実施しており、幅広い専門機能と専門的なマンパワーを有しています。  

社会福祉事業者の中には、各種研修会の開催や地域で行われる勉強会への講師の派遣、

地域住民等の交流会・懇談会の開催のためのコーディネートや場所の提供、体験学習やボ

ランティアの受入れなど、地域の実情に応じた福祉サービスを提供している事例が見られ

ます。 

また、社会福祉法人については、社会福祉事業を主たる事業とする非営利法人として、

地域の福祉ニーズに対応することがより一層求められてきており、国においては、地域に

不足しているサービスの提供、低所得者・重度介護者への重点的な対応、地域福祉に係る

貢献活動等について、制度的な義務付けが検討されるなど、社会福祉法人に関する制度の

見直しが進められているところです。 
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（２）第２期千葉市地域福祉計画【公助の取組み】（平成２３～２６年度）の推進状況と

今後の課題 

① 計画に定める施策の実施状況 

第２期千葉市地域福祉計画では、５つの基本テーマを具体化するため、合計で 

１０７の市の施策を定めましたが、その実施状況は次のとおりとなっています。 

計画期間の途中で廃止となった施策や目標としていた事業量等を下回る施策があり

ましたが、１０２の施策については、概ね計画で予定していたとおりの展開が図ら

れました。 

基本テーマ 取組項目 

実

施 

一
部
実
施 

未

実

施 

１ 情報提供・相談体制 

（計１９施策） 

① 情報・サービス提供方法の充実 

（6施策） 
5 1 0 

② 相談体制の充実 

（13施策） 
12 1 0 

２ 居場所の確保・社会参加 

（計２６施策） 

③ 居場所・交流の場づくり 

（19施策） 
19 0 0 

④ 社会参加の機会促進 

（7施策） 
7 0 0 

３ 支え合いの仕組みづくり 

（計２７施策） 

⑤ ネットワークの充実 

（17施策） 
17 0 0 

⑥ 防犯体制の充実・安全確保 

（6施策） 
6 0 0 

⑦ 防災体制の強化・支援 

（4施策） 
3 1 0 

４ 意識啓発・人材育成 

（計１９施策） 

⑧ 福祉への意識を高める 

（8施策） 
8 0 0 

⑨ 担い手の確保 

（11施策） 
10 1 0 

５ 基盤づくり 

（計１６施策） 

⑩ 福祉基盤の整備・活用 

（3施策） 
2 1 0 

⑪ 各区地域福祉計画推進のための支援 

（13施策） 
13 0 0 

合計 １０７施策 ― 102 5 0 
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② 実施された主な施策 

≪基本テーマ １ 情報提供・相談体制≫ 

② 相談体制の充実 

● 子どもの相談・支援体制の強化（健全育成課・保育支援課） 

ニートやひきこもり、不登校等の子ども・若者及びその家族の様々な相談に応じるため、

平成２４年８月、相談窓口「千葉市子ども・若者総合相談センター（Link）」を、千葉市

青少年サポートセンター西分室内に開設しました。 

問題の解決にあたっては、内容に応じ、平成２４年２月に設置した「千葉市子ども・若

者支援協議会」とも連携しながら、解決に向けた支援を継続的に行いました。 

また、保育をはじめとした子育て支援サービス全般の利用に関する相談・情報提供など

を行う専門員「子育て支援コンシェルジュ」を、平成２５年１０月、中央区と稲毛区の保

健福祉センターこども家庭課に配置し、相談・案内業務を開始しました。 

平成２６年１０月には、花見川区、若葉区、緑区、美浜区のこども家庭課にもコンシェ

ルジュを配置し、さらなる体制の強化を図りました。 

【相談件数】 

・千葉市こども・若者総合相談センター（Link） 

（美浜区高浜3-1-3青少年サポートセンター西分室内） 

：延べ１，１２６件（平成２４年８月～平成２６年９月末） 

・子育て支援コンシェルジュ（中央・稲毛保健福祉センターこども家庭課） 

：延べ２，２５１件（相談人数１，９３１人） 

（平成２５年１０月～平成２６年９月末） 

 

≪基本テーマ ２ 居場所の確保・社会参加≫ 

③ 居場所・交流の場づくり 

● こどもカフェの整備事業（こども企画課） 

信頼できる大人が見守る中で、異年齢の子どもたちが一緒に遊び、学びながら、育つこ

とができる場所を目指し、平成２３年１０月、植草学園短期大学との協働により、「こど

もカフェ高洲」を開設しました。 

また、平成２４年１０月には、ＮＰＯ法人への委託による「こどもカフェ園生」を開設

し、ともにモデル事業として運営を開始しました。 

なお、「こどもカフェ高洲」についてはさらなる地域連携を目指し、平成２６年１０月

より地域で活動する団体に運営を移行しました。 

【開催回数】（開設後から平成２６年９月末） 

・こどもカフェ高洲（美浜区高洲3-12-1） ：１４０回 

・こどもカフェ園生（稲毛区園生町1107-7）：１６７回 
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● 既存施設の有効活用（地域福祉課） 

地域団体の活動場所を確保するため、小中台保健センター跡施設を活用した「小中台地

域福祉交流館」（平成２３年４月～）と犢橋保健センター跡施設を活用した「犢橋地域福祉

交流館」（平成２４年３月～）を開設し、既存施設の有効活用を図りました。 

【登録団体数】（平成２６年９月末現在） 

・犢橋地域福祉交流館（花見川区犢橋町1465）：６８団体  

・小中台地域福祉交流館（稲毛区小仲台5-3-1）：８６団体 

【延べ利用者数】（開設後から平成２６年９月末現在） 

・犢橋地域福祉交流館  ：１３，２４１人  

・小中台地域福祉交流館：５１，１３５人 

 

≪基本テーマ ３ 支え合いの仕組みづくり≫ 

⑤ ネットワークの充実 

● 地域見守り活動支援事業（高齢福祉課） 

町内自治会等の住民組織、社会福祉法人、ＮＰＯ法人が地域での見守り活動を新たに実

施する際に初期経費を助成する、「地域見守り活動支援補助金」を平成２３年４月に創設

し、ひとり暮らし高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための取組みを支援

しました。 

【補助金交付団体数】３０団体（平成２３年４月～平成２６年９月末） 

 

⑦ 防災体制の強化・支援 

● 災害時要援護者への対応（防災対策課） 

災害時要援護者の安否確認及び避難支援を推進するため、町内自治会向けの「実施の

手引き」を作成し、「支えあいカード」の活用等の支援体制の例を示し、地域による支援

体制の構築に努めました（※下記の取組み開始に伴い廃止）。 

【取組団体数】７１団体（平成２３年４月～平成２６年６月末） 

 

また、本人から拒否の意思表示がない限り、市と協定を締結した町内自治会等の避難

支援等関係団体に市の保有する名簿情報の提供が可能となるよう、「千葉市避難行動要支

援者名簿に関する条例」を制定し、平成２６年７月より施行しました。 

これにより、より多くの方の情報を各地域で共有できるようにし、要支援者を災害か

ら守るための支援体制の構築を、これまで以上に推進することとしました。 
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≪基本テーマ ４ 意識啓発・人材育成≫ 

⑨ 担い手の確保 

● 新たな担い手の創出（市民自治推進課） 

市民がまちづくりや地域福祉活動に気軽に参加できるよう、市社協、市国際交流協会、

市生涯学習センターと協力し、ボランティアデータベースを構築し、平成２４年１月より

運用を開始しました。 

【団体・募集情報件数】４４１件（平成２６年９月末現在） 

 【アクセス件数】４９，４１４件（平成２４年１月～平成２６年９月末） 

 

≪基本テーマ ５ 基盤づくり≫ 

⑩ 福祉基盤の整備・活用 

● 各区地域福祉計画推進協議会における積極的な情報提供・交換 

（各区保健福祉センター、地域福祉課） 

区地域福祉計画の推進を目的として開催し、計画の進捗状況の確認、計画の推進手法に

ついての検討、活動事例の紹介や市が行う新規事業・助成金等についての情報提供などを

行い、推進協委員の間で協議や意見交換を行いながら、情報の共有化を図りました。 

 また、会議開催後には各区で「推進協だより」を作成し、町内自治会・公共施設に配布

するとともに、関係資料とともに市ホームページに掲載し、会議内容の周知に努めました。 

【６区合計開催回数】７９件（平成２３年６月～平成２６年９月末） 

 

≪その他の地域福祉に関わる取組み≫ 

● 地域支え合い体制づくり事業（平成２３年度限り） 

（高齢福祉課・地域福祉課・障害企画課・障害者自立支援課 等） 

社会的弱者に対する日常的な支え合い活動の体制づくりを推進するため、見守り活動チ

ーム等の人材育成、地域資源を活用したネットワークの整備、先進的・パイロット的事業

の立ち上げなどを行う地域団体に対し、補助金を交付しました。 

 また、地域支え合い体制づくりに関するシンポジウムを開催し、大学教授からの基調講

演や先進事例の紹介、パネルディスカッションを行い、体制づくりの必要性について広く

周知しました。 

【補助金交付団体数】５０団体 

【補助金交付額】１１２，７３４千円 

【シンポジウム参加者】１５０名 
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● 地域づくり活動支援事業（各区地域振興課） 

区の特性を活かした魅力あるまちづくりのために、区民が自主的に行う事業の活動経費

を助成しました。 

※地域活性化支援事業（下記）の開始に伴い、平成２４年度末廃止。 

【補助金交付団体数】９１団体（平成２３年４月～平成２５年３月末） 

 

● 地域活性化支援事業（各区地域振興課） 

区民主体のまちづくりを推進するため、地域の活性化や地域における課題解決等を行う

活動を対象に、活動経費を助成しました。 

【補助金交付団体数】１０９団体（平成２５年４月～平成２６年９月末） 

 

● 社会福祉審議会地域福祉専門分科会の運営（地域福祉課） 

学識経験者や福祉関係等の団体の代表者、各区推進協委員長等で構成された本市の附属

機関で、第２期計画策定後これまでに６回開催されました。 

計画の推進状況や見直しに関して審議・検討し、委員の意見を反映させながら計画の推

進を図るとともに、本市の地域福祉施策の方向性を決定しました。 

 

③ 今後の課題 

①「計画に定める施策の実施状況」（２１Ｐ）のとおり、第２期千葉市地域福祉計画

に位置付けられた施策については、概ね計画どおり実施されました。 

また、アンケート調査等でも示されたように、地域福祉に対する市民意識の高まり

や地域の活動は一定の広がりを見せていますが、今後も進行が想定される少子超高齢

化などの社会情勢の変化を見据え、地域福祉活動の担い手の確保やより多くの市民・

団体を巻き込んだ協力・連携体制の強化などが求められています。 

このことを踏まえ、今後は以下の課題に留意して、本市の地域福祉の充実に取り組

んでいきます。 

 

○ 地域福祉に対する市民の理解や行動については、さらなる拡充・促進を図ってい

く必要があると考えられることから、地域福祉の意義や理念の基礎となる「自助・

共助」の考え方や、その必要性・重要性を周知・啓発していき、なるべく多くの市

民が地域福祉活動に参画するよう促していく必要があります。 

 

○ 第２期計画までにおいては、市の施策（公助の取組み）と地域の取組み（共助の

取組み）の関係が不明瞭であったため、これまで以上に、地域の取組み（共助の取

組み）に対する支援を意識した市の施策（公助の取組み）を実施するとともに、地

域の取組み（共助の取組み）が拡充・進展していくための仕組みをつくる必要があ

ります。 
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○ 地域福祉計画は、高齢者、障害者、児童、健康づくり等の保健福祉分野の計画を

地域福祉の視点で整理するとともに、教育、防災、まちづくりなどの他の生活関連

分野の施策と連携を図りながら推進していく計画のため、庁内の関係部署や他の個

別計画との連携が重要です。 

特に高齢者分野においては、平成２７年度に介護保険法が改正されたことに伴い、

地域福祉施策の重要性が今後より一層高まると考えられるため、地域包括ケアの推

進も視野に入れながら、高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）との連携に

留意する必要があります（Ｐ.５参照）。 

 

○ 千葉市社会福祉協議会は、社会福祉法に規定された地域福祉の推進を目的として

組織された民間団体であることから、地域福祉推進の最大の協力者として、市はそ

の活動を支援するとともに、同会が策定した「第２次地域福祉活動実施計画」と十

分に連携を図り、本市の地域福祉を推進していくことが必要です。 
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（３）第２期区地域福祉計画【共助の取組み】（平成２３～２６年度）の推進状況と 

今後の課題 

本市では、地域の課題を解決するために、地域住民等による共助の方策や具体的な取

組みを定めた区地域福祉計画を策定し、その推進に努めてきました。 

また、社協地区部会等の地域団体や社会福祉事業者などから選任された委員及び公募

の委員で構成される区地域福祉計画推進協議会を各区に設置し、議論や意見交換を通じ

て地域の生活課題や成果事例の共有、区計画の進捗把握や推進方法の検討などに努め、

地域住民が主体となって計画を推進してきました。 

第２期までの区計画の取組みの推進状況と今後の課題について、区地域福祉計画推進

協議会が中心となり検証した結果は、次のとおりとなっています。 

第 2 期 中 央 区 地 域 福 祉 計 画 （ 平 成 23 ～ 26 年 度 ）  

【取組みの推進状況】 

区の重点項目 主な成果 

見守り体制をつくる ○２～３地区の町内自治会で先行した活動をしており、地区部会では６地区

が活動を開始している。 

○平成２６年度中央区地域活性化支援事業に３地区部会が申請し、見守り体

制づくり作業部会を立ち上げ、活動を進めており、その他の地区部会にお

いても、見守り活動に関する検討会や研修会を行うなど、体制づくりの準

備を進めている。 

○平成２５年１０月に「見守り勉強会」を開催した。区長及びあんしんケア

センター蘇我センター長からの講演後、活動を開始している５地区が事例

発表を行い、他地区の参考とした。 

 

各地区選択の重点項目 主な成果 

地域ボランティアの拠点づ

くり 

○４地区で小規模ながら「助け合い」活動を実施済み。 

○推進協分科会において市内の「助け合い」活動事例を調査し、活動内容の

把握を行った。 

○社協において、各地区の社会資源（施設・費用・人員）について情報収集

し、拠点確保の活動を開始した。 

○平成２６年度中央区地域活性化支援事業に１地区部会が申請し、助け合い

体制づくり作業部会を立ち上げ、活動を進めている。 

すべての子どもを地域で育

てる 

○地域の関係団体が一体となり、全地区で「セーフティーウォッチャー」や

「昔遊び」・「わくわくキャンパス」等の活動を行っている。 

○一部の地区部会では、「あいさつ運動」や「こども１１０番のいえ」駆け

込み訓練などの活動を行っている。 

○各地区とも、子ども会が減少傾向にあるが、地域全体で子どもたちを見守

っていくような活動が盛んに行われている。 
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各地区選択の重点項目 主な成果 

ウィークリーサロン ○「いきいきサロン」については、地区部会主催が大半を占めているが、更に

「ウィークリーサロン」を目指して活動している地区もいくつかできている。 

○サロンの目的である高齢者の交流の場の提供だけでなく、市の出前講座等

を取り入れ、ソフト面の充実も図っている地区もある。 

子育てサロンの充実 ○ほとんどの地区部会で実施している。 

○推進協分科会からの提言を受け、サロンに携わる役員が地域保健推進員や

幼稚園・保育士等と情報交換会の開催や、他地区の活動視察など、内容の

充実や見直しが積極的に行われている。 

ドッキングプレイス ○１地区部会では、朝から夕まで場所を開放しており、子どもから高齢者ま

で様々な世代の憩いの場となっている。 

○２～３地区においては、イベントの中で子どもや高齢者の参加を得ている

ものの、障がい者の参加については、更に努力が必要である。 

地域で福祉に関する講座、ボ

ランティア講座等の受講機

会の提供 

○半数近くの地区部会において実施されている。 

○未実施の地区も検討段階の状況である。 

○推進協分科会からの提言を受け、社協が「福祉講座」「ボランティア講座」

の一覧を作成し、各地区部会で選択する方法を提案している。 

福祉マップ、福祉情報誌 ○平成２５年３月に「ふくし・防災ガイド＆マップ」を全戸に配布した。 今

後、各地区部会において本マップを活用した地区独自の福祉マップ作成を

推進する。 

○半数近くの地区部会において情報誌を発行しており、未実施の地区も検討

段階の状況である。 

地域での福祉教育 ○３～４地区においては、社会福祉施設でのボランティア体験学習等を実施

している状況で、広がりについては一部にとどまっている。 

防犯安全運動の推進 ○各町内自治会が主体となり活動を行っている地区がほとんどであり、全地

区で活動が行われている。 

○推進協分科会の委員と防犯パトロールに先進的に取り組んでいる地区の

団体役員と意見交換を行い、各地区へ情報を提供した。 

○今後は、各地域で防犯活動を実施している団体が、「防犯講話」や「防犯

診断」・「警察との合同パトロール」等を開催することにより住民の防犯意

識を高め、さらなる防犯安全運動の推進を図る。 

○年々、中央区では犯罪件数が減少しているなど成果を上げている。 

【今後の課題】 

 地区部会エリアの中でも、活動に対する町内自治会の取組状況に差が見受けられる傾

向にあり、温度差を解消していくことが必要である。 

 また、活動の活発化・拡大に伴う財源の確保や、活動協力者のモチベーションの維持

についても配慮していかなければならない。 

 その他、町内自治会に加入していない住民に対する対応方法や、団体間の連携に関し

ても検討していく必要がある。 
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第 2 期 花 見 川 区 地 域 福 祉 計 画 （ 平 成 23 ～ 26 年 度 ）  

【取組みの推進状況】 

最重点項目 主な成果 

地域での助け合いのため、地

域のネットワークづくりを

拡充し、要支援者などへの、

身近な生活支援と独居高齢

者の見守り安否確認の推進

に努めます。 

○たすけあい活動 

 こてはし台地区部会、さつきが丘・宮野木台地区部会で実施のほか、自治

会等が主体となって活動を行っている。（柏井小学校区８町内自治会「あい

あい生活支援」、花見川団地自治会「ハンドハンド」、西小中台自治会「たす

けあいの会」、にれの木台自治会、さつきが丘１丁目町会「猫の手クラブ」、

こてはし台・横戸台ボランティアの会、こてはしマイタウン自治会。） 

 また、天戸中学校区地区部会（社協区事務所がボランティア委員会・作新

台自治会へ情報提供・企画提案を行い、作新台自治会有志により一部で活動

開始。）においても活動開始予定である。 

○見守り活動 

 犢橋地区部会、花見川第２地区部会、こてはし台地区部会で実施のほか、

自治会が主体となって活動を行っている。（柏井小学校区８町内自治会、に

れの木台自治会、さつきが丘１丁目町会、畑が丘自治会、畑町ホームランド

自治会。） 

 また、横戸台自治会、花見川ロイヤル自治会、白百合自治会、花見川ライ

オンズプラザ自治会においても活動開始予定。 

○検見川地区部会では、要援護者台帳の整備とネットワークづくり、「安心

カード 救急医療情報キット」の配布を実施した。 

 

重点項目 主な成果 

子ども・高齢者・障害者等と

地域住民が相互交流できる

機会を増やし、様々な世代間

の交流を通して互いを理解

し合うとともに、情報交換を

促進します。 

○交流の場となる子育てサロン、いきいきサロンを増やすとともに、映画鑑

賞会や料理教室、グラウンドゴルフ大会、学校や保育所との交流、地区部

会まつりなど、地域によって多種多様な交流活動が行われている。 

○子育てサロンは、平成２４年度に花園地区部会及び畑地区部会で開始、現

在は９地区・１４か所で実施している。 

○いきいきサロンは、平成２４年度に検見川地区部会で開始、現在は全１３

地区・９４か所で実施している。 

○天戸中学校区地区部会では、長作小学校のふれあいトークの見学や作新台

自治会との交流会を開催したほか、地区部会まつり開催に向けて準備を進

めている。 

○検見川地区部会では、検見川小学校の福祉教育への協力を行っている。 

○花見川団地自治会では、ＮＰＯ法人を立ち上げ、団地内の空き店舗を利用

した「花見川団地ふれあいの家・絆」を開設。 
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重点項目 主な成果 

地域福祉活動の担い手を育

成するために活動を周知し、

幅広い分野におけるボラン

ティア体験や、地域活動への

参加を促し、人材の育成・活

用に努めます。 

○花園地区部会では、民児協、花園小学校、区社協と協力し、歳末街頭募金

をＪＲ新検見川駅前で実施している。 

○天戸中学校区地区部会、畑地区部会、幕張本郷中学校区地区部会において、

ボランティア講座を開始。 

○花見川区ボランティアセンターにおいて、ボランティア入門講座（４地区

部会でボランティア体験を受入）、ボランティア養成講座等を開催し、受

講を通して、ボランティア登録者の増加につながっている。 

地域における多種多様の健

康情報がある中、住民自ら自

分に適した健康づくりの機

会に積極的に参加し、心身の

健康づくりに努めましょう。 

○いきいきサロンや散歩クラブ等を通して、自宅に閉じこもりの状況を防

ぎ、心身の健康保持や介護予防、高齢者の仲間づくりを進めている。 

○散歩クラブは、７地区部会で年間１８０回以上行われている。 

○その他、介護予防のための健康体操や地域参加支援事業、グラウンドゴル

フなどのスポーツ等を通じた健康づくりが各地で行われている。 

地域での防犯意識を高め、自

主防犯活動を強化・充実する

ことで、安心・安全な町づく

りに努めます。 

○地域の関係団体が一体となり、全１３地区において、防犯パトロール活動

（１１４グループ）や、セーフティーウォッチャーによる登下校時の見守

り活動が行われている。 

地域での防災意識を高め、災

害時における地域防災や、協

力体制の仕組みづくりの充

実に努めます。 

○町内自治会や自主防災組織等が協力し、避難所運営委員会の設立、防災訓

練の実施、支援マップの作成、防災対策の見直しなどを行っている。 

○避難所運営委員会は、花見川区内で２１委員会設立されている。（畑コミ

ュニティセンター、畑小、花見川第三小、花島コミュニティセンター、花

島小、柏井小、柏井高、花見川第二小、花見川第一小、花見川公民館、朝

日ヶ丘小、朝日ヶ丘中、朝日ヶ丘公民館、西小中台小、西の谷小、幕張本

郷公民館、上の台小、さつきが丘西小､さつきが丘東小､さつきが丘公民館､

さつきが丘中） 

 

【今後の課題】 

多くの地区において、担い手の高齢化、担い手不足の問題を抱えており、今後は、担

い手の育成や世代交代につながるような取組みを行っていく必要がある。 

また、同じ地区部会エリアの中でも、町内自治会によって活動内容に差が生じている

ため、活動の中心的存在である町内自治会の理解と協力を得られるよう、計画の重要性

等について十分な意思疎通を図り、今後も継続した働きかけを行っていく必要がある。 
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第 2 期 稲 毛 区 地 域 福 祉 計 画 （ 平 成 23 ～ 26 年 度 ）  

【取組みの推進状況】 

重点項目 主な成果 

ボランティアの人材育成 ○ボランティアの人材育成を図るべく、ボランティア講座を実施。 

（H23年度:6地区部会、H24年度:8地区部会、H25年度:9地区部会） 

 

安心カードの作成と活用 ○小中台東地区部会、小中台西地区部会、稲丘地区部会で新たに実施。 

 

○轟・穴川地区部会でも今後、実施予定。 

 

活動の中核となれる人材の

発掘 

○11地区部会中、実施が１地区部会、今後取組み予定の地区部会が４地区部

会。 

○行事等の開催時には適任者と思われる方への声掛け等により人材の発掘

に努めた。 

 

災害時に対応した地域住民

の研鑚を図る 

○避難訓練、防災に関する講習等への取り組みが区内各所であった。 

（11地区部会中実施済・今後実施予定の地区部会は10地区部会、残る１地

区部会においても各町内自治会主導で取組や防災の啓発等が図られてい

る。） 

 

地域で活動している人・組織

同士との連携・協力 

○これまでに９地区部会、３団体において、防災連絡会など地域団体の横断

的な取組みの実践事例があった。 

 

コーディネート組織の連携 ○「町内自治会・地区部会情報交換会」による情報共有や地域の様々な組織・

団体が協力するスポーツイベントや敬老会などの行事を実施することに

より、地域での連携体制の維持・強化に努めた。 

 

○もとは同じ地区部会で、現在活動区域を分割し隣接している２つの地区部

会では、それぞれ独立した活動を展開しながらも、定期的に連絡会を開催

して情報交換を行っており、イベントを共催するなど密接な連携体制づく

りを行っている。 

 

 

【今後の課題】 

稲毛区においては、新しく地域に転入してくる方や町内自治会に加入していない地域

等の状況把握、及び地域の中で支援を必要としている人と協力者とのマッチング、並び

に新たな担い手の確保・後進の育成が課題である。 
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第 2 期 若 葉 区 地 域 福 祉 計 画 （ 平 成 23 ～ 26 年 度 ）  

【取組みの推進状況】 

重点項目 主な成果 

向こう三軒両隣ふれあい運

動の推進 

○３つの地区部会で、民生委員・児童委員や地区部会役員等が連携し、高齢

者宅等を訪問して声かけや慰問品の配布を実施した。 

子どもたちを見守り育てる

活動の実施 

○７つの地区部会で子育て中の親同士の交流を目的とした「ふれあい・子育

てサロン」を実施した。 

○８つの地区で、地区部会や町内自治会、小学校等が連携して、子どもが参

加できる「ふれあい給食会」や「ふれあい昔遊び交流会」を企画・開催し

た。 

公園やサークル活動を利用

した交流機会の創出 

○区内の公園等３１カ所で、住民の交流の場となるラジオ体操を実施した。 

○６つの地区部会で、地域の各団体と連携して地域住民の交流の場となるグ

ラウンドゴルフ大会や、芋煮会等の行事を企画・開催した。 

福祉施設等でのふれあい交

流活動の実施 

○５つの地区部会で、福祉施設入所者への余暇活動を支援するボランティア

活動や施設主催の夏祭りや季節行事への参加を通した交流活動を実施し

た。 

気軽に過ごせる拠点（ふれあ

いハウス・サロン・センター）

の創出 

○１４の地区で、地区部会や町内自治会、老人クラブ等が高齢者の交流を目

的にしたふれあいサロンを実施した。 

多様な仲間づくり、市民活動

の促進 

○８つの地区で、地区部会や町内自治会等が、高齢者の交流や見守りを目的

とした会食会や配食サービスを実施した。 

○２つの地区部会で、障がいのある方向けの交流バス旅行事業や、誰でも参

加できるコンサート等を企画・実施した。 

計画を浸透させるために 

※仕組みづくりの啓発活動

（助けあいシステムのとっ

かかり施策として） 

○地域住民に地域福祉計画や支えあい活動の必要性を理解してもらうため

に、区推進協議会委員や事務局職員（地域振興課、社会福祉協議会区事務

所）が町内自治会等を訪問し、地域の現状や将来予測、支えあい活動等に

ついて意見交換を実施した。（７９町内自治会） 
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重点項目 主な成果 

活動の中核となれる人材の

発掘 

○各地区部会で、地区部会広報紙を通じて町内自治会の回覧や各戸配布によ

り、福祉活動推進員や地域福祉活動を行うボランティアを募集した。 

「わたしたちのまちの福祉

を考える会（仮称）」の設置 

○３つの地区で、町内自治会内または有志による、地域の福祉について考え

る組織が設置された。 

○１つの地区部会で、あんしんケアセンターや各団体と連携して、地域の福

祉課題等について検討する「地域ケア会議」を設置した。 

助けあい支えあいシステム ○３地区部会、１３町内自治会、２つの任意団体で、ゴミ出し、草取り、庭

木の剪定、買い物等、日常のちょっとした困りごとを代行するサービスを

実施した。 

地域でできる介護予防 ○５つの地区で、地区部会や町内自治会が散歩を通した高齢者の健康保持と

交流を目的とした「ふれあい・散歩クラブ」「歩こう会」等を実施した。 

○６つの地区部会で、介護予防を目的とした「健康教室」や「健康体操講座」

等を実施した。 

 

【今後の課題】 

（１）区計画を推進していくには、地域福祉活動を展開していくための活動資金及び活

動拠点の確保が必要である。 

（２）若葉区は高齢化率が高いことから、徐々に浸透してきている地域の助けあい活動

のほかに、高齢者の見守り活動の仕組みづくりを区内に広めていく必要がある。 

（３）各地域での活動を推進していく担い手が不足しており、その発掘及び育成を強化

していく必要がある。 
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第 2 期 緑 区 地 域 福 祉 計 画 （ 平 成 23 ～ 26 年 度 ）  

【取組みの推進状況】 

重点項目 主な成果 

地域の行事に参加しよう ○各種行事を回覧版や地域情報紙を使い積極的に周知した。 

○高齢者や障害者という別なく、全世代対象の事業を企画し実施した。 

核家族の子育て不安を解消 ○4地区部会中3地区で子育てサロンを実施している。 

○サロンの参加者は年々増えており、スタッフの勉強会も随時開催している。 

意見を聴衆する会・講演会の

開催 

○障害児者やその家族の意見を聞き、仲間作りを促進するためにサロンやイ

ベントを開催している。（おゆみ野） 

学校との交流 ○福祉教育の一環で学校と地域の交流を進めている。 

○ケアハウスと子ども達との手紙交流を開始。（誉田） 

○高齢者施設入居者と小中学校との手紙交流を開始。（おゆみ野） 

○中学校で子育てサロンを行っている。（土気） 

○敬老会での小中学生のボランティア参加（椎名） 

子どもたちへの支援 ○食育として稲刈りから脱穀体験を行い、その米を使った高齢者との食事会

を行い、異世代交流につなげている。 

また伝承文化として羯鼓舞を学校と地域が連携して作り上げている。（椎名） 

元気な高齢者によるボラン

ティアの支援 

○小学生との昔遊びを通じて高齢者の知識・経験を生かすボランティア活動

の場を整えている。 

災害時避難誘導体制の充実 ○自治会が作成した災害マップを参考に推進協の小委員会で災害マップの

内容等について協議し、マップに必要な項目の整理を行った。 

72時間（3日間）の自給生活

の徹底 

○災害対策コーディネーターを講師に招き、災害発生直後から避難所での取

り組み方、災害のメカニズムについて講演会を開催した。 

地域の諸団体、行政機関との連携 ○避難所運営委員会を設置し、防災訓練等を通じて、連携強化を図っている。 

安否の確認 ○古市場団地にて、地域住民の見守り活動に合わせて、民間事業者と見守り

に関する契約を行った。 

○鎌取町内会、おゆみ野泉谷自治会で見守り活動開始。 

○「推進協見守りネットワーク検討委員会」において、先進事例の視察、見

守り体制について協議しており、自治会及び民生委員にアンケート調査を

実施したほか、「見守り活動に関する講演会」を開催した。 

まちの安全点検 ○未実施 

地域住民の実態把握 ○一部の地域で住民アンケートを実施。 

移送サービス事業の検討 ○未実施 

歩道等の改善 ○未実施 

【今後の課題】 

好事例となる取組みについて、他の地域でも同様の取組みが実施されるように情報共

有する必要がある。 

また、活動の担い手・拠点・活動場所の確保が課題である。 

そして、地区によっては、人口の増加に伴い区域の見直しを検討する必要がある。 
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第 2 期 美 浜 区 地 域 福 祉 計 画 （ 平 成 23 ～ 26 年 度 ）  

【取組みの推進状況】 

重点項目 主な成果 

新しい近隣づくり活動（日頃

から、あいさつに心がけ、近

隣とのコミュニケーション

から始めよう。） 

○ 町内自治会や地区部会等が、「ふれあい食事サービス」、「いきいきサロ

ン」、「子育てサロン」や「ふれあい交流会（高齢者と小・中学生、障害者

と地区部会スタッフ）」等の開催を通して、地域の高齢者同士や子育て中

の親子同士、世代間などの交流が促進された。 

○ 町内自治会や地区部会等が、地域の祭や文化・スポーツ等の各種行事を

開催し、近隣住民同士のコミュニケーションが促進された。 

中学校区を中心に、地域福祉

を推進する地域活動団体の

連携強化（地域の現状把握と

活動充実） 

● 町内自治会、民生委員・児童委員協議会、老人クラブ、ボランティア等

の地域団体や住民が、地区部会活動に参画し、連携して地域福祉を推進し

た。 

地域の“みんなで”支え合う

「あんしん支え合いネット」

の構築 

○ 町内自治会や地区部会等が中心になって、幸町団地のほか、８地域で、

緊急連絡先やかかりつけ医などを記入する独自のカードを作成・配付し、

見守り活動を行っている。 

○ 真砂地区部会が中心になり、地域支え合いネットワーク「ささえあいま

さご」を立ち上げ、見守り、支援事業を実施している。 

● 民生委員・児童委員が、ひとり暮らし高齢者に、急病の場合でも救急隊

に必要情報が伝えられるよう、美浜区の「安心カード」配付に協力した。 

  利用者数：約3,800人（対象者 約5,000人） 

災害発生時の地域での対応

マニュアル整備 

○ 町内自治会等が、自主防災組織を結成し、地域の実情に合わせた防災計

画を作成した。 

  結成数：１７５組織（結成率８０．５％） 

日頃から、地域にどんな支援

を必要な人がいるか、また、

どんな相談窓口があるか知

っておこう。 

○ 町内自治会や地区部会等が、発行する広報紙を通じ、行政サービスや相

談窓口等の周知を図った。 

◆ 民生委員・児童委員とあんしんケアセンターが連携し、支援を必要とし

ている方の発掘を行い、相談機関へつなげた。 

民生委員･児童委員と地域で

取り組まれている「助け合い

活動」などとの連携を図る。 

● 民生委員・児童委員が、地区部会や町内自治会等で行う「いきいきサロ

ン」等の活動に参加し、地域活動を把握するとともに連携を強化した。 

あんしんケアセンターの利

用促進（出張相談の利用と充

実） 

● 町内自治会や地区部会等が、あんしんケアセンターと連携して、地域住

民の認知症サポーター養成講座や各種講座の参加を募り、あんしんケアセ

ンターの周知に努めた。 

● 町内自治会や地区部会等が、あんしんケアセンターの出張講座や体操教

室を開催する際に、出張相談の場を設け、利用促進を図った。 

小中学校の余裕教室・空き教

室の活用 

● 地区部会が、小中学校と連携し、余裕教室を「いきいきサロン」等の活

動の場として活用した。 

● 地域団体や地区部会が、廃校となった施設の有効利用について、市と協

議を行った。 
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重点項目 主な成果 

フリースペースの設置場所

の確保と運営管理体制の検

討 

〈未実施〉 

※ 行政、各団体とも財源等の諸課題があり、実現には至らなかった。 

町内自治会、公営住宅、民間

集合住宅の集会所の活用 

○ 地区部会が、「いきいきサロン」、「子育てサロン」、「ふれあい食事

サービス」を町内自治会、公営住宅、民間集合住宅の集会所等で開催した。 

空き店舗や、店舗の客入りの

閑散な営業時間帯を活用し

たコミュニティスペースの

提供と商店街の活性化 

○ 「ちば地域再生リサーチ」による、空き店舗を利用した「アートコミュ

ニティ美浜」や多世代交流ステーション「にこりこ」事業が展開され、地

域資源の活用による交流の場づくりが進んでいる。 

近所に、何でも相談できる

「かかりつけ医」を持ちまし

ょう。 

◆ 民生委員・児童委員等が、あんしんケアセンターと連携し、介護等の支

援が必要な方に医師の診察や介護保険申請を勧めた。 

障害者・要援護者等の避難訓

練の実施及び避難場所の体

制づくり 

○ 町内自治会等が、避難所運営委員会を設立し、避難訓練や避難所設営の

体制づくりを行った。 

 運営委員会設立数：２７か所（避難所数：５３か所） 

美浜区ボランティアセンタ

ーを活用したボランティア

活動への参加促進 

△ 美浜区ボランティアセンターにおいて、主催事業やボランティア活動の

紹介を通して、ボランティア活動への参加推進を図った。 

 美浜区ボランティアセンター個人ボランティア登録者数 

 （Ｈ２４年度：５６８人、Ｈ２５年度：５９８人） 

研修の実施などによるボラ

ンティアの養成と地域人材

の活用（自分の力や特技を、

地域のボランティア活動に

生かそう。） 

△ 美浜区ボランティアセンターにおいて、各種ボランティア養成講座を開

催し、ボランティアの確保、育成を図るとともに、利用希望者との調整を

行った。 

◆ 美浜区人財バンクに平成２４年度からボランティア登録を開始した。 

（Ｈ２４年度：３０人、Ｈ２５年度：５１人） 

Ħ ƼʺǱ ƽ ǵ ֵǲǫǋǭ 

 Ʀ ᷂Ḫ̇ șʺ̱ǯǠȒ Ҳ          ƨ ǯ᷂Ḫ̇ ǵӲϐ 

ơ ̝ Ӳ ̝ǯ᷂Ḫ̇ ǯǵӲϐ      Ƥ ǵ᷂Ḣ ȳɶɑȷ 

【今後の課題】 

美浜区では、集合住宅が多く、その中には地域とのつながりが希薄な傾向もあり、地

域福祉計画やその取り組みへの認知度は高いとはいえないため、計画の周知・理解や地

域福祉活動への参加を促進する必要がある。 

担い手の高齢化や担い手不足の問題については、若い世代も参加しやすい活動を通し

て、新たな人材の発掘とその育成、世代交代の促進などを行っていく必要がある。 

また、地区内で活動する団体間の連携、協力を進めるとともに、各地区が抱える課題

等を協議・検討し、新たな取り組みに発展させるための情報共有の場を設ける必要があ

る。 

その他、活動拠点確保のための既存施設、遊休施設の活用や財源確保等について、検討

を行う必要がある。
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１ 計画の基本的な考え方 

本市の中長期的な市政運営の基本方針である千葉市新基本計画（平成２４～３３年

度）では、「支えあいがやすらぎを生む、あたたかなまちへ」がまちづくりの方向性の

一つとして示されるとともに、その施策の柱の一つに「ともに支えあう地域福祉社会

を創る」が掲げられています。 

また、第２次実施計画（平成２７～２９年度）においては、新基本計画に示す方向

性に沿った優先的に取り組む具体的な施策が総合的に示されています。 

このことを踏まえ、「支え合いのまち千葉 推進計画」においては「ともに支えあう

地域福祉社会を創る」を基本目標に設定するとともに、千葉市新基本計画の理念や方

向性の実現、第２次実施計画との整合を念頭に置きながら、市民と行政が連携・協働

して支え合いの仕組みづくりを進めていき、すべての市民が住み慣れた地域で安心し

て自分らしく暮らし続けられる地域社会の実現を目指します。 

 

２ 計画の特徴 

（１） 市民に「支え合い」「助け合い」「市民主体のまちづくり」などのイメージが伝

わり、広く親しみを持って関わってもらえる計画になるように、タイトルを「支

え合いのまち千葉 推進計画」としました。 

 

（２） 第４章で市の取組み（公助の取組み）、第５章で地域の取組み（共助の取組み）

を定め、地域住民等と市がそれぞれの特性を生かした役割分担を果たしながら、

連携・協力して計画を推進することとしました。 

 

（３） 共助に関する取組みを９つのテーマに分類し、第６章において、それぞれのテ

ーマごとに地域（共助）、市（公助）、千葉市社会福祉協議会の３者の取組みを関

連付けて整理しました。 

 

（４） 区計画の重点取組項目を社協地区部会のエリア単位で設定し、その地域の生活

課題の解決に向けた活動について、地域で考え地域で取組む仕組みにしました。 
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３ 施策の体系 

本計画では、地域福祉を推進する活動主体により取組みの体系を２つに区分してい

ます。 

地域福祉に関する行政施策を定めた「市の取組み（公助の取組み）」と、地域住民の

参加と連携により、地域福祉に関する活動を推進・実践する「地域の取組み（共助の

取組み）」に区分されます。 

市の取組みは、社会福祉法第１０７条の規定により市町村地域福祉計画に定めるべ

きとされている事項を、７つの施策の方向性に分けて整理しています。 

また、地域の取組みは、各区の地域住民等が主体となって定めたもので、「区支え合

いのまち推進計画（区計画）」として位置付けられます。 

基本
目標 区  分 施策の方向性 取組項目 

と

も

に

支

え

あ

う

地

域

福

祉

社

会

を

創

る 

市
の
取
組
み
（
公
助
の
取
組
み
） 

１ 利用しやすいサービスの実現 

（１）情報提供の充実 

（２）相談や苦情の受付体制の充実 

（３）サービスの質向上と提供体制の充実 

２ くらしを守る取組み 

（４）人権を尊重する取組み 

（５）要支援者への支援 

（６）生活困窮者への支援 

３ 民間との連携協働と活動支援 
（７）民間との連携とコミュニティビジネスの促進 

（８）千葉市社会福祉協議会の活動支援 

４ 交流の機会創出と社会参加の 

促進 
共
助
に
関
す
る
取
組
み
【
取
組
み
テ
ー
マ
】 

１ （９）交流の機会創出と社会参加の促進 

２ （10）健康づくり 

５ 支え合いの仕組みづくり 

３ （11）相談体制と情報提供の充実 

４ 
（12）要支援者を支える仕組みづくりと 

地域団体の活性化 

５ （13）見守り体制の構築 

６ （14）防犯に対する取組み 

７ （15）防災に対する取組み 

６ 福祉教育と人材育成 
８ （16）福祉教育・啓発 

９ （17）人材確保とボランティア活動の促進 

７ くらしやすい環境づくり （18）まちの基盤整備 

地
域
の
取
組
み 

（
共
助
の
取
組
み
） 

１ 中央区の取組み （中央区支え合いのまち推進計画） 

２ 花見川区の取組み（花見川区支え合いのまち推進計画） 

３ 稲毛区の取組み （稲毛区支え合いのまち推進計画） 

４ 若葉区の取組み （若葉区支え合いのまち推進計画） 

５ 緑区の取組み  （緑区支え合いのまち推進計画） 

６ 美浜区の取組み （美浜区支え合いのまち推進計画） 
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４ 計画期間 

上位計画である第２次実施計画との整合を図り、計画期間は平成２７年度から平成

２９年度までの３年間とします。 

 
 

５ 計画策定の経緯 

社会福祉法では、市町村地域福祉計画の策定・実行にあたって、地域住民の意見を

反映する措置を講じるよう求めており、住民参加の考え方に基づくところに計画の大

きな特徴があります。 

本計画の策定にあたっては、社会福祉審議会地域福祉専門分科会で全体の審議を行

うとともに、各区の地域福祉計画推進協議会において区計画の内容について協議を行

い、委員の様々な意見を反映させて内容を決定しています。 

また、市民説明会やパブリックコメントなどによる意見募集を実施し、多くの市民

の意見が反映されるよう努めています。 

年月 実施内容 

平成２６年２月 平成２５年度第１回地域福祉専門分科会（2/13） 

・第３期千葉市地域福祉計画の策定方針（案）・骨子（案）について 

３月 平成２５年度第２回地域福祉専門分科会（3/27） 

・第３期千葉市地域福祉計画の策定方針（案）・骨子（案）について 

６月 平成２６年度第１回地域福祉専門分科会（6/27） 

・第３期千葉市地域福祉計画の素案について 

各区地域福祉計画推進協議会（区計画の策定作業開始） 

８月 インターネットモニターアンケート調査（8/1～7） 

１０月 各区地域福祉計画推進協議会（区計画案の決定） 

１１月 市民説明会開催（各区１回開催） 

１２月 平成２６年度第２回地域福祉専門分科会（12/19） 

・第３期千葉市地域福祉計画の原案について 

平成２７年２月 パブリックコメント手続きによる市民意見の聴取 

３月 平成２６年度第３回地域福祉専門分科会 

・第３期千葉市地域福祉計画の決定について 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

支え合いのまち千葉 推進計画

（第３期地域福祉計画）
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［取組項目］（１）情報提供の充実 

行政や専門機関等が提供する公的サービスに関する多くの情報は、ちば市政だより

や各種広報紙、インターネットなどを通して提供されていますが、近年増加し、多様

化・複雑化する市民ニーズに対応するためには、サービスを比較し自分に合うサービ

スを選択できるような情報提供の充実と工夫が求められます。 

保健、福祉、医療など地域で安心して生活するために必要な情報を集約する仕組み

や、市民ニーズに的確に対応し最適なサービス利用に結びつけることができる情報提

供の仕組みなどを充実させます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

1 区役所窓口改革の推進 

業務プロセス改革の取組みの一環として、「滞在時間が

最少」、「来庁せずとも手続が完了する」、「必要な手続きを

一括で申請できる」窓口を目指し、区役所窓口改革を推進

します。 

業務改革推進課 

2 市役所コールセンター 
行政サービスやイベントなどに関する電話等の問い合

わせへ、一元的に対応します。 
広 聴 課 

3 
障害者に対する情報提

供 

点字即時情報ネットワーク事業や手話通訳者の派遣や

養成、要約筆記者等の派遣や養成を行うほか、点字・声の

市政だより の発行により市政情報を提供します。 

また、手話通訳者を本庁舎及び各区保健福祉センターに

配置し、聴覚障害者のコミュニケーションの円滑化を図り

ます。 

障害企画課 

障害者自立支援課 

4 
多様な媒体による情報

提供 

 各種ガイドブック・パンフレットや広報紙等の紙媒体の

ほか、ホームページやソーシャルメディア等のＩＴ媒体を

活用したリアルタイムでの情報提供に努めます。 

また、地域の連絡会議や地域における活動者、その他各

種ネットワーク等、多様な媒体を活用し、情報提供の充実

を図ります。 

全  庁 
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［取組項目］（２）相談や苦情の受付体制の充実 

保健福祉サービスの利用者は、自身の生活ニーズを満たすサービスを自ら選択する

ことが必要ですが、利用者の中にはサービス内容の理解が十分にできない人や、納得

できるサービスを受けられない人もいます。 

このため、市民からのきめ細かい相談や苦情に対応できるよう、行政や専門機関の

窓口体制等の充実を図り、適切なサービスの利用を推進します。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

5 
保健福祉センター「保健

福祉総合相談窓口」 

高齢者、障害者、こども等に係る総合的な相談業務の充

実に努めます。 
保健福祉総務課 

6 
あんしんケアセンター

の機能強化 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しが続けられるよう、高齢者やその家族に対する総合的な

相談・支援、要介護状態の軽減や悪化防止のための介護予

防ケアマネジメント、権利擁護事業など、地域包括ケアの

中心を担う総合的な窓口として機能の充実に努めます。 

高齢福祉課 

7 障害者相談支援事業 

障害者が地域で自立した日常生活や社会生活を営むこ

とができるよう、障害者施設の専門職員が様々な相談に応

じ支援します。 

障害企画課 

8 
発達障害者支援センタ

ーの運営 

自閉症やアスペルガー症候群、学習障害、ＡＤＨＤ（注

意欠陥多動性障害）などの発達障害者及びその家族からの

相談に応じ、指導または助言を行うとともに、関係機関と

連携し、地域における支援体制の充実に努めます。 

障害者自立支援課 

9 精神保健福祉相談 

精神障害者やその家族等を対象に、各区保健福祉センタ

ー健康課において、精神保健福祉相談員及び医師等によ

り、精神保健福祉に関する相談に応じます。 

精神保健福祉課 

10 
こころの健康センター

での支援 

精神的健康の保持増進、精神障害の予防、精神障害者の

社会復帰促進などの援助を行います。 
こころの健康センター 

11 教育相談事業 

障害等がある子ども及びその保護者、教職員からの電話相

談・来所相談・学校訪問相談等ニーズに応じた指導・助言を

することで学校生活が円滑に送れるように支援します。 

教育委員会 
養護教育センター 

12 
子ども・若者総合相談事

業 

社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者に

対して、関係機関が連携して支援を行う体制の整備を進め

ます。 

また、ニートやひきこもり、不登校等の問題を有する子ど

も・若者及びその家族の様々な相談に応じる総合相談窓口と

して「子ども・若者総合センター（Link）」を設置し、電話・

来所による相談の他、訪問相談・同行支援にも対応します。 

健全育成課 

青少年サポートセンター 
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№ 事業・施策名 内 容 担当課 

13 
子どもの相談・支援体制

の強化 

子どもと家庭に関する様々な問題に対応するため、児童

相談所や区家庭児童相談室、児童家庭支援センターなどに

おいて、子どもの相談・支援体制の充実に努めます。 

健全育成課 

児童相談所 

14 出産、育児の相談 
出産する病院の情報提供や新生児の育児の相談の充実

に努めます。 
健康支援課 

15 
子育て支援コンシェル

ジュ 

子育て支援コンシェルジュが、保育をはじめとした子育

て支援サービス全般の利用に関する相談・情報提供などを

行います。 

保育支援課 

16 子育て支援館の運営 

子育て親子のふれあいの場を提供するほか、子育てコー

ディネーターが各種子育てサービスの情報収集、インター

ネット等を活用した情報提供を行います。 

また、子育てに関する相談を受け、必要な援助や関係機

関との連絡調整を行います。 

保育支援課 

17 

地域子育て支援センタ

ー、子育てリラックス館

の運営 

子育て親子のふれあいの場の提供、交流の促進、保育士

や子育てアドバイザーによる子育てに関する相談指導・援

助、講習の実施、地域の子育て関連情報の提供などを行い

ます。 

保育支援課 

18 

ハーモニー相談室 

（女性専用） 

男性専用相談 

家族、健康、対人関係など、女性・男性の様々な悩みや

不安について、相談に応じます 
男女共同参画課 

19 
ふるさとハローワーク

事業 

国と共同で、職業紹介と就労・生活支援相談をワンスト

ップで対応し、就業や就労の定着化の促進を図ります。 
経済企画課 

 

［取組項目］（３）サービスの質向上と提供体制の充実 

行政機関をはじめ、社会福祉法人、医療法人、民間福祉事業者、ＮＰＯなどにより、

地域においては様々な保健福祉サービスが提供されています。 

また、社会情勢が変化し、生活課題やニーズが増加し、また、複雑化・多様化して

いることにより、保健福祉関係者には、これまで以上に幅広い知識や専門的技術など

の力量が求められています。 

このため、保健福祉関係者の資質向上や総合的なサービス提供の推進など、保健福

祉サービスの質と量の確保に努め、安心して利用できる保健福祉サービスの提供体制

づくりに取り組みます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

20 
社会福祉関係者の研修

の実施 

福祉を担う人材の養成と資質の向上、福祉サービスの向上

を図るため、幅広い研修を計画的かつ体系的に実施します。 
地域福祉課 
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№ 事業・施策名 内 容 担当課 

21 
社会福祉法人等への指

導監督 

関係法令、通知による法人運営、事業経営の指導事項に

ついて監査を行い、運営全般について助言、指導を行うこ

とにより、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業等の経営

の確保を図ります。 

地域福祉課 

22 在宅医療と介護の連携 

 訪問診療を行う医師の育成や「（仮称）市認定在宅介護対

応薬局」の確保、訪問歯科診療事業の拡充などにより、市

民が在宅で医療を受けるための基盤整備を行うとともに、

医療・介護関係者の連携やスキルアップなどを図ります。 

また、家族介護者の介護方法に関する相談を行う「家族

介護者支援センター」を設置するとともに、家族介護者が

特に困難を感じている介護技術について、訪問介護事業者

などが要介護（要支援）者等宅を訪問し、介護技術の講習

を実施します。 

健康企画課 

高齢福祉課 

23 
あんしんケアセンター

の機能強化（再掲） 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮ら

しが続けられるよう、高齢者やその家族に対する総合的な

相談・支援、要介護状態の軽減や悪化防止のための介護予

防ケアマネジメント、権利擁護事業など、地域包括ケアの

中心を担う総合的な窓口として機能の充実に努めます。 

高齢福祉課 

24 
生活支援・介護予防サー

ビスの基盤整備の推進 

これまで、サービス種類、内容、単価などについて、全

国一律で提供されてきた予防給付のうち、訪問介護と通所

介護は、介護保険法の改正により市の実情に応じて多種多

様な主体による柔軟な取り組みにより行われるようにな

ったことから、平成 28 年度より総合事業として、新しい

サービスを段階的に開始することを予定しており、現行相

当のサービスは維持しつつ、多様なサービスの担い手の育

成に取り組む生活支援コーディネーターを配置するとと

もに、リハビリテーション専門職を地域の活動の場に派遣

するなど、平成29年度に全面的に移行します。 

高齢福祉課 

25 

介護人材の確保と定着

の取組み（介護職員初任

者研修受講者支援） 

介護職員初任者研修修了後、市内の介護施設等で一定期

間就業した場合に、資格取得に要した経費の一部を助成し

ます。 

介護保険課 

26 
介護相談員派遣事業の

充実 

介護相談員が、介護保険施設などの事業所を訪問し、利

用者や家族の相談に応じることにより、利用者と事業者の

橋渡しをしながら、問題の改善やサービスの質の向上を目

指します。 

介護保険課 

27 
保健福祉センターの活

用 

市民一人ひとりの保健福祉ニーズにあわせた相談から

サービス提供までを総合的かつ一体的に行うとともに、地

域保健福祉活動の場を確保します。 

保健福祉総務課 
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［取組項目］（４）人権を尊重する取組み 

地域における支え合いは、お互いの人権を尊重することが基本的な考え方となるこ

とから、認知症高齢者、障害者、虐待の被害者、ホームレスなど、問題を抱えている

人たちを含め、あらゆる人が人間らしい生活を送る権利を保障され、必要な援助を受

けられる状態にあることが必要です。 

すべての市民が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、人権を

守る仕組みを充実させ、保健福祉サービスを円滑に利用するための体制整備や緊急時

の対応機能の強化などを推進します。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

28 
人権週間等における人

権啓発活動 

人権週間（１２月）等における啓発活動を通して、すべ

ての人の人権が尊重される社会の実現を目指します。 
男女共同参画課 

29 

日常生活自立支援事

業・法人後見事業への支

援 

判断能力が不十分な方が、住み慣れた地域で安心して自

立した生活を送れるよう、千葉市社会福祉協議会が実施し

ている福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行

う「日常生活自立支援事業」について、利用促進を図るた

めの支援を行います。 

また、法人として成年後見等の業務を受任する「法人後

見事業」の実施を支援します。 

地域福祉課 

30 認知症施策の推進 

認知症は誰もがなり得る病気であることなどを広く周

知するとともに、「標準的認知症ケアパス」の配付、「認知

症初期集中支援チーム」の整備促進などを行います。 

高齢福祉課 

31 
成年後見制度の利用促

進 

判断能力が不十分な方が、住み慣れた地域で安心して自

立した生活を送れるように、千葉市成年後見支援センター

を拠点とし、成年後見制度の普及・啓発を図ります。 

高齢福祉課 

障害者自立支援課 

32 高齢者虐待への対応 

あんしんケアセンターを窓口とした関係機関との連携

強化を図り、高齢者虐待の防止、虐待の早期発見、早期対

応、保護、支援に至るまでの取り組みを行います。 

高齢福祉課 

33 障害者虐待への対応 

障害者の権利・尊厳を脅かす虐待を防止するとともに、

障害者を養護している家族等（養護者）が介護疲れなどの

原因で虐待を行わないよう、養護者を支援します。 

障害者自立支援課 

【施策の方向性 】２ くらしを守る取組み 
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№ 事業・施策名 内 容 担当課 

34 児童虐待・ＤＶへの対応 

民生委員・児童委員、小中学校や特別支援学校の教諭を

対象とした研修会の実施、暴力によらない子育ての周知

等、児童虐待の発生防止に向けた取組みを行います。 

また、児童虐待及びＤＶの発生予防と早期発見・早期対

応の一層の推進を図るため、要保護児童対策及びＤＶ防止

地域協議会を開催し、関係機関との連携を図ります。 

健全育成課 

児童相談所 

35 
児童虐待防止推進月間

における啓発活動 

児童虐待防止推進月間（１１月）における啓発活動（オ

レンジリボンキャンペーン）を通じて、児童虐待問題につ

いての関心と理解を深め、児童虐待防止に向けた協力を呼

びかけます。 

健全育成課 

児童相談所 

36 
保育施設における児童

虐待への対応 

保育施設内の児童虐待を防止するため、保護者や施設職

員からの通報を市ホームページ上で受け付け、施設への立

ち入り調査や指導など速やかに対応します。 

保育運営課 

 

［取組項目］（５）要支援者への支援 

近隣住民同士の交流の減少などが見られる近年において、すべての人が住み慣れた

地域で安心して生活していくためには、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人など支

援を必要とする人を発見・把握し、市と地域全体との連携により、生活課題を解決し

ていく支援体制の充実が求められます。 

日常的に支援を必要とする人が社会的に孤立しないよう、緊急時において要支援者

を発見する機能を充実させるとともに、要支援者を支援する体制を整備します。 

また、高齢者や障害者など、災害時において支援が必要となる人を特定し、迅速に

安否確認を行い、必要な支援を的確に実施する体制の構築に取り組みます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

37 
避難行動要支援者への

対応 

介護認定を受けるひとり暮らし高齢者や障害者等、災害

時の避難行動に支援を要する者に関する情報を市と地域

住民が共有するなど、支援体制の構築を促進します。 

防災対策課 

38 
孤独死防止通報制度の

運用 

日常的に地域を回っているライフライン事業者や配達

事業者等の協力により、高齢者宅等の異変を通報してもら

い孤独死・孤立死の防止を図ります。 

地域福祉課 

39 

安心電話・緊急通報装置

の設置、SOSネットワー

クの整備 

ひとり暮らしの高齢者に対する、電話による安否確認や

緊急通報装置を設置します。 

また、認知症高齢者が徘徊により行方不明になった場合

の警察と市関係機関等によるネットワークを整備します。 

高齢福祉課 
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№ 事業・施策名 内 容 担当課 

40 
精神科救急医療システ

ム 

夜間・休日を含め精神疾患の急激な発症や精神症状の急

変に対応するため、24 時間の相談に応じるとともに、必

要な医療施設を確保します（千葉県との共同運営事業）。 

精神保健福祉課 

41 応急手当普及啓発事業 

応急手当のできるバイスタンダーを育成することで、要

援護者、社会的弱者など市民全体の生命を守り、救命率の

向上を図ります。 

救 急 課 

 

［取組項目］（６）生活困窮者への支援 

近年の景気低迷や雇用情勢の変化などにより、経済的に困窮する人や生活保護受給

者が増加していますが、中には様々な理由により生活保護や各種福祉サービスなどの

既存の制度を利用できず、制度の狭間で生活困窮に陥っている人がいます。 

また、このような人は単に経済的な困窮に陥っているだけではなく、家庭や生活の

中で様々な問題を抱え、地域で孤立している可能性もあります。 

 このため、生活全般にわたり困難な状況にある人に対し相談支援体制を構築すると

ともに、地域の様々な機関や社会資源と連携し、困窮状態から早期に脱出できるよう

支援に取り組みます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

42 
千葉市生活自立・仕事 

相談センター 

生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るとともに、

生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのな

いよう、生活に困窮した方の悩みに応じた対応を行いま

す。 

保 護 課 

43 ホームレス対策 

巡回相談員による生活実態等の把握を行います。 

また、ホームレス問題連絡会議において、自立支援の施

策に関する情報交換や連絡調整を行うなど総合的かつ効

果的な推進体制を構築します。 

保 護 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 市の取組み（公助の取組み） 

47 

 

［取組項目］（７）民間との連携とコミュニティビジネスの促進 

複雑化・多様化した生活課題を解決するためには、社会福祉を目的とする多様なサ

ービスの振興と参入の促進、新たな地域資源の発掘、活用が必要です。 

民間の専門性や柔軟性を生かした取組みが地域において実施されるよう、民間企業

や大学等の取組みを支援するとともに、市との連携・協働を働きかけていきます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

44 
民間等との包括提携協

定 

ＵＲ都市機構や民間企業、研究機関、大学等と包括的に

連携し、高齢者や子育て世帯等に配慮したまちづくりの推

進や市民サービスの向上・地域の活性化を図ります。 

政策調整課 

経済企画課 

45 
公益活動団体の連携促

進 

市民活動支援センターにおいて、市民公益活動を行って

いる団体に対する情報発信や団体相互の情報交流の推進

に努め、団体間のネットワーク構築を支援します。 

市民自治推進課 

46 
民間企業と連携した高

齢者の見守り支援 

民生委員や町内自治会など地域による見守り活動に加

え、新たに民間企業と連携し高齢者の見守り支援の強化を

図ります。 

高齢福祉課 

47 
コミュニティビジネス

の支援 

コミュニティビジネスの普及・促進のための環境づく

り、支援事業を行います。 
産業支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性 】３ 民間との連携協働と活動支援 
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［取組項目］（８）千葉市社会福祉協議会の活動支援 

千葉市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）は、社会福祉法第１０９条の規定

により地域福祉の推進を目的とする民間団体として位置付けられています。 

本計画においても、各種の福祉サービスを提供する主体として、あるいは地域の活

動を育成し調整する主体として、広範な分野で大きな役割を担うことが期待されます。 

市は、市社協が今後も幅広い活動を展開し、活動内容の充実を図れるよう支援する

とともに、市社協と連携して地域福祉の充実に取り組んでいきます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

48 
コミュニティソーシャ

ルワーカーの活動支援 

市社協各区事務所に配置されているコミュニティソー

シャルワーカー※の活動を促進させるため、関係部門との

調整等の支援を行います。 

 

※地域における福祉ニーズを早期に発見し、その解決のた

めに個別支援や地域支援を担い、関係機関と連絡調整を

行う地域福祉のコーディネーター 

地域福祉課 

49 
区計画推進のための連

携 

区計画を推進するため、市と市社協がそれぞれの組織の

特性を生かし連携・協力しながら、地域の取組みを支援し

ます。 

地域福祉課 

50 市社協の活動支援 

 地域福祉の推進を図ることを目的とする市社会福祉協

議会がその役割を十分に果たせるよう、法人運営の支援や

各種事業に対する助成を行います。 

地域福祉課 
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［取組項目］（９）交流の機会創出と社会参加の促進（取組みテーマ １ ） 

ひとり暮らし高齢者や子育て中の親など、地域で孤立しがちな人たちを含めて、様々

な世代の人が参加し、交流する機会をつくっていくことが求められています。 

また、定年を迎えた人がこれまでの経験や技術を生かして、ボランティア活動や地

域の活動に参加することが期待されています。 

さらに、障害者やひとり親家庭など対して、雇用やイベント等への参加の機会を確

保し、自立と社会参加の機会を増やすことが必要です。 

このため、地域で生活する人同士が、様々な交流の機会を持つことができるよう、

地域で気軽に参加できる交流の場や、仲間づくりができるイベントなどを充実させる

とともに、障害者やひとり親家庭の就労など社会参加への機会づくりに努めます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

51 地域福祉交流館の運営 

地域福祉活動を促進するため、子どもから高齢者まで広

く市民が利用できる施設として、小中台地域福祉交流館と

犢橋地域福祉交流館を運営します。 

地域福祉課 

52 
老人クラブ活動の充実

強化 

老人クラブの活動を通じ、高齢者の生きがいづくりや健

康づくりに係る各種事業、社会奉仕活動を促進するととも

に、リーダーを育成するための指導者研修等を充実しま

す。 

高齢福祉課 

53 
シルバー人材センター

の充実 

高齢者の就業機会の確保、生きがいの充実、健康と福祉

の増進を図るため、市民や企業に対して、千葉市シルバー

人材センターのＰＲを積極的に行います。 

高齢福祉課 

54 
いきいきプラザ・センタ

ーの運営 

高齢者が健康で生きがいのある生活が送れるよう、健康

づくり、各種相談、教養の向上、レクリエーション、介護

予防などの場を提供する「いきいきプラザ」及び「いきい

きセンター」を運営します。 

高齢施設課 

55 
いきいき活動外出支援

事業 

高齢者の社会参加促進を図ることを目的に、高齢者団体

が実施する研修、視察、ボランティア活動等の自主的な活

動のため、民間バスを借り上げた場合に、その費用の一部

を助成します。 

高齢施設課 

56 
介護支援ボランティア

制度の運用 

 高齢者が高齢者施設などでボランティア活動を行った

場合に、介護保険料や介護サービス利用料などに充てるこ

とができるポイントを付与し、介護予防の促進や社会活動

参加などを支援します。 

介護保険課 

【施策の方向性 】４ 交流の機会創出と社会参加の促進 
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№ 事業・施策名 内 容 担当課 

57 
地域活動支援センター

の運営支援 

創作的活動や生産活動、社会との交流促進など多様な活

動の場を提供するとともに、地域の障害者等の福祉に関す

る相談に応じ、必要な情報提供や援助を行う地域活動支援

センターの運営を支援します。 

障害企画課 

58 

障害者福祉センター・療

育センター・ふれあいの

家における各種講座の

開催 

障害者の余暇活動の充実、社会参加へのきっかけづく

り、文化・教養の向上、リハビリテーションなどを目的に、

様々な障害特性に対応した創作的活動、スポーツ・レクリ

エーション等の講座を開催します。 

障害企画課 

59 障害者の就労支援 

一般就労を希望する障害者に対して、就職前に企業等で

一定期間の実習を行う障害者職場実習事業を実施するな

ど、就労を希望する障害者を支援します。 

障害者自立支援課 

60 
トイライブラリー運営

事業 

心身障害児がおもちゃを通じて遊ぶことにより、機能回

復及び能力発達を促進します。 
障害者自立支援課 

61 
障害者スポーツ大会等

の開催 

障害者の社会参加はもとより、健康づくりや生きがいづ

くりを促進するため、激励会の開催、スポーツ活動の機会

の確保、全国障害者スポーツ大会への参加支援などを実施

します。 

障害者自立支援課 

62 長柄げんきキャンプ 
少年自然の家で市立小・中学校の特別支援学級及び特別

支援学校の児童・生徒による宿泊学習を行います。 

教育委員会 
指 導 課 

63 こどもカフェの運営 

学校等の公共施設や空き店舗等を活用し、「子どもに信

頼される大人」が見守る中で、気軽に相談したり、一緒に

勉強したり、また、仲間と遊んだりすることができるなど、

子どもたちにとって居心地の良い居場所となる「こどもカ

フェ」を運営します。 

こども企画課 

64 子ども交流館 

「遊び・創造・憩い」を通して、子どもたちに健全な遊

びと居場所を提供し、子どもの健全な育成と交流を図ると

ともに、子どもたちで構成し施設の利用方法などを検討す

る「子ども運営委員会」の設置など、子どもの自主的活動

の支援等を行います。 

こども企画課 

65 
放課後子ども教室推進

事業 

小学校の施設を活用して、放課後の子どもたちの安全・

安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の多様な人々の参

画を得て、さまざまな体験・交流活動を実施します。 

教育委員会 
生涯学習振興課 

66 
子育て支援館の運営（再

掲） 

子育て親子のふれあいの場を提供するほか、子育てコー

ディネーターが各種子育てサービスの情報収集、インター

ネット等を活用した情報提供を行います。 

また、子育てに関する相談を受け、必要な援助や関係機

関との連絡調整を行います。 

保育支援課 
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№ 事業・施策名 内 容 担当課 

67 

地域子育て支援センタ

ー、子育てリラックス館

の運営（再掲） 

子育て親子のふれあいの場の提供、交流の促進、保育士

や子育てアドバイザーによる子育てに関する相談指導・援

助、講習の実施、地域の子育て関連情報の提供などを行い

ます。 

保育支援課 

68 
保育所（園）地域活動事

業 

市内すべての認可保育所（園）において、世代間交流、

異年齢交流、育児講座等を実施します。 
保育運営課 

69 
母子家庭等の就業自立

支援 

ひとり親家庭等が、自立した生活を送ることができるよ

う、就業相談や就業支援講習会を実施するほか、就労に有

利な資格の取得を支援するため、「自立支援教育訓練給付

金事業」や「高等職業訓練促進給付金事業」を実施します。 

健全育成課 

70 学校支援地域本部 
地域の教育力を生かし、学校教育の充実や地域コミュニ

ティの活性化を図る、学校支援地域本部を推進します。 

教育委員会 
学 事 課 

 

［取組項目］（10）健康づくり（取組みテーマ ２ ） 

「健やか未来都市ちばプラン」においては、市民一人ひとりが主体的に健康づくり

に取組むこと、また、みんなで支え合う地域社会を育み健康づくりの輪を広げること、

などが基本目標として掲げられています。 

地域住民が自主的・主体的に健康づくりに取り組むよう、地域と市が連携し、健康

づくり情報の発信や健康づくり活動への支援を行います。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

71 学校体育施設開放事業 

学校体育施設を開放し、市民の体力づくり及びコミュニ

ティ活動の振興を図り、市民が手軽に多様なスポーツ・レ

クリエーションを行える場を提供します。 

スポーツ振興課 

72 健康づくり事業 

市内に所在する地区組織、事業所等が行う健康づくりに

ポイントを付与し、規定のポイントで景品や認証などのイ

ンセンティブを授与することにより生活習慣の改善を促

すとともに、地域組織活動の推進による絆づくりを促進し

ます。 

健康支援課 

73 
ヘルスサポーターの養

成 

家庭や身近な地域の中で、健康づくりを実践する仲間づ

くりを進めるヘルスサポーターを養成します。 
健康支援課 

74 
食生活改善推進員の養

成 

地域の健康づくりのために、「食」を通したボランティ

ア活動を行う食生活改善推進員（愛称「ヘルスメイト」）

を養成します。 

健康支援課 
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［取組項目］（11）相談体制と情報提供の充実（取組みテーマ ３ ） 

日常生活に課題を抱える高齢者や障害者などが住み慣れた地域で生活していくには、

困りごとなどを身近な地域で気軽に相談できることが重要です。 

また、地域福祉の取組みが全市的に発展していくためには、関係する情報を共有す

る仕組みをつくり、地域の取組みの活性化や新たな担い手の発掘などに努めていくこ

とが必要です。 

このため、身近な地域において相談を受け、必要に応じて適切な相談機関へつなげ

る体制を推進するとともに、区計画に基づく地域の取組みが推進されるよう、地域福

祉に関する情報提供の充実に努めていきます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

75 
地域福祉に関する情報

提供 

 各区支え合いのまち推進協議会における事例紹介や各

区支え合いのまち推進協議会が発行する推進協だより、ま

た、多様な媒体を活用した本計画の周知により、地域福祉

に関する情報を提供します。 

地域福祉課 

76 
民生委員・児童委員活動

への支援 

民生委員・児童委員が地域において円滑で有効な活動を

実施できるよう、民生委員児童委員協議会の活動をサポー

トするとともに、研修内容の充実に努めます。 

地域福祉課 

77 
ボランティアに関する

情報の発信 

 ボランティアデータベース「ちばぼら」をはじめ、ボラ

ンティア関係機関である、千葉市国際交流協会、千葉市ボ

ランティアセンター、ちば生涯学習ボランティアセンタ

ー、市民活動支援センター等でボランティア情報の発信・

提供を行います。 

地域福祉課 

市民自治推進課 

国際交流課 

教育委員会 
生涯学習振興課 

78 地域保健推進員活動 

地域保健推進員が、それぞれ担当地区を持ち、地域の身

近な相談役として、地域と各区保健福祉センター健康課の

パイプ役となります。 

健康支援課 

79 

子育てサポーター・家庭

教育アドバイザー配置

事業 

公民館で活動している子育てサークルや子育てに悩み

や不安を持つ親を対象に、気軽に相談できる子育てサポー

ターを派遣します。 

また、家庭教育アドバイザーが、より専門的な立場から

相談に応じるほか、子育てサポーターへの助言等も行いま

す。 

教育委員会 
生涯学習振興課 

 

 

 

 

【施策の方向性 】５ 支え合いの仕組みづくり 
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［取組項目］（12）要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化（取組みテーマ ４ ） 

地域では、町内自治会、社協地区部会、民生委員、ボランティア等、様々な主体が

公的サービスのみでは十分に対応することができない、多様な日常の生活課題に対す

る支援を行っており、地域で安心した生活を送るためには、これらの主体が欠かせな

い存在になっています。 

地域住民一人ひとりの生活を支えるためには、複数のニーズに適切に対応する必要

があることから、様々な地域福祉活動や活動主体のネットワークを充実・強化すると

ともに、各種の地域福祉活動の活性化を図ります。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

80 
地域運営委員会の設立

促進 

将来にわたり、住民同士の助けあい、支えあいによる地

域運営が可能となる体制づくりを進めるため、概ね小～中

学校区の広さ毎に、地域で活動する様々な団体で構成され

る地域運営委員会の設立を進めます。 

市民自治推進課 

81 
ちばし消費者応援団登

録 

高齢者への見守り等を含む消費者教育に係る活動を行

う団体や個人の登録制度を実施し、消費者教育に関する情

報提供や活動場所の提供などにより団体や個人の活動を

支援します。 

消費生活センター 

82 
各区支え合いのまち推

進協議会の開催 

区計画の推進を目的として、議論や意見交換を通じた地

域の生活課題や成果事例の共有、計画の進捗把握や推進方

法の検討などを行います。 

地域福祉課 

83 
社協地区部会活動の支

援 

 区計画推進の中心的役割が果たせるよう、情報の収集・

発信、地域のネットワークづくり、人材育成、活動拠点の

確保などを実施する社協地区部会の活動を支援します。 

地域福祉課 

84 
地域福祉交流館の運営

（再掲） 

地域福祉活動を促進するため、子どもから高齢者まで広

く市民が利用できる施設として、小中台地域福祉交流館と

犢橋地域福祉交流館を運営します。 

地域福祉課 

85 
精神障害者家族会への

支援 

精神障害者家族会が行う研修や相談事業に対し補助金

を交付することにより、家族会の運営を支援するととも

に、精神障害への正しい理解の促進を図ります。 

精神保健福祉課 

86 
障害のある子どもの学

校生活サポート 

学校や保護者の要請に応じてボランティアを派遣する

ことにより、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒の

学校生活の支援をします。 

また、階段昇降機等の機器の貸出を行うことにより、肢

体不自由児や難聴児等の円滑な学校生活を支援します。 

教育委員会 
養護教育センター 
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№ 事業・施策名 内 容 担当課 

87 

子育てに関する地域貢

献活動への市職員への

参加の促進 

子ども・子育てに関する活動等の事業所管課は、庁内ネ

ットワークを活用して市職員への情報提供・積極的参加を

呼びかけます。 

給 与 課 

88 育児サークルの支援 
育児のための情報交換や子育て親子の友達づくりと知

識の普及を図り、育児を支援します。 
健康支援課 

89 
ファミリー・サポート・

センター事業 

 「子育て中で困ったときに手を貸して欲しい方」と「子

どもが好き」「子育て中のお母さんを助けてあげたい」な

どの思いをもっている方に会員登録をしてもらい、センタ

ーのアドバイザーが仲介となって、地域に住む会員同士で

子育て支援をする相互援助活動を支援します。 

保育支援課 

90 
地域と連携した空き家

有効活用事業 

市民活動団体と市の協働により、空き家の有効活用に関

する調査、課題解決、所有者や住民の合意形成など、事業

全体のコーディネートを実施します。 

住宅政策課 

91 学校施設開放の推進 
地域住民の学習などの活動の場を提供するため、学校施

設の開放を進めます。 

教育委員会 
企 画 課 

92 
地域づくり拠点として

の公民館の活用 

公民館の運営に地域が参画する制度設計を行うことで、

「地域の総合交流拠点」として、地域団体の活動を支援し

ます。 

教育委員会 
生涯学習振興課 

93 区地域活性化支援事業 

地域課題の解決や地域の活性化などを目的に、対象団体

や対象事業等の応募資格を定め、審査・選考の上、交付決

定した地域団体の活動の支援を行います。 

各区地域振興課 

 

［取組項目］（13）見守り体制の構築（取組みテーマ ５ ） 

少子高齢化や核家族化の進行に伴い、ひとり暮らし高齢者や子育て家庭をはじめ、

日常生活に様々な問題を抱えている人が増加しており、身近な地域での見守り体制の

充実がより一層重要な課題となっています。 

見守り活動や安否確認活動は、地域で取り組む支え合い活動の中でも基礎的な活動

であることから、これらの活動が全市的に発展・充実していくよう、地域の団体の活

動を支援します。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

94 
地域見守り活動支援事

業 

ひとり暮らし等の高齢者が、住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるよう、地域において見守り活動を新たに

実施する団体に対し、環境の整備に必要な活動拠点の初期

費用の一部を助成します。 

高齢福祉課 
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№ 事業・施策名 内 容 担当課 

95 
学校セーフティウォッ

チ 

地域住民や保護者が登下校時を中心に見守りを行い、児

童生徒の安全確保を図るボランティアを推進します。 

教育委員会 
学 事 課 

96 
美浜区見守りネットワ

ーク 

協力事業者と地域全体の見守りにより、孤独死防止を目

指すとともに、ひとり暮らし高齢者を対象に迅速な救急活

動に資するため、安心カードを配付します。 

美浜区役所 
地域振興課 

 

［取組項目］（14）防犯に対する取組み（取組みテーマ ６ ） 

安心で安全な地域社会の実現には、地域住民一人ひとりが防犯意識を高め、犯罪の

被害に遭わないように注意するとともに、地域が連携して、犯罪の機会を与えない、

犯罪を起こしにくい地域づくりを進めることが大切です。 

パトロール活動や子どもの安全確保を図る取組みなど、地域での自主的な防犯体制

づくりを支援し、安心して生活できる地域づくりを促進します。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

97 市民防犯活動の支援 
防犯パトロール隊への物品配付や各種講座の開催、防犯

街灯の設置助成等を実施します。 
市民サービス課 

98 
地域防犯ネットワーク

の推進 

市、警察及び事業者が協働して、地域の見守りネットワ

ークを構築し、安全で安心なまちづくりを推進するととも

に、犯罪発生情報等の防犯情報をスピーディーに配信す

る、ちばし安全・安心メールを実施します。 

市民サービス課 

99 
くらしの巡回講座の実

施 

高齢者や高齢者の見守り活動を行う団体等の希望の日

時・場所・内容で、消費生活相談員等による悪質商法の最

新の手口や対処法に係る講座を実施することにより、高齢

者等の消費者被害の防止に係る啓発を行います。 

消費生活センター 

100 保護司の活動支援 

保護司会連絡協議会、更生保護女性会連絡協議会への補

助金、千葉県更生保護助成協会への負担金を交付し、保護

司の活動を支援します。 

また、保護司の活動拠点である更生保護サポートセンタ

ーの設置を支援します。 

地域福祉課 

101 こども１１０番のいえ 

子どもたちの登下校時等における安全の確保を図るた

め、各中学校区青少年育成委員会が地域住民・事業者に緊

急避難場所として「こども１１０番のいえ」を登録の依頼

をし、ステッカーを掲示してもらいます。 

健全育成課 

102 
防犯ウォーキングの推

進 

市民が日頃のウォーキング等を兼ねて、気軽にパトロー

ルを実施する「防犯ウォーキング」を推進します。 
各区地域振興課 
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［取組項目］（15）防災に対する取組み（取組みテーマ ７ ） 

東日本大震災の教訓から、自助・共助の考え方を基本として地域住民の防災意識を

高め、地域における自主的な支援の体制を整備することにより、地域の防災力を向上

させることが求められています。 

災害時に支援を必要とする人の安全を確保するため、地域住民相互の支え合い・助

け合いによる避難支援の仕組みづくりを促進します。 

  【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

103 

土砂災害警戒区域等に

おける警戒避難体制の

整備 

大雨等による土砂災害から住民の生命・身体を保護する

ため、土砂災害ハザードマップの作成を通じて警戒避難体

制を整備します。 

危機管理課 

104 自主防災組織の育成 
防災組織設置の際の機材供与、防災訓練への助成、機材

購入・賃借の際の助成を行います。 
防災対策課 

105 
避難行動要支援者への

対応（再掲） 

介護認定を受けるひとり暮らし高齢者や障害者等、災害

時の避難行動に支援を要する者に関する情報を市と地域

住民が共有するなど、支援体制の構築を促進します。 

防災対策課 

106 
避難所運営委員会の設

立促進 

災害時に迅速かつ円滑に避難所の開設・運営を行うた

め、市民が主体となった避難所運営委員会の設立を促進し

ます。 

防災対策課 

107 災害情報ネットワーク 
災害情報を伝達する、ちばし安心・安全メールの配信を

行います。 
防災対策課 

108 
災害時におけるボラン

ティア体制の整備 

災害時におけるボランティア活動が円滑に行われるよ

う、市社協が設置する災害ボランティアセンターの運営に

ついて、支援体制構築の準備を行います。 

地域福祉課 
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［取組項目］（16）福祉教育・啓発（取組みテーマ ８ ） 

地域福祉を推進していくためには、一人でも多くの市民が福祉に対する理解や関心

を深め地域福祉活動に参加するよう、さまざまな学習や体験を通して共に支え合う福

祉の心を育むことが必要です。 

地域住民が福祉の知識と実践力を向上させることができるよう、各種研修や学習の

機会を充実させるとともに、福祉についての啓発活動を推進していきます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

109 市政出前講座 

専門知識をもっている市職員が、地域の住民や団体によ

る福祉活動に寄与するため、地域に出向いて「出前講座」

を行います。 

広 聴 課 

110 福祉教育の推進 
 千葉市社会福祉協議会が行う福祉教育推進のための各

種事業を支援します。 
地域福祉課 

111 
ボランティア講座開催

支援 

 ボランティアの育成を図るため、千葉市ボランティアセ

ンターが行う各種ボランティア講座の開催を支援します。 
地域福祉課 

112 障害者福祉大会の開催 

障害のある方とない方との交流を促進し、相互の理解を

広め、人と人とのふれあいの輪を広げるため、障害者福祉

大会を開催します。 

障害者自立支援課 

113 
障害者週間における啓

発活動 

障害者週間（１２月）等における啓発活動を通して、地

域とともに、障害者の福祉についての関心と理解を深めま

す。 

障害者自立支援課 

114 
児童福祉週間における

啓発活動 

児童福祉週間（５月）等における啓発活動を通して、地

域とともに、子どもの福祉についての関心と理解を深めま

す。 

健全育成課 

115 
学校・家庭・地域連携ま

ちづくり推進事業 

子どもたちの地域に対する愛着を育むため、学校・家

庭・地域が連携して過ごしやすいまちづくり事業を推進し

ます。 

教育委員会 
指 導 課 

116 

学校における総合的な

学習の時間を通しての

福祉教育 

総合的な学習の時間等における福祉体験を通して、地域

福祉の将来を担う子どもたちが、高齢者や障害者と互いに

支え合いながら地域で安心して充実した生活を送ること

ができるよう、自他を認め合い、尊重し合う資質や能力、

態度の育成に努めます。 

教育委員会 
指 導 課 

【施策の方向性 】６ 福祉教育と人材育成 
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№ 事業・施策名 内 容 担当課 

117 
千葉市科学館の利用促

進 

子どもたちの探究心向上と創造力育成のための参加体

験型「科学館」の利用を促進します。 

ボランティアの募集及び育成も行います。 

教育委員会 
生涯学習振興課 

 

［取組項目］（17）人材確保とボランティア活動の促進（取組みテーマ ９ ） 

地域福祉活動を発展させていくためには、これまで福祉に関心がなかった人や若い

世代の参加など、新しい担い手の発掘が必要です。 

また、定年を迎えた人が様々な知識・経験を活かして、地域のボランティア活動な

どに参加することが期待されます。 

地域福祉活動の担い手確保やリーダー育成に向け、地域の多様な人や団体等と連

携・協力して人材の確保と育成の仕組みを整えるなど、人づくりに取り組みます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

118 
国際交流ボランティア

の育成・活動支援の推進 

外国人市民と日本人市民の相互理解の促進による多文

化共生社会実現のため、日本語学習支援ボランティアを中

心に研修等を実施するほか、災害時における語学ボランテ

ィアの活動の推進を図ります。 

また、国際交流・国際協力活動を実施している団体への

活動助成をすることで、本市における国際交流の活性化を

図ります。 

国際交流課 

119 
市民のボランティア・ 

ＮＰＯ活動参加の促進 

市民活動支援センターにおいて、市民公益活動に関する

情報の提供、講座の開催、相談などを行い、市民のボラン

ティア・ＮＰＯ活動参加へのきっかけづくりの場としま

す。 

また、ボランティアデータベース「ちばぼら」を活用し、

千葉市社会福祉協議会等と協力して、市内のボランティア

団体やボランティア募集に関する情報を一元的に提供し

ます。 

市民自治推進課 

120 
ボランティア活動補償

制度 

市内を拠点として活動しているボランティア団体等が、

ボランティア活動中に人の生命や身体又は財物に損害を

与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、及び市民団体

の指導者等又は活動参加者が、急激かつ偶然な外来の事故

によって死亡もしくは負傷した場合に補償します。 

市民自治推進課 

121 民生委員協力員 

希望する民生委員に、活動を補佐する民生委員協力員を

配置し、民生委員の負担軽減と新たな地域福祉の担い手の

掘り起こしを図ります。 

地域福祉課 
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№ 事業・施策名 内 容 担当課 

122 
ボランティア活動の促

進 

ボランティアに関する相談受付・紹介、情報提供、広報・

啓発、講座の開催など、千葉市ボランティアセンターが行

うボランティアの育成・支援活動を支援します。 

地域福祉課 

123 
ヘルスサポーターの養

成（再掲） 

家庭や身近な地域の中で、健康づくりを実践する仲間づ

くりを進めるヘルスサポーターを養成します。 
健康支援課 

124 
食生活改善推進員の養

成（再掲） 

地域の健康づくりのために、「食」を通したボランティ

ア活動を行う食生活改善推進員（愛称「ヘルスメイト」）

を養成します。 

健康支援課 

125 
認知症サポーター養成

講座 

地域の町内自治会や職場、有志の集まりなどに講師が出

向いて認知症についての勉強会を実施し、認知症について

正しい知識と理解を身につけた認知症サポーターを養成

します。 

また、こどもの参画による認知症啓発活動を実施しま

す。 

高齢福祉課 

126 
学校支援地域本部 

（再掲） 

地域の教育力を生かし、学校教育の充実や地域コミュニ

ティの活性化を図る、学校支援地域本部を推進します。 

教育委員会 
学 事 課 

127 

生涯学習センター・公民

館等における指導者及

び各種ボランティア養

成 

地域における生涯を通じた学習活動を支援するため、団

体・グループ等の指導者やボランティア等の養成を図りま

す。 

教育委員会 
生涯学習振興課 

128 
応急手当普及啓発事業 

（再掲） 

応急手当のできるバイスタンダーを育成することで、要

援護者、社会的弱者など市民全体の生命を守り、救命率の

向上を図ります。 

救 急 課 

129 
防犯ウォーキングの推

進（再掲） 

市民が日頃のウォーキング等を兼ねて、気軽にパトロー

ルを実施する「防犯ウォーキング」を推進します。 
各区地域振興課 
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［取組項目］（18）まちの基盤整備 

高齢者や障害者をはじめ、全ての市民が安心してその人らしい生活を送ることがで

きる地域社会をつくるには、日常生活における自立や社会参加が可能な環境づくりを

進める必要があります。 

公共施設、道路、公園などのバリアフリー化や交通アクセスの確保など、すべての

市民が生活しやすく活動しやすい環境づくりに努めます。 

【主な取組み】 

№ 事業・施策名 内 容 担当課 

130 
バリアフリーのまちづ

くりの推進 

乳幼児をもつ親、高齢者、障害者などすべての人が安心

して外出し、活動できるよう、歩行者がまちを移動すると

きの安全性を確保するとともに、不特定多数の人が利用す

る公共的な施設などのバリアフリー化を推進します。 

交通政策課 

建築指導課 

公園管理課 

維持管理課 

自転車対策課 

教育委員会 
学校施設課 

131 交通アクセスの確保 
交通不便地域の解消や、高齢者の外出支援、公共施設へ

のアクセスなど公共交通の利便性の向上を図ります。 
交通政策課 

132 交通安全総点検 
安全で快適な道路環境をつくるため、市民参加による道

路点検を推進します。 
各区地域振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性 】７ くらしやすい環境づくり 
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１ 区支え合いのまち推進計画（第３期区地域福祉計画）について 

 本市では、地域の課題を解決するために共助による方策や具体的な取組みを定めた

区地域福祉計画を策定し、その推進に努めてきました。 

 区地域福祉計画においては、第１期（平成１８～２２年度）、第２期（平成２３～ 

２６年度）と、多くの地域の皆さんの参加を得て、日常生活における生活課題の解決

へ向けて取り組んできました。 

 このたび策定した「区支え合いのまち推進計画（第３期区地域福祉計画）」は、「支え合

いのまち千葉 推進計画」の第５章として位置付けられており、今後３年間における住

民が主体となった地域の取組み（共助の取組み）が定められています。 

この区計画は、第２期計画の基本目標、基本方針などの骨子を概ね継承するととも

に、全体構成や重点取組項目の設定方法などを変更し、地域における取組みがより推

進されるよう内容の見直しを図りました。 

地域においては、市や千葉市社会福祉協議会の支援のもと、社協地区部会ができる

限り多くの地域住民や地域団体等の担い手と連携を図りながら、活動状況の把握や活

動の促進を行うとともに、それぞれの地域の担い手と協力して区計画に基づく取組み

の推進に努めていくこととします。 

 

２ 計画期間 

 「区支え合いのまち推進計画」の計画期間は、「支え合いのまち千葉 推進計画」と

の整合を図り、平成２７年度から２９年度までの３年間とします。 
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３ 区支え合いのまち推進計画のポイント 

○ 大枠として第２期計画の方向性や骨子を継承するとともに、地域の現状やこれま

での取組みの成果、今後の課題などを踏まえ、取組項目等の細部を見直しました。 

 

○ 「基本目標（基本理念）」「基本方針」「取組内容一覧」の３本立ての構成とし、地

域住民に取組内容が周知されるようシンプルな形態にしました。 

 

○ 社協地区部会を中心とした地域住民等が、地域の生活課題やニーズを踏まえたう

えで３年間で注力して取り組む活動を考え、区計画全体の取組み項目の中から、そ

の地区部会エリアの「重点取組項目」を設定しました。 

 

 

 

○ 社協地区部会が地域の様々な組織や団体と連携・協力を図りながら、活動状況の

把握や活動促進のための働きかけを行うとともに、各組織・団体とお互いに協力し

ながら地域の実情に応じた活動を行い、「重点取組項目」だけでなく、それ以外も含

めた区計画全体の取組みを推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２期区地域福祉計画では、区全体で重点取組項目を定めていましたが、区より狭い地域ご

とに見ると、一部で重点取組項目が未着手の地域も見られました。 

そのため、本計画においては重点取組項目を定める単位（範囲）をより小さく、概ね中学校

区域に該当する地区部会エリアとし、地域の実情やニーズに応じた取組みをより効果的に進め

ることができる構成にしました。 
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【９の取組みテーマと重点取組項目を設定した地区部会エリアについて】 

本計画では、共助に関する取組みを９つの「取組みテーマ」に分類し、第４章及び

第５章で共通に使用するとともに、第６章において、「取組みテーマ」ごとに地域（区

計画）、市社協、市の取組みを関連付けて整理しています。 

各区計画において重点取組項目を設定した地区部会エリアを、「取組みテーマ」ご

とに整理した結果は、下表のとおりとなっています。 

取組みテーマ 
重点取組項目を設定した地区部会エリア 

※ ( )の数字は複数の重点取組項目の数 
延エリア数 

１ 
交流の機会創出と 

社会参加の促進 

都(2) 中央 白旗台(2) 松波 松ケ丘 星久喜(2) 中央東 犢橋  

朝日ケ丘 小中台東(4) 山王 稲毛 稲丘(4) 千草台中学校 草野(4) 

緑が丘 ３０１（作草部・天台）(2) 小中台西 弥生 坂月 貝塚(2)  

桜木(3) 小倉(3) 白井 更科(3) 御成台、千城台西・北 千城台東南・金親 

２６ 若松(2) 結・みつわ台 千城小 椎名 幸町２丁目 幸町一丁目  

高洲・高浜(2) 真砂(3) 磯辺 幕張西 打瀬(3) 

６５ 

２ 健康づくり 

蘇我 白旗台 ２０６ 花見川 朝日ケ丘 幕張本郷中学校区(2)  

小中台東(2) 轟・穴川 稲毛(2) 稲丘(2) 千草台中学校(2) 草野(2) 

３０１（作草部・天台） 弥生(2) 坂月 白井 御成台、千城台西・北  

２６ 若松 結・みつわ台 

２７ 

３ 
相談体制と情報提供

の充実 

松波 松ケ丘 生浜 新宿 花園 幕張・武石 朝日ケ丘(2) こてはし台  

小中台東 稲丘(2) 草野(2) 小倉 白井 結・みつわ台 おゆみ野 真砂 
１９ 

４ 

要支援者を支える 

仕組みづくりと 

地域団体の活性化 

ちば中央 西千葉 蘇我(2) 白旗台(2) 松ケ丘 寒川 生浜(2) 花園  

花見川第２ こてはし台 天戸中学校区 さつきが丘・宮野木台  

小中台東(2) 山王 轟・穴川 稲毛 稲丘(2) 千草台中学校 草野(2)  

緑が丘 ３０１（作草部・天台） 坂月 小倉 白井(2) 更科  

御成台、千城台西・北 千城台東南・金親(2) 若松 加曽利 都賀(3)  

結・みつわ台 誉田 椎名 土気 幸町一丁目 真砂(2) 打瀬 

４８ 

５ 見守り体制の構築 

都 末広 西千葉 中央 蘇我 白旗台 松ケ丘 川戸 寒川 星久喜  

生浜 東千葉 中央東 花園 花見川第２ こてはし台 天戸中学校区  

さつきが丘・宮野木台 小中台東 山王 稲丘 草野 小中台西 小倉  

白井 都賀 誉田 椎名 土気 稲毛海岸 幸町２丁目 高洲・高浜 真砂 

磯辺 幕張西 打瀬 

３６ 

６ 防犯に対する取組み 

ちば中央 中央(2) 白旗台(2) 生浜(2) 畑 小中台東(2) 山王  

轟・穴川 稲丘(2) 千草台中学校 草野(2) ３０１（作草部・天台）  

緑・黒砂 坂月 貝塚 白井 ２６ 千城小 真砂 打瀬 

２６ 

７ 防災に対する取組み 

ちば中央 西千葉(2) 蘇我 白旗台(2) 寒川(2) 生浜(2) 検見川 花園  

こてはし台 畑 小中台東 山王 稲丘 草野 坂月 貝塚 桜木  

白井(2) 更科 千城台東南・金親 加曽利 千城小 磯辺(2) 打瀬(2) 

３１ 

８ 福祉教育・啓発 
ちば中央(2) 白旗台(2) 川戸(2) 寒川 星久喜 生浜 小倉 白井  

加曽利 都賀 椎名 打瀬 
１５ 

９ 
人材確保とボランテ

ィア活動の促進 

白旗台 松ケ丘 川戸 星久喜 東千葉 稲丘 草野 緑が丘 白井  

加曽利 打瀬(2) 
１２ 

合 計 ２７９ 
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１ 基本目標 

みんなでつくろう、支え合い安心して暮らせる中央区 

この基本目標は、中央区の目指すべき将来像です。 

第１期計画策定時に掲げられたもので、今般策定を行った第３期計画においても引

き継がれています。 

 

２ ７つの基本方針 

中央区の目指すべき将来像である基本目標を達成するため、７つの基本方針を定め

ています。この基本方針は、地区フォーラム※で明らかになった生活課題や解決策等

から導かれたものであり、地域福祉を推進する方向性を示すものです。 

これらの取組みを進めることにより「支え合い安心して暮らせる中央区」を作り上げ

ていきます。 

 

※ 地区フォーラム 

平成１６～１７年度にかけて、各区に４つ設置した住民参加型のフォーラム。 

地域住民や様々な地域関係者で構成され、身近な地域での生活課題を抽出し、自助・共助の視点から

解決策を検討した。 

 

 

支援を必要とする人たちが地域で埋もれてしまわないよう、お互いが隣近所に気を

配り、支え合いの仕組みをつくり身近なコミュニティづくりを推進する。 

 

 

誰もがいつでも気軽に立ち寄り、楽しく過ごせる場を地域に確保し、交流の輪を広

げて、仲間づくりが図れるようにする。 

 

 

誰もが、地域社会でその人らしく充実した生活が送れるよう、地域に活動の場を確

保し、社会参加ができるようにする。 

≪基本方針３≫ 社会参加の推進 

≪基本方針２≫ 交流の場と仲間づくり 

≪基本方針１≫ 身近なコミュニティづくりの推進 

 

中央区支え合いのまち推進計画（平成27～29年度） 
～第３期中央区地域福祉計画～ 
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誰もが持つ福祉の心を喚起・啓発し、幅広い福祉の活動の輪を広げる仕組みづくり

も行って、人材の育成と地域の福祉力を高める。 

 

 

いつでも気軽に相談ができて、欲しい情報を分かりやすく収集できる仕組みをつくる。 

 

 

人権尊重の意識を高め、地域社会から偏見や差別をなくすため、家庭、学校、地域

などの場で福祉教育に積極的に取り組む。 

 

 

地域が安心・安全で住みよいものになるよう、人にやさしい生活環境づくりを進める。 

 

３ 取組内容一覧 

≪基本方針１≫ 身近なコミュニティづくりの推進 

基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  地域活動をしてい

る人たち及び関係

機関のネットワー

クをつくる 

１ 地域支えあい連絡会の設置・推進 

４ 

目的：地域課題の解決に向け、関係団体の連携・協力を深める。 

○地区部会エリア内で、見守り活動や助け合い活動を実施する団体同士の情報交換

や意見交換を定期的に行う。 

○地区部会、町内自治会において、地域のネットワークづくりの取組みが出来てい

ない地域は千葉市あんしんケアセンターが主催する「地域ケア会議」等を定期的

に活用し、地域のネットワークづくりを行う。 

○出来ている地域は地域のネットワークを活用し、個別ケースの支援を行う。 

○地域で活動する様々な団体が連携（構成）し、「助け合い、支え合い」による地

域運営が可能となるように「地域運営委員会」の仕組みづくりを検討し、その中

で「助け合い、支え合い」活動を推進する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 蘇我地区部会 ○ 白旗台地区部会 ○ 生浜地区部会 

○ 松ケ丘地区部会 

≪基本方針７≫ 人にやさしい生活環境づくり 

≪基本方針６≫ 福祉教育の推進 

≪基本方針５≫ 相談体制、情報提供の場づくり 

≪基本方針４≫ 人材の育成・地域の福祉力向上 
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基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(2)  常日頃からの近所

付き合いができる

ような関係をつく

る 

２ ボランティア活動の仕組みづくり 

９ 

目的：地域での助け合い活動と拠点づくりを推進する。 

○地区部会や町内自治会等が、日常生活の中でのちょっとしたお手伝いや支援を近

隣住民が行う、助け合い活動の仕組みをつくる。 

○住民アンケート調査を実施し、地域の実情やニーズを把握する。 

○地区部会と社協区事務所が協力し、活動拠点となるよう、地域内の福祉施設等の

有効活用について調査し、拠点整備を推進する。 

○地域の各団体が主催するイベントに、関係団体が協力できる体制づくりを構築する。 

○地区部会や町内自治会で、支援できる内容について調査・検討し、支援リストを

作成する。 

○ボランティア登録の受付けと活動を紹介する仕組みをつくる。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 東千葉地区部会 ○ 松ケ丘地区部会 ○ 川戸地区部会 

(3)  見守り体制をつく

り、見守り活動を行

う 

３ 見守り体制をつくる 

５ 

目的：支援を必要とする人を日頃の付き合いの中で見守りながら、災害時に備える。 

○見守り活動への理解と必要性について講習会や勉強会を開催し、啓発活動に努める。 

○地区部会や町内自治会等が、「あんしんカード」を作成、配布するか「中央区ふ

くし・防災ガイド＆マップ」の「あんしんカード」記載を働きかけ、内容の更新

を定期的に行う。 

○住民アンケート調査を実施し、地域の実情やニーズを把握する。 

 （見守り希望者・見守り協力者の把握も含む） 

○地域の中で支援を必要とする人（高齢者や障がい者など）の意向を尊重しながら、

住民同士が日常生活の中でさりげない見守り活動を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 都地区部会 ○ 末広地区部会 ○ 寒川地区部会 

○ 中央東地区部会 ○ 東千葉地区部会 

○ 西千葉地区部会 ○ 中央地区部会 ○ 蘇我地区部会 

○ 白旗台地区部会 ○ 生浜地区部会 ○ 松ケ丘地区部会  

○ 川戸地区部会 ○ 星久喜地区部会 

４ 災害時に支援を必要とする人の避難支援 

４ 

７ 

目的：災害時に機能するサポート体制を構築する。 

○地区部会や町内自治会等が、「中央区ふくし・防災ガイド＆マップ」を活用した、

独自の災害避難用マップを作成する。 

○避難所となる施設ごとに地域の町内自治会、自主防災会等が一体となった「避難

所運営委員会」を設置し、災害発生時に地域住民同士が連携しながら、主体とし

て避難所を開設・運営を行う体制を構築する。 

○地区部会や町内自治会が、各避難所ごとに関係諸団体と連携し、災害時を想定し

た避難訓練や炊き出し訓練等を年１回以上実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 寒川地区部会 ○ ちば中央地区部会 ○ 西千葉地区部会 

○ 蘇我地区部会 ○ 白旗台地区部会 ○ 生浜地区部会 
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基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(3)  見守り体制をつく

り、見守り活動を行

う 

5  すべての子どもを地域で育てる 

６ 

目的：近所の子どもと顔見知りになることで、子どもの安全のための見守りにも

寄与する。 

○地域と学校が連携し、セーフティウォッチャー活動の充実を図るとともに、「子

ども１１０番のいえ」の協力も得て、「声かけ・あいさつ運動」を実施する。 

○関係団体と学校・警察が連携し、「子ども110 番のいえ」訪問、挨拶や駆け込

み訓練等を実施する。 

○地区部会や町内自治会が青少年育成委員会と連携し、子どもたちと一緒にまちづ

くり活動等を行う。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ ちば中央地区部会 ○ 中央地区部会  

○ 白旗台地区部会 ○ 生浜地区部会 

 

≪基本方針２≫ 交流の場と仲間づくり 

基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  高齢者の交流の場を

つくる 

6  ふれあい・いきいきサロンの充実 

１ 

目的：身近な所で、つどい、交流する場所と機会を拡充する。 

○地区部会が、地域の高齢者向けの「ふれあい・いきいきサロン」を月1 回以上開

催する。 

○活動の見直しや改善のため、サロン参加者の希望調査を実施する。 

○町内自治会や老人クラブ等が、身近な集会所等で、ウィークリーサロンを目指し

て、いきいきサロンを開催できるよう支援・働きかけを行う。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 都地区部会 ○ 白旗台地区部会 ○ 星久喜地区部会 

7  地域での健康づくり支援の充実 

２ 

目的：介護予防、ひきこもりの防止を兼ねた交流の場と機会を拡充する。 

○地区部会が、高齢者の健康維持と交流の場となる「ふれあい・散歩クラブ」を定

期的に実施する。 

○「ふれあい・いきいきサロン」において、介護予防や転倒防止運動を定期的に実

施する。 

○地域の関係団体が、介護予防を目的とした事業等の立ち上げを推進する。 

○地域の関係団体が連携し、各種スポーツ大会（スポーツ活動）や歴史や文化を学

ぶ会（文化活動）を年１回以上開催する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 蘇我地区部会 ○ 白旗台地区部会 
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基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(2)  子どもと子育て中の

親への支援 

8  地域でのスポーツ活動及び文化活動の推進 

８ 

目的：地域のすべての子どもたちに、スポーツや文化を学ぶ機会を与え、子どもた

ちの健全育成を図る。 

○地域の関係団体が学校とも連携し、放課後子ども教室を全ての小学校で実施する

とともに、昔遊び等も取り上げて内容の充実を図る。 

○地域の関係団体が連携し、地域の歴史や伝統文化を学ぶ会を年１回以上開催す

る。 

○地域で行われている各種スポーツクラブや学習クラブ等を紹介する冊子を作

成・配布して、子どもたちに参加の機会を与える。 

○地域の関係団体が連携し、各種スポーツ大会（スポーツ活動）や歴史や文化を学

ぶ会（文化活動）を年１回以上開催する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白旗台地区部会 

9  子育てサロンの充実 

１ 

目的：子育て中の親子の仲間づくりの場と機会を拡充する。 

○地区部会が、地域の子育て中の親子向けの「ふれあい・子育てサロン」を月1 回

以上開催する。 

○サロン参加者の意見・希望を聞くためアンケート等を実施する。 

○地区部会が地域保健推進員等と連携し、サロン内容の充実を図る。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 都地区部会 ○ 中央東地区部会 ○ 中央地区部会 

○ 白旗台地区部会  ○ 松波地区部会  ○ 星久喜地区部会 

(3)  障がい者への理解と

交流の場づくり 

10  障がい者との相互理解と地域交流の推進 

１ 

目的：障がい者に対する理解を深め、多様な仲間づくりの環境を整備する。 

○地区部会や町内自治会等が、障がい者団体が主催するイベントを積極的に広報す

るとともに、広く地域住民に参加を呼びかける。 

○地区部会や町内自治会等が、障がい者団体（サークル含む）と連携を図り、地域

交流会等を企画、開催する。 

○地域で行われるイベントに障がい者が参加しやすい配慮をし、参加を呼び掛ける

とともに、一部の役割を担ってもらう。 

(4)  世代を超えた、地域

交流の場づくり 

11  世代間交流の場の提供 

１ 

目的：誰もが、気軽に出入りでき、世代間交流や助け合える関係をつくる。 

○「ふれあい・いきいきサロン」と「ふれあい・子育てサロン」の同時開催を年１

回以上実施し、世代間交流の場を提供する。 

○高齢者、障がい者、児童、赤ちゃん連れの母親など、誰もが、朝から夕方まで気

軽に出入りできる交流の場の設置に向けて具体的なスケジュールづくりを行い、

場所の確保を図る。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 松ケ丘地区部会 
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≪基本方針３≫ 社会参加の推進 

基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  高齢者及び障がい者

の社会参加を推進す

る 

12  高齢者の地域社会での福祉活動の促進 

１ 

目的：高齢者の地域社会での活動の場を確保する。 

○定年を迎えた人や元気な高齢者を募り、今迄の経験を生かして、地区部会活動や

近隣の福祉施設等でボランティア活動を行うよう働きかける。 

○地域で活動している、比較的高齢者が多い歌や踊り等のサークルに働きかけ、近

隣の福祉施設に気軽に慰問に行く。更に交流会を開けるようにする。 

13  障がい者の地域社会での福祉活動の促進 

１ 

目的：障がい者の地域社会での活動の場を確保する。 

○地区部会が主催している行事等に、障がい者に参加してもらい、さらに役割を担

ってもらう。 

 

≪基本方針４≫ 人材の育成・地域の福祉力向上 

基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  福祉の心を喚起・啓

発する取り組み 

14  地域で福祉に関する講座や研修会等の受講機会の提供 

８ 

９ 

目的：地域住民の介護力、福祉力の向上や福祉活動への理解と参加を促進する。 

○地区部会が主催となり、地域の福祉施設・団体・サークル等と連携して地域住民

を対象とした福祉講座、ボランティア講座、研修会等を企画し、年2 回以上実施

する。 

○講座や研修会の参加者に、講座の内容に関して意見をいただき、改善を図る。 

○地区部会の各委員会ごとに、テーマを持った研修会・講座を開催し、地域住民に

参加を呼び掛ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白旗台地区部会 ○ 星久喜地区部会 

15  障がい者施設でのボランティア体験の推進 

８ 

目的：障がいに対する理解を深める 

○地区部会の障害者委員会が中心となって、地域住民を対象とし、障がいについて

学習する機会を設ける。 

○地域住民に呼びかけて、地域の障がい者施設でボランティア体験ができる機会を

設け、障がい者との交流を図る。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ ちば中央地区部会 ○ 生浜地区部会 
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≪基本方針５≫ 相談体制、情報提供の場づくり 

基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  情報が正確に伝わる

取り組み 

16  中学校区相談・情報センター機能の充実 

３ 

目的：誰もが気軽に相談できる場、情報を得られる場とする。ちょっとした相談に

のってくれる人が近所で得られる。 

〇地区部会が開催するふれあい・いきいきサロンや子育てサロン、更に町内自治会

や老人会が身近な集会所等で開催するふれあいサロンでは、スタッフが気軽に相

談を受け付け、その場で回答できないものは担当の民生委員から回答する体制を

整える。 

〇地区部会や町内自治会と千葉市あんしんケアセンターが連携して、高齢者なんで

も相談会を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 新宿地区部会 ○ 松ケ丘地区部会 

17  福祉情報誌の充実と「中央区ふくし・防災ガイド＆マップ」の活用 

３ 

目的：地域に密着した福祉活動情報の充実。 

〇地区部会や町内自治会の広報誌を通じ、地域福祉に関する情報を住民に提供す

る。 

○地区部会が発行する「社協だより」を年2 回以上発行する。 

○地区部会や町内自治会で「中央区ふくし・防災ガイド＆マップ」を活用し、独自

の福祉マップや防災マップを作成し、近所の相談できる人の家が解るよう、地図

に記載する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 生浜地区部会 ○ 松波地区部会 

 

≪基本方針６≫ 福祉教育の推進 

基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  地域での取り組み 18  地域での福祉教育の推進 

８ 

目的：地域で福祉の心を育む。 

〇地域と学校が連携して、学校の授業で児童・生徒に対し、福祉について学習する

機会を設ける。 

〇地域と学校が連携して、地区部会活動をはじめ地域の福祉活動に、児童・生徒が

ボランティアとして参加できる機会を設ける。 

〇地区部会と学校が連携し、地域の高齢者と児童・生徒が給食を食べながら交流す

る機会を設ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 寒川地区部会 ○ ちば中央地区部会 ○ 川戸地区部会 
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基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  地域での取り組み 19  地域環境を学ぶ 

８ 

目的：誰もが安心して暮らせる地域環境について学ぶ。 

○地域と学校が連携して、学校の授業で児童・生徒と共に、ユニバーサルデザイン

（バリアフリー）について学習する機会を設ける。 

○地域と学校が連携して、学校の授業で児童・生徒と共に、高齢者、障がい者、妊

産婦などの通行の妨げとなる歩道の段差、放置自転車、歩道におかれた商品や立

て看板等について、車椅子・ベビーカー・白杖等を利用し、実際に体験して調査

する機会を設ける。 

○地域と学校が連携して、学校の授業で児童・生徒と共に、「中央区ふくし・防災

ガイド＆マップ」を利用し、高齢者、障がい者、妊産婦などが安心して通行でき

る歩道、エレベーター、トイレ、施設などを書き込んだユニバーサルデザイン（バ

リアフリー）マップを作成する機会を設ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 川戸地区部会 

 

≪基本方針７≫ 人にやさしい生活環境づくり 

基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  防犯・防災体制づく

り 

20  防犯対策の推進 

６ 

目的：地域を住民自ら守る。 

○少なくとも半数以上の町内自治会で防犯パトロール隊を結成し、週１回以上のパ

トロールを実施する。 

○町内自治会や地区部会等が警察と連携し、防犯教室や安全講習会等を開催し、広

く地域住民に参加を呼び掛け、防犯意識の高揚と地域防犯力の向上を図る。 

○青少年育成委員会が実施する「子ども110 番のいえ」の存在を地域に広く周知し、

そのさらなる増加を図るとともに、子どもたちにも周知する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 中央地区部会 ○ 白旗台地区部会 ○ 生浜地区部会 

 

 

 

 

 

 



第５章 地域の取組み（共助の取組み）【中央区】 

72 

基本的な方向 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  防犯・防災体制づく

り 

21  防災体制の充実 

７ 

目的：防災訓練、救助訓練、避難場所決め・確認、避難生活シミュレーション、 防

災グッズの紹介や説明会、耐震住宅の説明会を地域で開催する。 

○各地域で防災会を結成し、消防等と連携し、年１回以上防災訓練を実施し、住民

の防災意識の高揚と地域防災力の向上を図る。 

○「中央区ふくし・防災ガイド＆マップ」などを活用し、避難所が印された地図を

印刷して、町内自治会館や掲示板などに張り出すなど、地域に情報を提供する。 

○町内自治会館や掲示板などに張り出された避難所の地図などを確認できない人

（避難行動要支援者名簿で把握できた人等）については、訪問等の個別対応によ

り、お知らせする。 

○地区部会や町内自治会などが連携して、年１回以上防災に関する研修会を開催

し、広く地域住民に参加を呼び掛ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 寒川地区部会 ○ 西千葉地区部会  

○ 白旗台地区部会 ○ 生浜地区部会 

 

※ 「支え合いのまち千葉 推進計画」では、共助に関する取組みを下記の９つのテーマに分類しています。

計画第６章において、それぞれのテーマごとに、地域（区計画）、市社協、市の取組みを関連付けて整理

しています。 

【取組みテーマ】 

 １ 交流の機会創出と社会参加の促進 ２ 健康づくり ３ 相談体制と情報提供の充実 

 ４ 要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化 ５ 見守り体制の構築 ６ 防犯に対する取組み 

 ７ 防災に対する取組み ８ 福祉教育・啓発 ９ 人材確保とボランティア活動の促進  
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１ 基本目標 

「 あなたが主役 みずから進んで参加しよう！ 

 地域福祉の創造をめざして 」 

～花見川の恵まれた環境をいかし、一人ひとりが支え合い、 

住み慣れた地域で安心して暮せる 心豊かなまちづくり～ 

 

この基本目標は、花見川区の地域福祉を推進するため、区民一人ひとりが主人公とし

て、地域の一員として、地域の様々な取り組みにみずからが進んで参画することにより、

地域の支え合い助け合いへと発展し、より豊かな地域をつくることを目指しています。   

第１期計画策定時に掲げられたもので、第３期計画においても引き継いでいます。 

 

２ ５つの基本方針 

花見川区の目指すべき将来像である基本目標を達成するため、以下の５つを基本方

針としました。 

この基本方針は、地区フォーラム※で明らかになった生活課題や検討された解決策

等を踏まえ決定した第１期、第２期計画の基本方針を基本的に継承しつつ再編したも

のであり、花見川区の地域福祉を推進していく上での方向性を示すものです。 

 

※ 地区フォーラム 

平成１６～１７年度にかけて、各区に４つ設置した住民参加型のフォーラム。 

地域住民や様々な地域関係者で構成され、身近な地域での生活課題を抽出し、自助・共助の視点から

解決策を検討した。 

 

 

近隣住民との交流を深め、地域で行われる行事への参加を促進するとともに、身近な

施設を活用し、誰もがいつでも気軽に利用できる場を確保し、仲間づくりを推進します。 

また、住民一人ひとりが心身ともに健康になるよう、健康づくりを推進します。 

 

≪基本方針１≫ 交流の場と健康づくり 

花見川区支え合いのまち推進計画（平成27～29年度） 
～第３期花見川区地域福祉計画～ 
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地域ぐるみで支え合い、助け合いの仕組みをつくり、支援が必要な人に気兼ねなく

支援が受けられるよう地域社会づくりを推進します。 

 

 

地域の幅広い人材を育成・活用し、地域福祉活動を推進します。 

また、身近にいつでも相談できる場があり、必要とする情報がいきわたる仕組みを

つくります。 

 

 

地域での防犯意識を高め、安心・安全な町づくりに努めます。 

 

 

日頃から地域での防災意識を高め、災害時の協力体制の仕組みづくりの充実に努め

ます。 

 

３ 取組内容一覧 

≪基本方針１≫ 交流の場と健康づくり 

取組みの方向性 具体的な取組み 
取組み 

テーマ 

(１) 
世代を超えた様々な交流

の促進 
① 

日頃から隣近所とのコミュニケーションを図るとともに、子ども・高齢者・

障害者等と地域住民が相互交流できる機会を増やし、様々な世代間の交流を

通して互いを理解し合うとともに、情報交換を促進します 

１ 

(２) 

誰もが気軽にすごせる場

の確保と福祉施設の利用

促進 

② 

活動場所を確保するため、コミュニティセンター・公民館などの公の施設

や自治会館・集会所、地域にある空き家、空き店舗、福祉施設などの既存の

施設を有効利用した居場所づくりを推進します 
１ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 犢橋地区部会 

③ 

地域住民が、安全・安心に気軽に活動できるよう、挨拶・声かけなど、親

しみ、ふれあう環境づくりを推進します 
１ 

２ 
重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 朝日ケ丘地区部会 

≪基本方針５≫ 防災体制づくり 

≪基本方針４≫ 防犯体制づくり 

≪基本方針３≫ 人材の育成と相談体制の仕組みづくり 

≪基本方針２≫ 支え合い、助け合いのできる地域社会づくり 
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取組みの方向性 具体的な取組み 
取組み 

テーマ 

(３) 
地域社会における参加の

推進 
④ 

地域住民が地域活動に関心を持つきっかけとなるよう、地域のイベント、

祭り、町内自治会行事等の周知に努め、引きこもりがちな高齢者等の参加を

促進します 

１ 

(４) 心身の健康づくりの推進 

⑤ 

住民自ら健康への関心を深めるとともに、イベントや講習会、スポーツな

ど健康づくりの機会に積極的に参加し、心身の健康づくりに努めましょう ２ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ ２０６地区部会 ○ 幕張本郷中学校区地区部会 

⑥ 

高齢者向けのスポーツの推進やサークル活動への参加の促進に努めます 

２ 重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 幕張本郷中学校区地区部会 

⑦ 

地域参加支援事業など介護予防活動の普及に努めます 

２ 重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 花見川地区部会 

 

≪基本方針２≫ 支え合い、助け合いのできる地域社会づくり 

取組みの方向性 具体的な取組み 
取組み 

テーマ 

(５) 
地域生活への支援体制の

構築 
⑧ 

地域での助け合いを進めるため、相互助け合いのネットワークづくりの拡

充や、要支援者などへの生活支援ボランティアの充実、独居高齢者の見守り

活動・安否確認の推進に努めます ４ 

５ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 花園地区部会 ○ 花見川第２地区部会  

○ こてはし台地区部会 ○ 天戸中学校区地区部会 

○ さつきが丘・宮野木台地区部会 

(6)  
適切なサービスを受けら

れるための仕組みづくり 

⑨ 
地域の福祉課題に対応するため、地域ぐるみの支援体制の充実に努めると

ともに、利用しやすいコーディネート機能の拡充に努めます 
４ 

⑩ 
地域住民のニーズに応じた支援を行うため、地域ぐるみの活動の充実に努

めます 

４ 

１ 

５ 

 

≪基本方針３≫ 人材の育成と相談体制の仕組みづくり 

取組みの方向性 具体的な取組み 
取組み 

テーマ 

(７) 
地域の幅広い人材の育

成・活用 

⑪ 
子どもの時から福祉意識を醸成（福祉教育の充実）するため、家庭、学校、

地域での取り組みを推進します 
８ 

⑫ 

地域福祉活動の担い手を育成するために活動を周知し、幅広い分野におけ

るボランティア体験や地域活動への参加を促すなど、若者や企業ボランティ

ア、高齢者パワーなどを活かし、人材の育成・活用に努めます 

９ 

⑬ 

地域福祉活動を充実するために、区ボランティアセンターを活用し、ボラ

ンティアの育成に努めるとともに、地域住民によるボランティア活動を推進

します 

９ 
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取組みの方向性 具体的な取組み 
取組み 

テーマ 

(８) 
地域における各種団体・組

織等の活性化 
⑭ 

社協地区部会や町内自治会等が、地域における団体活動を充実するため、

お互いの活動を理解し、団体同士が連携・協力することで、組織強化に努め

ます 

４ 

(９) 
必要な情報がいつでも手

に入る仕組みづくり 

⑮ 

地域を支える様々な福祉活動、ボランティア活動などの情報や、福祉サー

ビスに関する情報等を共有し、わかりやすい情報として、発信・受信するた

めの仕組みづくりに努めます ３ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 花園地区部会 ○ 朝日ケ丘地区部会  

○ こてはし台地区部会 

⑯ 

地域行事やいきいきサロン等を利用して、住民相互が交流できる機会を増

やしていくとともに、気軽に相談できる場の確保に努めます ３ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 朝日ケ丘地区部会 ○ 幕張・武石地区部会 

 

≪基本方針４≫ 防犯体制づくり 

取組みの方向性 具体的な取組み 
取組み 

テーマ 

(10 ) 
継続的な防犯活動への取

り組み 
⑰ 

地域での防犯意識を高め、防犯パトロールの実施や防犯マップの作成・活

用など、自主防犯活動を強化・充実することで、安心・安全な町づくりに努

めます 
６ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 畑地区部会 

 

≪基本方針５≫ 防災体制づくり 

取組みの方向性 具体的な取組み 
取組み 

テーマ 

(11 ) 身近な災害への備え ⑱ 

日頃から地域での防災意識を高めるとともに、災害時における地域防災や、

協力体制の仕組みづくりの充実に努めます 
７ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 検見川地区部会 ○ 花園地区部会  

○ こてはし台地区部会 ○ 畑地区部会 

 

※ 「支え合いのまち千葉 推進計画」では、共助に関する取組みを下記の９つのテーマに分類しています。

計画第６章において、それぞれのテーマごとに、地域（区計画）、市社協、市の取組みを関連付けて整理

しています。 

【取組みテーマ】 

 １ 交流の機会創出と社会参加の促進 ２ 健康づくり ３ 相談体制と情報提供の充実 

 ４ 要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化 ５ 見守り体制の構築 ６ 防犯に対する取組み 

 ７ 防災に対する取組み ８ 福祉教育・啓発 ９ 人材確保とボランティア活動の促進  
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１ 基本目標 

地区フォーラム※での検討や５つの基本方針を踏まえ、稲毛区のめざすべき将来像

である基本目標を下記のとおり定めました。 

 

みんなで支え合い、安心して暮らせる稲毛
ま ち

をめざして 

－ 心のバリアフリーから始まる“地域発”の取り組み － 

 

 

 

※ 地区フォーラム 

平成１６～１７年度にかけて、各区に４つ設置した住民参加型のフォーラム。 

地域住民や様々な地域関係者で構成され、身近な地域での生活課題を抽出し、自助・共助の視点から

解決策を検討した。 

 

２ ５つの基本方針 

区の地域福祉を推進していく上での方向性を示す基本方針を、下記のとおり５つ定

めました。 

 

 

地域福祉は、地域に住む人々がお互いを知り、理解することから始まるのではない

でしょうか。 

みんながお互いの気持ちを理解し、人それぞれの声に耳を傾け、関心を持てるよう、

まずは、近隣や町内自治会単位などで、挨拶やふれ合う機会をつくっていきます。 

 

≪基本方針１≫ 地域に住む人々が、お互いを知り、理解することから始めよう 

 

☆基本目標のポイント 

この基本目標は、この稲毛区がどのような福祉のまちをめざそうとしているものなの

か表しています。 

まず１行目は、稲毛区がどのような福祉のまちをめざすのかという「目標」を、誰が

見てもわかるような言葉で記載しています。 

２行目は、「心のバリアフリー」など、あまり耳慣れない言葉も入っていますが、興

味を引いたり、目新しさを感じさせるような言葉で、この計画の「大切な視点」を記載

しています。 

稲毛区支え合いのまち推進計画（平成27～29年度） 

～第３期稲毛区地域福祉計画～ 
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地域に住む人々や組織をつなげるコーディネート機能を整備し、地域のネットワー

ク機能を構築していきます。 

また、そのネットワークを活用し、地域の課題や諸問題への対応（日常生活におけ

る支援や障害児の親が急に病気になってしまったときなどのいざというときの支援、

見守り活動、提案活動など）を展開していきます。 
 

 

誰もが、気軽に参加できる交流活動を通して、仲間づくりや心身の健康づくりを推

進するとともに、身近な相談（暮らしの中のちょっとしたこと）の場としても機能さ

せていきます。交流の場としては、公共施設や自治会館などを活用します。 
 

 

身近なところで、市や民間、地域などの様々な情報を得ることができるような仕組

みをつくっていきます。 

また、青少年の健全育成にとって好ましくない情報などに対しての対策にも、取り

組んでいきます。 
 

 

災害時などのいざというときに備えた対策を検討し、支援体制を構築していきます。 

また、最近増加している様々な犯罪などについて、地域でできる防犯対策を展開し

ていきます。 

 

３ 取組内容一覧 

≪基本方針１≫ 地域に住む人々が、お互いを知り、理解することから始めよう 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  
お互いを知る機

会をつくる 
① 

Ồ ᷂Ḣ  

１ 

《活動事例》 

・地区部会スタッフと民生委員・児童委員が協力し、定期的に小学校児童の登校時にあ

いさつ運動を実施します。 

・地区部会、各町内自治会、青少年育成委員会が連携・協力し、地域全体を巻き込んで

声かけ、あいさつ運動を展開し、心の通う明るいまちづくりを目指します。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 山王地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 草野地区部会 ○ ３０１（作草部・天台）地区部会 

○ 小中台西地区部会 

≪基本方針５≫ 日頃からの緊急時に備えた取り組み 

≪基本方針４≫ 身近なところで必要な情報を得ることができる仕組みづくり 

≪基本方針３≫ 「気軽に、楽しく、おしゃべりしたり、過ごせたり、活動したり」 
する、みんなの様々な居場所づくり 

≪基本方針２≫ 人と人とのつながりをつくり、活かし、支え合い助け合う 
地域での連携プレー 
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施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(2)  

住民同士のコミ

ュニケーション

の機会を増やす 

② 

᷂Ḣ К ̝ ˗ ֓қ͝  

１ 

《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、あいさつ標語を広く募集し、イベントや町

内自治会掲示板等で発表し、啓蒙します。 

・地区部会、町内自治会、スポーツ振興会が連携・協力し、夏祭りやスポーツ行事に協

力・支援し、交流を図ります。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会 

○ 緑が丘地区部会 

 

≪基本方針２≫ 人と人とのつながりをつくり、活かし、支え合い助け合う       

地域での連携プレー 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  

身近な地域での

連携・協力によ

る支援や見守り 

③ 

᷂Ḣ Ҳ ˲ ֿṲ ӲҘ 

４ 

《活動事例》 

・地区部会、各町内自治会、民生委員・児童委員が連携・協力し、取り組みたい活動内

容等を確認するとともに、実施主体について関係団体と協議・検討する場を設けます。 

・中学校地区文化祭実行委員会、地区コミュニティ懇談会、青少年育成委員会、町内自

治会連絡協議会、地区部会、スポーツ振興会が連携・協力し、中学校地区文化祭を開

催し、65 歳以上の独り暮らし高齢者を招待するとともに、小中学生の演技発表などを

通じて相互交流を図ります。 

・地区部会、各町内自治会、地区民生委員児童委員協議会、青少年育成委員会、スポー

ツ振興会が連携・協力し、地域に関心のある人の情報を共有し、人材を生かせる活動

の場づくりに努めます。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 山王地区部会 ○ 轟・穴川地区部会 

○ 稲毛地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 千草台中学校地区部会 

○ 草野地区部会 ○ 緑が丘地区部会  

○ ３０１（作草部・天台）地区部会 

④ 

᷂Ḫ̇ ֓қ ὃ  

５ 

《活動事例》 

・地区部会、各町内自治会が連携・協力し、既に見守り活動に取り組んでいる町内自治

会はより一層充実した体制づくりを行い、未着手の町内自治会には地区部会から積極

的に働きかけを継続します。 

・地区部会、各町内自治会が連携・協力し、町内自治会のない大型マンション等に対し

働きかけ、管理組合を通じて、助け合い、見守り活動の体制づくりを進めていきます。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 山王地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 草野地区部会 ○ 小中台西地区部会 
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施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(2)  

地域でのボラン

ティア活動の推

進 

⑤ 

Ҳ ʴ ˲  

９ 

《活動事例》 

・地区部会、各町内自治会、地区民生委員児童委員協議会、青少年育成委員会、スポー

ツ振興会が連携・協力し、地域に関心のある人の情報を共有し、人材を生かせる活動

の場づくりに努めます。 

・地区部会と学校が連携・協力し、子どものボランティア活動など、学校と地区部会の

連携を積極的に進めます。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 
○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会 ○ 緑が丘地区部会 

⑥ 

᷂Ḣ ↔ σ 

４ 

《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、認知症講座を地域内での分散開講により受

講しやすくするとともに、認知症の理解者を増やします。 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、子どもを育む地域の方の理解と地域活動へ

の参加を促し、また協力いただくための（子育てに関する）講座を開催します。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 
○ 小中台東地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会 

 

≪基本方針３≫ 「気軽に、楽しく、おしゃべりしたり、過ごせたり、活動       

したり」する、みんなの様々な居場所づくり 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  

お互いを認め合

った様々な交流

の展開 

⑦ 

᷂Ḣ˧ ʫ̈˧  

１ 

《活動事例》 

・地区部会、ＰＴＡ、各町内自治会と協力地区が連携・協力し、正月行事（餅つきと昔

の正月遊び）を子どもたちに紹介します。 

・地区部会、各町内自治会、青少年育成委員会が連携・協力し、誰もが集える異世代交流

の機会（町内自治会：子ども会主催の敬老会／学校と連携：昔あそび）を増やします。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 千草台中学校地区部会 

○ 草野地区部会 ○ ３０１（作草部・天台）地区部会  

○ 弥生地区部会 

(2)  

誰もがぷらっと

寄ることができ

る場づくり 

⑧ 

ЏВ ↄ ᾱḹ  

１ 

《活動事例》 

・地区部会と各町内自治会が連携・協力し、町内自治会館を活用した高齢者や子どもた

ちが集える場の拡充に努めます。 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、こどもカフェの開設を目指します。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○草野地区部会 

○ 稲毛地区部会 
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施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(3)  
健康づくりの推

進 

⑨ 

β∆ ֗ ᵃ  

２ 

《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、地域へラジオ体操の普及、定着化を図ります。 

・地区部会とスポーツ振興会が連携・協力し、総合型地域スポーツクラブの主催する毎

週活動（レクスポ及び軽スポーツ）、スポーツ振興会の主催行事への参加を促します。 

・地区部会、各町内自治会、民生委員・児童委員が連携・協力し、あんしんケアセンター

と連携した講座を実施し、高齢者向けの情報提供、相談や健康チェック等を行います。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 轟・穴川地区部会 ○ 稲毛地区部会 

○ 稲丘地区部会 ○ 千草台中学校地区部会 ○ 草野地区部会 

○ ３０１（作草部・天台）地区部会 ○ 弥生地区部会 

⑩ 

᷂Ḣ ˺ ˔  ֗

２ 

《活動事例》 

・地区部会があんしんケアセンター、区健康課と連携を密にし、予防活動計画をつくり、

推進を図ります。 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、地域各所で介護予防や認知症予防講座を開

催し、予防への理解を深めるとともに、広報紙による介護予防、認知症予防の啓発に

努めます。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 稲毛地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 千草台中学校地区部会 ○ 草野地区部会 ○ 弥生地区部会 

≪基本方針４≫ 身近なところで必要な情報を得ることができる仕組みづくり 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  

身近なところで

の情報提供と相

談 

⑪ 

᷂Ḣ Ḹ ֛  ͬ

３ 

《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し開催する「町内自治会・地区部会情報交換会」

を通じて、防災情報の発信、各町内自治会間での活動情報の交換を行います。 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、防災関係者とのネットワークを広げ、地域

に有益な情報を収集し、発信していきます。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 
○ 小中台東地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会 

⑫ 

᷂Ḣ  ͪ

３ 

《活動事例》 

・地区部会があんしんケアセンターとの連携を密にし、町内自治会活動の橋渡し的役割

を担います。 

・スポーツなど身近な活動で人々が集い、一緒に汗を流しながら相互に相談し合える雰

囲気づくりと、個人の相談ごとを地域で考えられるような信頼関係をつくり、地域で

解決に向けた支えとなるしくみをつくります。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 
○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会 
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≪基本方針５≫ 日頃から緊急時に備えた取り組み 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  
災害時などの支

援体制の強化 

⑬ 

ⱳ Ḹ  

６ 

《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、防災関係者とのネットワークを広げ、地域

に有益な情報を収集し、発信していきます。 

・地区部会、町内自治会、民生委員・児童委員が連携・協力し、健康づくりやいざとい

う時に必要な情報把握について協議します。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 轟・穴川地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 草野地区部会 ○ 千草台中学校地区部会 

⑭ 

̮ ʝ˲ Ӿ ׄʣ 

７ 

《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、防災関係者とのネットワークを広げ、地域

に有益な情報を収集し、発信していきます。 

・地区部会、民生委員・児童委員が連携・協力し、防災に関する講座の開催などを通じ

て今日的な話題、対策を話し合います。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 山王地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 草野地区部会 

(2)  
地域でできる防

犯の取り組み 
⑮ 

᷂Ḫ̇ ᷂Ḣ ὃ ֝  

６ 

《活動事例》 

・地区部会、各町内自治会、民生委員・児童委員が連携・協力し、見守り活動と並行し

ながら防犯、防災にも目配りをしていきます。 

・地区部会、各町内自治会、青少年育成委員会が連携・協力し、学校セーフティウォッ

チャーやこども１１０番のいえの数を増やし、地域の防犯体制を充実します。 

重点取組地区 

(地区部会エリア) 

○ 小中台東地区部会 ○ 山王地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 草野地区部会 ○ ３０１（作草部・天台）地区部会 

○ 緑・黒砂地区部会 

 

※ 「支え合いのまち千葉 推進計画」では、共助に関する取組みを下記の９つのテーマに分類しています。

計画第６章において、それぞれのテーマごとに、地域（区計画）、市社協、市の取組みを関連付けて整理

しています。 

【取組みテーマ】 

 １ 交流の機会創出と社会参加の促進 ２ 健康づくり ３ 相談体制と情報提供の充実 

 ４ 要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化 ５ 見守り体制の構築 ６ 防犯に対する取組み 

 ７ 防災に対する取組み ８ 福祉教育・啓発 ９ 人材確保とボランティア活動の促進 
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１ 基本理念 

「だれもが いきいきと暮らせる しあわせのまち 若葉区」 

～あなたとわたしでつくる 支えあう地域福祉の実現を目指して～ 

この基本理念は、若葉区の目指すべき将来像で、第１期計画から引き継いでいます。 

若葉区は、千葉市の中で最も少子超高齢化が進むと推測されており、地域での支え

あいを広めるための仕組みづくりが重要な課題となっています。 

そのような中、ひとりでも多くの方が地域福祉活動に参加するための活動の拠点づ

くりを目指すほか、社会福祉協議会地区部会・町内自治会・福祉施設・学校・諸団体

等が協力し、本計画を着実に推進する必要があります。 

 

２ ５つの仕組み 

若葉区の目指すべき将来像である基本理念を実現するため、以下の５つの仕組みを

第１期計画、第２期計画より継続して基本テーマとしました。 

この仕組みは、地区フォーラム※で明らかになった地区の生活課題や検討された解

決策等を踏まえ決定したものであり、若葉区の地域福祉を推進していく上での方向性

を示したものです。 

 

※ 地区フォーラム 

平成１６年１月から１７年度にかけて、区に４つ設置した住民参加型のフォーラム。 

地域住民や様々な地域関係者で構成され、身近な地域での生活課題を抽出し、自助・共助の視点から

解決策を検討した。 

 

 

まずはあいさつから。誰もが気軽にふれあい・交流できる仕組みをつくり、希薄な

近隣関係が改善されるよう努めます。 

 

 

地域の幅広い人材を活用し、地域ぐるみで助けあう、支えあう仕組みをつくり、支

援の必要な人が気兼ねなく支援を受けられるよう努めます。 

 

≪仕組み２≫ あなたもわたしも地域の一員、身近な支えあいの仕組みをつくりましょう 

≪仕組み１≫ だれもが顔見知り、交流とふれあいの仕組みをつくりましょう 

 

若葉区支え合いのまち推進計画（平成27～29年度） 

～第３期若葉区地域福祉計画～ 
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いまこそ区民の力を結集して安全と安心の仕組みをつくり、だれもが心穏やかに地

域で暮らしていけるように努めます。 

 

 

必要とする情報が行きわたる仕組みと、いつでも気軽に相談が受けられる仕組みを

つくり、住民の悩みが解消できるよう努めます。 

 

 

だれもがもつ福祉の心を育み、福祉活動を実践する人材を育てる仕組みをつくり、

地域の福祉力が高まるよう努めます。 

 

３ 取組内容一覧 

≪仕組み１≫ だれもが顔見知り、交流とふれあいの仕組みをつくりましょう 

施策の方向性 具体的な取組み（〇は参考事例） 
取組み

テーマ 

1  近隣同士が

ふれあう機

会をつくる 

(１) 

 

地域ぐるみで声かけ・あいさつ運動の実施 

１ 

①地域で、住民に呼びかける「あいさつ運動」を実施する。（場合によっては、「強化期

間」を設ける。） 

②地域と小・中学校が連携し、登下校時に学校の校門付近や通学路で児童・生徒に呼びか

ける「あいさつ運動」を実施する。（場合によっては、「強化期間」を設ける。） 

③地区部会等が、地域に呼びかけ、高齢者、障がいのある方、小さな子ども連れの方等、

誰でも地域で困っている時に、お互いに声をかけて助けあう「声かけ運動」を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 坂月地区部会 ○ 貝塚地区部会 ○ 更科地区部会 

２ 子育て世代

に魅力のあ

るまちをつ

くる 

(２) 子育てしやすい環境づくり 

１ 

①地区部会等が、子育て中の親と子の仲間づくりや交流の場となる「ふれあい・子育てサ

ロン」を月１回以上実施する。 

②地区部会や町内自治会等が、地域の農家と連携し、子育て中の親と子が自然や農業とふ

れあう農業体験や収穫体験を実施する。 

③地区部会や町内自治会等が、地域の高齢者と子育て中の親と子が交流できる場を設ける。 

※「ふれあい・いきいきサロン」と「ふれあい・子育てサロン」の合同開催等 

④地区部会等が、男性の育児参加を促す事業・講座等を企画し、実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 桜木地区部会 ○ 小倉地区部会  

○ 御成台、千城台西・北地区部会  ○ 若松地区部会 

≪仕組み５≫ 世代を超えて、ともに学び合い参加できる仕組みをつくりましょう 

≪仕組み４≫ 必要な情報が行きわたり、気軽に相談しあえる仕組みをつくりましょう 

≪仕組み３≫ 備えあれば憂いなし、安全と安心の仕組みをつくりましょう 
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施策の方向性 具体的な取組み（〇は参考事例） 
取組み

テーマ 

３ エリア、世代

やハンデを

超えてふれ

あう機会を

つくる 

(３) 公園やサークル活動を利用した交流機会の創出 

１ 

①地域で、公園の清掃活動や花植え等の美化活動を実施し、住民同士が交流する機会をつ

くる。 

②夏休み等学校の長期休業期間に、町内自治会等で実施しているラジオ体操に、子どもた

ちの参加を呼びかけ、世代間交流の場とする。 

③地域で、趣味のサークル等に呼びかけ、学んだ技術等を地域の福祉施設や小・中学校等

で披露し、交流する機会をつくる。 

④地域で、各種同好会・サークル活動等を推進するとともに、地区部会や町内自治会等で

各種講演会や発表会等を開催し、交流する機会をつくる。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ ２６地区部会  

(４) 福祉施設や地域行事でのふれあい交流活動の実施 

１ 

①地域で、誰でも参加できるイベント（福祉まつり・社協まつり・夏まつり・餅つき大会

等）を企画し、開催する。 

②地域で、福祉施設が開催する行事等を周知し、地域住民が参加・交流する機会をつくる。 

③町内自治会等が主催する行事に、福祉施設を利用している方々を招待し、地域住民と施

設利用者との交流の機会をつくる。 

④地区部会や町内自治会等が、一人暮らし高齢者等を対象に、ふれあい食事サービス、ふ

れあい食事会等を開催し、高齢者同士の交流の機会をつくる。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 貝塚地区部会 ○ 桜木地区部会 ○ 更科地区部会 

○ 結・みつわ台地区部会 

４ 気軽に過ご

せる場所を

つくる 

 

(５) 気軽に過ごせる居場所づくり 

１ 

①地区部会等が、地域の高齢者の仲間づくりや交流の場となる「ふれあい・いきいきサロ

ン」を月１回以上実施する。 

②町内自治会が、住民が誰でも気軽に立ち寄り、おしゃべりしたり、お茶を飲んだりでき

る「ふれあいサロン」を定期的に実施する。 

③地区部会や町内自治会等が、地域の子どもたちが気軽に集まって勉強したり、自由に過

ごしたりする「寺子屋」を開催する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 桜木地区部会 ○ 小倉地区部会 ○ 白井地区部会 

○ 更科地区部会 ○ 千城台東南・金親地区部会 ○ 若松地区部会 

○ 千城小地区部会 

(６) 障がいのある方の社会参加と交流機会の創出 

１ 

①地域の行事等で、障がいのある方の作品等を展示・販売するコーナーを設ける。 

②地域で、障がいのある方を対象とした交流行事等を企画し、開催する。 

③地域にある障がい者施設と連携し、一緒にイベント等を企画するなど、地域住民と施設

利用者とが交流する機会をつくる。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小倉地区部会  
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施策の方向性 具体的な取組み（〇は参考事例） 
取組み

テーマ 

５ 健康でいき

いきと暮ら

せる地域を

つくる 

(７) 地域でできる介護予防・健康づくり 

２ 

①町内自治会が、住民の健康維持と交流の場となるラジオ体操・貯筋体操・健口体操等を

実施する。 

②地区部会が、散歩を通して高齢者の健康維持と仲間づくりの場となる「ふれあい・散歩

クラブ」を月１回以上実施する。 

③地区部会等が、認知症予防や介護予防の講習会等を実施する。 

④地区部会等が、食生活改善推進員（ヘルスメイト）と連携し、食を通じた健康づくりの

ための料理教室等を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 坂月地区部会 ○ 白井地区部会 

○ 御成台、千城台西・北地区部会 ○ ２６地区部会 

○ 若松地区部会 ○ 結・みつわ台地区部会 

 

≪仕組み２≫ あなたもわたしも地域の一員、身近な支えあいの仕組みをつくりましょう 

施策の方向性 具体的な取組み（〇は参考事例） 
取組み

テーマ 

６ 人材を発掘

し活用する 

(8)  活動の中核となれる人材の発掘 

９ 

①地区部会や町内自治会の広報紙等で、福祉活動推進員やボランティアの募集を強化す

る。 

②地区部会が、地域住民を対象としたボランティア講座を年１回以上実施する。 

③地区部会等で、地域活動のボランティア登録を受け付け、活動の紹介をする仕組み（人

材バンク）をつくる。 

④地域で、定年を迎えた方や元気な高齢者に呼びかけ、福祉施設等でこれまで培った知識

や技術等を活かしたボランティア活動を行う。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白井地区部会 ○ 加曽利地区部会 

７ 支 え あ う 仕

組 み を つ く

る 

(9)  わたしたちのまちの福祉を考える会（仮称）の設置 

４ 

①町内自治会内に、地域にある福祉課題について長期にわたり検討する福祉委員会等を設

置する。 

②福祉委員会等で、地域福祉を実践している地域の先進事例の勉強会や他の活動団体等と

の情報交換を実施する。 

③福祉委員会等で、地域にある福祉課題を把握し、支えあいの仕組みづくりについて検討

する。 

④町内自治会と民生委員・児童委員などの福祉活動関係者と情報交換や懇談会を定期的に

実施し、地域の福祉課題を検討・共有する。 
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施策の方向性 具体的な取組み（〇は参考事例） 
取組み

テーマ 

７ 支 え あ う 仕

組 み を つ く

る 

(10 ) 助けあい活動の仕組みづくり 

４ 

①地区部会や町内自治会が、地域住民の関心を高めるため、講習会・勉強会や広報紙等に

より身近な助けあい活動の必要性を啓発する。 

②地区部会や町内自治会が、全住民を対象に「助けあい活動」に関するアンケート調査等

を実施し、地域の福祉課題を把握する。 

③地区部会や町内自治会が、日常生活のちょっとした困りごとの手伝いや、家事援助等を

近隣の住民同士で行う、助けあい活動を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 都賀地区部会 

(11)  見守り活動の仕組みづくり 

４ 

５ 

①地区部会や町内自治会が、地域住民の関心を高めるため、講習会・勉強会や広報紙等に

より身近な見守り活動の必要性を啓発する。 

②地区部会や町内自治会が、「安心カード」を作成・配布し、訪問や声かけのきっかけづ

くりにする。 

③地区部会や町内自治会が、全住民を対象に「見守り活動」に関するアンケート調査等を

実施する。 

④地区部会や町内自治会が、高齢者の孤立死・孤独死、社会的孤立を未然に防ぐため、近

隣住民同士が日常生活の中で無理なく行う見守り活動を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小倉地区部会 ○ 白井地区部会 ○ 都賀地区部会 

(12)  

 

活動団体同士の連携・交流 

４ 

①地区部会と千葉市あんしんケアセンターが連携し、定期的に地域の関係団体等が課題解

決に向けて話し合う場である「地域ケア会議」を設置する。 

②地域で、助けあい活動や見守り活動を実施する団体同士の情報交換や意見交換を定期的

に行う。 

③地区部会、町内自治会、地区民生委員児童委員協議会等が、情報交換や意見交換を定期

的に行う。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 御成台、千城台西・北地区部会  

○ 千城台東南・金親地区部会 ○ 若松地区部会 

○ 加曽利地区部会 ○ 都賀地区部会 ○ 結・みつわ台地区部会 
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≪仕組み３≫ 備えあれば憂いなし、安全と安心の仕組みをつくりましょう 

施策の方向性 具体的な取組み（〇は参考事例） 
取組み

テーマ 

８ 防犯・防災意

識 を 高 め 実

践する 

(1 3)  防犯活動の実施 

６ 

①地域で、青少年育成委員会が実施する「こども１１０番のいえ」の存在を広く周知し、

登録する一般家庭やコンビニなどの事業者が増えるよう呼びかける。 

②地区部会や町内自治会が、教育委員会で取り組んでいる「学校安全ボランティア（セー

フティウォッチャー）」に多くの住民が参加するよう呼びかける。 

③町内自治会等で、防犯看板・のぼり旗等を設置したり、防犯パトロール隊を結成し、定

期的にパトロール活動を実施する。 

④地域で、「振り込め詐欺」や「悪質商法」等から高齢者等を守るための講座を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 坂月地区部会 ○ 貝塚地区部会 ○ 白井地区部会 

○ ２６地区部会 ○ 千城小地区部会  

(14)  防災・減災活動の実施 

７ 

 

①町内自治会が、自主防災組織を立ち上げる。 

②町内自治会や自主防災会が、防災訓練を年１回以上実施する。 

③町内自治会や自主防災会が、住民向けの防災教室を年１回以上実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 貝塚地区部会 ○ 桜木地区部会 ○ 白井地区部会 

○ 加曽利地区部会 ○ 千城小地区部会  

９ 災 害 時 の 支

援 体 制 を つ

くる 

(15)  

 

災害時に避難できる体制づくり 

４ 

７ 

①地域で、災害発生時にスムーズに避難所を開設・運営できるよう避難所運営委員会を設

置し、運営体制を整備する。 

②地区部会は、大規模災害時の避難所運営に協力するため、平時より防災関係機関及び関

係団体等との協力体制を整えておく。 

③地区部会や町内自治会等が、災害時要支援者マップを作成する。 

④地区部会や町内自治会が、災害時を想定した図上訓練（「ＤＩＧ（ディグ）」、 

「ＨＵＧ（ハグ）」）を年１回以上実施する。 

 

 ※ＤＩＧは、Disaster （災害）、Imagination （想像力）、Game （ゲーム）の 

  ＨＵＧは、Hinanzyo （避難所）、Ｕnei（運営）、Ｇame（ゲーム）の頭文字を取っ

たもの。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 坂月地区部会 ○ 白井地区部会 ○ 更科地区部会 

○ 千城台東南・金親地区部会 
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≪仕組み４≫ 必要な情報が行きわたり、気軽に相談しあえる仕組みをつくりましょう 

施策の方向性 具体的な取組み（〇は参考事例） 
取組み

テーマ 

10  身 近 に 情 報

が 得 ら れ 相

談 で き る 場

をつくる 

(1 6)  地域福祉に関する情報の発信 

３ 

①地区部会や町内自治会が、広報紙を通じ、地域福祉に関する情報を住民に発信する。 

②若葉区の情報投稿サイト「ジモバナ」※を活用し、地域住民同士が情報交換を行う。 

③地域で、ホームページを作成・運営し、地域の情報を発信する。 

 

※若葉区魅力投稿サイト「ジモバナ」は、インターネットを通して、区民に若葉区のちょ

っとした魅力・情報を発信してもらうサイト。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白井地区部会 

(17)  相談窓口の設置や出張相談の実施 

３ 

①地区部会や町内自治会が、民生委員・児童委員と連携して、町内自治会館等で気軽に相

談できる場を定期的に設ける。 

②地区部会や町内自治会が、町内自治会館等、地域内によろず相談窓口専用電話を開設し、

地域住民が気軽に相談できる体制をつくる。 

③地区部会や町内自治会が、千葉市あんしんケアセンターと連携して、介護等について相

談できる出張相談会を定期的に実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小倉地区部会 ○ 結・みつわ台地区部会 

 

≪仕組み５≫ 世代を超えて、ともに学び合い参加できる仕組みをつくりましょう 

施策の方向性 具体的な取組み（〇は参考事例） 
取組み

テーマ 

11  家庭や地域

で福祉のこ

ころを育む 

(18)  福祉のこころを育む活動の実施 

８ 

①地域と学校が連携して、学校の授業で児童・生徒に対し、福祉について学習する機会を

つくる。 

②地域と学校が連携して、地域活動に児童・生徒がボランティアとして参加できる機会を

つくる。 

③地区部会や町内自治会と学校が連携して、地域の高齢者と児童・生徒が昔遊びや給食会

等で交流する機会をつくる。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白井地区部会 ○ 加曽利地区部会  
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施策の方向性 具体的な取組み（〇は参考事例） 
取組み

テーマ 

12  こころのバ

リアフリー

を育む 

(19)  誰にでもやさしい地域づくり 

８ 

①町内自治会等が、高齢者や障がいのある方を交え、居住地周辺の歩道等のバリアフリー

点検を行い、バリアフリーマップを作成する。 

②地区部会等が、地域住民を対象に、認知症に対する理解を深めるため「認知症サポータ

ー養成講座」を実施する。 

③地域で、当事者グループや支援団体等と積極的に交流し、定期的に意見交換等を行う。 

13  福祉を学び

実践する 

(2 0)  地域での福祉教室等の開催と活動支援 

８ 

①地区部会が、地域住民を対象に、福祉について学ぶ講座を年１回以上実施する。 

②地区部会が、地域の介護経験者を講師として、地域住民向けに、介護について学ぶ機会

をつくる。 

③地域で、住民が実際の地域活動にふれることができる体験講座を年１回以上実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小倉地区部会 ○ 都賀地区部会  

 

※ 「支え合いのまち千葉 推進計画」では、共助に関する取組みを下記の９つのテーマに分類しています。

計画第６章において、それぞれのテーマごとに、地域（区計画）、市社協、市の取組みを関連付けて整理

しています。 

【取組みテーマ】 

 １ 交流の機会創出と社会参加の促進 ２ 健康づくり ３ 相談体制と情報提供の充実 

 ４ 要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化 ５ 見守り体制の構築 ６ 防犯に対する取組み 

 ７ 防災に対する取組み ８ 福祉教育・啓発 ９ 人材確保とボランティア活動の促進  
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１ 基本理念 

「地域住民のきずなを深め、みんなが手を結び合い、 

住みよいまちづくりを推進する」 

 

～明るい社会を築いてきた高齢者のために～ 

～未来を築く子どもたちのために～ 

～障がい者（児）が希望を持って地域に生き、働けるために～ 

 

近年、少子・超高齢化の進展や、個人の価値観・ライフスタイルの多様化など、区

民を取り巻く環境が大きく変化し、家族や地域における交流や支え合いの機能が弱く

なってきています。 

このような状況において、高齢者などの孤独死や児童虐待などの深刻な問題が発生

しており、緑区においても、住民による高齢者などへの見守り活動がいくつかの地域

で実施されているところです。 

第３期計画は、前計画の基本理念である「地域住民のきずなを深め、みんなが手を

結び合い、住みよいまちづくりを推進する」を継承し、地域住民が「きずな」の大切

さを再認識し、手を取り合って心の通うあたたかな地域づくりをさらに進めることを

基本理念に策定いたしました。 

 

２ 基本方針（５つのキーワード） 

緑区の目指すべき将来像である基本理念を達成するため、以下の５つの方針を第１

期計画、第２期計画より継続して基本方針としました。 

この基本方針は、地区フォーラム※で明らかになった地区の福祉課題や検討された

解決策等を踏まえ決定したものであり、緑区の地域福祉を推進していく上での目的を

わかりやすく示したものです。 

 

※ 地区フォーラム 

平成１６～１７年度にかけて、各区に４つ設置した住民参加型のフォーラム。 

地域住民や様々な地域関係者で構成され、身近な地域での生活課題を抽出し、自助・共助の視点から

解決策を検討した。 

 

 

緑区支え合いのまち推進計画（平成27～29年度） 

～第３期緑区地域福祉計画～ 
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「向こう三軒両隣」・この気持ちで人と人のつながりを大切にします。 

 

 

「安らぎと学び」・成就と達成感を、高齢者・子ども・障がい者（児）・子育て中の

母親・支援者、みんなで広げます。 

※障がい者（児）とは、身体障がい・知的障がい・精神障がいをもつ方をいいます。 

 

 

「安心・安全・安住」・みんなで支援し、みんなで守ります。 

 

 

「困ったときは、声かけて」・みんなで考え、積極的に働きかけます。 

 

 

「外出は、心のオアシス」・一人でも気軽に出かけられるために。 

 

３ 取組内容一覧 

≪基本方針１≫ コミュニケーション（交流・ふれあい・社会参加） 

施策の方向性 

（取組み名） 

具体的な取組み 

（実施内容＝解決策） 

取組み

テーマ 

１ ふれあいの機会に対す

る希望の把握 

1  高齢者、子ども、障がい者（児）の希望の把握 

高齢者、子ども、障がい者（児）が、地域でどのような交流、ふれあいの機会、行事

を希望しているかを把握します。 

１ 

2  情報の共有化 

町内自治会の回覧や地区部会の広報紙を利用し、把握した情報を皆で共有出来るよう

に努めます。また各団体が問題点を掘り起こし各々の機能が発揮できる環境整備を図り

ます。 

３ 

２ 家庭や地域で取り組む

コミュニケーション 

3  お年寄りや両親の体験話を聴こう 

お年寄りや両親を尊敬する気持ちを大切にし、家庭のルール、道徳を大切にし、家族

それぞれの立場を理解できるよう努めます。 

１ 

≪基本方針５≫ 交通対策（気軽に便利に行動を） 

 

≪基本方針４≫ 身近な生活支援（見守り・助け合い） 

 

≪基本方針３≫ 緊急時の支援・対応（防犯と防災） 

 

≪基本方針２≫ 施設の情報の提供（居場所・安らぎ・学び） 

 

≪基本方針１≫ コミュニケーション（交流・ふれあい・社会参加） 
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施策の方向性 

（取組み名） 

具体的な取組み 

（実施内容＝解決策） 

取組み

テーマ 

２ 家庭や地域で取り組む

コミュニケーション 

4  高齢者が集う場の開設・拡充 

ふれあい・いきいきサロンや散歩クラブ等、高齢者が集う場を設けます。また相談の

場としても機能するよう努めます。 

１ 

２ 

３ 重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ おゆみ野地区部会 

5  子育て中の親が集う場の開設・拡充 

ふれあい・子育てサロン等、子育て中の親が集い、不安解消や仲間づくりが出来る場

を設けます。また相談の場としても機能するよう努めます。 

１ 

３ 

6  障がい者（児）が集う場の開設・拡充 

障がい者（児）、またその家族が交流できる場を設けます。相談の場としても機能す

るよう努めます。 

１ 

３ 

7  地域の行事に参加しよう 

地域住民が一体となり、地域の行事に参加することにより、地域の活性化、区全体の

コミュニケーションを高めます。 

１ 

４ 

３ 福祉活動・学習を通じ

てのコミュニケーショ

ン 

8  障がい者（児）との交流会の開設 

障がい者（児）やその家族の声を聞く機会を設け、地域住民の障がい者（児）への理

解を深め心のバリアフリーを進めます。 

１ 

４ 

9  ふるさとの文化行事を通じて先人の業績を学ぼう 

ふるさとの文化行事を通じて先人の業績を学び、現代生活に生かすことの大切さや地

域文化を創造する機会（場）をつくります。 

１ 

10  地域間交流の機会をつくる 

高齢化が進んだ地域で生じた問題が、若年層地域において、将来再発しないようにす

るため、常に地域間の情報交換・学習の機会を持つよう努めます。 

１ 

４ 

11  地域と学校との交流 

児童・生徒が福祉に対する理解を深められるよう、実践や体験を通じた福祉教育の展

開に努めます。 

１ 

８ 
重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 椎名地区部会 

４ 地域活動の活性化 12  老人クラブの活性化 

高齢者が友達づくりの輪を広げ、生きがいをもって生活していけるよう、サークル活

動等の充実に努め、老人クラブの活性化を図ります。 

１ 

13  子ども会の活性化 

「子どもは地域で育てる」という意識を住民がもち、子ども会の活動に積極的に参画

し、活動内容を充実させ、新規加入を促進していきます。 

１ 

14  町内自治会の活性化 

町内自治会への参加を促進し、住民の地域福祉活動への関心を高めます。 
１ 

５ 活動拠点の充実 15  活動の場の確保 

地域で行う様々な活動の場として、既存施設の空きスペース等の有効活用に努めると

ともに、必要に応じて公共施設の提供を市へ要望します。 

― 

16  活動の支援 

地域行事で使用する用具などの貸出や管理を支援します。 
９ 
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≪基本方針２≫ 施設情報の提供（居場所・安らぎ・学び） 

施策の方向性 

（取組み名） 

具体的な取組み 

（実施内容＝解決策） 

取組み

テーマ 

６ 要支援者などへの支援 17  高齢者への支援 

高齢者の状況を把握し、必要としている情報や関係機関（千葉市あんしんケアセンター

やいきいきプラザ等）を紹介します。 

４ 

18  障がい者（児）への支援 

障がい者（児）の状況を把握し、必要としている情報や関係機関を紹介します。 
４ 

19  子ども達への支援 

地域住民と学校は、子どもたちの公民館等での学び・体験学習を紹介する。また子ども

たちが図書館で情報収集を行う際の支援を行います。 

４ 

20  学び、趣味、集いの支援 

地域の人々が、町内の施設等をどのように利用したいのか状況を把握し、必要な情報提

供に努めます。 

３ 

 

≪基本方針３≫ 緊急時の支援・対応（防犯と防災） 

施策の方向性 

（取組み名） 

具体的な取組み 

（実施内容＝解決策） 

取組み

テーマ 

７ 緊急時の意識啓発 21  家庭における意識啓発 

○ 日常から家庭において、避難場所の確認や防災用品の準備等を行うよう意識啓発に努

めます。災害発生後、少なくても3 日間は家庭内備蓄を活用し自力で生活できるよう、

日頃から意識し準備に努めます。 

○ 一人暮らしの高齢者等の住宅用火災警報装置の設置、安心安全メールを活用するよう

啓発に努めます。 

７ 

22  地域における意識啓発 

緊急時にはお互いに助け合える関係がつくれるよう、地域住民意識の醸成に努めるとと

もに、自主防災組織単位で防災備品の充実と使用方法の訓練に努めます。 

７ 

８ 地域での情報提供の充

実 

23  災害時避難誘導体制の充実 

地域における迅速な情報伝達や救助・避難誘導が行えるよう、連絡網や避難行動要支援

者の所在マップ作成等、支援体制の構築に努めます。 

７ 

24  情報伝達体制の充実 

行政が発信する正しい情報の伝達に努めます。（災害時の初期通報、情報伝達係を決め

ておく） 

３ 

７ 

９ 防災訓練・備蓄品などの

充実 

25  防災訓練の充実 

地域における自主防災組織の活動の充実を図るとともに、災害時の避難場所、避難所の

確認と使い分けや複数避難経路設定の周知徹底に努めます。また日頃から消火器及び水等

による消火方法の学習や緊急時の連絡方法、応急手当等の訓練に努めます。 

７ 
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施策の方向性 

（取組み名） 

具体的な取組み 

（実施内容＝解決策） 

取組み

テーマ 

９ 防災訓練・備蓄品などの

充実 

26  緊急時の食料、医薬品等の調達、供給体制づくり 

災害発生時には、食料、水、医薬品等の緊急供給について、近隣農家、商店、薬局等と

協力体制が取れるよう努めます。 

７ 

10  ボランティアの人材確

保と事前登録制の整備

並びに充実 

27  災害時ボランティア活動参加の呼び掛け 

災害時に活動に従事するボランティアについて、日頃からボランティア団体の講習に参

加しネットワークを広げ交流するなどボランティアの組織化に努めます。 

７ 

28  専門ボランティアの確保 

被災地、特に避難所では専門ボランティア（医療・介護等）の力が必要になるので、日

頃から地域の人材情報の把握に努めます。 

７ 

９ 

29  災害後のストレスに対する処置 

災害時及び災害後のストレスケアを行える専門家の確保に努めます。また話し相手にな

るボランティアの養成にも努めます。 

７ 

９ 

11  身近な災害・犯罪被害

の防止対策 

30  身近な防犯、安全対策 

防犯パトロール（徒歩）、青色防犯パトロール隊（車）を組織し、地域単位に自主防犯

活動を展開します。（パトロール中に防犯チラシを配布し注意を喚起） 

地域住民に対し犯罪防止４原則の徹底を図ります。 

＊犯罪防止４原則（犯罪者の嫌がる手だて） 

①時間：侵入に時間がかかる（二重ロック、合わせガラス） 

②目：顔や姿を見られる（防犯カメラ、声かけ） 

③光：明るく照らされる（門灯、ライト） 

④音：大きな音を出す（防犯ブザー、犬） 

６ 

31  地域防犯対策 

遊歩道、公園等は、見通しを良くし、必要に応じて街路灯・防犯灯の設置を行政に要望

します。 

６ 

32  防犯広報活動 

町内、商店等に防犯ポスター及びステッカーの掲示を行うことにより、防犯広報活動に

努め、防犯意識と犯罪抑止を図ります。 

６ 

12  関係機関との連携 33  地域諸団体、行政機関との連携 

災害発生時に速やかに協力体制が敷けるよう、日頃より地域諸団体や地域医療機関、ボ

ランティア活動団体その他行政の関係部門との連携強化を図る工夫と体制の育成に努めま

す。 

７ 

13  防犯・防災組織の拠点

づくりと情報の共有活

動 

34  防犯・防災組織の連絡拠点づくり 

町内自治会集会所、防災組織の集会所等の施設を活用し、各種通信機器等を備えた連絡

拠点の設置に努めます。 

６ 

７ 

35  地域の各防災・防犯組織の連携 

各地域の連絡拠点との情報交換及び緊急時の連携・協力体制の充実に努めます。 

３ 

６ 

７ 
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≪基本方針４≫ 身近な生活支援（見守り・助け合い） 

施策の方向性 

（取組み名） 

具体的な取組み 

（実施内容＝解決策） 

取組み

テーマ 

14  地域住民への支援 36  助け合い活動の推進 

日常生活のちょっとした困りごとの手伝いや家事支援ができるような体制づくりに努め

ます。 

４ 

５ 

37  移送サービス事業の検討 

地域住民の交通手段に関わる利用希望や利用状況の把握に努め、既存の社会資源を利用

する等、移送サービスのシステム作りに努めます。 

４ 

38  見守り活動の推進 

○ 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの家庭で見守りを希望する人に対して、地域住民に

よる訪問・声かけ等を行います。 

○ 社会的孤立を防ぐため、挨拶運動など住民同士が日常生活の中で無理なく見守り活動

を実施します。 

４ 

５ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 椎名地区部会 ○ 誉田地区部会 ○ 土気地区部会 

39  健康づくり支援 

健康を保持する活動を市や地域の医療機関等の協力を得て、地域の集会やイベントの機

会を利用し実施する。 

２ 

40  活動団体同士の連携 

地域の関係団体が連携し課題解決に向けて話し合う場として、地域ケア会議等を開催し

ます。 

※地域ケア会議…行政職員やあんしんケアセンターなどの専門職と地域の関係者で、高齢化に伴

う課題などを話し合う会議。緑区には3 カ所のあんしんケアセンターがありま

す。 

３ 

41  子どもの一時預かり 

子育て中の家庭で緊急の用事が生じた場合に、近所で親の支援を行えるような環境作り

に努めます。 

４ 

42  子育て相談 

発育、発達、しつけなど子育てへの不安や悩みなどを抱える、母親、若い夫婦等に対し

て、専門スタッフによる相談会・講習会などを開催するよう努める。また育児経験豊富な

隣人に相談できる環境づくりに努めます。 

３ 

43  障がい者（児）の家族の支援 

障がい者（児）を介護する家族の日常生活を支援できる体制づくりに努めます。 
４ 

44  自宅療養中の家族がいる家族への支援 

自宅でねたきりの人を介護している家族の日常生活を支援できる体制づくりに努めま

す。（介護保険適用外の家族への支援） 

４ 
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施策の方向性 

（取組み名） 

具体的な取組み 

（実施内容＝解決策） 

取組み

テーマ 

15  身近な生活支援を確立

するための取組み 

45  ボランティアの確保 

○ 地域住民の協力による「身近な生活支援」を確立するためのボランティア確保に努め

ます。 

○ 元気な高齢者がボランティア活動を行える場の提供及び情報の発信に努めます。 

９ 

 

≪基本方針５≫ 交通対策（気軽に便利に行動を） 

施策の方向性 

（取組み名） 

具体的な取組み 

（実施内容＝解決策） 

取組み

テーマ 

16  地域の意識啓発 46  地域の協力 

外出が困難な高齢者、子ども、障がい者（児）に対して、地域で外出の支援ができるよ

う意識啓発に努めます。 

８ 

17  交通対策に関する情報

提供 

47  地域住民の要望の提起 

地域住民の交通手段に関わる利用希望や利用状況の把握に努め、事業者に対してバス路

線の見直し等を必要に応じて支援していきます。 

３ 

48  情報の共有化 

各地区の移送サービス事業等の情報の共有化を図ります。 
３ 

 

※ 「支え合いのまち千葉 推進計画」では、共助に関する取組みを下記の９つのテーマに分類しています。

計画第６章において、それぞれのテーマごとに、地域（区計画）、市社協、市の取組みを関連付けて整理

しています。 

【取組みテーマ】 

 １ 交流の機会創出と社会参加の促進 ２ 健康づくり ３ 相談体制と情報提供の充実 

 ４ 要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化 ５ 見守り体制の構築 ６ 防犯に対する取組み 

 ７ 防災に対する取組み ８ 福祉教育・啓発 ９ 人材確保とボランティア活動の促進  
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１ 基本目標 

 

 

 

 

この基本目標は、美浜区の目指すべき将来像です。 

第１期美浜区地域福祉計画を策定するときに掲げられたもので、今回策定いたしま

した第３期美浜区地域福祉計画においても引き継いでいます。 

 

２ ３つの基本方針 

基本目標を実現するために、３つの基本方針と１１の施策の方向性を定めました。 

 

基本方針Ⅰ 市民主体による協働のまちづくり 

１ 地域の世話役づくり 

２ 安心、見守り体制の構築 

 

基本方針Ⅱ 誰もが暮らしやすい環境づくり 

３ 情報発信の強化 

４ 身近な相談者の確保 

５ 権利擁護の推進 

６ 居場所、交流の場づくり 

７ 地域での身近な支え合い活動 

８ 在宅での安心した暮らしの確保 

９ 地域での健康づくり 

 

基本方針Ⅲ 福祉を支える人づくり 

１０ 福祉意識を育む 

１１ ボランティアの育成・活用 

 

 

 

美浜区支え合いのまち推進計画（平成27～29年度） 

～第３期美浜区地域福祉計画～ 

ま ち 
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（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

３ 取組内容一覧 

≪基本方針Ⅰ≫ 市民主体による協働のまちづくり 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(1)  地域の世話役

づくり 

１ 顔の見えるご近所づきあいの構築  

誰もが安心して地域で暮らしていけるよう、日常的に顔の見える関係づくりを進めます。 

① ラジオ体操を行う集まりを増やし、子どもたちの参加も呼びかける。 

② 小・中学校と連携し「あいさつ運動」を実施する。 

③ 誰もが参加できる地域イベントを開催する。 

④ 保育所（園）、幼稚園、小学校・中学校と連携し、異年齢・多世代交流の機会を

作る。 

１ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 高洲・高浜地区部会 ○ 真砂地区部会 ○ 打瀬地区部会 

2  地域福祉を推進する団体等の交流やネットワークづくり  

各地域で活動する団体等が、必要に応じてそれぞれの特性や役割を認めながら、つな

がりがもてるよう、団体間の交流やネットワークづくりを進めます。 

① 誰でも気軽に地域の福祉課題について、情報交換・意見交換できる場を設ける。 

② 同じ目的で活動（子育て支援、高齢者・障害者支援など）する団体どうしの情

報交換、意見交換の場を設ける。 

③ 地域福祉を推進する団体等の情報交換、意見交換の場を設ける。 

４ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 真砂地区部会 ○ 打瀬地区部会 

(2)  

 

 

安心、見守り

体制の構築 

 

 

3  “みんなで”支え合う「あんしん支え合いネット」の構築  

 地域での孤立や孤独死、児童虐待や高齢者虐待、子育て家庭の社会的孤立を防ぐため、

地域に関心を持ち、地域住民どうしが助け合い、支え合い、協力できる体制づくりを進

めます。 

①  地域の実情に合わせた見守り活動に取り組む。 

②  「美浜区安心カード」の広報と利用の促進を図る。 

③  地域の実態に合わせた安心カードを作成、配付する。 

④ 「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症に対する理解を深め、支援を

広げる。 

⑤  誰もが気軽に集えるサロンを設ける。 

⑥ 「高齢者等ごみ出し支援事業」を地域で取り組む。 

⑦  児童虐待の防止、高齢者虐待の防止に関する講習会を開催する。 

５ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 稲毛海岸地区部会 ○ 幸町２丁目地区部会 

○ 真砂地区部会 ○ 高洲・高浜地区部会 ○ 磯辺地区部会 

○ 幕張西地区部会 ○ 打瀬地区部会 
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（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(2)  安心、見守り

体制の構築 

 

 

4  防犯情報の共有・身近な防犯活動の実施  

地域住民一人ひとりが防犯意識を高め、犯罪の被害に遭わないように注意し合い、安

心して生活できる体制づくりを進めます。 

① 防犯パトロールを定期的に実施する。 

② 「こども１１０番のいえ」について広報し、設置を促進する。 

③ 「こども１１０番のいえ」など、防犯に関する情報を記した防犯マップを作成する。 

④ 「セーフティウォッチャー」に多くの住民が参加できるよう呼びかける。 

⑤  警察署等の協力を得て、地域防犯情報の配付や、防犯・交通安全に関する研修

会を開催する。 

６ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 真砂地区部会 ○ 打瀬地区部会 

5  地域ぐるみの防災訓練、避難誘導の実施  

地域住民一人ひとりが防災意識を高め、災害発生時に的確な対応ができる体制づくり

を進めます。 

① 災害に関する講演会を開催し、防災意識を高める。 

② 東日本大震災の被災体験等を伝え、共有する機会を設ける。 

③ 消防署等の協力を得て防災に関する研修会を開催する。 

④  地域にある様々な団体や機関の協力を得て、防災訓練を開催する。 

７ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 磯辺地区部会 ○ 打瀬地区部会 

６ 災害発生時の対応マニュアル整備 

地域住民一人ひとりが防災意識を高め、災害発生時に的確な対応ができるようマニュ

アルづくりを進めます。 

① 災害時を想定して図上訓練等を実施する。 

② 災害発生時の対応マニュアルを作成する。 

７ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 磯辺地区部会 ○ 打瀬地区部会 

 

≪基本方針Ⅱ≫ 誰もが暮らしやすい環境づくり 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(３) 情報発信の 

強化 

７ 誰もが身近に得ることができ、わかりやすい情報の発信 

地域福祉に関する情報を取りまとめ、身近に情報が得られるような環境づくりを進め

ます。 

① 地域内の地域福祉に関する情報を取りまとめ情報紙として発行する。 

② 情報紙を地域の様々な場所で手に入れられるよう配架する。 

③ 情報のバリアフリーについて検討する。 

３ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 真砂地区部会 
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（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(４) 身近な相談者

の確保 

８ 身近な相談機関・相談者の情報共有  

誰もが気軽に相談できる窓口や相談者の情報を共有し、利用できる環境づくりを進め

ます。 

① 様々な相談窓口や相談者の情報を取りまとめ提供する。 

② 身近な場所で、様々な相談機関等の参加による、よろず相談所を設ける。 

３ 

９ 外出困難な高齢者等の訪問相談の利用促進  

各相談機関等の訪問相談、出張相談の利用促進により、相談しやすい環境づくりを進

めます。 

① 身近な場所で、各種相談機関の出張相談の場を設ける。 

② 訪問相談の利用について広報する。 

３ 

(5)  権利擁護の 

推進 

１０ 日常生活自立支援事業（※）の利用促進 

住みなれた地域でできる限り自立した生活を送ることができるよう、「日常生活自 

立支援事業」の広報、利用促進を図ります。 

① 「日常生活自立支援事業」について勉強会を開催する。 

② 「日常生活自立支援事業」について出張相談の場を設ける。 

※ 高齢者や障害者で判断能力が十分でなく日常生活に不安がある方々に対して、福祉サービスの利

用手続きや、日常的な金銭管理などを生活支援員が代行する 

４ 

１１ 成年後見制度の利用促進 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々の権利を擁護する

ため、成年後見制度の広報、利用促進を図ります。 

① 成年後見制度について勉強会を開催する。 

② 成年後見制度について出張相談の場を設ける。 

１ 

(６) 

 

居場所、交流

の場づくり 

1 ２ 空き店舗等フリースペースの確保と管理運営体制の検討 

空き店舗等、フリースペースを確保し、活動拠点として活用できる方策の検討を進め

ます。 

① 空き店舗等フリースペースとして確保できる場所の情報収集をする。 

② その管理運営体制について検討をする。   

１ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 幸町一丁目地区部会 ○ 打瀬地区部会 

1 ３ 町内自治会・集合住宅の集会所など地域資源を活用した交流の場づくり 

町内自治会・集合住宅の集会所など地域資源を活用し、地域住民が気軽に集い、交流

できる場づくりを進めます。 

① 交流の場づくりとなるよう、地域内の公共施設や地域資源の有効活用について

検討する。 １ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 幸町２丁目地区部会 ○ 高洲・高浜地区部会 

○ 真砂地区部会 ○ 磯辺地区部会 ○ 幕張西地区部会 

○ 打瀬地区部会 
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（
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） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(７) 地域での身近

な支え合い活

動 

１４ 子育て支援活動の推進 

地域ぐるみで子育てをし、安心して子どもを育てられる環境づくりを進めます。 

① 地域の子育て情報をまとめた子育てマップ等を作成し、子育て世代が立ち寄る

場所に掲示する。 

② 子育て中の保護者と子どもが集う「子育てサロン」を設ける。 

③ 地域ぐるみで子育てを目的とした講習会等を開催する。 

④ 地域で活動する子育て関係機関・団体の情報交換・意見交換の場を設ける。 

１ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 真砂地区部会 

１５ 障害者や高齢者の社会参加の促進 

障害者や高齢者が、地域社会で活動できる場、機会づくりを進めます。 

① 障害がある方や高齢者が、ゲストティーチャーとして、経験や知識を学校や地

域で伝えられる機会を設ける。 

② 地域イベント等で障害がある方や高齢者が参加しやすい環境づくりをする。 

③ 地域イベント等で障害がある方の製品や作品を販売、展示するコーナーを  

設ける。 

④ 障害者施設等の製品を活用したり、軽作業を依頼する。 

１ 

(８) 在 宅 で の 

安心した暮ら

しの確保 

1 ６ 地域での助け合い活動の推進 

日常生活上のちょっとした困り事を住民どうしで助け合い、解決する、助け合い活動

を進めます。 

① 家事援助や外出支援等、助け合い活動（住民参加型在宅福祉サービス）の立ち

上げを検討する。 

② 先進地域の事例について紹介する場を設ける。 

４ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 幸町一丁目地区部会 ○ 真砂地区部会 

1 ７ 生活課題の解決に向けたコミュニティビジネス等の検討 

生活課題を解決する方法のひとつとして、コミュニティビジネス等の検討を進めます。 

① コミュニティビジネス等を利用した好事例を参考に、実施の可能性について検討

する。 

４ 

(９) 地 域 で の 

健康づくり 

1 ８ 地域の保健・医療との連携による心身の健康づくり 

 地域にある保健医療機関と連携し、生き生きと暮らせるよう心身の健康づくりを進め

ます。 

① 地域にある保健医療機関と連携し、健康や医療に関する講習会を開催する。 

② 「食生活推進員（ヘルスメイト）」が連携し、食を通じた健康づくりの講習会等

を開催する。 

２ 

(９) 地 域 で の 

健康づくり 

１９ 

 

健康づくりイベント等への参加促進 

気軽に楽しく取り組める心身の健康づくりを進めます。 

① 健康に関する相談の場を設ける。 

② 様々なイベントの中に健康づくりのコーナーを設ける。 

③ ラジオ体操やウォーキング等を行う集まりを増やす。 

２ 
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（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

≪基本方針Ⅲ≫ 福祉を支える人づくり 

施策の方向性 具体的な取組み 
取組み

テーマ 

(10 ) 

 

福祉意識を育

む 

２０ 支え合い意識の醸成 

地域で支え助け合う福祉の心を育てる活動を進めます。 

① 学校や地域を対象とした福祉に関する講習会を開催する。 

② 「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症に対する理解を深め、支援を

広げる。（再掲） 

③ 福祉に関する標語、俳句、絵手紙、写真等を募集するコンクールを開催する。 

④ 障害がある方や高齢者が、ゲストティーチャーとして、経験や知識を学校や地

域で伝えられる機会を設ける。（再掲） 

⑤ 当事者団体等の協力を得てハンディキャップ体験を開催する。 

８ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 打瀬地区部会 

(11)  

 

ボランティア

の育成・活用 

２１ ボランティア人材の育成 

地域をささえるボランティア等の担い手づくりを進めます。 

① ボランティア講座を開催する（若い世代も参加できるような工夫）。 

② 地域で必要とされているボランティアに関する講座を開催する。 

９ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 打瀬地区部会 

2 ２ ボランティア活動への参加促進 

気軽にボランティア活動に参加できる仕組みづくり、参加促進を図ります。 

① 「美浜区人財バンク」の広報、参加及び利用促進 

② 地域で活動するボランティア・人財バンクの設置を検討する。 

③ 地域内のボランティア募集を取りまとめ掲示する。 

９ 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 打瀬地区部会 

 

※ 「支え合いのまち千葉 推進計画」では、共助に関する取組みを下記の９つのテーマに分類しています。

計画第６章において、それぞれのテーマごとに、地域（区計画）、市社協、市の取組みを関連付けて整理

しています。 

 

【取組みテーマ】 

 １ 交流の機会創出と社会参加の促進 ２ 健康づくり ３ 相談体制と情報提供の充実 

 ４ 要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化 ５ 見守り体制の構築 ６ 防犯に対する取組み 

 ７ 防災に対する取組み ８ 福祉教育・啓発 ９ 人材確保とボランティア活動の促進  
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「自助・共助・公助」が適切に連携し、地域全体で支え合う地域社会をつくるには、

市民と行政が共通認識・共通目標を持ち、それぞれの特性を生かした役割分担の下に

生活課題の解決に向けて努力していくことが必要です。 

本計画では、「共助」を実施する主体を地域住民・地域団体等と位置付け、社協地区

部会が共助を実施する様々な主体と連携・調整を図りながら、地域活動の把握や促進

等を行い、それぞれの主体と協力して区計画の取組みを推進することとしています。 

また、「自助・共助」を支援する主体として市を、「自助・共助」を支援するととも

に「共助」を実施する主体として千葉市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）を、

それぞれ位置付けています。 

「共助」に関する取組みについては、内容の種別や重要性・必要性などを考慮して

９つのテーマに分類・整理しました。 

この９つのテーマは、「第４章 市の取組み（公助の取組み）」と「第５章 地域の

取組み（共助の取組み）」で共通に使用しています。 

第６章では、地域、市社協、市がどのように連携して地域福祉を推進していくのか

を示すため、９つのテーマごとに３者の取組みの関係を整理しています。 

 

 

【９つの取組みテーマ】 

地域で必要と考えられる共助に関する取組みを、９のテーマに分類・整理 

１ 交流の機会創出と社会参加の促進 ２ 健康づくり ３ 相談体制と情報提供の充実 

４ 要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化 ５ 見守り体制の構築 

６ 防犯に対する取組み ７ 防災に対する取組み  ８ 福祉教育・啓発 

９ 人材確保とボランティア活動の促進 

第６章 地域の取組みと市及び社会福祉協議会の施策 
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【取組みテーマ １ 】交流の機会創出と社会参加の促進 

 取組み・事業 内容 

中
央
区 

ふれあい・いきいきサロン

の充実 

○地区部会が、地域の高齢者向けの「ふれあい・いきいきサロン」を月1 回以上開催する。 

○活動の見直しや改善のため、サロン参加者の希望調査を実施する。 

○町内自治会や老人クラブ等が、身近な集会所等で、ウィークリーサロンを目指して、いきいき

サロンを開催できるよう支援・働きかけを行う。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 都地区部会 ○ 白旗台地区部会 ○ 星久喜地区部会 

子育てサロンの充実 ○地区部会が、地域の子育て中の親子向けの「ふれあい・子育てサロン」を月1 回以上開催する。 

○サロン参加者の意見・希望を聞くためアンケート等を実施する。 

○地区部会が地域保健推進員等と連携し、サロン内容の充実を図る。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 都地区部会 ○ 中央東地区部会 ○ 中央地区部会 

○ 白旗台地区部会 ○ 松波地区部会 ○ 星久喜地区部会 

世代間交流の場の提供 ○「ふれあい・いきいきサロン」と「ふれあい・子育てサロン」の同時開催を年１回以上実施し、

世代間交流の場を提供する。 

○高齢者、障がい者、児童、赤ちゃん連れの母親など、誰もが、朝から夕方まで気軽に出入りで

きる交流の場の設置に向けて具体的なスケジュールづくりを行い、場所の確保を図る。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 松ケ丘地区部会 

花
見
川
区 

誰もが気軽にすごせる場

の確保と福祉施設の利用

促進 

活動場所を確保するため、コミュニティセンター・公民館などの公の施設や自治会館・集会所、

地域にある空き家、空き店舗、福祉施設などの既存の施設を有効利用した居場所づくりを推進し

ます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 犢橋地区部会 

地域住民が、安全・安心に気軽に活動できるよう、挨拶・声かけなど、親しみ、ふれあう環境

づくりを推進します。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 朝日ケ丘地区部会 

稲
毛
区 

挨拶から始まる地域との

関わり 

《活動事例》 

・地区部会スタッフと民生委員・児童委員が協力し、定期的に小学校児童の登校時にあいさつ運

動を実施します。 

・地区部会、各町内自治会、青少年育成委員会が連携・協力し、地域全体を巻き込んで声かけ、

あいさつ運動を展開し、心の通う明るいまちづくりを目指します。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 山王地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 草野地区部会 ○ ３０１（作草部・天台）地区部会 

○ 小中台西地区部会 
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 取組み・事業 内容 

稲
毛
区 

地域のイベント・祭り、町

内自治会行事などへの参

加促進 

《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、あいさつ標語を広く募集し、イベントや町内自治会

掲示板等で発表し、啓蒙します。 

・地区部会、町内自治会、スポーツ振興会が連携・協力し、夏祭りやスポーツ行事に協力・支援

し、交流を図ります。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会 

○ 緑が丘地区部会 

イベントを通じての地域

交流・異世代交流 

《活動事例》 

・地区部会、ＰＴＡ、各町内自治会と協力地区が連携・協力し、正月行事（餅つきと昔の正月遊

び）を子どもたちに紹介します。 

・地区部会、各町内自治会、青少年育成委員会が連携・協力し、誰もが集える異世代交流の機会

（町内自治会：子ども会主催の敬老会／学校と連携：昔あそび）を増やします。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 千草台中学校地区部会 

○ 草野地区部会 ○ ３０１（作草部・天台）地区部会 ○ 弥生地区部会 

公共施設や空き店舗など

を活用した身近な居場所

づくり 

《活動事例》 

・地区部会と各町内自治会が連携・協力し、町内自治会館を活用した高齢者や子どもたちが集え

る場の拡充に努めます。 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、こどもカフェの開設を目指します。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会  

○ 稲毛地区部会 

若
葉
区 

地域ぐるみで声かけ・あい

さつ運動の実施 

①地域で、住民に呼びかける「あいさつ運動」を実施する。（場合によっては、「強化期間」を

設ける。） 

②地域と小・中学校が連携し、登下校時に学校の校門付近や通学路で児童・生徒に呼びかける「あ

いさつ運動」を実施する。（場合によっては、「強化期間」を設ける。） 

③地区部会等が、地域に呼びかけ、高齢者、障がいのある方、小さな子ども連れの方等、誰でも

地域で困っている時に、お互いに声をかけて助けあう「声かけ運動」を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 坂月地区部会 ○ 貝塚地区部会 ○ 更科地区部会 

子育てしやすい環境づく

り 

①地区部会等が、子育て中の親と子の仲間づくりや交流の場となる「ふれあい・子育てサロン」

を月１回以上実施する。 

②地区部会や町内自治会等が、地域の農家と連携し、子育て中の親と子が自然や農業とふれあう

農業体験や収穫体験を実施する。 

③地区部会や町内自治会等が、地域の高齢者と子育て中の親と子が交流できる場を設ける。 

※「ふれあい・いきいきサロン」と「ふれあい・子育てサロン」の合同開催等 

④地区部会等が、男性の育児参加を促す事業・講座等を企画し、実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 桜木地区部会 ○ 小倉地区部会 ○ 御成台、千城台西・北地区部会  

○ 若松地区部会 
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 取組み・事業 内容 

若
葉
区 

公園やサークル活動を利

用した交流機会の創出 

①地域で、公園の清掃活動や花植え等の美化活動を実施し、住民同士が交流する機会をつくる。 

②夏休み等学校の長期休業期間に、町内自治会等で実施しているラジオ体操に、子どもたちの参

加を呼びかけ、世代間交流の場とする。 

③地域で、趣味のサークル等に呼びかけ、学んだ技術等を地域の福祉施設や小・中学校等で披露

し、交流する機会をつくる。 

④地域で、各種同好会・サークル活動等を推進するとともに、地区部会や町内自治会等で各種講

演会や発表会等を開催し、交流する機会をつくる。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ ２６地区部会  

福祉施設や地域行事での

ふれあい交流活動の実施 

①地域で、誰でも参加できるイベント（福祉まつり・社協まつり・夏まつり・餅つき大会等）を

企画し、開催する。 

②地域で、福祉施設が開催する行事等を周知し、地域住民が参加・交流する機会をつくる。 

③町内自治会等が主催する行事に、福祉施設を利用している方々を招待し、地域住民と施設利用

者との交流の機会をつくる。 

④地区部会や町内自治会等が、一人暮らし高齢者等を対象に、ふれあい食事サービス、ふれあい

食事会等を開催し、高齢者同士の交流の機会をつくる。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 貝塚地区部会 ○ 桜木地区部会 ○ 更科地区部会 

○ 結・みつわ台地区部会 

気軽に過ごせる居場所づ

くり 

①地区部会等が、地域の高齢者の仲間づくりや交流の場となる「ふれあい・いきいきサロン」を

月１回以上実施する。 

②町内自治会が、住民が誰でも気軽に立ち寄り、おしゃべりしたり、お茶を飲んだりできる「ふ

れあいサロン」を定期的に実施する。 

③地区部会や町内自治会等が、地域の子どもたちが気軽に集まって勉強したり、自由に過ごした

りする「寺子屋」を開催する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 桜木地区部会 ○ 小倉地区部会 ○ 白井地区部会 ○ 更科地区部会 

○ 千城台東南・金親地区部会 ○ 若松地区部会 ○千城小地区部会 

障がいのある方の社会参

加と交流機会の創出 

①地域の行事等で、障がいのある方の作品等を展示・販売するコーナーを設ける。 

②地域で、障がいのある方を対象とした交流行事等を企画し、開催する。 

③地域にある障がい者施設と連携し、一緒にイベント等を企画したりして、地域住民と施設利用

者とが交流する機会をつくる。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小倉地区部会 

緑
区 

高齢者が集う場の開設・拡

充 

ふれあい・いきいきサロンや散歩クラブ等、高齢者が集う場を設けます。また相談の場として

も機能するよう努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ おゆみ野地区部会 

地域と学校との交流 児童・生徒が福祉に対する理解を深められるよう、実践や体験を通じた福祉教育の展開に努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 椎名地区部会 
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 取組み・事業 内容 

美
浜
区 

顔の見えるご近所づきあ

いの構築 

誰もが安心して地域で暮らしていけるよう、日常的に顔の見える関係づくりを進めます。 

① ラジオ体操を行う集まりを増やし、子どもたちの参加も呼びかける。 

② 小・中学校と連携し「あいさつ運動」を実施する。 

③ 誰もが参加できる地域イベントを開催する。 

④ 保育所（園）、幼稚園、小学校・中学校と連携し、異年齢・多世代交流の機会を作る。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 高洲・高浜地区部会 ○ 真砂地区部会 ○ 打瀬地区部会 

空き店舗等フリースペー

スの確保と管理運営体制

の検討 

空き店舗等、フリースペースを確保し、活動拠点として活用できる方策の検討を進めます。 

① 空き店舗等フリースペースとして確保できる場所の情報収集をする。 

② その管理運営体制について検討をする。   

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 幸町一丁目地区部会 ○ 打瀬地区部会 

町内自治会・集合住宅の集

会所など地域資源を活用

した交流の場づくり 

町内自治会・集合住宅の集会所など地域資源を活用し、地域住民が気軽に集い、交流できる場

づくりを進めます。 

① 交流の場づくりとなるよう、地域内の公共施設や地域資源の有効活用について検討す

る。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 幸町２丁目地区部会 ○ 高洲・高浜地区部会 ○ 真砂地区部会  

○ 磯辺地区部会 ○ 幕張西地区部会 ○ 打瀬地区部会 

子育て支援活動の推進 地域ぐるみで子育てをし、安心して子ども育てられる環境づくりを進めます。 

① 地域の子育て情報をまとめた子育てマップ等を作成し、子育て世代が立ち寄る場所に

掲示する。 

② 子育て中の保護者と子どもが集う「子育てサロン」を設ける。 

③ 地域ぐるみで子育てを目的とした講習会等を開催する。 

④ 地域で活動する子育て関係機関・団体の情報交換・意見交換の場を設ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 真砂地区部会 

千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会 

ふれあい食事サービス事

業の推進 

地区部会がボランティアや福祉施設の協力を得て、会食または配食により、高齢者の心身の健

康保持及び社会参加の促進を図ります。 

ふれあい・いきいき 

サロンの推進 

地区部会が高齢者とボランティアによる語らいの場を通して、閉じこもり防止と寝たきりや認

知症の予防を行うとともに、高齢者の仲間づくりを図ります。 

ふれあい・子育て 

サロンの推進 

地区部会が子育て中の親子とボランティアが自由に語らい、集い、情報交換等を通じて、子育

ての親子の仲間づくりを図ります。 

ふれあい・散歩クラブの推

進 

 地区部会が高齢者とボランティアによる散歩を通して、閉じこもりの防止や健康保持を行うと

ともに、高齢者の仲間づくりを図ります。 

地区部会活動拠点確保の

支援 

継続的に地区部会活動を展開していくため、地域における社会資源を把握するとともに、行政、

民間企業、社会福祉施設等へ地域福祉への理解を求め、活動拠点確保に向けた働きかけを行います。 
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 取組み・事業 内容 

千
葉
市 

地域福祉交流館の運営 
地域福祉活動を促進するため、子どもから高齢者まで広く市民が利用できる施設として、小中

台地域福祉交流館と犢橋地域福祉交流館を運営します。 

老人クラブ活動の充実強

化 

老人クラブの活動を通じ、高齢者の生きがいづくりや健康づくりに係る各種事業、社会奉仕活

動を促進するとともに、リーダーを育成するための指導者研修等を充実します。 

シルバー人材センターの

充実 

高齢者の就業機会の確保、生きがいの充実、健康と福祉の増進を図るため、市民や企業に対し

て、千葉市シルバー人材センターのＰＲを積極的に行います。 

いきいきプラザ・センター

の運営 

高齢者が健康で生きがいのある生活が送れるよう、健康づくり、各種相談、教養の向上、レクリエ

ーション、介護予防などの場を提供する「いきいきプラザ」及び「いきいきセンター」を運営します。 

いきいき活動外出支援事

業 

高齢者の社会参加促進を図ることを目的に、高齢者団体が実施する研修、視察、ボランティア

活動等の自主的な活動のため、民間バスを借り上げた場合に、その費用の一部を助成します。 

介護支援ボランティア制

度の運用 

高齢者が高齢者施設などでボランティア活動を行った場合に、介護保険料や介護サービス利用料

などに充てることができるポイントを付与し、介護予防の促進や社会活動参加などを支援します。 

地域活動支援センターの

運営支援 

創作的活動や生産活動、社会との交流促進など多様な活動の場を提供するとともに、地域の障害者等

の福祉に関する相談に応じ、必要な情報提供や援助を行う地域活動支援センターの運営を支援します。 

障害者福祉センター・療育

センター・ふれあいの家に

おける各種講座の開催 

障害者の余暇活動の充実、社会参加へのきっかけづくり、文化・教養の向上、リハビリテーシ

ョンなどを目的に、様々な障害特性に対応した創作的活動、スポーツ・レクリエーション等の講

座を開催します。 

障害者の就労支援 
一般就労を希望する障害者に対して、就職前に企業等で一定期間の実習を行う障害者職場実習

事業を実施するなど、就労を希望する障害者を支援します。 

トイライブラリー運営事業 心身障害児がおもちゃを通じて遊ぶことにより、機能回復及び能力発達を促進します。 

障害者スポーツ大会等の

開催 

障害者の社会参加はもとより、健康づくりや生きがいづくりを促進するため、激励会の開催、

スポーツ活動の機会の確保、全国障害者スポーツ大会への参加支援などを実施します。 

長柄げんきキャンプ 少年自然の家で市立小・中学校の特別支援学級及び特別支援学校の児童・生徒による宿泊学習を行います。 

こどもカフェの運営 

学校等の公共施設や空き店舗等を活用し、「子どもに信頼される大人」が見守る中で、気軽に

相談したり、一緒に勉強したり、また、仲間と遊んだりすることができるなど、子どもたちにと

って居心地の良い居場所となる「こどもカフェ」を運営します。 

子ども交流館 

「遊び・創造・憩い」を通して、子どもたちに健全な遊びと居場所を提供し、子どもの健全な

育成と交流を図るとともに、子どもたちで構成し施設の利用方法などを検討する「子ども運営委

員会」の設置など、子どもの自主的活動の支援等を行います。 

放課後子ども教室推進事

業 

小学校の施設を活用して、放課後の子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地

域の多様な人々の参画を得て、さまざまな体験・交流活動を実施します。 

子育て支援館の運営 

子育て親子のふれあいの場を提供するほか、子育てコーディネーターが各種子育てサービスの

情報収集、インターネット等を活用した情報提供を行います。 

また、子育てに関する相談を受け、必要な援助や関係機関との連絡調整を行います。 

地域子育て支援センター、

子育てリラックス館の運営 

子育て親子のふれあいの場の提供、交流の促進、保育士や子育てアドバイザーによる子育てに

関する相談指導・援助、講習の実施、地域の子育て関連情報の提供などを行います。 

保育所（園）地域活動事業 市内すべての認可保育所（園）において、世代間交流、異年齢交流、育児講座等を実施します。 

母子家庭等の就業自立支

援 

ひとり親家庭等が、自立した生活を送ることができるよう、就業相談や就業支援講習会を実施

するほか、就労に有利な資格の取得を支援するため、「自立支援教育訓練給付金事業」や「高等

職業訓練促進給付金事業」を実施します。 

学校支援地域本部 
地域の教育力を生かし、学校教育の充実や地域コミュニティの活性化を図る、学校支援地域本

部を推進します。 
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【取組みテーマ ２ 】 健康づくり 

 取組み・事業 内容 

中
央
区 

地域での健康づくり支援

の充実 

○地区部会が、高齢者の健康維持と交流の場となる「ふれあい・散歩クラブ」を定期的に実施する。 

○「ふれあい・いきいきサロン」において、介護予防や転倒防止運動を定期的に実施する。 

○地域の関係団体が、介護予防を目的とした事業等の立ち上げを推進する。 

○地域の関係団体が連携し、各種スポーツ大会（スポーツ活動）や歴史や文化を学ぶ会（文化活

動）を年１回以上開催する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 蘇我地区部会 ○ 白旗台地区部会 

花
見
川
区 

誰もが気軽にすごせる場

の確保と福祉施設の利用

促進 

地域住民が、安全・安心に気軽に活動できるよう、挨拶・声かけなど、親しみ、ふれあう環境

づくりを推進します。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 朝日ケ丘地区部会 

心身の健康づくりの推進 住民自ら健康への関心を深めるとともに、イベントや講習会、スポーツなど健康づくりの機会

に積極的に参加し、心身の健康づくりに努めましょう。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ ２０６地区部会 ○ 幕張本郷中学校区地区部会 

高齢者向けのスポーツの推進やサークル活動への参加の促進に努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 幕張本郷中学校区地区部会 

地域参加支援事業など介護予防活動の普及に努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 花見川地区部会 

稲
毛
区 

健康づくりの普及・啓発 《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、地域へラジオ体操の普及、定着化を図ります。 

・地区部会とスポーツ振興会が連携・協力し、総合型地域スポーツクラブの主催する毎週活動（レ

クスポ及び軽スポーツ）、スポーツ振興会の主催行事への参加を促します。 

・地区部会、各町内自治会、民生委員・児童委員が連携・協力し、あんしんケアセンターと連携

した講座を実施し、高齢者向けの情報提供、相談や健康チェック等を行います。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 轟・穴川地区部会 ○ 稲毛地区部会 

○ 稲丘地区部会 ○ 千草台中学校地区部会 ○ 草野地区部会 

○ ３０１（作草部・天台）地区部会 ○ 弥生地区部会 

地域でできる介護予防の

普及 

《活動事例》 

・地区部会があんしんケアセンター、区健康課と連携を密にし、予防活動計画をつくり、推進を

図ります。 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、地域各所で介護予防や認知症予防講座を開催し、予

防への理解を深めるとともに、広報紙による介護予防、認知症予防の啓発に努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 稲毛地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 千草台中学校地区部会 ○ 草野地区部会 ○ 弥生地区部会 
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 取組み・事業 内容 

若
葉
区 

地域でできる介護予防・健

康づくり 

①町内自治会が、住民の健康維持と交流の場となるラジオ体操・貯筋体操・健口体操等を実施す

る。 

②地区部会が、散歩を通して高齢者の健康維持と仲間づくりの場となる「ふれあい・散歩クラブ」

を月１回以上実施する。 

③地区部会等が、認知症予防や介護予防の講習会等を実施する。 

④地区部会等が、食生活改善推進員（ヘルスメイト）と連携し、食を通じた健康づくりのための

料理教室等を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 坂月地区部会 ○ 白井地区部会 ○ 御成台、千城台西・北地区部会 

○ ２６地区部会 ○ 若松地区部会 ○ 結・みつわ台地区部会 

千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会 

ふれあい食事サービス事

業の推進 

地区部会がボランティアや福祉施設の協力を得て、会食または配食により、高齢者の心身の健

康保持及び社会参加の促進を図ります。 

ふれあい・いきいき 

サロンの推進 

地区部会が高齢者とボランティアによる語らいの場を通して、閉じこもり防止と寝たきりや認

知症の予防を行うとともに、高齢者の仲間づくりを図ります。 

ふれあい・子育て 

サロンの推進 

地区部会が子育て中の親子とボランティアが自由に語らい、集い、情報交換等を通じて、子育

ての親子の仲間づくりを図ります。 

ふれあい・散歩クラブの推

進 

 地区部会が高齢者とボランティアによる散歩を通して、閉じこもりの防止や健康保持を行うと

ともに、高齢者の仲間づくりを図ります。 

千
葉
市 

学校体育施設開放事業 
学校体育施設を開放し、市民の体力づくり及びコミュニティ活動の振興を図り、市民が手軽に

多様なスポーツ・レクリエーションを行える場を提供します。 

健康づくり事業 

市内に所在する地区組織、事業所等が行う健康づくりにポイントを付与し、規定のポイントで

景品や認証などのインセンティブを授与することにより生活習慣の改善を促すとともに、地域組

織活動の推進による絆づくりを促進します。 

ヘルスサポーターの養成 
家庭や身近な地域の中で、健康づくりを実践する仲間づくりを進めるヘルスサポーターを養成

します。 

食生活改善推進員の養成 
地域の健康づくりのために、「食」を通したボランティア活動を行う食生活改善推進員（愛称

「ヘルスメイト」）を養成します。 
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【取組みテーマ ３ 】 相談体制と情報提供の充実 

 取組み・事業 内容 

中
央
区 

中学校区相談・情報センタ

ー機能の充実 

〇地区部会が開催するふれあい・いきいきサロンや子育てサロン、更に町内自治会や老人会が身

近な集会所等で開催するふれあいサロンでは、スタッフが気軽に相談を受け付け、その場で回

答できないものは担当の民生委員から回答する体制を整える。 

〇地区部会や町内自治会と千葉市あんしんケアセンターが連携して、高齢者なんでも相談会を実

施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 新宿地区部会 ○ 松ケ丘地区部会 

福祉情報誌の充実と「中央

区ふくし・防災ガイド＆マ

ップ」の活用 

〇地区部会や町内自治会の広報誌を通じ、地域福祉に関する情報を住民に提供する。 

○地区部会が発行する「社協だより」を年2 回以上発行する。 

○地区部会や町内自治会で「中央区ふくし・防災ガイド＆マップ」を活用し、独自の福祉マップ

や防災マップを作成し、近所の相談できる人の家が解るよう、地図に記載する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 生浜地区部会 ○ 松波地区部会 

花
見
川
区 

必要な情報がいつでも手

に入る仕組みづくり 

地域を支える様々な福祉活動、ボランティア活動などの情報や、福祉サービスに関する情報等

を共有し、わかりやすい情報として、発信・受信するための仕組みづくりに努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 花園地区部会 ○ 朝日ケ丘地区部会 ○ こてはし台地区部会 

地域行事やいきいきサロン等を利用して、住民相互が交流できる機会を増やしていくととも

に、気軽に相談できる場の確保に努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 朝日ケ丘地区部会 ○ 幕張・武石地区部会 

稲
毛
区 

地域の情報の収集と発信 《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し開催する「町内自治会・地区部会情報交換会」を通じ

て、防災情報の発信、各町内自治会間での活動情報の交換を行います。 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、防災関係者とのネットワークを広げ、地域に有益な

情報を収集し、発信していきます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小中台東地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会 

身近な地域の相談相手の

確保 

《活動事例》 

・地区部会があんしんケアセンターとの連携を密にし、町内自治会活動の橋渡し的役割を担いま

す。 

・スポーツなど身近な活動で人々が集い、一緒に汗を流しながら相互に相談し合える雰囲気づく

りと、個人の相談ごとを地域で考えられるような信頼関係をつくり、地域で解決に向けた支え

となるしくみをつくります。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会 
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（
活
動
事
例
） 

 取組み・事業 内容 

若
葉
区 

地域福祉に関する情報の

発信 

①地区部会や町内自治会が、広報紙を通じ、地域福祉に関する情報を住民に発信する。 

②若葉区の情報投稿サイト「ジモバナ」※を活用し、地域住民同士が情報交換を行う。 

③地域で、ホームページを作成・運営し、地域の情報を発信する。 

 

※若葉区魅力投稿サイト「ジモバナ」は、インターネットを通して、区民に若葉区のちょっとし

た魅力・情報を発信してもらうサイト。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白井地区部会 

相談窓口の設置や出張相

談の実施 

①地区部会や町内自治会が、民生委員・児童委員と連携して、町内自治会館等で気軽に相談でき

る場を定期的に設ける。 

②地区部会や町内自治会が、町内自治会館等、地域内によろず相談窓口専用電話を開設し、地域

住民が気軽に相談できる体制をつくる。 

③地区部会や町内自治会が、千葉市あんしんケアセンターと連携して、介護等について相談でき

る出張相談会を定期的に実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小倉地区部会 ○ 結・みつわ台地区部会 

緑
区 

高齢者が集う場の開設・拡

充 

ふれあい・いきいきサロンや散歩クラブ等、高齢者が集う場を設けます。また相談の場として

も機能するよう努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ おゆみ野地区部会 

美
浜
区 

誰もが身近に得ることが

でき、わかりやすい情報の

発信 

地域福祉に関する情報を取りまとめ、身近に情報が得られるような環境づくりを進めます。 

① 地域内の地域福祉に関する情報を取りまとめ情報紙として発行する。 

② 情報紙を地域の様々な場所で手に入れられるよう配架する。 

③ 情報のバリアフリーについて検討する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 真砂地区部会 

千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会 

社協だよりの発行 社協の存在や地域福祉の現状を広く市民に PR するため、社協だよりを年４回発行します。 

ホームページの充実 
ホームページ作成に係るシステム改善に伴い、地域で必要とされる情報を迅速に提供するとと

もに、社協活動や地区部会、各種ボランティア団体の活動をわかりやすく掲載します。 

災害等緊急時の情報 

提供 

市ボランティアセンターのホームページやソーシャルネットワーキングサービス（登録された

利用者同士が交流できるサービス）を活用し、市民に対し、災害時のボランティア情報を提供し

ます。 

福祉教育情報の提供 

市内の小・中学校を対象に「福祉教育ニュース」を年 2 回、市内の小学 4 年生～中学 3 年生

を対象に「わたしもぼくもボランティア」を年 1 回発行します。また、ボランティア活動推進

協力校の取り組み内容を事例集としてまとめ、各学校に配布します。 
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 取組み・事業 内容 

千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会 

広報紙（地区部会だより）

の発行 

地区部会が地域の住民に対して地区部会活動への理解と担い手を確保・育成していくために、

広報紙（地区部会だより）の発行を通して地域福祉の推進を図ります。 

ボランティア相談の 

受付 

ボランティア活動をしたい市民や活動を実践している方が必要とする情報を収集し、提供しま

す。 

ボランティアの紹介 ボランティアを必要とする市民からの相談に応じ、ボランティアの調整・紹介を行います。 

企業の社会貢献活動 

への相談・支援 
企業からの社会貢献の相談に応じ、活動事例などの情報を提供します。 

相談業務の実施 相談員による面談及び電話相談を行うとともに、弁護士による法律相談を行います。 

区事務所の機能充実 
区事務所に配属されたコミュニティーソーシャルワーカーによる相談業務や、地域の課題解決

に向けたコーディネートの機能を高め、迅速かつ弾力的な対応を行います。 

千
葉
市 

地域福祉に関する情報提

供 

 各区支えあいのまち推進協議会における事例紹介や各区支え合いのまち推進協議会が発行す

る推進協だより、また、多様な媒体を活用した本計画の周知により、地域福祉に関する情報を提

供します。 

民生委員・児童委員活動へ

の支援 

民生委員・児童委員が地域において円滑で有効な活動を実施できるよう、民生委員児童委員協

議会の活動をサポートするとともに、研修内容の充実に努めます。 

ボランティアに関する情

報の発信 

 ボランティアデータベース「ちばぼら」をはじめ、ボランティア関係機関である、千葉市国際

交流協会、千葉市ボランティアセンター、ちば生涯学習ボランティアセンター、市民活動支援セ

ンター等でボランティア情報の発信・提供を行います。 

地域保健推進員活動 
地域保健推進員が、それぞれ担当地区を持ち、地域の身近な相談役として、地域と各区保健福

祉センター健康課のパイプ役となります。 

子育てサポーター・家庭教

育アドバイザー配置事業 

公民館で活動している子育てサークルや子育てに悩みや不安を持つ親を対象に、気軽に相談で

きる子育てサポーターを派遣します。 

また、家庭教育アドバイザーが、より専門的な立場から相談に応じるほか、子育てサポーター

への助言等も行います。 

 

 

 

 



第６章 地域の取組みと市及び社会福祉協議会の施策【 ４ 要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化】 

115 

【取組みテーマ ４ 】 要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化 

 取組み・事業 内容 

中
央
区 

地域支えあい連絡会の設

置・推進 

○地区部会エリア内で、見守り活動や助け合い活動を実施する団体同士の情報交換や意見交換を

定期的に行う。 

○地区部会、町内自治会において、地域のネットワークづくりの取組みが出来ていない地域は千

葉市あんしんケアセンターが主催する「地域ケア会議」等を定期的に活用し、地域のネットワ

ークづくりを行う。 

○出来ている地域は地域のネットワークを活用し、個別ケースの支援を行う。 

○地域で活動する様々な団体が連携（構成）し、「助け合い、支え合い」による地域運営が可能

となるように「地域運営委員会」の仕組みづくりを検討し、その中で「助け合い、支え合い」

活動を推進する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 蘇我地区部会 ○ 白旗台地区部会 ○ 生浜地区部会  

○ 松ケ丘地区部会 

災害時に支援を必要とす

る人の避難支援 
○地区部会や町内自治会等が、「中央区ふくし・防災ガイド＆マップ」を活用した、独自の災害

避難用マップを作成する。 

○避難所となる施設ごとに地域の町内自治会、自主防災会等が一体となった「避難所運営委員会」

を設置し、災害発生時に地域住民同士が連携しながら、主体として避難所を開設・運営を行う

体制を構築する。 

○地区部会や町内自治会が、各避難所ごとに関係諸団体と連携し、災害時を想定した避難訓練や

炊き出し訓練等を年１回以上実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 寒川地区部会 ○ ちば中央地区部会 ○ 西千葉地区部会  

○ 蘇我地区部会 ○ 白旗台地区部会 ○ 生浜地区部会 

花
見
川
区 

地域生活への支援体制の

構築 

地域での助け合いを進めるため、相互助け合いのネットワークづくりの拡充や、要支援者など

への生活支援ボランティアの充実、独居高齢者の見守り活動・安否確認の推進に努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 花園地区部会 ○ 花見川第２地区部会 ○ こてはし台地区部会  

○ 天戸中学校区地区部会 ○ さつきが丘・宮野木台地区部会 

稲
毛
区 

地域で活動している人・組

織同士の連携・協力 

《活動事例》 

・地区部会、各町内自治会、民生委員・児童委員が連携・協力し、取り組みたい活動内容等を確

認するとともに、実施主体について関係団体と協議・検討する場を設けます。 

・中学校地区文化祭実行委員会、地区コミュニティ懇談会、青少年育成委員会、町内自治会連絡協

議会、地区部会、スポーツ振興会が連携・協力し、中学校地区文化祭を開催し、65 歳以上の独

り暮らし高齢者を招待するとともに、小中学生の演技発表などを通じて相互交流を図ります。 

・地区部会、各町内自治会、地区民生委員児童委員協議会、青少年育成委員会、スポーツ振興会が

連携・協力し、地域に関心のある人の情報を共有し、人材を生かせる活動の場づくりに努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 山王地区部会 ○ 轟・穴川地区部会 

○ 稲毛地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 千草台中学校地区部会 

○ 草野地区部会 ○ 緑が丘地区部会  

○ ３０１（作草部・天台）地区部会 
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 取組み・事業 内容 

稲
毛
区 

地域での福祉講座の開催 《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、認知症講座を地域内での分散開講により受講しやす

くするとともに、認知症の理解者を増やします。 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、子どもを育む地域の方の理解と地域活動への参加を

促し、また協力いただくための（子育てに関する）講座を開催します。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小中台東地区部会 ○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会 

若
葉
区 

助けあい活動の仕組みづ

くり 

①地区部会や町内自治会が、地域住民の関心を高めるため、講習会・勉強会や広報紙等により身

近な助けあい活動の必要性を啓発する。 

②地区部会や町内自治会が、全住民を対象に「助けあい活動」に関するアンケート調査等を実施

し、地域の福祉課題を把握する。 

③地区部会や町内自治会が、日常生活のちょっとした困りごとの手伝いや、家事援助等を近隣の

住民同士で行う、助けあい活動を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 都賀地区部会 

見守り活動の仕組みづく

り 

①地区部会や町内自治会が、地域住民の関心を高めるため、講習会・勉強会や広報紙等により身

近な見守り活動の必要性を啓発する。 

②地区部会や町内自治会が、「安心カード」を作成・配布し、訪問や声かけのきっかけづくりにする。 

③地区部会や町内自治会が、全住民を対象に「見守り活動」に関するアンケート調査等を実施する。 

④地区部会や町内自治会が、高齢者の孤立死・孤独死、社会的孤立を未然に防ぐため、近隣住民

同士が日常生活の中で無理なく行う見守り活動を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小倉地区部会 ○ 白井地区部会 ○ 都賀地区部会 

活動団体同士の連携・交流 ①地区部会と千葉市あんしんケアセンターが連携し、定期的に地域の関係団体等が課題解決に向

けて話し合う場である「地域ケア会議」を設置する。 

②地域で、助けあい活動や見守り活動を実施する団体同士の情報交換や意見交換を定期的に行う。 

③地区部会、町内自治会、地区民生委員児童委員協議会等が、情報交換や意見交換を定期的に行う。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 御成台、千城台西・北地区部会 ○ 千城台東南・金親地区部会 

○ 若松地区部会 ○ 加曽利地区部会 ○ 都賀地区部会  

○ 結・みつわ台地区部会 

災害時に避難できる体制

づくり 

①地域で、災害発生時にスムーズに避難所を開設・運営できるよう避難所運営委員会を設置し、

運営体制を整備する。 

②地区部会は、大規模災害時の避難所運営に協力するため、平時より防災関係機関及び関係団体

等との協力体制を整えておく。 

③地区部会や町内自治会等が、災害時要支援者マップを作成する。 

④地区部会や町内自治会が、災害時を想定した図上訓練（「ＤＩＧ（ディグ）」、 

「ＨＵＧ（ハグ）」）を年１回以上実施する。 

※ＤＩＧは、Disaster （災害）、Imagination （想像力）、Game （ゲーム）の、ＨＵＧは、 

Hinanzyo （避難所）、Ｕnei（運営）、Ｇame （ゲーム）の頭文字を取ったもの。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 坂月地区部会 ○ 白井地区部会 ○ 更科地区部会 

○ 千城台東南・金親地区部会 
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（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

 取組み・事業 内容 

緑
区 

見守り活動の推進 ○ 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの家庭で見守りを希望する人に対して、地域住民による訪

問・声かけ等を行います。 

○ 社会的孤立を防ぐため、挨拶運動など住民同士が日常生活の中で無理なく見守り活動を実施

します。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 椎名地区部会 ○ 誉田地区部会 ○ 土気地区部会 

美
浜
区 

地域福祉を推進する団体

等の交流やネットワーク

づくり 

各地域で活動する団体等が、必要に応じてそれぞれの特性や役割を認めながら、つながりがも

てるよう、団体間の交流やネットワークづくりを進めます。 

① 誰でも気軽に地域の福祉課題について、情報交換・意見交換できる場を設ける。 

② 同じ目的で活動（子育て支援、高齢者・障害者支援など）する団体どうしの情報交換、

意見交換の場を設ける。 

③ 地域福祉を推進する団体等の情報交換、意見交換の場を設ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 真砂地区部会 ○ 打瀬地区部会 

地域での助け合い活動の

推進 
日常生活上のちょっとした困り事を住民どうしで助け合い、解決する、助け合い活動を進めます。 

① 家事援助や外出支援等、助け合い活動（住民参加型在宅福祉サービス）の立ち上げを

検討する。 

② 先進地域の事例について紹介する場を設ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 幸町一丁目地区部会 ○ 真砂地区部会 

千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会 

福祉活動推進員研修会の

実施 

地区部会活動の中心的な役割を担う福祉活動推進員に対して、地域の福祉課題の発見・把握、

課題解決への取組みにつなげていくための知識や情報を提供するとともに、年 4 回研修会を開催

します。 

ふれあい食事サービス事

業研修会の実施 

ふれあい食事サービス事業ボランティアに対して、参加者に喜ばれる食事の調理や食中毒等の

予防に関する調理実習と衛生講習の研修会を年１回開催します。 

地区部会役員・実務者研修

会の実施 

地区部会が継続的に地域の福祉課題に取り組んでいけるように地区部会役員等に対し、研修会

を年２回開催します。 

地区部会設立の支援 

市内全域で住民主体による小地域福祉活動が展開できるよう、地区部会未設置区域の住民や団

体等に対して、地域福祉活動や社協の事業更には地区部会活動について説明するとともに地区部

会設立のための働きかけを行います。 

ボランティア入門講座の

開催 

小学生向け、中学生向け、高校生・大学生向け、シニア向け及び一般向けにボランティア活動

を始めるきっかけづくりとして、体験を含めた講座を開催します。 

ボランティア養成講座の

開催 

入門講座修了者やボランティア実践者を対象に、様々な活動依頼に対応するため、必要な知識

や技術のステップアップを図る講座を開催します。 

地域ささえあい活動の推

進 

地区部会が地域の各種団体・機関とのネットワーク化を図り、掃除や買い物などの生活行為の

一部が困難な方等に対して、日常的な生活支援等、安心して地域で暮らせるような仕組みづくり

を行います。 

買物支援サービスモデル

事業の実施 

買物弱者が多数存在する地域住民に対し、社協、高齢者福祉施設、店舗等が連携し、買物支援

事業の仕組みづくりを行います。 

災害時における避難行動

要支援者の避難支援等に

対応した避難訓練の実施 

災害時に備えて、平常時から避難行動要支援者を把握し、地域の関係団体等と連携した避難支

援等の訓練を実施します。 
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 取組み・事業 内容 

千
葉
市 

地域運営委員会の設立促

進 

将来にわたり、住民同士の助けあい、支えあいによる地域運営が可能となる体制づくりを進め

るため、概ね小～中学校区の広さ毎に、地域で活動する様々な団体で構成される地域運営委員会

の設立を進めます。 

ちばし消費者応援団登録 
高齢者への見守り等を含む消費者教育に係る活動を行う団体や個人の登録制度を実施し、消費

者教育に関する情報提供や活動場所の提供などにより団体や個人の活動を支援します。 

各区支え合いのまち推進

協議会の開催 

区計画の推進を目的として、議論や意見交換を通じた地域の生活課題や成果事例の共有、計画

の進捗把握や推進方法の検討などを行います。 

社協地区部会活動の支援 
 区計画推進の中心的役割が果たせるよう、情報提供、地域のネットワークづくり、人材育成、

活動拠点の確保等、社協地区部会の活動を支援します。 

地域福祉交流館の運営 

（再掲） 

地域福祉活動を促進するため、子どもから高齢者まで広く市民が利用できる施設として、小中

台地域福祉交流館と犢橋地域福祉交流館を運営します。 

精神障害者家族会への支

援 

精神障害者家族会が行う研修や相談事業に対し補助金を交付することにより、家族会の運営を

支援するとともに、精神障害への正しい理解の促進を図ります。 

障害のある子どもの学校

生活サポート 

学校や保護者の要請に応じてボランティアを派遣することにより、通常の学級に在籍する障害

のある児童生徒の学校生活の支援をします。 

また、階段昇降機等の機器の貸出を行うことにより、肢体不自由児や難聴児等の円滑な学校生

活を支援します。 

子育てに関する地域貢献

活動への市職員への参加

の促進 

子ども・子育てに関する活動等の事業所管課は、庁内ネットワークを活用して市職員への情報

提供・積極的参加を呼びかけます。 

育児サークルの支援 育児のための情報交換や子育て親子の友達づくりと知識の普及を図り、育児を支援します。 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

 「子育て中で困ったときに手を貸して欲しい方」と「子どもが好き」「子育て中のお母さんを

助けてあげたい」などの思いをもっている方に会員登録をしてもらい、センターのアドバイザー

が仲介となって、地域に住む会員同士で子育て支援をする相互援助活動を支援します。 

地域と連携した空き家有

効活用事業 

市民活動団体と市の協働により、空き家の有効活用に関する調査、課題解決、所有者や住民の

合意形成など、事業全体のコーディネートを実施します。 

学校施設開放の推進 地域住民の学習などの活動の場を提供するため、学校施設の開放を進めます。 

地域づくり拠点としての

公民館の活用 

公民館の運営に地域が参画する制度設計を行うことで、より地域に密着した、魅力的な「地域

の総合交流拠点」として、更なる機能拡大を図ります。 

区地域活性化支援事業 
地域課題の解決や地域の活性化などを目的に、対象団体や対象事業等の応募資格を定め、審

査・選考の上、交付決定した地域団体の活動の支援を行います。 
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【取組みテーマ ５ 】 見守り体制の構築 

 取組み・事業 内容 

中
央
区 

見守り体制をつくる ○見守り活動への理解と必要性について講習会や勉強会を開催し、啓発活動に努める。 

○地区部会や町内自治会等が、「あんしんカード」を作成・配布するか「中央区ふくし・防災ガ

イド＆マップ」の「あんしんカード」記載を働きかけ、内容の更新を定期的に行う。 

○住民アンケート調査を実施し、地域の実情やニーズを把握する。 

 （見守り希望者・見守り協力者の把握も含む） 

○地域の中で支援を必要とする人（高齢者や障がい者など）の意向を尊重しながら、住民同士が

日常生活の中でさりげない見守り活動を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 都地区部会 ○ 末広地区部会 ○ 寒川地区部会 

○ 中央東地区部会 ○ 東千葉地区部会 ○ 西千葉地区部会  

○ 中央地区部会 ○ 蘇我地区部会 ○ 白旗台地区部会  

○ 生浜地区部会 ○ 松ケ丘地区部会 ○ 川戸地区部会  

○ 星久喜地区部会 

花
見
川
区 

地域生活への支援体制の

構築 

地域での助け合いを進めるため、相互助け合いのネットワークづくりの拡充や、要支援者など

への生活支援ボランティアの充実、独居高齢者の見守り活動・安否確認の推進に努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 花園地区部会 ○ 花見川第２地区部会 ○ こてはし台地区部会 

○ 天戸中学校区地区部会 ○ さつきが丘・宮野木台地区部会 

稲
毛
区 

地域住民の参加による支

援や見守り 

《活動事例》 

・地区部会、各町内自治会が連携・協力し、既に見守り活動に取り組んでいる町内自治会はより

一層充実した体制づくりを行い、未着手の町内自治会には地区部会から積極的に働きかけを継

続します。 

・地区部会、各町内自治会が連携・協力し、町内自治会のない大型マンション等に対し働きかけ、

管理組合を通じて、助け合い、見守り活動の体制づくりを進めていきます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 山王地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 草野地区部会 ○ 小中台西地区部会 

若
葉
区 

見守り活動の仕組みづく

り 

①地区部会や町内自治会が、地域住民の関心を高めるため、講習会・勉強会や広報紙等により身

近な見守り活動の必要性を啓発する。 

②地区部会や町内自治会が、「安心カード」を作成・配布し、訪問や声かけのきっかけづくりに

する。 

③地区部会や町内自治会が、全住民を対象に「見守り活動」に関するアンケート調査等を実施す

る。 

④地区部会や町内自治会が、高齢者の孤立死・孤独死、社会的孤立を未然に防ぐため、近隣住民

同士が日常生活の中で無理なく行う見守り活動を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小倉地区部会 ○ 白井地区部会 ○ 都賀地区部会 
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（
活
動
事
例
） 

 取組み・事業 内容 

緑
区 

見守り活動の推進 ○ 一人暮らしの高齢者や高齢者のみの家庭で見守りを希望する人に対して、地域住民による訪

問・声かけ等を行います。 

○ 社会的孤立を防ぐため、挨拶運動など住民同士が日常生活の中で無理なく見守り活動を実施

します。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 椎名地区部会 ○ 誉田地区部会 ○ 土気地区部会 

美
浜
区 

“みんなで”支え合う「あ

んしん支え合いネット」の

構築  

地域での孤立や孤独死、児童虐待や高齢者虐待、子育て家庭の社会的孤立を防ぐため、地域に

関心を持ち、地域住民どうしが助け合い、支え合い、協力できる体制づくりを進めます。 

①  地域の実情に合わせた見守り活動に取り組む。 

②  「美浜区安心カード」の広報と利用の促進を図る。 

③  地域の実態に合わせた安心カードを作成、配付する。 

④ 「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症に対する理解を深め、支援を広げる。 

⑤  誰もが気軽に集えるサロンを設ける。 

⑥ 「高齢者等ごみ出し支援事業」を地域で取り組む。 

⑦  児童虐待の防止、高齢者虐待の防止に関する講習会を開催する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 稲毛海岸地区部会 ○ 幸町２丁目地区部会 

○ 真砂地区部会 ○ 高洲・高浜地区部会 ○ 磯辺地区部会  

○ 幕張西地区部会 ○ 打瀬地区部会 

市
社
協 

見守り活動の推進 

地区部会が地域の各種団体・機関とのネットワーク化を図り、ひとり暮らし高齢者等に対して、

日常的な見守りや声かけによる安否確認等、安心して地域で暮らせるような仕組みづくりを行い

ます。 

千
葉
市 

地域見守り活動支援事業 

ひとり暮らし等の高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域において

見守り活動を新たに実施する団体に対し、環境の整備に必要な活動拠点の初期費用の一部を助成

します。 

学校セーフティウォッチ 
地域住民や保護者が登下校時を中心に見守りを行い、児童生徒の安全確保を図るボランティア

を推進します 

美浜区見守りネットワー

ク 

協力事業者と地域全体の見守りにより、孤独死防止を目指すとともに、ひとり暮らし高齢者を

対象に迅速な救急活動に資するため、安心カードを配付します。 
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【取組みテーマ ６ 】 防犯に対する取組み 

 取組み・事業 内容 

中
央
区 

すべての子どもを地域で

育てる 

○地域と学校が連携し、セーフティウォッチャー活動の充実を図るとともに、「子ども１１０番

のいえ」の協力も得て、「声かけ・あいさつ運動」を実施する。 

○関係団体と学校・警察が連携し、「子ども110 番のいえ」訪問、挨拶や駆け込み訓練等を実

施する。 

○地区部会や町内自治会が青少年育成委員会と連携し、子どもたちと一緒にまちづくり活動等を

行う。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ ちば中央地区部会 ○ 中央地区部会 ○ 白旗台地区部会  

○ 生浜地区部会 

防犯対策の推進 ○少なくとも半数以上の町内自治会で防犯パトロール隊を結成し、週１回以上のパトロールを実

施する。 

○町内自治会や地区部会等が警察と連携し、防犯教室や安全講習会等を開催し、広く地域住民に

参加を呼び掛け、防犯意識の高揚と地域防犯力の向上を図る。 

○青少年育成委員会が実施する「子ども 110 番のいえ」の存在を地域に広く周知し、そのさら

なる増加を図るとともに、子どもたちにも周知する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 中央地区部会 ○ 白旗台地区部会 ○ 生浜地区部会 

花
見
川
区 

継続的な防犯活動への取

り組み 

地域での防犯意識を高め、防犯パトロールの実施や防犯マップの作成・活用など、自主防犯活

動を強化・充実することで、安心・安全な町づくりに努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 畑地区部会 

稲
毛
区 

いざというときに必要な

情報把握 

《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、防災関係者とのネットワークを広げ、地域に有益な

情報を収集し、発信していきます。 

・地区部会、町内自治会、民生委員・児童委員が連携・協力し、健康づくりやいざという時に必

要な情報把握について協議します。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 轟・穴川地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 草野地区部会 ○ 千草台中学校地区部会 

地域住民を地域で守る取

り組み 

《活動事例》 

・地区部会、各町内自治会、民生委員・児童委員が連携・協力し、見守り活動と並行しながら防

犯、防災にも目配りをしていきます。 

・地区部会、各町内自治会、青少年育成委員会が連携・協力し、学校セーフティウォッチャーや

こども１１０番のいえの数を増やし、地域の防犯体制を充実します。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 山王地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 草野地区部会 ○ ３０１（作草部・天台）地区部会 

○ 緑・黒砂地区部会 
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（
活
動
事
例
） 

 取組み・事業 内容 

若
葉
区 

防犯活動の実施 ①地域で、青少年育成委員会が実施する「こども１１０番のいえ」の存在を広く周知し、登録す

る一般家庭やコンビニなどの事業者が増えるよう呼びかける。 

②地区部会や町内自治会が、教育委員会で取り組んでいる「学校安全ボランティア（セーフティ

ウォッチャー）」に多くの住民が参加するよう呼びかける。 

③町内自治会等で、防犯看板・のぼり旗等を設置したり、防犯パトロール隊を結成し、定期的に

パトロール活動を実施する。 

④地域で、「振り込め詐欺」や「悪質商法」等から高齢者等を守るための講座を実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 坂月地区部会 ○ 貝塚地区部会 ○ 白井地区部会 

○ ２６地区部会 ○ 千城小地区部会  

美
浜
区 

防犯情報の共有・身近な防

犯活動の実施 

地域住民一人ひとりが防犯意識を高め、犯罪の被害に遭わないように注意し合い、安心して生

活できる体制づくりを進めます。 

① 防犯パトロールを定期的に実施する。 

② 「こども１１０番のいえ」について広報し、設置を促進する。 

③ 「こども１１０番のいえ」など、防犯に関する情報を記した防犯マップを作成する。 

④ 「セーフティウォッチャー」に多くの住民が参加できるよう呼びかける。 

⑤ 警察署等の協力を得て、地域防犯情報の配付や、防犯・交通安全に関する研修会を開

催する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 真砂地区部会 ○ 打瀬地区部会 

市
社
協 

ふれあい・散歩クラブの推

進 

 地区部会が高齢者とボランティアによる散歩を通して、閉じこもりの防止や健康保持を行うと

ともに、高齢者の仲間づくりを図ります。 

見守り活動の推進 

地区部会が地域の各種団体・機関とのネットワーク化を図り、ひとり暮らし高齢者等に対して、

日常的な見守りや声かけによる安否確認等、安心して地域で暮らせるような仕組みづくりを行い

ます。 

千
葉
市 

市民防犯活動の支援 防犯パトロール隊への物品配付や各種講座の開催、防犯街灯の設置助成等を実施します。 

地域防犯ネットワークの

推進 

市、警察及び事業者が協働して、地域の見守りネットワークを構築し、安全で安心なまちづく

りを推進するとともに、犯罪発生情報等の防犯情報をスピーディーに配信する、ちばし安全・安

心メールを実施します。 

くらしの巡回講座の実施 

高齢者や高齢者の見守り活動を行う団体等の希望の日時・場所・内容で、消費生活相談員等に

よる悪質商法の最新の手口や対処法に係る講座を実施することにより、高齢者等の消費者被害の

防止に係る啓発を行います。 

保護司の活動支援 

保護司会連絡協議会、更生保護女性会連絡協議会への補助金、千葉県更生保護助成協会への負

担金を交付し、保護司の活動を支援します。 

また、保護司の活動拠点である更生保護サポートセンターの設置を支援します。 

こども１１０番のいえ 

子どもたちの登下校時等における安全の確保を図るため、各中学校区青少年育成委員会が地域

住民・事業者に緊急避難場所として「こども１１０番のいえ」を登録の依頼をし、ステッカーを

掲示してもらいます。 

防犯ウォーキングの推進 
市民が日頃のウォーキング等を兼ねて、気軽にパトロールを実施する「防犯ウォーキング」を

推進します。 
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【取組みテーマ ７ 】 防災に対する取組み 

 取組み・事業 内容 

中
央
区 

災害時に支援を必要とす

る人の避難支援 

○地区部会や町内自治会等が、「中央区ふくし・防災ガイド＆マップ」を活用した、独自の災害

避難用マップを作成する。 

○避難所となる施設ごとに地域の町内自治会、自主防災会等が一体となった「避難所運営委員会」

を設置し、災害発生時に地域住民同士が連携しながら、主体として避難所を開設・運営を行う

体制を構築する。 

○地区部会や町内自治会が、各避難所ごとに関係諸団体と連携し、災害時を想定した避難訓練や

炊き出し訓練等を年１回以上実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 寒川地区部会 ○ ちば中央地区部会 ○ 西千葉地区部会  

○ 蘇我地区部会 ○ 白旗台地区部会 ○ 生浜地区部会 

防災体制の充実 ○各地域で防災会を結成し、消防等と連携し、年１回以上防災訓練を実施し、住民の防災意識の

高揚と地域防災力の向上を図る。 

○「中央区ふくし・防災ガイド＆マップ」などを活用し、避難所が印された地図を印刷して、町

内自治会館や掲示板などに張り出すなど、地域に情報を提供する。 

○町内自治会館や掲示板などに張り出された避難所の地図などを確認できない人（避難行動要支

援者名簿で把握できた人等）については、訪問等の個別対応により、お知らせする。 

○地区部会や町内自治会などが連携して、年１回以上防災に関する研修会を開催し、広く地域住

民に参加を呼び掛ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 寒川地区部会 ○ 西千葉地区部会 ○ 白旗台地区部会  

○ 生浜地区部会 

花
見
川
区 

身近な災害への備え 日頃から地域での防災意識を高めるとともに、災害時における地域防災や、協力体制の仕組み

づくりの充実に努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 検見川地区部会 ○ 花園地区部会 ○ こてはし台地区部会 

○ 畑地区部会 

稲
毛
区 

住民一人ひとりの危機意

識の向上 

《活動事例》 

・各町内自治会と地区部会が連携・協力し、防災関係者とのネットワークを広げ、地域に有益な

情報を収集し、発信していきます。 

・地区部会、民生委員・児童委員が連携・協力し、防災に関する講座の開催などを通じて今日的

な話題、対策を話し合います。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 小中台東地区部会 ○ 山王地区部会 ○ 稲丘地区部会 

○ 草野地区部会 

若
葉
区 

防災・減災活動の実施 ①町内自治会が、自主防災組織を立ち上げる。 

②町内自治会や自主防災会が、防災訓練を年１回以上実施する。 

③町内自治会や自主防災会が、住民向けの防災教室を年１回以上実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 貝塚地区部会 ○ 桜木地区部会 ○ 白井地区部会 

○ 加曽利地区部会 ○ 千城小地区部会  
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（
活
動
事
例
） 
（
活
動
事
例
） 

 取組み・事業 内容 

若
葉
区 

災害時に避難できる体制

づくり 

①地域で、災害発生時にスムーズに避難所を開設・運営できるよう避難所運営委員会を設置し、

運営体制を整備する。 

②地区部会は、大規模災害時の避難所運営に協力するため、平時より防災関係機関及び関係団体

等との協力体制を整えておく。 

③地区部会や町内自治会等が、災害時要支援者マップを作成する。 

④地区部会や町内自治会が、災害時を想定した図上訓練（「DIG（ディグ）」、「HUG（ハグ）」）

を年１回以上実施する。 

※ＤＩＧは、Disaster （災害）、Imagination （想像力）、Game （ゲーム）の、ＨＵＧは、 

Hinanzyo （避難所）、Ｕnei（運営）、Ｇame （ゲーム）の頭文字を取ったもの。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 

○ 坂月地区部会 ○ 白井地区部会 ○ 更科地区部会 

○ 千城台東南・金親地区部会 

美
浜
区 

地域ぐるみの防災訓練、避

難誘導の実施 

地域住民一人ひとりが防災意識を高め、災害発生時に的確な対応ができる体制づくりを進めます。 

① 災害に関する講演会を開催し、防災意識を高める。 

② 東日本大震災の被災体験等を伝え、共有する機会を設ける。 

③ 消防署等の協力を得て防災に関する研修会を開催する。 

④  地域にある様々な団体や機関の協力を得て、防災訓練を開催する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 磯辺地区部会 ○ 打瀬地区部会 

災害発生時の対応マニュ

アル整備 
地域住民一人ひとりが防災意識を高め、災害発生時に的確な対応ができるようマニュアルづく

りを進めます。 

① 災害時を想定して図上訓練等を実施する。 

② 災害発生時の対応マニュアルを作成する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 磯辺地区部会 ○ 打瀬地区部会 

千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会 

災害等緊急時の情報提供 
 市ボランティアセンターのホームページやソーシャルネットワーキングサービス（登録された利

用者同士が交流できるサービス）を活用し、市民に対し、災害時のボランティア情報を提供します。 

災害ボランティア講座の

開催 

災害ボランティアセンターで活動するボランティアを育成するため、災害ボランティア講座を

年 2 回開催します。 

災害ボランティアセンタ

ー設置運営訓練の実施 

災害時に備え、関係機関や企業と連携した災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施しま

す。 

災害時における避難行動

要支援者の避難支援等に

対応した避難訓練の実施 

災害時に備えて、平常時から避難行動要支援者を把握し、地域の関係団体等と連携した避難支

援等の訓練を実施します。 

千
葉
市 

土砂災害警戒区域等にお

ける警戒避難体制の整備 

大雨等による土砂災害から住民の生命・身体を保護するため、土砂災害ハザードマップの作成

を通じて警戒避難体制を整備します。 

自主防災組織の育成 防災組織設置の際の機材供与、防災訓練への助成、機材購入・賃借の際の助成を行います。 

避難行動要支援者への対

応（再掲） 

介護認定を受けるひとり暮らし高齢者や障害者等、災害時の避難行動に支援を要する者に関す

る情報を市と地域住民が共有するなど、支援体制の構築を促進します。 

避難所運営委員会の設立

促進 

災害時に迅速かつ円滑に避難所の開設・運営を行うため、市民が主体となった避難所運営委員

会の設立を促進します。 

災害情報ネットワーク 災害情報を伝達する、ちばし安心・安全メールの配信を行います。 

災害時におけるボランテ

ィア体制の整備 

災害時におけるボランティア活動が円滑に行われるよう、市社協が設置する災害ボランティア

センターの運営について、支援体制構築の準備を行います。 
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【取組みテーマ ８ 】 福祉教育・啓発 

 取組み・事業 内容 

中
央
区 

地域でのスポーツ活動及

び文化活動の推進 

○地域の関係団体が学校とも連携し、放課後子ども教室を全ての小学校で実施するとともに、昔

遊び等も取り上げて内容の充実を図る。 

○地域の関係団体が連携し、地域の歴史や伝統文化を学ぶ会を年１回以上開催する。 

○地域で行われている各種スポーツクラブや学習クラブ等を紹介する冊子を作成・配布して、子

どもたちに参加の機会を与える。 

○地域の関係団体が連携し、各種スポーツ大会（スポーツ活動）や歴史や文化を学ぶ会（文化活

動）を年１回以上開催する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白旗台地区部会 

地域で福祉に関する講座

や研修会等の受講機会の

提供 

○地区部会が主催となり、地域の福祉施設・団体・サークル等と連携して地域住民を対象とした

福祉講座、ボランティア講座、研修会等を企画し、年2 回以上実施する。 

○講座や研修会の参加者に、講座の内容に関して意見をいただき、改善を図る。 

○地区部会の各委員会ごとに、テーマを持った研修会・講座を開催し、地域住民に参加を呼び掛

ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白旗台地区部会 ○ 星久喜地区部会 

障がい者施設でのボラン

ティア体験の推進 
○地区部会の障害者委員会が中心となって、地域住民を対象とし、障がいについて学習する機会

を設ける。 

○地域住民に呼びかけて、地域の障がい者施設でボランティア体験ができる機会を設け、障がい

者との交流を図る。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ ちば中央地区部会 ○ 生浜地区部会 

地域での福祉教育の推進 〇地域と学校が連携して、学校の授業で児童・生徒に対し、福祉について学習する機会を設ける。 

〇地域と学校が連携して、地区部会活動をはじめ地域の福祉活動に、児童・生徒がボランティア

として参加できる機会を設ける。 

〇地区部会と学校が連携し、地域の高齢者と児童・生徒が給食を食べながら交流する機会を設ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 寒川地区部会 ○ ちば中央地区部会 ○ 川戸地区部会 

地域環境を学ぶ ○地域と学校が連携して、学校の授業で児童・生徒と共に、ユニバーサルデザイン（バリアフリ

ー）について学習する機会を設ける。 

○地域と学校が連携して、学校の授業で児童・生徒と共に、高齢者、障がい者、妊産婦などの通

行の妨げとなる歩道の段差、放置自転車、歩道におかれた商品や立て看板等について、車椅子・

ベビーカー・白杖等を利用し、実際に体験して調査する機会を設ける。 

○地域と学校が連携して、学校の授業で児童・生徒と共に、「中央区ふくし・防災ガイド＆マップ」

を利用し、高齢者、障がい者、妊産婦などが安心して通行できる歩道、エレベーター、トイレ、

施設などを書き込んだユニバーサルデザイン（バリアフリー）マップを作成する機会を設ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 川戸地区部会 
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（
活
動
事
例
） 

 取組み・事業 内容 

若
葉
区 

福祉のこころを育む活動

の実施 

①地域と学校が連携して、学校の授業で児童・生徒に対し、福祉について学習する機会をつくる。 

②地域と学校が連携して、地域活動に児童・生徒がボランティアとして参加できる機会をつくる。 

③地区部会や町内自治会と学校が連携して、地域の高齢者と児童・生徒が昔遊びや給食会等で交

流する機会をつくる。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白井地区部会 ○ 加曽利地区部会 

地域での福祉教室等の開

催と活動支援 

①地区部会が、地域住民を対象に、福祉について学ぶ講座を年１回以上実施する。 

②地区部会が、地域の介護経験者を講師として、地域住民向けに、介護について学ぶ機会をつくる。 

③地域で、住民が実際の地域活動にふれることができる体験講座を年１回以上実施する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 小倉地区部会 ○ 都賀地区部会 

緑
区 

地域と学校との交流 児童・生徒が福祉に対する理解を深められるよう、実践や体験を通じた福祉教育の展開に努めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 椎名地区部会 

美
浜
区 

支え合い意識の醸成 地域で支え助け合う福祉の心を育てる活動を進めます。 

① 学校や地域を対象とした福祉に関する講習会を開催する。 

② 「認知症サポーター養成講座」を開催し、認知症に対する理解を深め、支援を広げる。

（再掲） 

③ 福祉に関する標語、俳句、絵手紙、写真等を募集するコンクールを開催する。 

④ 障害がある方や高齢者が、ゲストティーチャーとして、経験や知識を学校や地域で伝

えられる機会を設ける。（再掲） 

⑤ 当事者団体等の協力を得てハンディキャップ体験を開催する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 打瀬地区部会 

千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会 

啓発ポスターなどの作成 

 市民に福祉への関心をもってもらうために、「福祉のまちづくり推進福祉体験標語・ポスター・

作文コンクール」の受賞作品を啓発ポスターや啓発物品の図柄として採用し、地域で行う啓発活

動に活用します。 

ボランティア活動推進協

力校等指定事業 

千葉市教育委員会と連携して、毎年、市内の小学校５校を３年間ボランティア活動推進協力校

として指定し、学校が主体となり、学校教育の中にボランティア学習を取り入れ、児童に対して、

ボランティアのきっかけづくりを行います。 

福祉教育研究大会の開催 

千葉市教育委員会と連携し、毎年、市内の中学校１校を福祉教育研究大会の開催協力校として

指定し、学校が主体となり、福祉実践体験の場を設けます。研究大会には近隣の小・中学校の教

員や児童・生徒のほか、地域住民に対しても参加の呼び掛けを行います。 

高校生介護等体験特別事

業 

市内の高等学校１校を３年間高校生介護等体験協力校として指定し、市内の社会福祉施設等で

の介護体験の機会を提供します。 

福祉のまちづくり推進福

祉体験標語・ポスター・作

文コンクールの実施 

市内の小・中学生の児童・生徒を対象に福祉やボランティアをテーマとした作品を募集するこ

とで、毎年、福祉教育に取り組んでもらう機会を設けます。 

福祉教育情報の提供 

市内の小・中学校を対象に「福祉教育ニュース」を年 2 回、市内の小学 4 年生～中学 3 年生

を対象に「わたしもぼくもボランティア」を年 1 回発行します。また、ボランティア活動推進

協力校の取り組み内容を事例集としてまとめ、各学校に配布します。 
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 取組み・事業 内容 

千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会 

教員向け福祉教育講座の

開催 

市内の小・中学校、特別支援学校の教員を対象に、福祉教育プログラム作成などの「福祉教育

及びボランティア学習に関するテーマ」を取り上げた福祉教育講座を開催します。 

福祉体験用具貸出 市内小・中・高等学校が行う福祉教育を支援するため、福祉体験用具の貸出しを行います。 

講師派遣 
市内の小・中・高等学校の児童、生徒、その保護者を対象に、障害のある方等を講師として派

遣し、体験談の講演や体験学習を通した支援を行います。 

出張ボランティア・福祉体

験講座の開催 

職員が市内の小・中・高等学校に出向き、児童・生徒を対象にボランティアに関する講演や高

齢者擬似体験、車椅子の体験指導を行います。 

地域でのボランティア体

験の場・活動機会の提供 

地区部会に「ボランティア受入協力地区」になってもらい、小・中学校と連携しながら、地域

でのボランティア活動の体験を希望する児童・生徒の受け入れを行うことで、地域における福祉

教育への協力体制を構築し、福祉教育の支援を行います。 

ボランティア活動のきっ

かけづくり 

ボランティア活動への参加のきっかけとなる市民の自主的なエコキャップなどの収集・リサイ

クル活動等へのサポートを通じて、啓発を図ります。 

ボランティア入門講座の

開催 

小学生向け、中学生向け、高校生・大学生向け、シニア向け及び一般向けにボランティア活動

を始めるきっかけづくりとして、体験を含めた講座を開催します。 

ボランティア養成講座の

開催 

入門講座修了者やボランティア実践者を対象に、様々な活動依頼に対応するため、必要な知識

や技術のステップアップを図る講座を開催します。 

各種イベントでのＰＲ活

動 

各区単位で開催される区民まつりや地区部会が主催・参加するイベント等に参加し、社協や地

区部会の活動をＰＲします。 

千
葉
市 

市政出前講座 
専門知識をもっている市職員が、地域の住民や団体による福祉活動に寄与するため、地域に出

向いて「出前講座」を行います。 

福祉教育の推進  千葉市社会福祉協議会が行う福祉教育推進のための各種事業を支援します。 

ボランティア講座開催支

援 

 ボランティアの育成を図るため、千葉市ボランティアセンターが行う各種ボランティア講座の

開催を支援します。 

障害者福祉大会の開催 
障害のある方とない方との交流を促進し、相互の理解を広め、人と人とのふれあいの輪を広げ

るため、障害者福祉大会を開催します。 

障害者週間における啓発

活動 

障害者週間（１２月）等における啓発活動を通して、地域とともに、障害者の福祉についての

関心と理解を深めます。 

児童福祉週間における啓

発活動 

児童福祉週間（５月）等における啓発活動を通して、地域とともに、こどもの福祉についての

関心と理解を深めます。 

学校・家庭・地域連携まち

づくり推進事業 

子どもたちの地域に対する愛着を育むため、学校・家庭・地域が連携して過ごしやすいまちづ

くり事業を推進します。 

学校における総合的な学

習の時間を通しての福祉

教育 

総合的な学習の時間等における福祉体験を通して、地域福祉の将来を担う子どもたちが、高齢

者や障害者と互いに支え合いながら地域で安心して充実した生活を送ることができるよう、自他

を認め合い、尊重し合う資質や能力、態度の育成に努めます。 

千葉市科学館の利用促進 
子どもたちの探究心向上と創造力育成のための参加体験型「科学館」の利用を促進します。 

ボランティアの募集及び育成も行います。 
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【取組みテーマ ９ 】 人材確保とボランティア活動の促進 

 取組み・事業 内容 

中
央
区 

ボランティア活動の仕組

みづくり 

○地区部会や町内自治会等が、日常生活の中でのちょっとしたお手伝いや支援を近隣住民が行

う、助け合い活動の仕組みをつくる。 

○住民アンケート調査を実施し、地域の実情やニーズを把握する。 

○地区部会と社協区事務所が協力し、活動拠点となるよう、地域内の福祉施設等の有効活用につ

いて調査し、拠点整備を推進する。 

○地域の各団体が主催するイベントに、関係団体が協力できる体制づくりを構築する。 

○地区部会や町内自治会で、支援できる内容について調査・検討し、支援リストを作成する。 

○ボランティア登録の受付けと活動を紹介する仕組みをつくる。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 東千葉地区部会 ○ 松ケ丘地区部会 ○ 川戸地区部会 

地域で福祉に関する講座

や研修会等の受講機会の

提供 

○地区部会が主催となり、地域の福祉施設・団体・サークル等と連携して地域住民を対象とした

福祉講座、ボランティア講座、研修会等を企画し、年2 回以上実施する。 

○講座や研修会の参加者に、講座の内容に関して意見をいただき、改善を図る。 

○地区部会の各委員会ごとに、テーマを持った研修会・講座を開催し、地域住民に参加を呼び掛

ける。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白旗台地区部会 ○ 星久喜地区部会 

稲
毛
区 

福祉活動の中核となれる

人材の発掘・育成 

《活動事例》 

・地区部会、各町内自治会、地区民生委員児童委員協議会、青少年育成委員会、スポーツ振興会

が連携・協力し、地域に関心のある人の情報を共有し、人材を生かせる活動の場づくりに努め

ます。 

・地区部会と学校が連携・協力し、子どものボランティア活動など、学校と地区部会の連携を積

極的に進めます。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 稲丘地区部会 ○ 草野地区部会 ○ 緑が丘地区部会 

若
葉
区 

活動の中核となれる人材

の発掘 

①地区部会や町内自治会の広報紙等で、福祉活動推進員やボランティアの募集を強化する。 

②地区部会が、地域住民を対象としたボランティア講座を年１回以上実施する。 

③地区部会等で、地域活動のボランティア登録を受け付け、活動の紹介をする仕組み（人材バン

ク）をつくる。 

④地域で、定年を迎えた方や元気な高齢者に呼びかけ、福祉施設等でこれまで培った知識や技術

等を活かしたボランティア活動を行う。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 白井地区部会 ○ 加曽利地区部会 
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（
活
動
事
例
） 

（
活
動
事
例
） 

 取組み・事業 内容 

美
浜
区 

ボランティア人材の育成 地域をささえるボランティア等の担い手づくりを進めます。 

 

① ボランティア講座を開催する（若い世代も参加できるような工夫）。 

② 地域で必要とされているボランティアに関する講座を開催する。 

 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 打瀬地区部会 

ボランティア活動への参

加促進 
気軽にボランティア活動に参加できる仕組みづくり、参加促進を図ります。 

① 「美浜区人財バンク」の広報、参加及び利用促進 

② 地域で活動するボランティア・人財バンクの設置を検討する。 

③ 地域内のボランティア募集を取りまとめ掲示する。 

重点取組地区 

（地区部会エリア） 
○ 打瀬地区部会 

千
葉
市
社
会
福
祉
協
議
会 

高校生介護等体験特別事

業 

市内の高等学校１校を３年間高校生介護等体験協力校として指定し、市内の社会福祉施設等で

の介護体験の機会を提供します。 

地区部会ボランティア講

座の開催 

地区部会が地域の住民に対して地区部会活動への理解と担い手を確保・育成していくために、

ボランティア講座の開催を通して地域福祉の推進を図ります。 

ボランティア入門講座の

開催 

小学生向け、中学生向け、高校生・大学生向け、シニア向け及び一般向けにボランティア活動

を始めるきっかけづくりとして、体験を含めた講座を開催します。 

ボランティア養成講座の

開催 

入門講座修了者やボランティア実践者を対象に、様々な活動依頼に対応するため、必要な知識

や技術のステップアップを図る講座を開催します。 

ボランティア相談の受付 
ボランティア活動をしたい市民や活動を実践している方が必要とする情報を収集し、提供しま

す。 

ボランティアの紹介 ボランティアを必要とする市民からの相談に応じ、ボランティアの調整・紹介を行います。 

社会福祉施設等のボラン

ティア担当者のための支

援 

施設のボランティア担当者に対し、ボランティア受入基礎知識や活動プログラム作成等の研修

を開催します。 

ボランティア基金事業 ボランティア基金を運用し、その果実をボランティアグループに助成します。 

災害ボランティア講座の

開催 

災害ボランティアセンターで活動するボランティアを育成するため、災害ボランティア講座を

年 2 回開催します。 
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 取組み・事業 内容 

千
葉
市 

国際交流ボランティアの

育成・活動支援の推進 

外国人市民と日本人市民の相互理解の促進による多文化共生社会実現のため、日本語学習支援

ボランティアを中心に研修等を実施するほか、災害時における語学ボランティアの活動の推進を

図ります。 

また、国際交流・国際協力活動を実施している団体への活動助成をすることで、本市における

国際交流の活性化を図ります。 

市民のボランティア・ 

ＮＰＯ活動参加の促進 

市民活動支援センターにおいて、市民公益活動に関する情報の提供、講座の開催、相談などを

行い、市民のボランティア・ＮＰＯ活動参加へのきっかけづくりの場とします。 

また、ボランティアデータベース「ちばぼら」を活用し、千葉市社会福祉協議会等と協力して、

市内のボランティア団体やボランティア募集に関する情報を一元的に提供します。 

ボランティア活動補償制

度 

市内を拠点として活動しているボランティア団体等が、ボランティア活動中に人の生命や身体

又は財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、及び市民団体の指導者等又は活動

参加者が、急激かつ偶然な外来の事故によって死亡もしくは負傷した場合に補償します。 

民生委員協力員 
希望する民生委員に、活動を補佐する民生委員協力員を配置し、民生委員の負担軽減と新たな

地域福祉の担い手の掘り起こしを図ります。 

ボランティア活動の促進 
千葉市ボランティアセンターが行う、ボランティアの育成や相談支援体制の強化を支援しま

す。 

ヘルスサポーターの養成

（再掲） 

家庭や身近な地域の中で、健康づくりを実践する仲間づくりを進めるヘルスサポーターを養成

します。 

食生活改善推進員の養成

（再掲） 

地域の健康づくりのために、「食」を通したボランティア活動を行う食生活改善推進員（愛称

「ヘルスメイト」）を養成します。 

認知症サポーター養成講

座 

地域の町内自治会や職場、有志の集まりなどに講師が出向いて認知症についての勉強会を実施

し、認知症について正しい知識と理解を身につけた認知症サポーターを養成します。 

また、こどもの参画による認知症啓発活動を実施します。 

学校支援地域本部（再掲） 
地域の教育力を生かし、学校教育の充実や地域コミュニティの活性化を図る、学校支援地域本

部を推進します。 

生涯学習センター・公民館

等における指導者及び各

種ボランティア養成 

地域における生涯を通じた学習活動を支援するため、団体・グループ等の指導者やボランティ

ア等の養成を図ります。 

応急手当普及啓発事業 

（再掲） 

応急手当のできるバイスタンダーを育成することで、要援護者、社会的弱者など市民全体の生

命を守り、救命率の向上を図ります。 

防犯ウォーキングの推進

（再掲） 

市民が日頃のウォーキング等を兼ねて、気軽にパトロールを実施する「防犯ウォーキング」を

推進します。 
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１ 計画の推進体制 

（１）地域の体制 

区計画の推進については、地域住民の福祉の増進を図ることを目的に活動している

社協地区部会が、その地域の中核的組織としての役割を担います。 

社協地区部会が、町内自治会、民生委員・児童委員、青少年育成委員会、老人クラ

ブ、赤十字奉仕団、ボランティア・ＮＰＯ、学校・ＰＴＡ、福祉施設等、地域の担い

手となる様々な組織や団体と連携・調整を図りながら、エリア内の活動状況の把握や

活動の促進を行うとともに、各団体・組織と協力して区計画に基づく取組みを推進し

ていきます。 

 

（２）市の体制 

福祉・保健など対象者別の個別計画と連携し、整合・調整を図りながら取組みを進

めるとともに、教育、就労、交通、環境、まちづくりなど市民生活に関連が深い分野

とも連携が必要となるため、庁内横断的に関連部署との連携を密にして本計画を推進

していきます。 

 また、本計画においては、地域の取組み（区計画）の支援が市の役割として位置付

けられており、地域への支援または地域との連携を行う窓口として、区（区役所、保

健福祉センター）が中心となり、千葉市社会福祉協議会の区事務所と連携して、区支

え合いのまち推進協議会の開催や地域活動に対する助言・相談対応などを実施します。 

 

（３）千葉市社会福祉協議会との連携 

千葉市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）は、市との連携により、各種の福

祉サービスを提供する主体として、また、社協地区部会・ボランティア団体等の活動

を育成、調整する主体として、重要な役割を果たしています。 

本計画においても、市と市社協は共に区計画（地域の取組み）を支援する主体とし

て位置付けられていることから、両者が連携して地域福祉の充実に取り組んでいくこ

とが必要です。 

市は、市社協が今後も幅広い活動を展開し内容の充実を図ることができるよう支援

するとともに、本計画と市社協の地域福祉活動計画を連携させ、事業や施策の検討・

推進について協働して取り組みます。 
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（４）千葉市社会福祉審議会地域福祉専門分科会 

社会福祉事業者及び学識経験者等で構成され、地域福祉に関する事項を調査審議す

る本市の附属機関です。 

分科会では、本計画の趣旨を踏まえ、地域福祉の推進や本計画の進捗状況や評価に

ついての検討・審議を行います。 

 

（５）区支え合いのまち推進協議会 

区計画の推進を目的として、議論や意見交換を通じて地域の生活課題や成果事例の

共有、計画の進捗把握や推進方法の検討などを行う合議体です。 

第３期計画において、計画名が変更になったことに伴い、従来の「区地域福祉計画

推進協議会」から名称を変更しました。 

社協地区部会等の地域団体や社会福祉事業者などから選任された委員及び公募の委

員で構成され、主に次に掲げる事項を所掌します。 

① 区支え合いのまち推進計画に関する広報 

② 地域福祉の活動団体間の情報交換、連絡調整 

③ 区支え合いのまち推進計画に位置付けられている取組みの推進状況の確認・評価 

 

２ 計画の推進状況の検証 

○ 本計画の策定趣旨を踏まえ、地域に関わる様々な皆さんの意見を反映させながら計

画を推進するため、社会福祉審議会地域福祉専門分科会と各区支え合いのまち推進協

議会において、それぞれ計画の進捗管理及び評価を行います。 

 

○ 「第４章 市の取組み（公助の取組み）」の施策については、年度ごとに実施状況を

地域福祉専門分科会へ報告し、成果と課題について検証します。 

 

○ 「第５章 地域の取組み（共助の取組み）」の取組みについては、年度ごとに実施状

況を各区支え合いのまち推進協議会へ報告し、成果と課題について検証します。 
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【「支え合いのまち千葉 推進計画」の推進体制のイメージ】 
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   （平成２７年３月３１日現在） 

  

◎ 委員長  ○ 副委員長  ☆ 臨時委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

◎ 松 薗  祐 子 淑徳大学総合福祉学部教授 

○ 土 屋  稔 千葉市社会福祉協議会会長 

 森  茂 樹 千葉市議会議員 (保健消防委員会委員長) 

 神 山  裕 也  千葉県社会福祉士会 

 清 水  伸 一 千葉市老人福祉施設協議会会長 

 髙 野  正 敏 千葉市地域自立支援協議会会長 

 高 山  功 一 千葉市身体障害者連合会会長 

 武  孝 夫 千葉市社会福祉協議会地区部会連絡会副代表 

 玉 井  美 知 子 千葉市赤十字奉仕団本部委員長 

 余 語  一 晃 千葉市民生委員児童委員協議会会長 

 入 江  康 文 千葉市医師会会長 

 佐 藤  愼 二 植草学園短期大学福祉学科教授 

 佐々木 喜代枝 千葉市更生保護女性会連絡協議会会長 

 住 吉  タ ミ コ 千葉市ボランティア連絡協議会会長 

 松 崎  泰 子 日本社会事業大学常務理事 

 藤 川  勇 千葉市町内自治会連絡協議会副会長 

☆ 武 井  雅 光 中央区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 原 田  雅 男 花見川区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 渡 辺  志 げ 子 稲毛区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 大 嶋  昭 若葉区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 岡 本  博 幸 緑区地域福祉計画推進協議会委員長 

☆ 長 岡  正 明 美浜区地域福祉計画推進協議会委員長 

Ⅰ 社会福祉審議会地域福祉専門分科会委員一覧 
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   （平成２７年３月３１日現在） 

  

◎ 委員長  ○ 副委員長 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

 安 部  吉 昭 千葉市社会福祉協議会東千葉地区部会 

 池 田  實 千葉市社会福祉協議会川戸地区部会 

 石 井  功 千葉市社会福祉協議会都地区部会 

 石 橋  邦 彦 中央区町内自治会連絡協議会 

 伊 藤  正 美 千葉市社会福祉協議会松ケ丘地区部会 

 植 草  志 津 江 公募 

 大 手  和 夫 千葉市社会福祉協議会蘇我地区部会 

 大 野  美 恵 子 千葉市社会福祉協議会松波地区部会 

 小 川  千 鶴 子 中央区老人クラブ連合会 

 金 親  道 生 千葉市社会福祉協議会末広地区部会 

 木 村  美 代 子 千葉市社会福祉協議会中央東地区部会 

 草 薙  仁 一 郎 千葉市社会福祉協議会寒川地区部会 

 栗 田  節 子 中央区民生委員・児童委員 

 斉 藤  茂 雄 亥鼻福祉作業所 

 笹 本  宗 和 千葉市社会福祉協議会新宿地区部会 

 菅 原  陽 子 千葉市社会福祉協議会星久喜地区部会 

 鈴 木  甫 千葉市社会福祉協議会中央地区部会 

◎ 武 井  雅 光  中央区町内自治会連絡協議会 

 對 馬  昭 三 千葉市社会福祉協議会ちば中央地区部会 

 土 屋  淑 子 千葉市社会福祉協議会地区白旗台地区部会 

 寺 田  武 志 中央区民生委員・児童委員 

 長 嶋  洋 二 中央区町内自治会連絡協議会 

 仲 野  勢 津 子 あんしんケアセンター蘇我 

 西  陽 子 あんしんケアセンター千葉寺 

○ 野 與  邦 子 千葉市社会福祉協議会西千葉地区部会 

 林  ま ゆ み 中央区主任児童委員 

 増 田  照 子 千葉市社会福祉協議会生浜地区部会 

 矢 部  英 一 ファミリー・サポート・センター会員 

Ⅱ （１） 中央区地域福祉計画推進協議会委員一覧 
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   （平成２７年３月３１日現在） 

  

◎ 委員長  ○ 副委員長 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

○ 天 春  立 兵 千葉市社会福祉協議会朝日ケ丘地区部会 

 飯 髙  成 男 花見川区民生委員児童委員協議会 

 石 橋  政 信 千葉市社会福祉協議会２０６地区部会 

 加 藤  裕 二 社会福祉法人  オリーブの樹 

 金 子  建 一 郎 花見川区町内自治会連絡協議会 

 藏 屋  勝 敏 公募 

 黒 田  實 千葉市社会福祉協議会花見川第2地区部会 

 齋 藤  郷 千葉市社会福祉協議会こてはし台地区部会 

 清 水  葉 子 千葉市社会福祉協議会畑地区部会 

 鈴 木  勝 英 NPO法人 トータルライフサポート 

 鈴 木  季 代 子 千葉市社会福祉協議会検見川地区部会 

 鈴 木  幸 正 千葉市社会福祉協議会幕張・武石地区部会 

 鶴 岡  喜 嗣 千葉市社会福祉協議会犢橋地区部会 

 友 利  三 雄 千葉市社会福祉協議会天戸中学校区地区部会 

 中 垣  薫 花見川区町内自治会連絡協議会 

 花 島  桂 三 千葉市身体障害者連合会 

 林  ひ ろ 美 花見川区民生委員児童委員協議会 

 早 瀬  武 夫 千葉市社会福祉協議会幕張本郷中学校区地区部会 

◎ 原 田  雅 男 花見川区町内自治会連絡協議会 

 藤 代  武 治 花見川区町内自治会連絡協議会 

 前 田  久 美 子 あんしんケアセンター花見川 

 安 澤  宏 公募 

 藪 下  勝 社会福祉法人 栗の木 

 山 田  貞 之 公募 

 吉 松  美 津 代 千葉西ケアマネージャー事務所 

 渡 辺  公 友 花見川区老人クラブ連合会 

Ⅱ （２） 花見川区地域福祉計画推進協議会委員一覧 
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   （平成２７年３月３１日現在） 

  

◎ 委員長  ○ 副委員長 

氏名（敬称略） 所属団体等 

 飯 田  禮 子 千葉市社会福祉協議会稲毛地区部会 

 池 埜  三 紀 地域生活支援センター ふらる 

 石 原  康 子 千葉市社会福祉協議会緑・黒砂地区部会 

 伊 藤  小 百 合 千葉市身体障害者連合会 

 井 村  進 千葉市社会福祉協議会稲丘地区部会 

○ 瓜 生  澄 江 千葉市社会福祉協議会３０１（作草部・天台）地区部会 

 大 山  哲 郎 千葉市社会福祉協議会弥生地区部会 

 木 村  秀 二 作草部保育園 

 工 藤  嘉 生 稲毛区老人クラブ連合会 

 黒 川  武 千葉市社会福祉協議会轟・穴川地区部会 

 後 藤  育 子 千葉市手をつなぐ育成会 

 鈴 木  惠 和 子 千葉市社会福祉協議会小中台東地区部会 

 鈴 木  金 作 稲毛区町内自治会連絡協議会 

 鈴 木  將 夫 稲毛区民生委員児童委員協議会 

 髙 階  光 義 千葉市社会福祉協議会緑が丘地区部会 

 武 市  康 子 千葉市社会福祉協議会小中台西地区部会 

○ 種 池  賀 子 稲毛区町内自治会連絡協議会 

 田 村  勝 子  稲毛区民生委員児童委員協議会 

 津 久 井  良 往 千葉市社会福祉協議会草野地区部会 

 富 岡  秀 夫 稲毛区町内自治会連絡協議会 

 西 脇  英 子 千葉市社会福祉協議会山王地区部会 

 原 田  正 隆 千葉まちづくりサポートセンター 

 花 光  和 久 稲毛区民生委員児童委員協議会 

 廣 石  常 生 稲毛区町内自治会連絡協議会 

 松 川  智 子 公 募 

 松 原  正 道 緑ヶ丘公民館運営懇談会 

 矢 田  房 子 公 募 

 山 崎  弘 子 公 募 

 山 田  敏 子 ファミリー･サポート･センター会員 

◎ 渡 邉  志 げ 子 千葉市社会福祉協議会千草台中学校地区部会 

Ⅱ （３） 稲毛区地域福祉計画推進協議会委員一覧 
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    （平成２７年３月３１日現在） 

 

◎ 委員長  ○ 副委員長 

氏名（敬称略） 所属団体等 

○ 赤 間  美 惠 子 

  

千葉市あんしんケアセンター桜木 

 安 藤  由 香 里 

  

千葉市あんしんケアセンター大宮台 

 池 野  貢 生 

  

若葉区精神障害者家族会 

 石 井  雅 男 

  

千葉市社会福祉協議会 26地区部会 

 石 川  茂 

  

若葉区町内自治会連絡協議会 

 市 原  勇 

  

千葉市社会福祉協議会 千城台東南・金親地区部会 

 江 口  忠 良 

  

若葉区町内自治会連絡協議会 

 尾 出  清 美 

  

障害者支援施設 「若葉泉の里」 

◎ 大 嶋  昭 

  

公募 

 大 塚  匡 弘 

  

千葉市社会福祉協議会 若松地区部会 

 大 西  曉 志 

  

千葉市社会福祉協議会 御成台・千城台西北地区部会 

 尾 﨑  誠 明 

  

千葉市あんしんケアセンター千城台 

 片 岡  昭 朗

  

  

千葉市社会福祉協議会 更科地区部会 

 加 藤  弘 明 

  

千葉市社会福祉協議会 千城小地区部会 

 香 取  昭 八 

  

千葉市社会福祉協議会 坂月地区部会 

 小 出  岩 男 

  

千葉市社会福祉協議会 桜木地区部会 

 武  孝 夫 

  

千葉市社会福祉協議会 加曾利地区部会 

○ 津 田  正 臣 

  

公募 

○ 縫 部  隆 彦 

  

千葉市社会福祉協議会 結・みつわ台地区部会 

 萩 野  總 子

  

  

若葉区民生児童委員協議会 

 花 島  治 彦 

  

社会福祉法人 「新栄会」 

 布 施  正 勝 

  

若葉区民生児童委員協議会 

 前 島  孝 夫 

  

若葉区町内自治会連絡協議会 

 松 島  弘 美 

  

若葉区民生委員・児童委員協議会 

 松 野  壽 

  

千葉市社会福祉協議会 白井地区部会 

 萬 年  香 津 子 

  

千葉市あんしんケアセンターみつわ台 

 山 内  興 明 

  

千葉市社会福祉協議会 都賀地区部会 

 山 谷  由 美 子 

  

千葉市ボランティア連絡協議会 

 和 田  勝 紀 若葉区老人クラブ連合会 

 和 田  真 一 

  

知的障害者更生施設 「中野学園」 

 和 田  文 吉

     

  

千葉市社会福祉協議会 小倉地区部会 

Ⅱ （４） 若葉区地域福祉計画推進協議会委員一覧 
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   （平成２７年３月３１日現在） 

 

◎ 委員長  ○ 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

 石 本  春 樹 特別養護老人ホーム ときわ園 

 烏 山  美 知 子 千葉市あんしんケアセンター誉田 

 江 澤  利 二 千葉市民生委員・児童委員協議会（第５１０地区） 

 大 槻  勝 三 緑区町内自治会連絡協議会（第１２地区連協） 

 岡 本  武 志 千葉市あんしんケアセンター鎌取 

◎ 岡 本  博 幸 千葉市社会福祉協議会椎名地区部会 

 奥 田  泰 行 千葉市社会福祉協議会誉田地区部会 

 鴨  省 次 郎 千葉市精神障害者南地域家族会 

 関 本  照 男 千葉市社会福祉協議会誉田地区部会 

○ 田 宮  妙 子 千葉市ボランティア連絡協議会 

 德 田  重 雄 緑区老人クラブ連合会 

 土 橋  華 奈 子 緑区町内自治会連絡協議会（第１４地区連協） 

 中 村  和 彦 NPO法人 すこやかネットみどり 

 中 村  輝 男 千葉市社会福祉協議会おゆみ野地区部会 

 根 本  静 雄 千葉市民生委員・児童委員協議会（第５０３地区） 

 野 﨑  芳 治 緑区町内自治会連絡協議会（第２３地区連協） 

 廣 田  健 次 千葉市身体障害者連合会 

 布 施  成 章 千葉市あんしんケアセンター土気 

 本 田  英 作 千葉市社会福祉協議会椎名地区部会 

○ 松 戸  照 彦 緑区町内自治会連絡協議会（第４４地区連協） 

 峰 村  清 二 千葉市社会福祉協議会土気地区部会 

Ⅱ （５） 緑区地域福祉計画推進協議会委員一覧  
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   （平成２７年３月３１日現在） 

 

◎ 委員長  ○ 副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

氏名（敬称略） 所属団体等 

 飯 野  勝 衛 公募 

○ 池 田  孝 子 社会福祉協議会稲毛海岸地区部会 

 伊 藤  正 昭  社会福祉協議会打瀬地区部会 

 巖 倉  勉 社会福祉協議会幸町2丁目地区部会 

 牛 木  耿 吉 郎 社会福祉協議会幸町一丁目地区部会 

 臼 田  稔 美浜区町内自治会連絡協議会幕張西中学校区（第30地区） 

 金 澤  英 昭 千葉市身体障害者連合会 

 熊 倉  英 雄 美浜区民生委員児童委員協議会 

 倉 又  安 嘉 千葉市ボランティア連絡協議会 

 佐久間  雄 二 美浜区町内自治会連絡協議会真砂中学校区（第31地区） 

 鈴 木  重 夫 美浜区町内自治会連絡協議会稲浜中学校区（第38地区） 

 田 井  あ け み 美浜区民生委員児童委員協議会 

 遠 山  孝 行 美浜区町内自治会連絡協議会打瀬中学校区（第47地区） 

 鳥 越  將 功 美浜区町内自治会連絡協議会磯辺中学校区（第33地区） 

◎ 長 岡  正 明 美浜区町内自治会連絡協議会幸町第一中学校区（第28地区） 

 成 田  英 雄 社会福祉協議会真砂地区部会 

 西 村  佳 錦 美浜区町内自治会連絡協議会幸町第二中学校区（第36地区） 

 平 川  文 雄 美浜区町内自治会連絡協議会高洲第一中学校区（第29地区） 

 平 島  弘 二 美浜区老人クラブ連合会 

 平 野  悦 子 社会福祉協議会幕張西地区部会 

 別 所  康 宏 社会福祉協議会磯辺地区部会 

 三 山  勝 江 社会福祉協議会高洲・高浜地区部会 

 籔 内  悟 公募 

Ⅱ （６） 美浜区地域福祉計画推進協議会委員一覧  
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施策の 

方向性 

取組項目 
担当課 

掲載

Ｐ  事業・施策名 

１ 

利
用
し
や
す
い
サ
ー
ビ
ス
の
実
現 

（１）情報提供の充実 

 

1 区役所窓口改革の推進 業務改革推進課 40 

2 市役所コールセンター 広聴課 40 

3 障害者に対する情報提供 
障害企画課 

障害者自立支援課 
40 

4 多様な媒体による情報提供 全庁 40 

（２）相談や苦情の受付体制の充実 

 

5 保健福祉センター「保健福祉総合相談窓口」 保健福祉総務課 41 

6 あんしんケアセンターの機能強化 高齢福祉課 41 

7 障害者相談支援事業 障害企画課 41 

8 発達障害者支援センターの運営 障害者自立支援課 41 

9 精神保健福祉相談 精神保健福祉課 41 

10 こころの健康センターでの支援 こころの健康センター 41 

11 教育相談事業 教育委員会養護教育センター 41 

12 子ども・若者総合相談事業 
健全育成課 

青少年サポートセンター 
41 

13 子どもの相談・支援体制の強化 
健全育成課 

児童相談所 
42 

14 出産、育児の相談 健康支援課 42 

15 子育て支援コンシェルジュ 保育支援課 42 

16 子育て支援館の運営 保育支援課 42 

17 地域子育て支援センター、子育てリラックス館の運営 保育支援館 42 

18 ハーモニー相談室（女性専用） 男性専用相談 男女共同参画課 42 

19 ふるさとハローワーク事業 経済企画課 42 

（３）サービスの質向上と提供体制の充実 
 

20 社会福祉関係者の研修の実施 地域福祉課 42 

21 社会福祉法人等への指導監督 地域福祉課 43 

22 在宅医療と介護の連携 
健康企画課 

高齢福祉課 
43 

23 あんしんケアセンターの機能強化（再掲） 高齢福祉課 43 

24 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 高齢福祉課 43 

25 介護人材の確保と定着の取組み(介護職員初任者研修受講者支援) 介護保険課 43 

26 介護相談員派遣事業の充実 介護保険課 43 

27 保健福祉センターの活用 保健福祉総務課 43 

２ 

く
ら
し
を
守
る
取
組
み 

（４）人権を尊重する取組み 

 

28 人権週間等における人権啓発活動 男女共同参画課 44 

29 日常生活自立支援事業・法人後見事業への支援 地域福祉課 44 

30 認知症施策の推進 高齢福祉課 44 

31 成年後見制度の利用促進 高齢福祉課 44 

32 高齢者虐待への対応 高齢福祉課 44 

33 障害者虐待への対応 障害者自立支援課 44 

34 児童虐待・ＤＶへの対応 
健全育成課 

児童相談所 
45 

35 児童虐待防止推進月間における啓発活動 
健全育成課 

児童相談所 
45 

36 保育施設における児童虐待への対応 保育運営課 45 

Ⅲ 掲載事業一覧 （第４章 市の取組み）  
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施策の 

方向性 

 取組項目 
担当課 

掲載

Ｐ  事業・施策名 

２ 

く
ら
し
を
守
る
取
組
み 

（５）要支援者の支援 

 

37 避難行動要支援者への対応 防災対策課 45 

38 孤独死防止通報制度の運用 地域福祉課 45 

39 安心電話・緊急通報装置の設置、SOSネットワークの整備 高齢福祉課 45 

40 精神科救急医療システム 精神保健福祉課 46 

41 応急手当普及啓発事業 救急課 46 

（６）生活困窮者への支援  

42 千葉市生活自立・仕事相談センター 保護課 46 

43 ホームレス対策 保護課 46 

３ 

民
間
と
の
連
携
協
働
と
活
動
支
援 

（７）民間との連携とコミュニティビジネスの促進 

 

44 民間等との包括提携協定 
政策調整課 

経済企画課 
47 

45 公益活動団体の連携促進 市民自治推進課 47 

46 民間企業と連携した高齢者の見守り支援 高齢福祉課 47 

47 コミュニティビジネスの支援 産業支援課 47 

（８）千葉市社会福祉協議会への活動支援  

48 コミュニティソーシャルワーカーの活動支援 地域福祉課 48 

49 区推進計画のための連携 地域福祉課 48 

50 市社協の活動支援 地域福祉課 48 

４ 

交
流
の
機
会
創
出
と
社
会
参
加
の
促
進 

（９）交流の機会創出と社会参加の促進  

51 地域福祉交流館の運営 地域福祉課 49 

52 老人クラブ活動の充実強化 高齢福祉課 49 

53 シルバー人材センターの充実 高齢福祉課 49 

54 いきいきプラザ・センターの運営 高齢施設課 49 

55 いきいき活動外出支援事業 高齢施設課 49 

56 介護支援ボランティア制度の運用 介護保険課 49 

57 地域活動支援センターの運営支援 障害企画課 50 

58 
障害者福祉センター・療育センター・ふれあいの家における各種講座の

開催 
障害企画課 50 

59 障害者の就労支援 障害者自立支援課 50 

60 トイライブラリー運営事業 障害者自立支援課 50 

61 障害者スポーツ大会等の開催 障害者自立支援課 50 

62 長柄げんきキャンプ 教育委員会指導課 50 

63 こどもカフェの運営 こども企画課 50 

64 子ども交流館 こども企画課 50 

65 放課後子ども教室推進事業 教育委員会生涯学習振興課 50 

66 子育て支援館の運営（再掲） 保育支援課 50 

67 子育て支援センター、子育てリラックス館の運営（再掲） 保育支援課 51 

68 保育所（園）地域活動事業 保育運営課 51 

69 母子家庭等の就業自立支援 健全育成課 51 

70 学校支援地域本部 教育委員会学事課 51 

（１０）健康づくり  

71 学校体育施設開放事業 スポーツ振興課 51 

72 健康づくり事業 健康支援課 51 

73 ヘルスサポーターの養成 健康支援課 51 

74 食生活改善推進員の養成 健康支援課 51 
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施策の 

方向性 

取組項目 
担当課 

掲載

Ｐ  事業・施策名 

５ 

支
え
合
い
の
仕
組
み
づ
く
り 

（１１）相談体制と情報提供の充実 

 

75 地域福祉に関する情報提供 地域福祉課 52 

76 民生委員・児童委員活動への支援 地域福祉課 52 

77 ボランティアに関する情報の発信 

地域福祉課 

市民自治推進課 

国際交流課 

教育委員会生涯学習振興課 

52 

78 地域保健推進員活動 健康支援課 52 

79 子育てサポーター・家庭教育アドバイザー配置事業 教育委員会生涯学習振興課 52 

（１２）要支援者を支える仕組みづくりと地域団体の活性化 

 

80 地域運営委員会の設立促進 市民自治推進課 53 

81 ちばし消費者応援団登録 消費生活センター 53 

82 各区支え合いのまち推進協議会の開催 地域福祉課 53 

83 社協地区部会活動の支援 地域福祉課 53 

84 地域福祉交流館の運営（再掲） 地域福祉課 53 

85 精神障害者家族会への支援 精神保健福祉課 53 

86 障害のある子どもの学校生活サポート 教育委員会養護教育センター 53 

87 子育てに関する地域貢献活動への市職員への参加の促進 給与課 54 

88 育児サークルの支援 健康支援課 54 

89 ファミリー・サポート・センター事業 保育支援課 54 

90 地域と連携した空き家有効活用事業 住宅政策課 54 

91 学校施設開放の推進 教育委員会企画課 54 

92 地域づくり拠点としての公民館の活用 教育委員会生涯学習振興課 54 

93 区地域活性化支援事業 各区地域振興課 54 

（１３）見守り体制の構築  

94 地域見守り活動支援事業 高齢福祉課 54 

95 学校セーフティウォッチ 教育委員会学事課 55 

96 美浜区見守りネットワーク 美浜区役所地域振興課 55 

（１４）防犯に対する取組み  

97 市民防犯活動の支援 市民サービス課 55 

98 地域防犯ネットワークの推進 市民サービス課 55 

99 くらしの巡回講座の実施 消費生活センター 55 

100 保護司の活動支援 地域福祉課 55 

101 こども１１０番のいえ 健全育成課 55 

102 防犯ウォーキングの推進 各区地域振興課 55 

（１５）防犯に対する取組み  

103 土砂災害警戒区域等における警戒避難体制の整備 危機管理課 56 

104 自主防災組織の育成 防災対策課 56 

105 避難行動要支援者への対応（再掲） 防災対策課 56 

106 避難所運営委員会の設立促進 防災対策課 56 

107 災害情報ネットワーク 防災対策課 56 

108 災害時におけるボランティア体制の整備 地域福祉課 56 
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施策の 

方向性 

取組項目 
担当課 

掲載

Ｐ  事業・施策名 

６ 

福
祉
教
育
と
人
材
育
成 

（１６）福祉教育・啓発 

 

109 市政出前講座 広聴課 57 

110 福祉教育の推進 地域福祉課 57 

111 ボランティア講座開催支援 地域福祉課 57 

112 障害者福祉大会の開催 障害者自立支援課 57 

113 障害者週間における啓発活動 障害者自立支援課 57 

114 児童福祉週間における啓発活動 健全育成課 57 

115 学校・家庭・地域連携まちづくり推進事業 教育委員会指導課 57 

116 学校における総合的な学習の時間を通しての福祉教育 教育委員会指導課 57 

117 千葉市科学館の利用促進 教育委員会生涯学習振興課 58 

（１７）人材確保とボランティア活動の促進 

 

118 国際交流ボランティアの育成・活動支援の推進 国際交流課 58 

119 市民のボランティア・ＮＰＯ活動参加の促進 市民自治推進課 58 

120 ボランティア活動補償制度 市民自治推進課 58 

121 民生委員協力員 地域福祉課 58 

122 ボランティア活動の促進 地域福祉課 59 

123 ヘルスサポーターの養成（再掲） 健康支援課 59 

124 食生活改善推進員の養成（再掲） 健康支援課 59 

125 認知症サポーター養成講座 高齢福祉課 59 

126 学校支援地域本部（再掲） 教育委員会学事課 59 

127 生涯学習センター・公民館等における指導者及び各種ボランティア養成 教育委員会生涯学習振興課 59 

128 応急手当普及啓発事業（再掲） 救急課 59 

129 防犯ウォーキングの推進（再掲） 各区地域振興課 59 

７ 

く
ら
し
や
す
い
環
境
づ
く
り 

（１８）まちの基盤整備  
130 バリアフリーのまちづくりの推進 

交通政策課 

建築指導課 

公園管理課 

維持管理課 

自転車対策課 

教育委員会学校施設課 

60 

131 交通アクセスの確保 交通政策課 60 

132 交通安全総点検 各区地域振興課 60 
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（１）町丁別人口（平成26年9月 30日現在の住民基本台帳人口） ※データの一部は非公開 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

中央区合計 98,385 201,162 25,505 12.7% 43,936 21.8% 20,432 10.2% 

 青葉町        1,071  2,924  473 16.2% 530 18.1% 235 8.0% 

 赤井町        601  1,467  248 16.9% 364 24.8% 208 14.2% 

 旭町         514  980  106 10.8% 272 27.8% 151 15.4% 

 市場町        216  373  31 8.3% 98 26.3% 55 14.7% 

 亥鼻１丁目      380  479  30 6.3% 64 13.4% 27 5.6% 

 亥鼻２丁目      216  466  68 14.6% 106 22.7% 60 12.9% 

 亥鼻３丁目      287  546  44 8.1% 175 32.1% 99 18.1% 

 今井町        458  855  50 5.8% 274 32.0% 123 14.4% 

 今井１丁目      816  1,440  116 8.1% 304 21.1% 171 11.9% 

 今井２丁目      708  1,221  123 10.1% 231 18.9% 122 10.0% 

 今井３丁目      724  1,329  145 10.9% 221 16.6% 114 8.6% 

 院内１丁目      406  575  22 3.8% 156 27.1% 102 17.7% 

 院内２丁目      431  791  60 7.6% 250 31.6% 115 14.5% 

 稲荷町１丁目     313  699  109 15.6% 134 19.2% 65 9.3% 

 稲荷町２丁目     324  585  44 7.5% 135 23.1% 68 11.6% 

 稲荷町３丁目     379  659  63 9.6% 108 16.4% 55 8.3% 

 鵜の森町       486  1,115  159 14.3% 242 21.7% 112 10.0% 

 大森町        2,494  5,274  613 11.6% 1,277 24.2% 609 11.5% 

 生実町        2,936  6,855  827 12.1% 1,833 26.7% 812 11.8% 

 春日１丁目      664  1,353  193 14.3% 280 20.7% 133 9.8% 

 春日２丁目      782  1,558  233 15.0% 210 13.5% 91 5.8% 

 葛城１丁目      331  755  114 15.1% 155 20.5% 74 9.8% 

 葛城２丁目      618  1,099  93 8.5% 308 28.0% 159 14.5% 

 葛城３丁目      532  1,057  126 11.9% 258 24.4% 124 11.7% 

 要町         395  600  47 7.8% 128 21.3% 64 10.7% 

 亀井町        381  684  42 6.1% 249 36.4% 127 18.6% 

 亀岡町        262  557  64 11.5% 159 28.5% 90 16.2% 

 川崎町        0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 川戸町        1,545  3,482  415 11.9% 1,082 31.1% 509 14.6% 

 栄町         274  420  20 4.8% 114 27.1% 54 12.9% 

 寒川町１丁目     333  590  48 8.1% 172 29.2% 85 14.4% 

 寒川町２丁目     318  581  44 7.6% 169 29.1% 85 14.6% 

 寒川町３丁目     456  876  69 7.9% 257 29.3% 136 15.5% 

 塩田町        624  1,304  162 12.4% 285 21.9% 126 9.7% 

 汐見丘町       677  1,359  186 13.7% 259 19.1% 137 10.1% 

 白旗１丁目      646  1,096  89 8.1% 457 41.7% 214 19.5% 

 白旗２丁目      662  1,252  93 7.4% 429 34.3% 172 13.7% 

 白旗３丁目      697  1,504  194 12.9% 384 25.5% 199 13.2% 

 新宿１丁目      1,248  2,084  196 9.4% 398 19.1% 181 8.7% 

 新宿２丁目      1,621  3,575  718 20.1% 342 9.6% 141 3.9% 

 新千葉１丁目     14  14  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 新千葉２丁目     419  626  27 4.3% 148 23.6% 85 13.6% 

 新千葉３丁目     598  1,066  120 11.3% 210 19.7% 111 10.4% 

 新田町        950  1,642  182 11.1% 281 17.1% 121 7.4% 

Ⅳ 各種統計データ 等 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 新町         304  497  38 7.6% 92 18.5% 47 9.5% 

 神明町        1,862  3,539  506 14.3% 619 17.5% 265 7.5% 

 末広１丁目      483  915  114 12.5% 176 19.2% 77 8.4% 

 末広２丁目      429  896  137 15.3% 159 17.7% 63 7.0% 

 末広３丁目      556  1,129  154 13.6% 190 16.8% 78 6.9% 

 末広４丁目      455  816  95 11.6% 123 15.1% 55 6.7% 

 末広５丁目      314  582  80 13.7% 49 8.4% 14 2.4% 

 蘇我町１丁目     3  3  ― ― ― ― ― ― 

 蘇我町２丁目     10  25  3 12.0% 8 32.0% 3 12.0% 

 蘇我１丁目      838  1,506  130 8.6% 289 19.2% 131 8.7% 

 蘇我２丁目      548  1,226  212 17.3% 168 13.7% 69 5.6% 

 蘇我３丁目      893  2,243  482 21.5% 263 11.7% 119 5.3% 

 蘇我４丁目      454  1,242  301 24.2% 106 8.5% 37 3.0% 

 蘇我５丁目      959  2,076  272 13.1% 367 17.7% 145 7.0% 

 大巌寺町       1,033  1,955  129 6.6% 647 33.1% 301 15.4% 

 千葉寺町       3,295  7,316  1,069 14.6% 1,472 20.1% 637 8.7% 

 千葉港        1,258  3,433  743 21.6% 321 9.4% 88 2.6% 

 中央１丁目      201  321  31 9.7% 50 15.6% 19 5.9% 

 中央２丁目      184  314  36 11.5% 38 12.1% 16 5.1% 

 中央３丁目      599  1,198  186 15.5% 178 14.9% 84 7.0% 

 中央４丁目      204  288  5 1.7% 58 20.1% 38 13.2% 

 中央港１丁目     1,108  2,304  409 17.8% 346 15.0% 218 9.5% 

 中央港２丁目     1  3  ― ― ― ― ― ― 

 椿森１丁目      676  1,214  97 8.0% 304 25.0% 144 11.9% 

 椿森２丁目      438  958  127 13.3% 229 23.9% 115 12.0% 

 椿森３丁目      653  1,215  109 9.0% 360 29.6% 186 15.3% 

 椿森４丁目      119  197  27 13.7% 22 11.2% 12 6.1% 

 椿森５丁目      325  493  38 7.7% 125 25.4% 55 11.2% 

 椿森６丁目      364  711  75 10.5% 184 25.9% 87 12.2% 

 鶴沢町        463  861  77 8.9% 237 27.5% 115 13.4% 

 出洲港        617  1,112  130 11.7% 182 16.4% 68 6.1% 

 道場北町       1  3  ― ― ― ― ― ― 

 道場北１丁目     765  1,339  113 8.4% 372 27.8% 168 12.5% 

 道場北２丁目     510  936  68 7.3% 230 24.6% 92 9.8% 

 道場南１丁目     544  1,127  159 14.1% 268 23.8% 148 13.1% 

 道場南２丁目     600  1,142  115 10.1% 338 29.6% 168 14.7% 

 問屋町        1,461  3,630  861 23.7% 226 6.2% 85 2.3% 

 長洲１丁目      797  1,303  110 8.4% 279 21.4% 130 10.0% 

 長洲２丁目      618  1,052  62 5.9% 353 33.6% 195 18.5% 

 新浜町        0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 仁戸名町       4,015  8,370  838 10.0% 2,606 31.1% 1,342 16.0% 

 登戸１丁目      722  1,291  112 8.7% 235 18.2% 96 7.4% 

 登戸２丁目      535  989  111 11.2% 163 16.5% 77 7.8% 

 登戸３丁目      643  1,397  184 13.2% 254 18.2% 124 8.9% 

 登戸４丁目      475  968  121 12.5% 197 20.4% 117 12.1% 

 登戸５丁目      624  1,428  220 15.4% 276 19.3% 130 9.1% 

 花輪町        282  684  48 7.0% 217 31.7% 89 13.0% 

 浜野町        3,113  6,578  869 13.2% 1,531 23.3% 656 10.0% 

 東本町        325  651  80 12.3% 188 28.9% 91 14.0% 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 東千葉１丁目     652  1,380  118 8.6% 531 38.5% 172 12.5% 

 東千葉２丁目     1,126  2,481  268 10.8% 619 24.9% 219 8.8% 

 東千葉３丁目     211  482  38 7.9% 196 40.7% 68 14.1% 

 富士見１丁目     122  215  24 11.2% 36 16.7% 14 6.5% 

 富士見２丁目     47  86  5 5.8% 42 48.8% 24 27.9% 

 弁天１丁目      719  1,205  114 9.5% 186 15.4% 82 6.8% 

 弁天２丁目      654  1,163  82 7.1% 331 28.5% 169 14.5% 

 弁天３丁目      469  900  125 13.9% 178 19.8% 86 9.6% 

 弁天４丁目      415  816  96 11.8% 174 21.3% 90 11.0% 

 星久喜町       2,869  6,187  865 14.0% 1,588 25.7% 825 13.3% 

 本千葉町       509  830  91 11.0% 120 14.5% 43 5.2% 

 本町１丁目      325  532  26 4.9% 149 28.0% 79 14.8% 

 本町２丁目      436  795  74 9.3% 183 23.0% 91 11.4% 

 本町３丁目      235  389  22 5.7% 93 23.9% 42 10.8% 

 松ケ丘町       1,253  2,775  323 11.6% 810 29.2% 415 15.0% 

 松波１丁目      495  911  108 11.9% 140 15.4% 72 7.9% 

 松波２丁目      832  1,409  108 7.7% 370 26.3% 194 13.8% 

 松波３丁目      571  1,151  126 10.9% 304 26.4% 164 14.2% 

 松波４丁目      543  978  75 7.7% 310 31.7% 161 16.5% 

 港町         689  1,382  185 13.4% 270 19.5% 142 10.3% 

 南生実町       1,504  3,585  434 12.1% 994 27.7% 425 11.9% 

 南町１丁目      559  1,420  350 24.6% 123 8.7% 40 2.8% 

 南町２丁目      860  1,627  227 14.0% 159 9.8% 72 4.4% 

 南町３丁目      918  1,746  193 11.1% 346 19.8% 155 8.9% 

 都町         2,170  4,828  633 13.1% 1,182 24.5% 517 10.7% 

 都町１丁目      1,284  2,651  388 14.6% 487 18.4% 207 7.8% 

 都町２丁目      478  880  124 14.1% 177 20.1% 68 7.7% 

 都町３丁目      390  647  54 8.3% 176 27.2% 82 12.7% 

 宮崎町        3,179  7,859  1,309 16.7% 1,192 15.2% 513 6.5% 

 宮崎１丁目      944  1,442  130 9.0% 163 11.3% 78 5.4% 

 宮崎２丁目      831  1,607  240 14.9% 243 15.1% 81 5.0% 

 村田町        2,443  5,340  700 13.1% 1,128 21.1% 448 8.4% 

 矢作町        2,214  4,492  462 10.3% 1,145 25.5% 610 13.6% 

 祐光１丁目      788  1,551  188 12.1% 348 22.4% 143 9.2% 

 祐光２丁目      891  1,430  107 7.5% 346 24.2% 129 9.0% 

 祐光３丁目      177  319  44 13.8% 68 21.3% 31 9.7% 

 祐光４丁目      493  883  93 10.5% 210 23.8% 84 9.5% 

 若草１丁目      607  1,545  266 17.2% 213 13.8% 81 5.2% 

 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

花見川区合計 80,653  178,071 21,640 12.2% 44,527 25.0% 18,657 10.5% 

 朝日ケ丘町      0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 天戸町        839  1,853  143 7.7% 634 34.2% 250 13.5% 

 朝日ケ丘１丁目    612  1,456  148 10.2% 442 30.4% 167 11.5% 

 朝日ケ丘２丁目    1,510  3,388  247 7.3% 1,030 30.4% 274 8.1% 

 朝日ケ丘３丁目    1,247  2,914  327 11.2% 620 21.3% 243 8.3% 

 朝日ケ丘４丁目    1,012  2,364  292 12.4% 620 26.2% 315 13.3% 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 朝日ケ丘５丁目    594  1,381  151 10.9% 529 38.3% 194 14.0% 

 内山町        249  399  28 7.0% 101 25.3% 37 9.3% 

 宇那谷町       118  302  25 8.3% 101 33.4% 49 16.2% 

 柏井町        426  930  89 9.6% 328 35.3% 166 17.8% 

 柏井１丁目      792  1,733  144 8.3% 692 39.9% 314 18.1% 

 柏井４丁目      905  2,037  194 9.5% 635 31.2% 262 12.9% 

 検見川町１丁目    591  1,104  88 8.0% 335 30.3% 162 14.7% 

 検見川町２丁目    695  1,365  147 10.8% 278 20.4% 134 9.8% 

 検見川町３丁目    2,413  5,170  734 14.2% 864 16.7% 407 7.9% 

 検見川町５丁目    1,547  3,370  457 13.6% 774 23.0% 375 11.1% 

 犢橋町        1,298  2,833  426 15.0% 723 25.5% 297 10.5% 

 こてはし台１丁目   360  846  84 9.9% 389 46.0% 184 21.7% 

 こてはし台２丁目   371  836  78 9.3% 378 45.2% 165 19.7% 

 こてはし台３丁目   411  914  69 7.5% 412 45.1% 176 19.3% 

 こてはし台４丁目   534  1,162  89 7.7% 511 44.0% 232 20.0% 

 こてはし台５丁目   396  885  62 7.0% 456 51.5% 178 20.1% 

 こてはし台６丁目   754  1,775  133 7.5% 845 47.6% 343 19.3% 

 作新台１丁目     493  1,201  125 10.4% 471 39.2% 244 20.3% 

 作新台２丁目     700  1,708  182 10.7% 547 32.0% 225 13.2% 

 作新台３丁目     465  985  90 9.1% 282 28.6% 116 11.8% 

 作新台４丁目     417  1,051  69 6.6% 225 21.4% 68 6.5% 

 作新台５丁目     457  1,129  161 14.3% 277 24.5% 81 7.2% 

 作新台６丁目     609  1,351  139 10.3% 383 28.3% 118 8.7% 

 作新台７丁目     277  683  90 13.2% 145 21.2% 53 7.8% 

 作新台８丁目     649  1,556  195 12.5% 428 27.5% 135 8.7% 

 さつきが丘１丁目   1,898  4,105  442 10.8% 1,314 32.0% 570 13.9% 

 さつきが丘２丁目   2,262  4,722  530 11.2% 1,457 30.9% 544 11.5% 

 三角町        969  2,167  220 10.2% 665 30.7% 212 9.8% 

 大日町        354  625  36 5.8% 220 35.2% 108 17.3% 

 武石町１丁目     349  852  76 8.9% 260 30.5% 133 15.6% 

 武石町２丁目     724  1,435  140 9.8% 370 25.8% 174 12.1% 

 千種町        2,640  5,796  730 12.6% 1,434 24.7% 531 9.2% 

 長作町        2,257  5,442  678 12.5% 1,360 25.0% 532 9.8% 

 浪花町        1,297  3,070  476 15.5% 635 20.7% 297 9.7% 

 長作台１丁目     356  812  78 9.6% 295 36.3% 122 15.0% 

 長作台２丁目     644  1,479  152 10.3% 534 36.1% 243 16.4% 

 西小中台       981  1,929  182 9.4% 701 36.3% 279 14.5% 

 畑町         2,119  4,959  681 13.7% 1,321 26.6% 566 11.4% 

 花島町        313  639  55 8.6% 231 36.2% 133 20.8% 

 花園町        1,255  2,876  372 12.9% 613 21.3% 277 9.6% 

 花園１丁目      477  882  68 7.7% 248 28.1% 153 17.3% 

 花園２丁目      581  1,155  146 12.6% 236 20.4% 109 9.4% 

 花園３丁目      597  1,291  150 11.6% 324 25.1% 201 15.6% 

 花園４丁目      352  751  69 9.2% 226 30.1% 98 13.0% 

 花園５丁目      314  677  86 12.7% 199 29.4% 100 14.8% 

 花見川        3  5  ― ― ― ― ― ― 

 花見川１        961  2,032  215 10.6% 772 38.0% 358 17.6% 

 花見川２        1,355  2,727  266 9.8% 955 35.0% 384 14.1% 

 花見川３        602  1,259  113 9.0% 455 36.1% 195 15.5% 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 花見川４        768  1,534  176 11.5% 443 28.9% 192 12.5% 

 花見川５        101  208  ― ― ― ― ― ― 

 花見川６        504  1,028  68 6.6% 474 46.1% 208 20.2% 

 花見川７        836  1,558  114 7.3% 686 44.0% 304 19.5% 

 花見川８        646  1,400  148 10.6% 490 35.0% 191 13.6% 

 花見川９        1,103  1,738  118 6.8% 640 36.8% 255 14.7% 

 幕張町１丁目     1,678  3,711  480 12.9% 860 23.2% 386 10.4% 

 幕張町２丁目     901  1,858  169 9.1% 547 29.4% 246 13.2% 

 幕張町３丁目     1,794  4,110  615 15.0% 930 22.6% 413 10.0% 

 幕張町４丁目     2,023  4,510  567 12.6% 878 19.5% 417 9.2% 

 幕張町５丁目     5,559  12,592  1,814 14.4% 2,365 18.8% 917 7.3% 

 幕張町６丁目     1,080  1,967  176 8.9% 557 28.3% 289 14.7% 

 幕張本郷１丁目    1,513  3,008  436 14.5% 203 6.7% 87 2.9% 

 幕張本郷２丁目    2,270  4,232  528 12.5% 423 10.0% 183 4.3% 

 幕張本郷３丁目    1,655  3,749  631 16.8% 392 10.5% 141 3.8% 

 幕張本郷４丁目    457  1,061  172 16.2% 130 12.3% 47 4.4% 

 幕張本郷５丁目    1,149  2,304  341 14.8% 151 6.6% 63 2.7% 

 幕張本郷６丁目    930  1,816  244 13.4% 165 9.1% 59 3.2% 

 幕張本郷７丁目    1,850  4,373  763 17.4% 482 11.0% 186 4.3% 

 南花園１丁目     945  1,796  147 8.2% 554 30.8% 334 18.6% 

 南花園２丁目     428  589  25 4.2% 85 14.4% 41 7.0% 

 宮野木台１丁目    799  1,906  207 10.9% 452 23.7% 128 6.7% 

 宮野木台２丁目    327  737  95 12.9% 163 22.1% 49 6.6% 

 宮野木台３丁目    326  695  65 9.4% 307 44.2% 178 25.6% 

 宮野木台４丁目    428  1,011  140 13.8% 289 28.6% 141 13.9% 

 瑞穂１丁目      339  1,029  145 14.1% 81 7.9% 28 2.7% 

 瑞穂２丁目      1,190  3,392  532 15.7% 453 13.4% 148 4.4% 

 瑞穂３丁目      433  1,300  272 20.9% 108 8.3% 41 3.2% 

 み春野１丁目     290  962  235 24.4% 61 6.3% 22 2.3% 

 み春野２丁目     381  1,270  276 21.7% 85 6.7% 32 2.5% 

 み春野３丁目     344  1,158  289 25.0% 86 7.4% 35 3.0% 

 横戸町        1,598  3,638  372 10.2% 1,104 30.3% 442 12.1% 

 横戸台        607  1,463  93 6.4% 533 36.4% 153 10.5% 

 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

稲毛区合計 70,399  155,923 20,630 13.2% 36,820 23.6% 15,830 10.2% 

 穴川町        70  120  7 5.8% 29 24.2% 19 15.8% 

 穴川１丁目      666  1,567  152 9.7% 416 26.5% 167 10.7% 

 穴川２丁目      913  1,955  218 11.2% 463 23.7% 246 12.6% 

 穴川３丁目      511  953  68 7.1% 271 28.4% 133 14.0% 

 穴川４丁目      258  660  143 21.7% 96 14.5% 51 7.7% 

 あやめ台       1,991  3,628  312 8.6% 1,330 36.7% 583 16.1% 

 稲丘町        613  1,413  186 13.2% 318 22.5% 160 11.3% 

 稲毛１丁目      416  809  83 10.3% 182 22.5% 77 9.5% 

 稲毛２丁目      350  767  79 10.3% 234 30.5% 99 12.9% 

 稲毛３丁目      876  1,743  161 9.2% 427 24.5% 237 13.6% 

 稲毛台町       1,164  2,621  472 18.0% 446 17.0% 225 8.6% 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 稲毛町４丁目     120  138  1 0.7% 30 21.7% 5 3.6% 

 稲毛町５丁目     1,599  3,974  756 19.0% 627 15.8% 260 6.5% 

 稲毛東１丁目     548  1,329  203 15.3% 253 19.0% 136 10.2% 

 稲毛東２丁目     517  957  90 9.4% 218 22.8% 98 10.2% 

 稲毛東３丁目     808  1,506  146 9.7% 335 22.2% 146 9.7% 

 稲毛東４丁目     907  2,096  362 17.3% 219 10.4% 89 4.2% 

 稲毛東５丁目     724  1,366  136 10.0% 355 26.0% 167 12.2% 

 稲毛東６丁目     1,044  2,455  249 10.1% 535 21.8% 188 7.7% 

 柏台         1,413  3,007  257 8.5% 1,210 40.2% 520 17.3% 

 黒砂１丁目      526  1,048  152 14.5% 198 18.9% 98 9.4% 

 黒砂２丁目      504  1,170  129 11.0% 338 28.9% 146 12.5% 

 黒砂３丁目      353  762  122 16.0% 105 13.8% 53 7.0% 

 黒砂４丁目      334  716  76 10.6% 193 27.0% 92 12.8% 

 黒砂台１丁目     735  1,381  154 11.2% 285 20.6% 137 9.9% 

 黒砂台２丁目     287  621  81 13.0% 85 13.7% 55 8.9% 

 黒砂台３丁目     600  1,150  107 9.3% 305 26.5% 140 12.2% 

 小中台町       3,288  7,677  936 12.2% 1,602 20.9% 496 6.5% 

 小仲台１丁目     1,016  2,511  336 13.4% 512 20.4% 187 7.4% 

 小仲台２丁目     775  1,578  240 15.2% 273 17.3% 129 8.2% 

 小仲台３丁目     946  2,026  323 15.9% 412 20.3% 188 9.3% 

 小仲台４丁目     422  860  101 11.7% 240 27.9% 123 14.3% 

 小仲台５丁目     1,089  2,941  812 27.6% 149 5.1% 44 1.5% 

 小仲台６丁目     997  1,708  152 8.9% 315 18.4% 158 9.3% 

 小仲台７丁目     1,567  3,455  399 11.5% 741 21.4% 277 8.0% 

 小仲台８丁目     1,565  3,516  353 10.0% 1,083 30.8% 441 12.5% 

 小仲台９丁目     793  1,700  173 10.2% 572 33.6% 255 15.0% 

 小深町        1,779  3,947  586 14.8% 874 22.1% 346 8.8% 

 作草部町       2,006  4,450  664 14.9% 837 18.8% 333 7.5% 

 山王町        3,593  8,068  1,099 13.6% 1,886 23.4% 731 9.1% 

 作草部１丁目     924  1,998  281 14.1% 594 29.7% 292 14.6% 

 作草部２丁目     218  485  54 11.1% 111 22.9% 64 13.2% 

 園生町        8,861  21,366  3,208 15.0% 4,573 21.4% 1,806 8.5% 

 千草台１丁目     683  1,192  91 7.6% 470 39.4% 208 17.4% 

 千草台２丁目     1,336  2,276  184 8.1% 896 39.4% 419 18.4% 

 天台町        26  60  2 3.3% 31 51.7% 14 23.3% 

 天台１丁目      477  1,121  152 13.6% 224 20.0% 120 10.7% 

 天台２丁目      580  1,215  104 8.6% 344 28.3% 168 13.8% 

 天台３丁目      528  1,102  132 12.0% 327 29.7% 126 11.4% 

 天台４丁目      481  1,052  91 8.7% 306 29.1% 146 13.9% 

 天台５丁目      670  1,642  284 17.3% 302 18.4% 126 7.7% 

 天台６丁目      238  485  31 6.4% 124 25.6% 45 9.3% 

 轟町１丁目      732  1,410  118 8.4% 442 31.3% 219 15.5% 

 轟町２丁目      691  1,479  229 15.5% 267 18.1% 123 8.3% 

 轟町３丁目      476  1,338  252 18.8% 81 6.1% 29 2.2% 

 轟町４丁目      400  658  60 9.1% 135 20.5% 65 9.9% 

 轟町５丁目      745  1,594  170 10.7% 295 18.5% 129 8.1% 

 長沼町        4,094  9,231  1,122 12.2% 2,682 29.1% 1,154 12.5% 

 長沼原町       2,017  4,521  413 9.1% 1,270 28.1% 530 11.7% 

 萩台町        876  1,922  221 11.5% 588 30.6% 308 16.0% 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 緑町１丁目      839  1,468  150 10.2% 264 18.0% 145 9.9% 

 緑町２丁目      284  596  75 12.6% 136 22.8% 74 12.4% 

 宮野木町       4,542  11,304  1,892 16.7% 2,844 25.2% 1,257 11.1% 

 弥生町        332  612  84 13.7% 94 15.4% 45 7.4% 

 六方町        666  1,447  154 10.6% 421 29.1% 183 12.6% 

 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

若葉区合計 68,906 150,576 18,136 12.0% 42,133 28.0% 18,205 12.1% 

 愛生町        807  1,726  206 11.9% 462 26.8% 192 11.1% 

 五十土町       13  34  2 5.9% 11 32.4% 7 20.6% 

 和泉町        119  243  6 2.5% 106 43.6% 45 18.5% 

 大井戸町       57  136  7 5.1% 46 33.8% 26 19.1% 

 大草町        361  824  98 11.9% 223 27.1% 92 11.2% 

 太田町        37  90  4 4.4% 28 31.1% 16 17.8% 

 大広町        59  103  2 1.9% 55 53.4% 40 38.8% 

 大宮町        1,675  3,504  203 5.8% 1,422 40.6% 611 17.4% 

 大宮台１丁目     253  607  75 12.4% 213 35.1% 151 24.9% 

 大宮台２丁目     296  650  31 4.8% 326 50.2% 229 35.2% 

 大宮台３丁目     303  666  50 7.5% 312 46.8% 195 29.3% 

 大宮台４丁目     353  788  42 5.3% 351 44.5% 244 31.0% 

 大宮台５丁目     316  715  55 7.7% 357 49.9% 257 35.9% 

 大宮台６丁目     262  601  37 6.2% 248 41.3% 180 30.0% 

 大宮台７丁目     227  511  40 7.8% 211 41.3% 115 22.5% 

 小倉町        2,285  5,138  913 17.8% 972 18.9% 357 6.9% 

 小倉台１丁目     276  600  71 11.8% 186 31.0% 92 15.3% 

 小倉台２丁目     251  545  61 11.2% 153 28.1% 88 16.1% 

 小倉台３丁目     484  1,115  103 9.2% 481 43.1% 311 27.9% 

 小倉台４丁目     641  1,288  147 11.4% 460 35.7% 255 19.8% 

 小倉台５丁目     307  647  70 10.8% 239 36.9% 147 22.7% 

 小倉台６丁目     516  1,149  124 10.8% 408 35.5% 221 19.2% 

 小倉台７丁目     410  847  41 4.8% 410 48.4% 259 30.6% 

 小間子町       188  327  16 4.9% 145 44.3% 81 24.8% 

 御成台１丁目     164  434  29 6.7% 88 20.3% 29 6.7% 

 御成台２丁目     404  1,114  192 17.2% 207 18.6% 77 6.9% 

 御成台３丁目     386  968  55 5.7% 296 30.6% 76 7.9% 

 御成台４丁目     10  10  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 貝塚１丁目      395  931  106 11.4% 318 34.2% 135 14.5% 

 貝塚２丁目      937  2,053  329 16.0% 342 16.7% 159 7.7% 

 貝塚町        2,173  3,956  545 13.8% 779 19.7% 296 7.5% 

 加曽利町       3,057  6,563  718 10.9% 1,935 29.5% 826 12.6% 

 金親町        334  723  64 8.9% 227 31.4% 80 11.1% 

 上泉町        112  264  11 4.2% 87 33.0% 39 14.8% 

 川井町        129  296  17 5.7% 107 36.1% 56 18.9% 

 北大宮台       569  1,354  102 7.5% 594 43.9% 236 17.4% 

 北谷津町       59  114  7 6.1% 53 46.5% 24 21.1% 

 古泉町        73  181  9 5.0% 57 31.5% 31 17.1% 

 御殿町        117  256  26 10.2% 71 27.7% 34 13.3% 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 坂月町        214  479  56 11.7% 141 29.4% 57 11.9% 

 更科町        160  349  30 8.6% 143 41.0% 89 25.5% 

 佐和町        63  144  18 12.5% 49 34.0% 32 22.2% 

 桜木１丁目      418  870  84 9.7% 284 32.6% 163 18.7% 

 桜木２丁目      832  1,889  295 15.6% 459 24.3% 186 9.8% 

 桜木３丁目      956  2,299  263 11.4% 483 21.0% 200 8.7% 

 桜木４丁目      586  1,358  243 17.9% 255 18.8% 118 8.7% 

 桜木５丁目      593  1,380  154 11.2% 230 16.7% 86 6.2% 

 桜木６丁目      990  1,754  196 11.2% 416 23.7% 125 7.1% 

 桜木７丁目      591  1,260  147 11.7% 289 22.9% 117 9.3% 

 桜木８丁目      634  1,605  282 17.6% 262 16.3% 92 5.7% 

 桜木北１丁目     600  1,330  137 10.3% 440 33.1% 176 13.2% 

 桜木北２丁目     660  1,349  134 9.9% 398 29.5% 157 11.6% 

 桜木北３丁目     1,174  2,614  323 12.4% 605 23.1% 227 8.7% 

 下泉町        105  244  24 9.8% 97 39.8% 50 20.5% 

 下田町        276  589  98 16.6% 106 18.0% 44 7.5% 

 高根町        661  1,444  108 7.5% 518 35.9% 219 15.2% 

 多部田町       746  1,635  126 7.7% 716 43.8% 288 17.6% 

 旦谷町        37  88  4 4.5% 30 34.1% 10 11.4% 

 高品町        2,162  4,713  670 14.2% 831 17.6% 284 6.0% 

 千城台北１丁目    647  1,236  116 9.4% 408 33.0% 217 17.6% 

 千城台北２丁目    614  1,357  189 13.9% 435 32.1% 216 15.9% 

 千城台北３丁目    326  677  45 6.6% 250 36.9% 137 20.2% 

 千城台北４丁目    198  441  59 13.4% 76 17.2% 27 6.1% 

 千城台西１丁目    776  1,736  134 7.7% 753 43.4% 405 23.3% 

 千城台西２丁目    552  1,001  73 7.3% 423 42.3% 155 15.5% 

 千城台西３丁目    439  989  177 17.9% 332 33.6% 144 14.6% 

 千城台東１丁目    656  1,326  130 9.8% 466 35.1% 199 15.0% 

 千城台東２丁目    994  2,236  241 10.8% 739 33.1% 336 15.0% 

 千城台東３丁目    852  1,798  176 9.8% 621 34.5% 263 14.6% 

 千城台東４丁目    957  1,985  205 10.3% 686 34.6% 229 11.5% 

 千城台南１丁目    224  491  38 7.7% 220 44.8% 120 24.4% 

 千城台南２丁目    528  879  45 5.1% 424 48.2% 162 18.4% 

 千城台南３丁目    379  835  193 23.1% 191 22.9% 62 7.4% 

 千城台南４丁目    486  1,065  146 13.7% 334 31.4% 173 16.2% 

 都賀１丁目      427  995  172 17.3% 215 21.6% 95 9.5% 

 都賀２丁目      841  1,559  182 11.7% 403 25.8% 210 13.5% 

 都賀３丁目      774  1,437  171 11.9% 249 17.3% 98 6.8% 

 都賀４丁目      446  860  92 10.7% 178 20.7% 87 10.1% 

 都賀５丁目      633  1,252  124 9.9% 335 26.8% 169 13.5% 

 都賀の台１丁目    506  1,148  98 8.5% 576 50.2% 251 21.9% 

 都賀の台２丁目    295  700  55 7.9% 342 48.9% 130 18.6% 

 都賀の台３丁目    206  498  38 7.6% 218 43.8% 96 19.3% 

 都賀の台４丁目    456  1,006  93 9.2% 457 45.4% 220 21.9% 

 殿台町        468  1,019  172 16.9% 160 15.7% 60 5.9% 

 富田町        146  322  29 9.0% 115 35.7% 60 18.6% 

 中田町        853  1,867  127 6.8% 765 41.0% 319 17.1% 

 中野町        667  1,194  80 6.7% 505 42.3% 283 23.7% 

 西都賀１丁目     795  1,545  210 13.6% 240 15.5% 82 5.3% 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 西都賀２丁目     716  1,426  172 12.1% 239 16.8% 93 6.5% 

 西都賀３丁目     750  1,220  97 8.0% 269 22.0% 116 9.5% 

 西都賀４丁目     559  1,040  90 8.7% 252 24.2% 103 9.9% 

 西都賀５丁目     710  1,484  162 10.9% 473 31.9% 229 15.4% 

 野呂町        738  1,628  123 7.6% 680 41.8% 311 19.1% 

 原町         960  2,414  400 16.6% 268 11.1% 106 4.4% 

 東寺山町       1,963  4,834  825 17.1% 726 15.0% 297 6.1% 

 みつわ台１丁目    675  1,646  306 18.6% 262 15.9% 122 7.4% 

 みつわ台２丁目    1,418  3,132  427 13.6% 750 23.9% 264 8.4% 

 みつわ台３丁目    1,598  3,531  360 10.2% 1,176 33.3% 415 11.8% 

 みつわ台４丁目    759  1,687  175 10.4% 468 27.7% 181 10.7% 

 みつわ台５丁目    1,728  4,057  514 12.7% 1,202 29.6% 389 9.6% 

 源町         720  1,765  280 15.9% 309 17.5% 129 7.3% 

 谷当町        66  140  6 4.3% 53 37.9% 26 18.6% 

 若松町        6,207  14,497  2,269 15.7% 2,802 19.3% 1,026 7.1% 

 若松台１丁目     191  449  68 15.1% 136 30.3% 43 9.6% 

 若松台２丁目     347  836  76 9.1% 375 44.9% 85 10.2% 

 若松台３丁目     787  1,872  170 9.1% 839 44.8% 236 12.6% 

 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

緑区合計 50,467 126,570 20,101 15.9% 24,377 19.3% 10,131 8.0% 

 あすみが丘１丁目   606  1,386  179 12.9% 310 22.4% 145 10.5% 

 あすみが丘２丁目   817  1,853  205 11.1% 376 20.3% 163 8.8% 

 あすみが丘３丁目   943  2,241  291 13.0% 573 25.6% 286 12.8% 

 あすみが丘４丁目   1,572  3,988  490 12.3% 493 12.4% 217 5.4% 

 あすみが丘５丁目   880  2,199  214 9.7% 477 21.7% 183 8.3% 

 あすみが丘６丁目   690  1,939  214 11.0% 314 16.2% 124 6.4% 

 あすみが丘７丁目   935  2,496  315 12.6% 493 19.8% 229 9.2% 

 あすみが丘８丁目   884  2,426  316 13.0% 370 15.3% 157 6.5% 

 あすみが丘９丁目   887  2,729  387 14.2% 293 10.7% 141 5.2% 

 あすみが丘東１丁目  312  926  264 28.5% 40 4.3% 6 0.6% 

 あすみが丘東２丁目  701  1,755  409 23.3% 275 15.7% 107 6.1% 

 あすみが丘東３丁目  390  1,221  413 33.8% 63 5.2% 31 2.5% 

 あすみが丘東４丁目  268  774  251 32.4% 29 3.7% 4 0.5% 

 あすみが丘東５丁目  317  899  279 31.0% 47 5.2% 18 2.0% 

 板倉町        73  172  11 6.4% 58 33.7% 33 19.2% 

 大金沢町       60  133  12 9.0% 42 31.6% 25 18.8% 

 大木戸町       780  1,711  109 6.4% 750 43.8% 272 15.9% 

 大椎町        1,038  2,380  159 6.7% 1,012 42.5% 348 14.6% 

 大高町        207  475  36 7.6% 211 44.4% 97 20.4% 

 落井町        77  194  30 15.5% 65 33.5% 28 14.4% 

 越智町        1,607  3,960  390 9.8% 1,391 35.1% 518 13.1% 

 小山町        13  26  0 0.0% 15 57.7% 7 26.9% 

 大野台１丁目     0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 大野台２丁目     0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 おゆみ野１丁目    1,320  3,335  496 14.9% 459 13.8% 183 5.5% 

 おゆみ野２丁目    1,353  3,429  590 17.2% 311 9.1% 105 3.1% 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 おゆみ野３丁目    1,515  3,565  703 19.7% 245 6.9% 116 3.3% 

 おゆみ野４丁目    814  1,853  268 14.5% 249 13.4% 99 5.3% 

 おゆみ野５丁目    982  2,418  403 16.7% 406 16.8% 158 6.5% 

 おゆみ野６丁目    717  1,816  303 16.7% 269 14.8% 103 5.7% 

 おゆみ野有吉     472  1,275  258 20.2% 105 8.2% 58 4.5% 

 おゆみ野中央１丁目  1,311  3,948  1,050 26.6% 367 9.3% 139 3.5% 

 おゆみ野中央２丁目  128  360  70 19.4% 25 6.9% 8 2.2% 

 おゆみ野中央３丁目  756  2,138  341 15.9% 312 14.6% 94 4.4% 

 おゆみ野中央４丁目  511  1,229  122 9.9% 305 24.8% 89 7.2% 

 おゆみ野中央５丁目  517  1,390  238 17.1% 188 13.5% 84 6.0% 

 おゆみ野中央６丁目  929  2,282  329 14.4% 366 16.0% 127 5.6% 

 おゆみ野中央７丁目  660  1,560  284 18.2% 158 10.1% 69 4.4% 

 おゆみ野中央８丁目  736  2,023  435 21.5% 198 9.8% 78 3.9% 

 おゆみ野中央９丁目  241  696  159 22.8% 64 9.2% 21 3.0% 

 おゆみ野南１丁目   573  1,600  357 22.3% 165 10.3% 56 3.5% 

 おゆみ野南２丁目   914  2,422  539 22.3% 173 7.1% 74 3.1% 

 おゆみ野南３丁目   853  2,497  694 27.8% 194 7.8% 67 2.7% 

 おゆみ野南４丁目   559  1,744  511 29.3% 110 6.3% 42 2.4% 

 おゆみ野南５丁目   1,126  3,175  674 21.2% 270 8.5% 97 3.1% 

 おゆみ野南６丁目   1,099  3,468  965 27.8% 198 5.7% 87 2.5% 

 刈田子町       159  409  65 15.9% 110 26.9% 57 13.9% 

 鎌取町        1,249  3,006  597 19.9% 593 19.7% 268 8.9% 

 上大和田町      67  159  12 7.5% 53 33.3% 20 12.6% 

 小金沢町       24  37  1 2.7% 14 37.8% 6 16.2% 

 椎名崎町       340  754  94 12.5% 165 21.9% 73 9.7% 

 下大和田町      196  492  25 5.1% 180 36.6% 84 17.1% 

 大膳野町       578  1,433  208 14.5% 417 29.1% 194 13.5% 

 高田町        1,385  2,956  335 11.3% 962 32.5% 457 15.5% 

 高津戸町       1,256  2,882  242 8.4% 990 34.4% 413 14.3% 

 土気町        2,698  6,282  710 11.3% 1,871 29.8% 752 12.0% 

 富岡町        59  131  17 13.0% 30 22.9% 17 13.0% 

 中西町        157  436  96 22.0% 80 18.3% 41 9.4% 

 東山科町       84  189  18 9.5% 60 31.7% 29 15.3% 

 平川町        364  866  68 7.9% 274 31.6% 123 14.2% 

 平山町        828  1,835  190 10.4% 615 33.5% 256 14.0% 

 古市場町       1,005  2,336  342 14.6% 489 20.9% 188 8.0% 

 辺田町        766  1,609  236 14.7% 465 28.9% 250 15.5% 

 誉田町１丁目     2,522  5,874  825 14.0% 1,380 23.5% 576 9.8% 

 誉田町２丁目     3,738  8,774  1,048 11.9% 2,243 25.6% 987 11.2% 

 誉田町３丁目     654  1,504  148 9.8% 414 27.5% 175 11.6% 

 茂呂町        145  374  54 14.4% 84 22.5% 43 11.5% 

 小食土町       50  126  7 5.6% 54 42.9% 29 23.0% 

 

町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

美浜区合計 64,556  149,114 21,085 14.1% 33,975 22.8% 12,163 8.2% 

 磯辺１丁目      761  1,850  183 9.9% 755 40.8% 308 16.6% 

 磯辺２丁目      302  759  106 14.0% 158 20.8% 85 11.2% 
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町丁名 世帯数 総人口 

年少人口 

（１４歳以下） 

高齢者人口 

（６５歳以上） 

後期高齢者人口 

（７５歳以上） 

  比率   比率   比率 

 磯辺３丁目      727  1,772  161 9.1% 839 47.3% 278 15.7% 

 磯辺４丁目      758  1,837  197 10.7% 646 35.2% 222 12.1% 

 磯辺５丁目      2,473  6,027  620 10.3% 1,743 28.9% 504 8.4% 

 磯辺６丁目      1,283  2,996  331 11.0% 958 32.0% 277 9.2% 

 磯辺７丁目      560  1,324  108 8.2% 639 48.3% 209 15.8% 

 磯辺８丁目      272  648  50 7.7% 275 42.4% 75 11.6% 

 稲毛海岸１丁目    708  1,548  282 18.2% 318 20.5% 147 9.5% 

 稲毛海岸２丁目    296  718  94 13.1% 149 20.8% 55 7.7% 

 稲毛海岸３丁目    794  1,692  199 11.8% 461 27.2% 225 13.3% 

 稲毛海岸４丁目    611  1,172  111 9.5% 313 26.7% 133 11.3% 

 稲毛海岸５丁目    1,169  3,438  1,052 30.6% 197 5.7% 45 1.3% 

 打瀬１丁目      3,511  10,528  2,546 24.2% 667 6.3% 227 2.2% 

 打瀬２丁目      3,103  8,489  1,499 17.7% 751 8.8% 222 2.6% 

 打瀬３丁目      2,013  5,749  1,427 24.8% 298 5.2% 105 1.8% 

 幸町１丁目      3,452  7,946  973 12.2% 1,928 24.3% 756 9.5% 

 幸町２丁目      6,003  11,999  1,169 9.7% 3,314 27.6% 1,402 11.7% 

 新港         502  1,117  200 17.9% 99 8.9% 21 1.9% 

 高洲１丁目      2,028  3,960  454 11.5% 1,040 26.3% 418 10.6% 

 高洲２丁目      4,348  8,279  738 8.9% 2,376 28.7% 835 10.1% 

 高洲３丁目      4,369  9,836  1,200 12.2% 2,079 21.1% 763 7.8% 

 高洲４丁目      2,172  4,349  612 14.1% 741 17.0% 292 6.7% 

 高浜１丁目      2,348  5,394  759 14.1% 1,174 21.8% 376 7.0% 

 高浜２丁目      7  17  ― ― ― ― ― ― 

 高浜３丁目      1,095  2,596  311 12.0% 684 26.3% 138 5.3% 

 高浜４丁目      1,684  3,989  376 9.4% 1,294 32.4% 348 8.7% 

 高浜５丁目      408  985  80 8.1% 461 46.8% 144 14.6% 

 高浜６丁目      362  846  56 6.6% 410 48.5% 123 14.5% 

 高浜７丁目      0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 豊砂         62  62  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 中瀬１丁目      1  1  ― ― ― ― ― ― 

 中瀬２丁目      0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 浜田１丁目      1,173  3,556  1,092 30.7% 153 4.3% 39 1.1% 

 浜田２丁目      143  338  68 20.1% 21 6.2% 3 0.9% 

 ひび野１丁目     1  1  ― ― ― ― ― ― 

 ひび野２丁目     0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 幕張西１丁目     660  1,542  146 9.5% 456 29.6% 210 13.6% 

 幕張西２丁目     703  1,566  215 13.7% 436 27.8% 187 11.9% 

 幕張西３丁目     793  1,731  167 9.6% 672 38.8% 253 14.6% 

 幕張西４丁目     560  1,710  523 30.6% 55 3.2% 20 1.2% 

 幕張西５丁目     247  637  83 13.0% 107 16.8% 42 6.6% 

 幕張西６丁目     408  1,068  151 14.1% 290 27.2% 92 8.6% 

 真砂１丁目      1,143  2,382  222 9.3% 778 32.7% 233 9.8% 

 真砂２丁目      2,930  6,379  643 10.1% 1,909 29.9% 752 11.8% 

 真砂３丁目      2,145  4,579  371 8.1% 1,520 33.2% 590 12.9% 

 真砂４丁目      2,591  5,166  678 13.1% 1,151 22.3% 375 7.3% 

 真砂５丁目      2,876  6,533  829 12.7% 1,657 25.4% 634 9.7% 

 美浜         0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 若葉１丁目      1  3  ― ― ― ― ― ― 

 若葉２丁目      0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 若葉３丁目      0  0  0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
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（２）区別データ 

 

 

         

 961,416 201,162 178,071 155,923 150,576 126,570 149,114 H26.9.30 

 433,366 98,385 80,653 70,399 68,906 50,467 64,556 H26.9.30 

 34,506 7,806 6,704 5,403 6,684 3,991 3,918 

H26.9.30 

   4,759 917 1,321 740 658 432 691 

  4,421 1,050 814 588 865 499 605 

  7,255 1,489 1,548 1,186 1,389 806 837 

  5,860 1,419 904 906 1,314 715 602 

  4,652 1,154 733 722 1,028 553 462 

  4,061 954 740 673 785 546 363 

  3,498 823 644 588 645 440 358 

 32,865 6,683 6,268 5,087 6,527 4,007 4,293 

H26.3.31 

   17,859 3,662 3,392 2,775 3,507 2,253 2,270 

  2,030 433 419 331 392 221 234 

  2,288 483 405 329 410 346 315 

  422 87 71 68 109 32 55 

  10,266 2,018 1,981 1,584 2,109 1,155 1,419 

 5,687 1,114 1,059 919 1,052 784 759 H26.9.30 

 5,382 1,262 950 830 926 689 725 H26.3.31 

 

 
6,098 1,254 1,190 927 987 771 969 H26.3.31 

 20,663 5,267 3,130 2,874 2,517 1,076 5,799 H26.9.30 

 13,811 2,930 2,008 2,321 2,005 1,778 2,769 H26.10.1 

 54 23 6 2 4 0 19 H26.9.30 

 19,516 6,113 3,000 2,612 4,685 1,857 1,249 H26.10.1 

 1,487 340 279 256 245 163 204 H26.9.1 

 1,085 230 150 185 204 153 163 H26.9.30 

 297,886 65,418 63,229 50,547 43,675 28,362 46,655 H26.9.30 

 67 16 13 12 14 4 8 H26.9.30 

 188,946 44,454 36,755 32,281 24,601 22,929 27,926 H26.3.31 

 287 82 49 48 43 22 43 H26.9.30 

 14,667 3,566 2,323 2,124 2,877 993 2,784 H26.9.30 

 986 219 149 164 156 123 175 H26.9.30 

 282,257 62,600 55,785 49,442 37,586 26,689 50,155 H26.9.30 

 

 
4,778 1,045 720 910 840 543 720 H26.9.30 
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（３）社協地区部会一覧（平成27年 3月31日現在） 

≪中央区≫ 

≪花見川区≫ 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 都地区部会 都町 

2 末広地区部会 末広、長洲２丁目、長洲１丁目の一部、千葉寺町の一部、青葉町の一部 

3 ちば中央地区部会 
亥鼻、本町の一部、中央、市場町、道場南、鶴沢町、旭町、亀井町、 

亀岡町、葛城、東本町、長洲１丁目の一部、青葉町の一部 

4 西千葉地区部会 登戸、新千葉の一部、汐見丘町、春日 

5 中央地区部会 弁天、栄町、富士見、本千葉町、新町の一部、新千葉の一部 

6 蘇我地区部会 蘇我、今井、若草、南町 

7 白旗台地区部会 
白旗、鵜の森町、今井町、大巌寺町、花輪町、宮崎、赤井町の一部、 

千葉寺町の一部、大森町の一部、宮崎町の一部 

8 松波地区部会 松波 

9 松ヶ丘地区部会 
松ケ丘町の一部、仁戸名町の一部、星久喜町の一部、大森町の一部、 

宮崎町の一部 

10 川戸地区部会 
中央区：川戸町、仁戸名町の一部、赤井町の一部 

緑区：平山町の一部 

11 寒川地区部会 港町、寒川町、稲荷町 

12 星久喜地区部会 矢作町、星久喜町の一部、松ケ丘町の一部、青葉町の一部 

13 生浜地区部会 村田町、浜野町、塩田町、生実町、南生実町 

14 東千葉地区部会 東千葉 

15 新宿地区部会 新宿、神明町、新田町、出洲港、中央港、千葉港、問屋町 

16 中央東地区部会 祐光、椿森、道場北、院内、要町、本町の一部 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 検見川地区部会 検見川町、南花園２丁目の一部 

2 花園地区部会 
花園、花園町、浪花町、瑞穂、朝日ケ丘４丁目、南花園１丁目、 

南花園２丁目の一部 

3 犢橋地区部会 犢橋町、千種町、三角町 

4 ２０６地区部会 大日町、内山町、宇那谷町、横戸台、横戸町の一部 

5 幕張・武石地区部会 武石町、幕張６丁目 

6 花見川地区部会 柏井町、柏井、花島町、横戸町の一部、花見川６・７街区 

7 花見川第２地区部会 天戸町の一部、花見川１～５街区、８・９街区 

8 朝日ヶ丘地区部会 朝日ケ丘１～３丁目、西小中台、宮野木台の一部 

9 こてはし台地区部会 こてはし台 

10 天戸中学校区地区部会 長作町、長作台、作新台、天戸町の一部 

11 さつきが丘・宮野木台地区部会 さつきが丘、宮野木台の一部 

12 幕張本郷中学校区地区部会 幕張本郷、幕張町１丁目の一部 

13 畑地区部会 畑町、朝日ケ丘5丁目 
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≪稲毛区≫ 

 

≪若葉区≫ 

 

 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 小中台東地区部会 小中台町、園生町の一部、宮野木町の一部 

2 山王地区部会 山王町、小深町、六方町、長沼原町の一部 

3 轟・穴川地区部会 轟町、穴川、穴川町 

4 稲毛地区部会 稲毛、稲毛町、稲毛東５～６丁目 

5 稲丘地区部会 
稲丘町、稲毛台町、稲毛東１～４丁目、稲毛１丁目の一部、 

黒砂４丁目の一部、小仲台１丁目の一部 

6 千草台中学校地区部会 千草台、萩台町、天台町、天台２～６丁目 

7 草野地区部会 あやめ台の一部、園生町の一部、長沼町の一部、長沼原町の一部 

8 緑が丘地区部会 柏台、長沼町の一部、宮野木町の一部、園生町の一部、あやめ台の一部 

9 
３０１（作草部・天台） 

地区部会 
作草部、作草部町、天台１丁目 

10 緑・黒砂地区部会 緑町、黒砂、黒砂台１丁目～２丁目 

11 小中台西地区部会 小仲台１丁目の一部～９丁目 

12 弥生地区部会 弥生町、黒砂台３丁目の一部 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 坂月地区部会 大草町、太田町、坂月町、小倉町の一部 

2 貝塚地区部会 貝塚町、貝塚２丁目 

3 桜木地区部会 
桜木１～８丁目、桜木北１丁目、桜木北２丁目の一部、貝塚１丁目、 

小倉町の一部 

4 小倉地区部会 小倉台、小倉町の一部、若松町の一部 

5 白井地区部会 
中野町、和泉町、野呂町、川井町、五十土町、大広町、高根町、佐和町、 

北谷津町、中田町の一部、多部田町の一部 

6 更科地区部会 
古泉町、富田町、更科町、御殿町、小間子町、上泉町、下泉町、大井戸町、 

下田町の一部、谷当町、中田町の一部 

7 御成台、千城台西･北地区部会 御成台、千城台西、千城台北、下田町の一部 

8 千城台東南・金親地区部会 千城台東、千城台南、金親町 

9 ２６地区部会 大宮台、北大宮台、大宮町の一部、多部田町の一部、緑区平山町の一部 

10 若松地区部会 
若松町の一部、若松台、桜木北２丁目の一部、桜木北３丁目、都賀５丁目、 

西都賀５丁目の一部 

11 加曽利地区部会 加曽利町 

12 都賀地区部会 都賀１～４丁目、西都賀１～４丁目、西都賀５丁目の一部、都賀の台 

13 結・みつわ台地区部会 愛生町、殿台町、原町の一部、東寺山町、みつわ台、源町 

14 千城小地区部会 大宮町の一部 
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≪緑区≫ 

 

≪美浜区≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 誉田地区部会 
誉田町、鎌取町、辺田町、平山町の一部、大膳野町、高田町、平川町、 

おゆみ野６丁目の一部、東山科町  

2 椎名地区部会 
大金沢町、椎名崎町、小金沢町、茂呂町、中西町、古市場町、落井町、 

富岡町、刈田子町  

3 土気地区部会 

土気町、小食土町、小山町、大椎町、板倉町、大木戸町、下大和田町、 

上大和田町、高津戸町、大高町、越智町、あすみが丘、大野台、 

あすみが丘東 

4 おゆみ野地区部会 
おゆみ野有吉、おゆみ野１～５丁目、おゆみ野６丁目の一部、 

おゆみ野中央、おゆみ野南 

№ 地区部会名 活動対象区域 

1 稲毛海岸地区部会 稲毛海岸 

2 幸町２丁目地区部会 幸町２丁目、新港の一部 

3 幸町１丁目地区部会 幸町１丁目、新港の一部 

4 高洲・高浜地区部会 高洲、高浜 

5 真砂地区部会 真砂 

6 磯辺地区部会 磯辺 

7 幕張西地区部会 幕張西、浜田 

8 打瀬地区部会 打瀬 
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（４）市内施設等一覧 

【高齢者関連施設】 

 ■ 養護老人ホーム 

65 歳以上の方で、家庭の事情や経済的理由などにより、居宅において生活することが困難な方が入所す

る施設です。 

 ■ 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

要介護認定により、要介護1～5 と認定された方が入所する施設です。 

׀  ̮  ὑᴣ 
  ʴẔӢ′ 2 50 
ɫɶȺɱɲȡɧǶȅ  ʴẔӢӳ ὕ 461- 2 50 
ǉǒǋǵ  ʴẔӢ ˝ 284 50 
ɒȠɛɶɆӧᾎ  ʴẔӢᵂᾶ 6- 4 82 
ⱩВ  ʴẔӢ ὕ 2407-1 90 
ʿᵗ ῇ  ʴẔӢ ʿᵗ 152- 2 50 
ӧ ʝΟ  ʴẔӢ ӧ 3- 10-20 80 
 ῇ  ′Ӣ Ῥ 149- 1 100 
ʝ Ο  ′ӢẎ 1492-2 100 

   ᴜ ′Ӣ₫█ 3- 2362-2 50 
ǵ  ′Ӣ ˝ 277- 5 50 

ȍǍȍǍ  ′Ӣ 10 80 
 ֙   Ӣῇ 162- 1 110 
ȻɪȢɤӧ Ӕ Ӣ ԍ 250 50 
ȻɪȢɤӧ ӔɤɉɁɆ Ӣ ԍ 250 30 
ǚǹǫǟ  ᴜ Ӣ ְ 380- 2 90 

ɕɧȽɈȷ Ӣᶸ 1283-12 50 
ᴇ   ᴜ ӢӧḜְӳ4- 13-1 50 

 ᴇ  ᴜ Ӣẉ 1468 100 
əɶɞ Ӣ 2593-2 90 

   ᴜ Ӣ ן 736- 1 80 
ȳɱɧȢȸɑɧ ӢẎὟ 2107 80 

 ɹ   ᴜ Ӣʴ 2148-6 50 
ȹȢɭ  Ӣ 792- 1 50 
ǨǷ  Ӣ̯ᴇ 322- 88 50 
Ͻ  ᴜ אל ӢẎⅎ 252- 4 80 
ǋǡȆ  Ӣʴ 1044-55 50 
ǵ  ᴜ ӢẎὟ 1621 80 
ᾛΈ ǋǡȆ  ӢᾛΈ 1325-1 50 
ǯǔȖ  ᴜ Ӣ₳′ 1731 80 
ӧ ᾎ  ӢẎ 1200-73 65 

 ᴇ  ᴜ Ӣ 1084 155 
   ᴜ Ӣ 1790-1 50 
ǘȋǔ  ᴜ Ӣ ֝ 75-1 70 
ɓɫɶɧɤɶɭ Ӣ 1083-25 80 
ɫȢɢɩӧ Ȯɨɶɱəɶɞ ӢǉǠȆǓʭ 2- 21-1 80 
ȆǶȅ  Ӣ 3- 3- 12 50 
ȹȢɭ  Ӣ 2- 21-2 100 
ǞȎǍǟȌ  Ӣ⃰ 2- 12-2 80 

 

 

 

׀  ̮  ὑᴣ 
ᴇ   ᴜ ӢӧḜְӳ4- 13-1 80 

 ᴇ  ᴜ Ӣ 792- 1 50 
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 ■ 軽費老人ホームＡ型 

60 歳以上（夫婦で入居の場合は、一方が60 歳未満でも可）の健康な方で、家庭環境や住宅事等により、

居宅において家族と生活することが困難な方のための施設です。 

 ■ 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

60 歳以上（夫婦で入居の場合は、一方が60 歳未満でも可）で、身体機能の低下等が認められ、または独

立して生活するには不安が認められる方で、家族の援助を受けることが困難な場合に入居できる施設です。 

 ■ 生活支援ハウス 

独立して生活することに不安のある高齢者の方に、介護、交流の場などを総合的に提供することにより、

高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援する施設です。 

׀  ̮  ὑᴣ 
ɍȤȷ֘  ӢẎ 1200-69   10 
ɍȤȷǶǫȐǫ  ʴẔӢ 338- 1   10 
ɍȤȷǒȐǦǨ ′Ӣ₫█ 5- 225   10 
ɍȤȷȹȢɭ  Ӣ 2- 21-2   6 

 ■ 介護老人保健施設 

要介護認定により、要介護1～5 と認定された方に対し、施設サービス計画にもとづいて、看護、医学的

管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設です。 

׀  ̮  ὑᴣ 
ǍȐȐ ʴẔӢӧ ᾌ 188 108  
ӧ ̂ι˺ ˲ͪβ  ʴẔӢ˴ ׀ 682 100  
ǵאל  ʴẔӢӳ ὕ 590- 1 84  
ǵᶸɵǶȅǵ ʴẔӢ 423- 1 100  
ῇ  ′Ӣ Ῥ 149- 1 81  
ῇ̝ȯȠȹɱȽɶ ′Ӣẏ 1483-4 100  
ȅǖǶȑǵ  ′Ӣ₫█ 5- 405- 2 61  
ȂǍȍǍ  ′Ӣ 671- 3 100  
ȍǍǉǋ  ′Ӣ ˝ 1132-1 100  
ȂǍȍǍǵ  ′Ӣ 1105 80  
ȠɶɎɱȯȠȹɱȽɶ Ӣῇ 168- 8 100  
Ȇǰȑǵὤ Ӣẏְ4- 1- 16 100  
ȾɱɅȡɧȢȨɱ Ӣῇ 174 100  

 ᴜ Ӣқ ѫ 1803-1 120  

׀  ̮  ὑᴣ 
ȵɡɱɄῇ  Ӣῇ 176- 3 50 
ǶǫȐǫǵ  Ӣᾛ ἧ 4- 6 50 
ȂȚǧǖȐǽ Ӣ 401- 16 100 

׀  ̮  ὑᴣ 
 ʴẔӢ′ 2 20 

ǶǫȐǫ  ʴẔӢ 338- 1 50 
ǒǽ  ᴜ ʴẔӢ ˝ 33-1 50 
ῇ  ′Ӣ Ῥ 149- 1 20 

 ᴜ ′Ӣ₫█ 3- 2362-2 20 
ɠɱɄȭɫɶɋ Ӣῇ 173- 2 50 
Ͻאל  ᴜ ӢẎⅎ 252- 4 15 
ǋǡȆ  Ӣʴ 1044-55 30 

 ᴜ Ӣ 2- 13-1 150 
ȳɉɶ  Ӣ ᾌῇ 2- 6 50 
ӧᾎ  ӢẎ 1200-73 15 

 ᴜ Ӣ 1791 50 
Ȯɨɶɱɤɶɭ Ӣ 1060-108 50 
ǘȋǔ  ᴜ Ӣ ֝ 75-1 30 
ɲȡɧ  Ӣ 2- 21-2 50 
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׀  ̮  ὑᴣ 
ǶǫȐǫɨɍɑɨȹɱȽɶ Ӣᾛ ἧ 3- 132 80  
ȯȠȹɱȽɶ Ӣ 2121 80  

ǋǡȆ ɨɍɑɨȯȠȹɱȽɶ Ӣ 964- 49 80  
ȱɝɣɉɄȡⅎḹǍǗǋǠ  ᴜ Ӣ 1784-2 80  
ᴇ  Ӣ 1084 100  
ȯȠȹɱȽɶǘȋǔ  ᴜ Ӣ ֝ 81-1 100  
ǑȍȆǵ ӢẎ 364- 1 100  
ǵᶸɵ Ӣ Ӣ 2381-2 78  
ǵᶸɵ  Ӣ⃰ 1- 38-5 120  

 ■ 有料老人ホーム 

概ね60 歳以上の高齢者で、所得が比較的高い人を対象とし、食事の提供、介護の提供、洗濯・掃除等の

家事、健康管理などの日常生活を送るうえで必要なサービスを提供する居住施設です。 
׀  ̮  ὑᴣ 

ᶸȳɱɄɶɩӧ  ʴẔӢ˴ ׀ 682- 70 129  
ᶸɫȢɢɩɲȡɧ ̸  ְ ʴẔӢ ̸ 941- 22 21  
ᶸɈɶȵɱȮɲȡɧ  ʴẔӢ 41-1 53  

Ƞɝɶɤ  ʴẔӢ 5- 22-37 47  
ȷɜȢɨɱȮəɶɞɟɅȡȷӧ  ʴẔӢ 234- 3 88  
ȹɱȿɣɨɶȵɄȡ ӧ  ʴẔӢ 2- 21-16 60  
ȮɁɇȽȢɞɨɑɱȮӧ ȆǱǯ Ὶ  ʴẔӢʴẔ 1- 18-28 165  
ȮɁɇȽȢɞɨɑɱȮӧ ȆǱǯ Ѽ  ʴẔӢʴẔ 1- 15-8 183  
ɟɅȡȩɩəɶɞɚɱȹȶɣɶɩӧ  ʴẔӢ ӧ 2- 8- 7 80  
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧ ʴẔ ʴẔӢ 2- 25-13 50  
ɍɶɆɒȠ  ʴẔӢ 26-3 25  
ɍȢȠɁɆɪȶɅɱȷἳ ǵ ǨǷ ʴẔӢ 1212-31 45  
ȢɨɶȺӧ ὧ ʴẔӢ ὧ2- 16-22 19  
ɐɣɶɜɱɧȢɓȯȠӧ Кǵ  ʴẔӢ К1- 7- 6 60  
ɗȷɆɧȢɓӧ ȆǱǯ ʴẔӢʴẔ 1- 25-20 108  
ȹɱɆȯȠɲȡɪɁȶ  ʴẔӢ 2- 5- 3 30  
ǉȚǞȚǒȚ ʴẔӢ ḹӳ1- 15-31 54  
əɶɞ ʴẔӢ 3- 14-10 49  

ȦȭȹɩȵȨɶɩӧ  ʴẔӢ 10-11  67  
ǉǡȆ  ɧɵɄɧȷ Ḝ            ʴẔӢ Ḝ1- 1- 1 30  
ȠɶɆɐɩȸ  ʴẔӢὟῴ2- 1- 32 107  
ȠɑȽȵȨɱˬ ӧ ʴẔ ʴẔӢ 2- 2 115  
ɪȷɆɲȡɧӧ  ʴẔӢ 6- 3- 5 61  
ǹȅȖȑəɶɞ ʴẔӢ ὕ 1419-5 5  
ǜȖȋǒȍǍ ǵ  ʴẔӢ′ 254- 1 80  
ǜǖȐɫȢɢɩəɶɞӧ ⅎ ʴẔӢ ⅎ3- 9- 1 40  
ɨȠɱɪɶɲ ṷ  ʴẔӢ˹˝1- 17-16 23  
ɨȠɱɪɶɲ ╜  ʴẔӢ 3- 23-78 31  
ȵɉȠ К̝ ǞǵȅǖǶȑ  ′Ӣ₫█ 5- 370- 4 110  
Ƞɝɶɤ ɴʭ ′Ӣ ȯʭ2- 5- 2 60  
Ƶ  ′Ӣӧ 177- 28 83  
ȳɉɶɧȢɓ₫█ ′Ӣ₫█ 3- 3- 12 86  
ɗȷɆɧȢɓ₫█ ′Ӣ₫█ 2- 15-22 56  
ɍɶɆɓɩɵɉɣɶ₫█ ′Ӣ ᶸ3- 5- 6 48  
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ ′ ′Ӣ 662- 442 65  
MIZUHOVILLAGEKEMIGAWA ′Ӣ ′ 5- 2240-4 37  
₫█ȋȖȐǕ  ′Ӣ₫█ 1- 14-20 54  
ɚɱȹȶɣɶɩ ′ ′Ӣ ᶸ3- 4- 6 55  
ɩɵɪɶɲ ′ ′Ӣ 1131-2 66  
ɍɶɆɓɩ₫█ ′Ӣ ᶸ3- 5- 7 106  
ȮɩɶɕɨɑɱȮȋǛ ′Ӣ₫█ 1- 5026-2 14  
Σ ₫█ ′Ӣ₫█ 2- 15-8 55  

ȦȭȹɩȵȨɶɩЎӧ̈  ְ ′Ӣẏ 1482-9 76  
ȠȸɍȢɞӧ ₫█ ′Ӣ₫█ 3- 879 61  
ǜǖȐǵ  ₫█ ′Ӣ₫█ 5- 417- 292 50  
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׀  ̮  ὑᴣ 
ɔɫɁȳɞɑɪɁȶ₫█ ′Ӣ₫█ 5- 417- 73 60  
ᶸɫȢɢɩɲȡɧ  Ӣᶸ 146 37  

ɍɶɆɓɩ  Ӣ ְ3- 2- 41 44  
ɨȷɘȭɆ  Ӣ 5- 15-7 33  
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ ǵ  ᴜ Ӣᶸ 817 45  
ȳɉɶɧȢɓ ӧ  Ӣ 1- 3- 4 78  
ɧɵɈȵȩǚǽǘ Ӣᾛ 261- 10 63  
Ƞɝȩɲȡɧ  ӢὟ 2153-2 95  
ȠɶɎɱɨɑɱȮ  Ӣῇ 327- 1 103  
ȠȵȷɄɁɇɨɑɱȮ  Ӣᶸ 1017-11 72  
ɗȷɆɧȢɓ  Ӣ ′ 381- 1 59  
ȳɉɶɧȢɓ  Ӣῇ 142- 1 127  
ɕɧȿɈɵȵɉȠɍȤȷǋǱǙ Ӣῇ 103- 4 26  
ǚǚǨ  Ӣ ְ2- 4- 1 66  
ȳɱȷɜȢɩ  Ӣᾛʴְ 275- 1 38  
ȢɨɶȺ  Ӣ 3- 8- 12 55  
ȨȠȼ  ӢᾛΈ 1763-13 70  
Ƞɝɶɤ  Ӣ Ӕ2- 14-1 51  
ɧɵɈȵȩ ǦǒǞǱ Ӣ ᾌῇ 770- 8 64  
ɪȷɆɲȡɧȆǫȖ  ְ ӢȆǫȖְ2- 34-15 70  
ᾎ Ӣʴ 801 8  
ǵʭ ӢᾛΈ 1763-12 150  

ɗȷɆɧȢɓ  Ӣ 5- 471- 1 78 
ȭɧɶȿɵɟɅȡɶɈӧ ᾌῇ Ӣ ᾌῇ 790- 1 70 
ȳɉɶɧȢɓǑȍȆ  ӢǑȍȆ 2- 17-1 78  
֝ȯȠȱɝɣɉɄȡǤȏ  ӢǑȍȆ 3- 26-3 42  
ɧɵɈȵȩ ǉǠȆǓʭ ӢǉǠȆǓʭ8- 37-10 45  
ꜘ ὤ  ɍɶɠɉɶɧȢɓǉǠȆǓʭ ӢǉǠȆǓʭ8- 1- 6 50  
ǉǠȆǓʭȮɨɶɱɐɩȸ ӢǉǠȆǓʭ7- 2- 3 71  
ȠɑȽȵȨɱӧ  Ӣ 2- 12 205  
ǹȅȖȑǵ  ӢǉǠȆǓʭ2- 27-1 34  
Ǡǡǵ  ӢǉǠȆǓʭ2- 35-19 17  
ȂǪǯǶǈǯɵӧ ǑǑǦǒǵ  ӢẎ 40-3 61  
ǠȆȓ Ӣ 590 14  
ǜǖȐǵ  ǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ6- 50-10 76  
ǹȅȖȑəɶɞ2ֵↄ Ӣ 2- 27-58 8  
ȢɨɶȺ  Ӣ 2- 23-2 53  
ɍɶɆȯȠɧȢɓ  Ӣ 2- 21-1167 47  
ǶȒ ˲əɶɞ Ӣ 2- 24-15 33  
ɝɠȴǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ5- 3- 6 29  
ǹȅȖȑǵ  ᶽ Ḝ  Ӣᶽ 826 45  
əɶɞȷɄɶȵɥɱȐǋǼ Ὶ Ӣ 1- 1- 13 78  
ȦȭȹɩȵȨɶɩ Ὶ Ӣ 1- 12-14 80  

 ■ あんしんケアセンター 

地域で暮らす高齢者のみなさんを、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から総合的に支えるための

身近な相談窓口です。 

׀  ̮  
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ ӧ  ʴẔӢ ӧ 3- 10-20 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶʴẔ ʴẔӢ 7- 5 їɑɩ1 BὙ 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶӧ ᾌ ʴẔӢӧ ᾌ 188 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ ȯʭ ʴẔӢ ʿᵗ 1162-71 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ  ʴẔӢӳ 2- 10-1 7ɑɩ2B 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶǚǭǶǞ  ְ ′ӢǚǭǶǞְ5- 1- 16 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ ′ ′Ӣ Ῥ 149- 1 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ  ᴜ ′Ӣ ᶸ2- 8- 24 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ₫█ ′Ӣ₫█ 5- 405- 2 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶῇ  Ӣῇ 162- 1 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶẏ  ְ Ӣẏְ4- 1- 16 
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׀  ̮  
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶᾛʴ  ְ Ӣ ′3- 1- 1 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ  Ӣ 3- 6- 28 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶȆǫȖ  ְ ӢȆǫȖְ3- 9- 10 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ  Ӣ ṇ2- 21-19 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶӧḜ  ְ ӢӧḜְӳ1- 3- 2- 101 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶẎὟ  ְ ӢẎὟְ2- 1- 2- 102 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ  ֝ ӢǑȍȆ 3- 16-1 ȍȆ Ȓ ֝ȵɥɁɒɱȮȹɱȽɶ5  
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ  Ӣ 1084-88 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶᶽ  ӢǉǠȆǓʭ1- 20-1 ɎɶȸɠɶɩC 1  
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ  Ӣ 3- 13-4 ȤȢɱȮ3  
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ  Ӣ 2- 21-2 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ  Ӣ 3- 3- 12 
ӧ ⁸ǉȚǞȚȯȠȹɱȽɶ⃰  Ӣ⃰ 2- 7- 6 

■ 地域密着型サービス事業所 

認知症高齢者や一人暮らし高齢者などが、身近な地域での生活が継続できるようにするため、きめ細かく

配慮されたサービスを提供する事業所です。 

׀   ̮  ὑᴣ 
ᾍꜘḌ ˺
ᾍꜘḌɅȢȳɶ

ɑȷ) 

ǉǒǋǵ ǋǔǋǔɅȢɧɱɇ ʴẔӢ ˝ 284 12 
ⱩВ ᾍꜘḌ ˺ ˗  ʴẔӢ ὕ 2407- 1 10 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǒȐǦǨ ′Ӣ₫█ 5- 225 9 
ȵɡɫɶɞ  Ӣ 5- 15-1 12 
ǹǧȅȑǵὤɅȢȳɶɑȷ Ӣ ᾌῇ 1067-1 12 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǜȐǞǱ Ӣ 2593- 2 12 
ᴇᶸɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ 1084 12 
ǞȎǍǟȌ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ⃰ 2- 12-1 12 
ѩ ˲əɶɞȆǶȅ  Ӣ 3- 3- 12 12 

ᾛ ẉ Ḍᾱὁ˺  ᾛ ẉ ȷɄɶȵɥɱӧ ʴẔ ʴẔӢ 14-5 18 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ǹǱǦȃǪǚ ʴẔӢ 2- 16-15 25 
ᾛ ẉ Ḍᾱὁ˺ Ƽ ȉȓ ǵ ƽ ʴẔӢ 100- 1 25 
ǦǑȋǒ ′Ӣ 899- 1 18 
ǍȈǵ  ′Ӣ₫█ 3- 2273 25 
ȳɛȷɄ₫█  ′Ӣ₫█ 2- 16-16 18 
ᾛ ẉ ᶸ  Ӣᶸ 815- 1 20 
ǢȐǺӧ  ӢὟ 2125-7 25 
ɅȢəɶɞǑȉǯǵ Ᵽ  ְ ӢⱣ ְ3- 2 25 
ɝɠȴǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ5- 3- 6 24 
ǞȎǍǟȌᾛ ẉ Ḍᾱὁ˺ ˗  Ӣ⃰ 2- 12-1 25 

ᾍꜘḌВֿ ˺
˗
Ȯɩɶɕəɶɞ) 

ȮɩɶɕəɶɞɵɕɧȿɈ ǵ  ʴẔӢ 1283 16 
ȮɩɶɕəɶɞǔȐȐ  ʴẔӢ 1212-4 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ȐǞǵ ǜǖȐ  ʴẔӢ 1078-3 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ǦǵǞǋὤ ӧ ʴẔ ʴẔӢ К2- 15-7 18 
ȮɩɶɕəɶɞɒȠɛɶɆӧᾎ  ʴẔӢᵂᾶ 6- 4 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ  ʴẔӢ 4- 4- 6 18 
ɪɑɶȮɩɶɕəɶɞ  ʴẔӢ╓ẏ3- 17-2 18 
ȠɁɆəɶɞȯȠ˴ ˴ʴẔӢ ׀ ׀ 507- 4 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ǒǽ  ᴜ ʴẔӢ ˝ 33-1 14 
ȹɱɆȯȠəɶɞӧ ʴẔ ʴẔӢὟῴ2- 8- 13 18 
ȠɁɆɵəɶɞȯȠӧ ʴẔ ʴẔӢ ʿᵗ 155- 5 9 
Ẏ ְȯȠȹɱȽɶǤȏ  ʴẔӢẎ 250- 1 18 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ  ʴẔӢ ǵ 12- 12 18 
ȮɩɶɕəɶɞɍɶɠɉɶǤǓ ʴẔӢ 4- 22-11 9 
ȹɱɆȯȠəɶɞ  ʴẔӢ 2- 5- 3 18 
ȹɱɆȯȠəɶɞ  ʴẔӢ 1178- 1 18 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧ  ʴẔӢ 799- 1 18 
Ȯɩɶɕəɶɞӧ ὲ′ǵὤ ʴẔӢὲ′ 1- 249- 2 18 
ȮɩɶɕəɶɞǜǖȐ ʴẔӢӳ 2- 11-5 17 
ɂȭȢ Ȯɩɶɕəɶɞ ʴẔӢӳ 3- 3- 15 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ӧ ⅎǵὤ ʴẔӢ ⅎ4- 23-3 18 
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׀   ̮  ὑᴣ 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ ӧ  ʴẔӢ 2- 25-17 18 
ӣ ˲ ᶧᾛ ̝Ȯɩɶɕəɶɞ  ′Ӣ 1123-4 18 
ȮɩɶɕəɶɞǉȚǞȚ  ′Ӣ 893- 1 18 
Ȯɩɶɕəɶɞȏǜȓ ′Ӣὂ 123- 13 18 
ȮɩɶɕəɶɞǶǱȆǵὤ ′ӢẎ 1386 18 
ȮɩɶɕəɶɞȈǗȆǵʭĬ ′Ӣʢ 178- 25 18 
ǵ  ′Ӣӧ 111- 1 18 

Ȯɩɶɕəɶɞȍǒȑǵ  ′Ӣӧ 380- 6 9 
ȮɩɶɕəɶɞǨǗǜǵὤ ′Ӣӧ 150- 1 18 
ȂǪǯǶǈǯɵ ǯ⃰Ǣὤ  ′Ӣӧ 154- 5 18 
ȮɩɶɕəɶɞɵȍǍȍǍ ′Ӣ 12- 3 18 
Ȯɩɶɕəɶɞǹǒȑӧ ′ ′Ӣ 1621-1 18 

ӧ ǜǫǔǓʭ ′Ӣ 73 18 
ȯȠȹɱȽɶǤȏ  ′Ӣ 1334- 1 18 

ȮɩɶɕəɶɞǔȐȐ ɴʭ ′Ӣ ɴʭ3- 9- 33 18 
ȮɩɶɕəɶɞǦȚȄȄ ′Ӣ ɴʭ3- 2- 61 18 
Ȯɩɶɕəɶɞǫǰǋ ԍὤƽ ′Ӣ 1- 824 18 
ȠȢɋɁɆ₫█əɶɞ ′Ӣ₫█ 1-5027 ₫█2ɵ3  18 
ȮɩɶɕəɶɞǹȅȖȑ ′Ӣ₫█ 5- 225 14 
ȮɩɶɕəɶɞǒǞȖǋ ′Ӣ ˝ 1132-1 18 
ȮɩɶɕəɶɞȍǍ₁  ′Ӣẏ 1366 18 
ȮɩɶɕəɶɞȠɨȷ ′Ӣẏ 688- 1 9 
Ȯɩɶɕəɶɞɨɔ ′ ′Ӣ ′3- 29-201 18 
ȮɩɶɕəɶɞȪɶɅɱȱɶɆ Ῥ ′Ӣ Ῥ 481- 8 9 
ȮɩɶɕəɶɞȳɫɱɇȮɨɶɱ ԍ Ӣ ԍ 161- 1 18 
ȮɩɶɕəɶɞǹǚǍǢȚ Ӣ ְ 632- 40 18 
ǋǱǙȯȠȹɱȽɶǤȏ  Ӣ ′3- 6- 12 27 
ȮɩɶɕəɶɞѧẌ Ӣ 2- 12- 14 9 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ  Ӣ 5- 230- 1 27 
ǵὤȮɩɶɕəɶɞӧ  ְ Ӣ ְ2- 2- 1 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ Ӣᶸ 153- 1 18 

ȮɩɶɕəɶɞȪɶɅɱȱɶɆ ᶸ  Ӣᶸ 815- 1 18 
ȮɩɶɕəɶɞὟ  ӢὟ 1092-2 18 
ǢȐǺӧ  ӢὟ 2125-7 18 
ȮɩɶɕəɶɞɌɶɜɧȢⱲǵ  ӢӧḜְӔ1- 29-7 9 
ǹȏȑǵ  ӢᾛΈ 875- 9 18 
ǵὤȮɩɶɕəɶɞӧ ᾛΈ ӢᾛΈ 1802- 15 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ȉȓ  ӢẎὟ 3099- 1 9 
ǉȚǞȚȯȠəɶɞ  ӢẎὟ 3094- 2 18 
ȵɡɫɶɞ Ȯɩɶɕəɶɞ ǵὤ Ӣ 2170- 8 18 
ǨǷ ȮɩɶɕəɶɞǤȏ  Ӣ 531- 642 18 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ  Ӣ 4- 10-18 18 
ȠɁɆəɶɞȯȠ  Ӣ 4- 19-32 18 
ȮɩɶɕəɶɞȆǫȖְ ɪȶɅɱȷ ӢȆǫȖְ1- 1- 4 18 
Ȯɩɶɕəɶɞǹǧȅȑǵὤ Ӣ ᾌῇ 1067-9 25 
ȮɩɶɕəɶɞȖǒǷǵὤ Ӣ ᾌῇ 399- 1 18 
ȮɩɶɕəɶɞǫǰǋƼ ἧὤƽ Ӣ 563- 5 18 
ȮɩɶɕəɶɞὟ  Ӣʴ 1041- 1 18 
ȮɩɶɕəɶɞȍȒǋǵ  Ӣʴ 2348- 1 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ◓  Ӣʴ 1872 18 
Ȯɩɶɕəɶɞʴ  Ӣʴ 66-5 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ǵ  Ӣʴ 727- 1 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ǵ  Ӣ ן 738- 2 18 
ȮɩɶɕəɶɞǜǖȐȚȃ Ӣ ן 1793- 355 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ̯ᴇǵ  Ӣ̯ᴇ 322- 88 18 
ȮɩɶɕəɶɞɌɶɜɧȢⱲǵ Ᵽ  Ӣʤ 1263- 56 18 
ȮɩɶɕəɶɞǑȉǯǵ Ᵽ  ְ ӢⱣ ְ3- 2 18 
ȮɩɶɕəɶɞǒǏǮ Ӣ 1084-2 18 
ȮɩɶɕəɶɞẌ ǵ  ᴜ Ӣ 2- 29-6 9 
ȮɩɶɕəɶɞȆǰȑǵὤ Ӣ 2- 11-105 18 
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Ȯɩɶɕəɶɞ ǵ  Ӣ 1- 794- 17 18 
Ȯɩɶɕəɶɞǵǰǒ Ӣ 1- 111- 1 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ȐǞǵ  ӢẎ 4- 141 18 
ȮɩɶɕəɶɞǫǰǋƼ ὤƽ Ӣ ῴ׀ 671- 3 18 
ɪɑɶȮɩɶɕəɶɞǑȍȆ  ӢǑȍȆ ӳ6- 48-2 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ȐǞǵ ǶǱȆǡǔ  Ӣ 822- 63 18 
ȮɩɶɕəɶɞǉǜǕȑ ӢẎ 1200- 69 18 
ȮɩɶɕəɶɞȻɧȷɆᶽ  Ӣᶽ 446- 6 18 
Ȯɩɶɕəɶɞ ǒǙ Ӣᶽ 1500-1 18 
ȠɁɆɵəɶɞȯȠǉǠȆǓʭ ӢǉǠȆǓʭ9- 55-5 18 
ȮɩɶɕəɶɞǔǔȎǍ  ӢǉǠȆǓʭ8- 6- 1 18 
ǢȐǺ  Ӣ 4- 2- 8 18 
ȹȢɭ Ȯɩɶɕəɶɞ Ӣ 2- 21-2 18 

᷂ḢὭ Ḍ˺ ˲
᷂ḢὭ Ḍ ѩ
˲əɶɞ) 

ȪɶɅɱ ′Ӣ 899- 1 29 

ǔǜȐǕ  ′Ӣ₫█ 3- 2273 29 

᷂ḢὭ Ḍ ὑ Њᾱ
˺  

ȠɁɆəɶɞȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ˴ ׀ 721- 13 27 
ɝɠȴǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ5- 3- 6 29  

ὑ ‴ᶥɵ ᾍꜘḌ
ᵂ˺  

ȋǜǞǋ ӧ ὑ ‴ᶥɵ ᾍꜘ
Ḍ ᵂ˺ ˗  

ʴẔӢ 4- 22 202 Ě 

ǒǦǖȑ  Ӣ 4-8-18 101ֵὙ Ě 
ֻḌȳɶɑȷ ǹǱǕǖȯȠȹɱȽɶ ′Ӣ ְ5- 12 24 

ǚǚȔǵ  Ӣ֦⁸ḹ 474- 337 25 

 ■ 通所介護（デイサービス） 

通所介護の施設（デイサービスセンターなど）に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、

生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。 

׀  ̮  
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ  ʴẔӢ′ 2  ᷂
ӧ ⁸ʴẔǋǔǋǔɕɧȴ ʴẔӢ ȯʭ 257- 1 
ɅȢȳɶɑȷǉǑǥȐ ʴẔӢ 2- 4- 10 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶȅǵ ʴẔӢ 1226 
ɫɶȺɱɲȡɧǶȅ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ʴẔӢӳ ὕ 461 2 
ὕȯȠȹɱȽɶǤȏ  ʴẔӢ ὕ 1967-8 
ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ˹˝1- 16-6 
ɅȢȳɶɑȷǳǖȉȑǵὤ ʴẔӢ К2- 15-13 
ɅȢȳɶɑȷ  ʴẔӢ 211- 1 
ɅȢǶǫȐǫ  ʴẔӢ 338- 1 
ɅȢȳɶɑȷ ˘  ʴẔӢ′ 7- 1 
ǉǒǋǵ ǋǔǋǔɅȢɧɱɇ ʴẔӢ ˝ 284 
ӣ ˲ ᶧ ᾎ̝ɅȢȳɶɑȷǹȅȖȑ ʴẔӢ˹˝2- 7- 9 
ɅȢȳɶɑȷǼȓǉǋǵ  ʴẔӢ 206- 3 
ǒǽᶸɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ʴẔӢ ˝ 33-1 
ɪɑɶɵȯȠ ╛̝ ɅȢȳɶɑȷƼ ƽ ʴẔӢ╓ẏ3- 17-2 
ȵɩɲȟɶɋɁɆȮɩɶɕɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶȋǶǕ ʴẔӢ ̸ 409- 12 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶɒȠɛɶɆӧᾎ  ʴẔӢᵂᾶ 6- 4 
ɅȢȳɶɑȷ Σ ӧ ʴẔ ʴẔӢὟῴ2- 8- 5 
ȢɨɶȺӧ ὧɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ʴẔӢ ὧ2- 16-22 
ⱩВ ˺ ˗  ʴẔӢ ὕ 2407-1 
ȹɱɆȯȠǨǷ ʴẔӢ 2- 5- 3 
ǉǡȆ ǑȍȆ ʴẔӢ ὕ 1850-7 
ȶɡɏɱȯȠӧ  ʴẔӢ 1198-5 
ɅȢȳɶɑȷɑȡȩȢɱɇ˴ ˴ↄ ʴẔӢ׀ ׀ 613- 9 
ȋǠȐǕὤ˹˝˭╜ ʴẔӢ˹˝1- 17-4-2F 
ɅȢȳɶɑȷ Σ  ʴẔӢ 1- 54-23 

ɅȢȳɶɑȷ  ˭ ʴẔӢ 6- 2- 11 
ɐɣɶɜɱɧȢɓȯȠӧ Кǵ  ʴẔӢ К1- 7- 6 
ȱɝɣɉȯȠ ǞǵɅȢȳɶɑȷӧ ʴẔ ʴẔӢ 1- 19-11 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ӧ ʝΟ  ʴẔӢ ӧ 3- 10-20 
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ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶȆǵȑ ʴẔӢ 1- 26-4 
ᶥⱥ β∆Ṕ ȑǶȒɶȇ ʴẔӢ 2- 3- 19-101 
ɅȢȳɶɑȷ ȍǯȔǕ  ˭ ʴẔӢ 3- 9- 21 
ȯȠ ʴẔӢʴẔ1- 8- 7 

ɅȢȳɶɑȷȭɧȷ Ḝ ʴẔӢ Ḝ3- 2- 40 
ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷ ȯʭↄ ʴẔӢ ȯʭ 264- 1 
ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷǋǔǋǔ  ʴẔӢ 2- 15-1ɪȶɅɱȷ 1  
ǹǷȑɅȢȳɶɑȷӧ ʴẔ ʴẔӢ 2- 20-17ȪɶɅɱɄɧȷӧ ʴẔ2F 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ǒȑ ʴẔӢ 3- 25-18 

ȽȩȳɅȢɩɶɞ ǵ  ʴẔӢ 1273-3 
˺ ˔ ᾐ ɨɍ ɧȢȸ ʴẔӢ ӧ 3- 10-20 4  
ɅȢΣ ǔȐ  ʴẔӢ 711- 3 
ǜǖȐǉȒȯȠ  ʴẔӢ˹˝3- 3- 1 

ɅȢȳɶɑȷ͂ᴇ  ˭ ʴẔӢ 1025-12 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǜȚǒǖ ʴẔӢ ὕ 2149-3 
ӣ ˲ ᶧ ̝ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶϽ ʴẔӢ 2- 7- 13 
ɪɁɂΣ ӧ ʴẔ ʴẔӢ 2- 13-1 ɏɶȭȠɗɉɣɶ101ֵὙ 
ǧȚȐȚǵὤ ӧ  ʴẔӢ ӧ 2- 5- 13 
ɅȢȳɶɑȷ ӧ  ʴẔӢ ӧ 3- 2- 7 

ӧ  ʴẔӢ 2- 9- 1 ɗɩɟȼɱ 103 
ʤǵ˺  ʴẔӢ 3- 23-78 
ɫɶȺɱəɶɞ˴ ˴ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ʴẔӢ׀ ׀ 547- 9 
ǧȚȐȚǵὤ˴ ˴ʴẔӢ ׀ ׀ 371 
ɪɁɂΣ ǨǷ ʴẔӢ 4- 13-1 
ɨɍɑɨ ӓḌɅȢȳɶɑȷǏǲǞǉӧ ↄ ʴẔӢ╓ẏ3- 14-2 

ӧ  ʴẔӢ 1- 17-15 ȠɋɁȭȷ 101ֵὙ 
COCOYORIɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ  ʴẔӢ 4- 5- 6 
COCOYORIɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ӧ  ʴẔӢ ӧ 3- 2- 21 

ɂȭȢӧ ȆǱǯ  ʴẔӢ 25-36 
ǧȚȐȚǵὤ  ʴẔӢ 1- 13 
ɅȢȳɶɑȷȆȚǱǵὤ  ʴẔӢ ὕ 1572-2 
ῇ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ′Ӣ Ῥ 149- 1 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶʝΟ  ′ӢẎ 1492-2 
ӧ ⁸ ′ǋǔǋǔɕɧȴ ′Ӣʢ 750 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ əɶɞ ′Ӣ₫█ 3 4 22 
ɢɁȭȷɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ′ ′Ӣ 1425 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ  ᴜ ′Ӣ₫█ 3 2362 2 
ɢɁȭȷɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ′ ′Ӣ ˝1- 4- 1 
ǉǜǹɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ′ӢὟ ְ2- 2- 12 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ǵ  ′Ӣ ˝ 277- 5 
ǉǑǥȐǵ ′ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ′Ӣ 467- 5 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǒȐǦǨ ′Ӣ₫█ 5- 225 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 28-15 
ȯȠȹɱȽɶǫǰǋ  ′Ӣ 1- 824 
ɝɉɅȢɩɶɞɵɏɩ ′Ӣ̸ ְ6- 16-5-101 
ǋǞǋǜȚὤ ′Ӣ ˝4- 26-4 
‖ ˺ ˗  ′Ӣ̸ ְ6- 6- 21 
ȓȚǙǵὤ ′Ӣ ᶸ 1574-18 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶȍǒȑǵ  ′Ӣӧ 380- 6 
ȠȢɋɁɆ₫█ɅȢȳɶɑȷ ′Ӣ₫█ 1- 5027ȠȢɋɁɆ₫█ɑɩ1  
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶȑȚȑȚ ′Ӣὂ 1735 
ȦȽɶɈɩɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ₫█ ′Ӣ₫█ 5- 417- 222- 120 
ɅȢȳɶɑȷɏɶȭ ′Ӣ₫█ 6- 20-24 
ǼǖǞ β∆ ḹ ′ӢẎ 1260-7 
ɅȢȳɶɑȷɵϷ ⇔ǚǭǶǞↄ ′Ӣ ְ17-5 
ɅȢȳɶɑȷ ᶸ  ′Ӣ ᶸ 2435-45 

ɅȢȳɶɑȷӧ Ӕ  ˭ ′Ӣӧ 196- 36 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǼǖǼǖǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ1- 44-24 
₫█ ˺ ˔ ȹɱȽɶ ′Ӣ₫█ 3- 7- 20 ῇʿ103  ֵ
ɏɶȭ₫█  ′Ӣ₫█ 6- 20-25 
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ɅȢȳɶɑȷᾛǜǱὤ ′Ӣ 909- 27 

ɅȢȳɶɑȷ ᶸ  ˭ ′Ӣ ᶸ2- 9- 10 
ǜǫǔǓʭ˺ ˔ ȹɱȽɶ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 1- 1- 114 
ǋǱǢǱɅȢȳɶɑȷǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 9- 3 
ȯȠȹɱȽɶǤȏ  ′Ӣ 1334-1 

ȆǠǡǵ ɅȢɩɶɞ ′Ӣ ȯʭ1- 21-13 
ɲȥɩɅɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ′Ӣӧ 205- 13 
ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷ ′ↄ ′Ӣӧ 236- 26 
ɅȢȳɶɑȷɵϷ ⇔ӧ Ӕↄ ′ӢǚǭǶǞְ4- 7- 2 

ɅȢȳɶɑȷǚǭǶǞ  ְ ′ӢǚǭǶǞְ1- 18-8 
ɅȢȳɶɑȷɵǦȚȄȄ ′Ӣ ȯʭ3- 2- 61 
ɆɶȽɩɨɍȹɱȽɶ₫█  ′Ӣ₫█ 3- 5-1 ᵎɑɩ1  
ɅȢȳɶɑȷɵϷ ⇔ӧ ↄ ′Ӣӧ 356- 52 
ȍǍȍǍ ὑ ˺  ′Ӣ 10 

ɅȢȳɶɑȷ₫█ѩ  ′Ӣ₫█ 3- 6- 29 
ɅȢȳɶɑȷǔǽǞǵ ӧ ′ ′Ӣ ̸ 925- 17 
ɏɶȭ ′ ′Ӣ ′ 2- 464- 7 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶɨɔ ′ ′Ӣ ′3- 26-103 
ǾȐȑǪǯɅȢȳɶɑȷ ′Ӣẏ 1374-1 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǤȐ ′Ӣʢ 25-11 
ɅȢȳɶɑȷɵϷ ⇔ӧ ʢ ↄ ′Ӣʢ 771- 13 
₫█ȯȠȹɱȽɶǤȏ  ′Ӣ₫█ 6- 67 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǱǛȋǒӧ ǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ1- 24-5 
ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷǋǔǋǔӧ  ′Ӣӧ 231- 5 
ɅȢȳɶɑȷǹȅȖȑǵὤ ′Ӣӧ 74-3 
ӣ ˲ ᶧǼǘ̝ɐɶɨɱȮɲȡɧɨȼɶɆ ′Ӣӧ 87 
ɅȢȳɶɑȷɛɒɶ ′Ӣ 678- 1 
ǼȓǉǪǾӧ ɴʭ ′Ӣ ȯʭ1- 1- 1 ǼǔǵǯǍɑɩ  

COCOYORIɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ  ̸ ′Ӣ ̸ 9- 11 
ǧȚȐȚǵὤ ɴʭ ′Ӣ ȯʭ5- 22-7 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶȻɪȢɤӧ Ӕ Ӣ ԍ 250  ᷂
ɂȭȢᾛ̎  ְ Ӣᾛְ̎6- 16-6 
ȷɄɁɕɵɭɱˬ  Ӣ 116- 1- 101 
ǋǱǙȯȠȹɱȽɶǤȏ  Ӣ ′3- 6- 12 

ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷ Ӣᶸ 253- 16 
ȆȋǵǕɅȢȳɶɑȷ ӢὟ 1551-131 

ḹ ӢὟ 1722-147 
ӧ ӧ ְɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣӧ ְ1- 1- 24-101 ӧ ְᶧ  ᷂
Ȯɩɶɕəɶɞ Ӣᶸ 153- 1 

ǓǪǭȚ ǯǱȑ Ǯǋ Ӣᾛʴְ 40 
ǚǹǫǟᶸɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ ְ 380- 2 

˺ ˔ ɅȢȳɶɑȷ ӢὟ 1649-17 ᾎ 1  
ɕɧȿɈɵɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǋǱǙ Ӣῇ 103- 4 

ḹ  ӢὟ 1722-119 
ȷɜȢɩɅȢȳɶɑȷ Ӣᾛʴְ 275- 1 
ȱɝɣɉȯȠ ǞǵɅȢȳɶɑȷ  Ӣ 252- 5 
ǉǜǹɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ  Ӣ 2- 12-14 
ӧ ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷ Ӣ 1- 6- 13 
ɅȢȳɶɑȷɵϷ ⇔ӧ ↄ Ӣᶸ 389- 11 

ɅȢȳɶɑȷ ǵ  ˭ ӢὟ 1480-1-5Ὗ Cֵ  
ɅȢəɶɞǠȅǋȒ ӢА 28-9 
ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷ ẏְↄ Ӣ̸ 1255-1 
ȠɶȷȳɛɶɆӧ  Ӣ 3- 10-24 
ǲǚǲǚȷɄɶȵɥɱȭɧɔ  Ӣ ְ1- 5 
ɅȢȳɶɑȷȆȚǱǵὤ  Ӣᶸ 468- 21 
ȭɧɔ ǵ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ  Ӣᶸ 1107-7 

ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷǋǔǋǔẏ  ְ Ӣẏְ3- 1- 26 2 ɑɩ1  
ɨɍɑɨȷȽȶȨǭǊɶǧᾛ̎  ְ Ӣᾛְ̎8- 5- 6 
ɅȢȳɶɑȷȨɍɈ Ӣᾛְ̎8- 22-11- 105 
ɐɣɶɜɱɧȢɓȯȠǜǖȐ ӢὟ 1286-82 
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ɨɍɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ӧ  Ӣ 1- 26-7ɟȼɱɇɅȡɜɱȵȥ1  
ǧȚȐȚǵὤ  Ӣᾛְ̎3- 2- 20 
ǧȚȐȚǵὤᾛ  Ӣᾛ 19 
ɨɍɑɨ ḹẏ  ְ Ӣẏְ4- 2- 26 
ɟɅȡȩɩɕɧȢɜɨɶ  Ӣᶸ 1025-1 
ɐɣɶɜɱɧȢɓȯȠǜǖȐ ֵ  ӢὟ 1480-1-9 
ɅȢȳɶɑȷǨȊǑ Ӣᶸ 902- 1 ɑɧᶸ 102ֵὙ 
ǵǥȆǵὤ ӢὟ 1294-2 
ȠɇɎɱȷȭɧɔẏ  ְ Ӣẏְ5- 8- 9ɫɶȸȠɲȥɉɣɶ ẏְ1F 
ȵɡɫɶɞ  Ӣ 5- 15-1 
ǋǡȆ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣʴ 1044 ᷂55 
ʴ ᶸɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣʴ 2148-6 
ȹȢɭ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ 792- 1 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ  Ӣ 2- 13-1 
ǨǷ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ̯ᴇ 322- 88 
ᶸɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ ן 736 ᷂1  ֵ

ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶȳɱɧȢȸɑɧ ӢẎὟ 2107  ᷂
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶאלϽ  ᴜ ӢẎⅎ 252- 4 
Έ ɅȢȳɶɑȷǠǡǒǘ ӢẎὟְ7- 12-2 
ʝ ᶧ ˲ ꜠ ᶧ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ӢᾛΈְ4 18 3 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ᴇ  ᴜ Ӣẉ 1468 
ɅȢȳɶɑȷȖȐǪǭ Ӣқ ѫ 964- 21 
ȵɡɫɶɞ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ 2170-8 
ɅȢȳɶɑȷȉǏǕ ӢẎὟ 3426-10 
ᾎȭɧɔɅȢȳɶɑȷ ӢᾛΈ 829- 1 
Έ ḌɅȢȳɶɑȷǠǡǒǘ ӢẎὟ 3099-1 
ɅȢȳɶɑȷǉȚǞȚȯȠəɶɞ  ӢẎὟ 3094-2 
ǓǪǭȚ ǯǱȑ Ǯǋ  Ӣ Ӕ3- 12-15 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶᾛΈ ǋǡȆ  ӢᾛΈ 1325-1 
ɅȢȳɶɑȷȭɧȷӧḜ  ְ ӢӧḜְӳ4- 3- 10 
Ǒ ᾶⱣ ɅȢȳɶɑȷ ӢⱣ 2537-1 
ǉǡȆ  Ӣԍ 926- 3 
ɅȢȳɶɑȷǵǰǒ Ӣʴ 492 
ȵɡɫɶɞ ˺ ˔ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ 2170-8 
ɂȭȢȆǫȖ  ְ ӢȆǫȖְ2- 26 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶȯȠȳɛɶɆȖǒǷ Ӣ 502- 9 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶȐǋǼɨɍ Ӣ 563- 5 
ȂǪǯɵǠȅǋȒӧḜ  ְ ӢӧḜְӳ1- 2- 3 
ɅȢȳɶɑȷ ȆǫȖ  ְ ӢȆǫȖְ4- 13-5 
ɅȢȳɶɑȷǶȒǒǣ Ӣʴ 707 
˺ ˔ ҲɅȢȳɶɑȷ ȆǫȖְↄ ӢȆǫȖְ5- 38-6 
ɅȢȳɶɑȷȭɧȷǉǜǹ ӢӧḜְ 4- 21-5 
ɅȢȳɶɑȷ  Ӣ 2170-2 
ɅȢȳɶɑȷ⃰ǢȩɩɄқ ѫ˗  Ӣқ ѫ 520 

ɅȢȳɶɑȷǚȍǡ ӢӧḜְ 2- 2- 6 
ɓɧɭɶ ˺ ȹɱȽɶ Ӣ ► 1079-8 
ȯȠȱɝɣɉɄȡǤȏ  Ӣ 2076-3 
ᾛΈ  ְ ӢᾛΈְ4- 15-11 

ǧȚȐȚǵὤқ ѫ Ӣқ ѫ 1039-2 
ɅȢȳɶɑȷǵǰǒ ᴜ Ӣ ᴜ 589ɩɝȦɶɩ 103ֵὙ 
GENKINEXTӧ Ᵽ  ְ ӢⱣ ְ3- 8- 1 
ɅȢȳɶɑȷ₁ ǵǥȆ  Ӣ Ӕ3- 23-12 
ẎὟ  ְ ӢӔẎὟְ16-5 

ɅȢȳɶɑȷȍȐȑ ӢẎ˝ 629 
ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷ ӧ  Ӣ ᴜ 1585-24 

ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷȆǪǫǵ  Ӣ 531- 130 
ɅȢȳɶɑȷȅǜǔȋ Ӕ Ӣ Ӕ3- 18-74 

ȦɩȯȠɅȢȳɶɑȷ  Ӣ 2- 20-2 5ɓȥɉɁȭȷɑɩ1F 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ ṷ  Ӣ 4- 17-39 
Oasis club ӧ Ᵽ  ְ ӢⱣ ְ1- 1- 14 
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ɅȢȳɶɑȷ ǵἧǵ  Ӣʴ 1110 
ɅȢȳɶɑȷ ǵ  Ӣʴ 107 1 
ɅȢȳɶɑȷ  Ӣ 4- 15-15 
ɛɧɨȷɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ  Ӣ 4- 13-3 
ᴇᶸɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ 1084  ᷂
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶӧᾎ  ӢẎ 1200-73 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǘȋǔ  ᴜ Ӣ ֝ 75-1 
ǯǔȖᶸɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǚȉȓǺ Ӣ₳′ 1731 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǶǱȆǡǔ Ӣ 747- 92 
֝ȯȠȱɝɣɉɄȡǤȏ  ӢǑȍȆ 3ʞ 26-3 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶȽȢȹȢ Ӣᶽ 1592-4 
ȦȽɶɈɩɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ6- 50-10 
ɅȢȳɶɑȷȆǰȑǵ  Ӣ 2- 2- 12 
ɅȢȳɶɑȷ Σ ǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ7- 30-7 
ɅȢȳɶɑȷȭɧȷǑȍȆ  ӢǑȍȆ 5- 18-9 
ɅȢȳɶɑȷȱȱɓȟɱǉǠȆǓʭ ӢǉǠȆǓʭ3- 52-6 
Ǽȓǉǋǵ ɨɍɑɨȳɛɶɆ ӢǑȍȆ 5- 2- 21 
ȱɝɣɉȯȠ ǞǵɅȢȳɶɑȷǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ4- 26-6 
ȱɝɣɉȯȠ ɨɍɑɨɅȢȳɶɑȷǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ4- 26-6 
ɅȢȳɶɑȷǜȚȄ ǉǠȆǓʭ˗  ӢǉǠȆǓʭ5- 44-1 

ɅȢȳɶɑȷȅȔȖ  ˭ Ӣᶽ 1619-3 
ɅȢȳɶɑȷǏǖȃǵ  ӢǉǠȆǓʭ5- 51-5 
ɅȢȳɶɑȷȆǰȑ↨ ӢẎ 1055-12 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǫǖǞȚȃ Ӣ 2- 10-13 
˺ ˗ ɫȢɢɩӧ Ȯɨɶɱəɶɞ ӢǉǠȆǓʭ 2- 21-1 

ǑȍȆ ɅȢ  ӢǑȍȆ ʴẔ8- 11-2 
ɏɭɶȠɁɕȷɄɶȵɥɱǹȅȖȑ ӢǉǠȆǓʭ3- 1- 19 
ǖȐǽǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ6- 48-4 

ȑȚǛǵ ᶽ  Ӣᶽ 1709-4 
Ȉǧǒǵἶ ɅȢȳɶɑȷǉǠȆǓʭ ӢǉǠȆǓʭ1- 7- 7 
ǵ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ 1- 794- 17 
ȯȠȷɄɶȵɥɱǉǜǹᶽ  Ӣᶽ 1583-1 
ӧ ⁸ ǋǔǋǔɕɧȴ Ӣ 3- 5- 6 
ѩ ˲əɶɞȆǶȅ  Ӣ 3- 3- 12 
ȹȢɭ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ 2- 21-2 
ǜȖȋǒɅȢȳɶɑȷ  Ӣ 2- 3- 13 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǜǜǏ  Ӣ 6- 3- 10 

ɅȢȳɶɑȷ Σ  Ӣ 1- 6- 20 
ɅȢȳɶɑȷβ∆ ȢɈȰ Ӣ 3- 21-1 ɜɨɱɒȠᾐ 2F 
ɨɍɑɨȷȽȶȨǭǊɶǧ  Ӣ 5- 2- 3 
ӧ ȯȠ̔ ֻɅȢȳɶɑȷȅǜǛ Ӣ 1- 10-18 
ɅȢȳɶɑȷǦȚȄȄǉǤǺǵǋǏ Ӣ 1- 18-5 
ɅȢȳɶɑȷȱȱɓȟɱ₫█ɗȢȽȤɱ Ӣ 1- 11-1 
ǞȎǍǟȌ ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ Ӣ⃰ 2- 12-2 
ɅȢȳɶɑȷɧȢȸ Ӣ₫█ 1- 14-1 

COCOYORIɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶ  Ӣ 2- 17-5 
ɝɁȭβ∆ǵ  Ӣ 5- 21-6 
ȆǶȅ˺ ˔ ȹɱȽɶ Ӣ 1- 16-15 ȤȢɱɇ 1-  

 ■ 居宅介護支援 

介護を必要とする人が適切なサービスを利用できるよう、本人や家族の要望を伺いながら、ケアプランの

作成や見直し、サービス事業者や施設との連絡調整を行います。 

׀  ̮  
ǧȅȑ˺ Ὑ ʴẔӢ 2- 10 ȳȢɆȤɑɩ3 405  ֵ
̝ ↔ ᾯ ʴẔӢʴẔ3- 5- 8 
ʤǵ˺ ╜  ʴẔӢ 3- 23-78 
ᵂ ȷɄɶȵɥɱǚǠȉǠ ʴẔӢ ⅎ3-27-13 ⅎ╜ 212ֵὙ 
ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱǉǑǥȐ ʴẔӢ 26-3 
ɵǉǑǋəɶɞȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ 423- 1 
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˲᷂Ḣӣ ӧ ιᾱὁ˺  ʴẔӢ˴ ׀ 682 

ǜȖȋǒȯȠӧ ɵᾱὁ˺  ʴẔӢ ὧ1- 8- 12 ɜɱȵɥɱ1  
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢ 1085-3 
ӧ ȯȠɕɧɱȹɱȽɶǹǦǔ ʴẔӢ ̸ 384- 2 ɍȢɂɢɍȬ102 
ӧ ⁸ӣ₉̝ ᵂ ȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ 204  ᷂
ӧ ᷀ὁ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢʴẔ3- 5- 3 ɑɩ3  
ὕȯȠȹɱȽɶǤȏ ᾱὁ˺  ʴẔӢ ὕ 1967-8 
ɴʭȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ ʿᵗ 1158-7 2CI 1F 
ⱩВ ᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢ ὕ 2407-1 
ᾱὁ˺ ˗ ǵǥȆ ʴẔӢ ʿᵗ 158- 1 Ͻ ɑɩ103 
ᾱὁ˺ ˗ ȠɝɶȲ ʴẔӢ 2- 18-5 
ᾱὁ˺ ǼȓǉǋȹɱȽɶ ʴẔӢ ˝ 10-3 
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶȑǉȚ ʴẔӢ 14-5ɟȼɱɵɇɵ 203ֵὙ 
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶɒȠɛɶɆӧᾎ  ʴẔӢᵂᾶ 6- 4 
ᾱὁ˺ ȳɶɑȷȆȋǺ ʴẔӢ˴ ׀ 361- 53 
╛̝ ȯȠɓɪɱɇɠɨȽ ʴẔӢ 3ʞ 2 14  ֵ
╛̝ ȭɨɶɱɟȢɆӧ ȳɶɑȷȹɱȽɶ ʴẔӢ 4- 3- 9 
╛̝ ȦȢȱȤ ֻ ȳɶɑȷ ǵ  ʴẔӢ ⅎ2- 7- 4 
ἶ ȱȱɓȟɱ  ʴẔӢ 1- 4- 1 
˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤӧ ʴẔ˗  ʴẔӢӳ 2- 19-7 ɑɩ 2F 
ӣ ˲ ᶧ ᾎ̝ᾱὁ˺ ˗ ǹȅȖȑ ʴẔӢ˹˝2- 7- 9 
ӣ ˲ ᶧ ̝ᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢ 2- 7- 13 
ӣ ˲ ᶧʴ К  ʴẔӢӧ ᾌ 309- 2 
ӣ ˲ ᶧ Ͻ̝ȅǨǒǰ Ὑ ʴẔӢ 2- 14-5 
ɫɶȺɱɲȡɧǶȅ ᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢӳ ὕ 461- 2 
ɪɑɶɵȯȠ ╛̝ ᾱὁ˺ ˗ Ƽ ƽ ʴẔӢ╓ẏ3- 17-2 
ȋǜǞǋ ᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢ 1120 ɧȢɔȪɶɅɱӧ 1  
ȋǜǞǋ ӧ ᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢ 4- 22 ȳɱɧȢɆ202 
ȋǜǞǋ ᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢӧ ᾌ 577- 6 
ɜȢɕɧɱǹȅȖȑ ʴẔӢ⁸ḹ 2- 15 ɑɩ2 203  ֵ
ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ˹˝1- 16-6 
ȂɶǾȯȠȹɱȽɶᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢ ὕ 1572-1 
ǼȓǉǋȯȠǨǷ ʴẔӢ 1227-2 
ɓȶ ᾯ ʴẔӢ ӧ 1- 13-2 
ɐɣɶɜɱɧȢɓȯȠӧ Кǵ  ʴẔӢ К1- 7- 6 
ǹȅȖȑȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ 996- 58 
ǹȅȖȑȯȠ ʴẔӢ˨ 1- 2- 5JEɑɩ 
ɑȡȩȢɱɇӧ ↄ ʴẔӢ˴ ׀ 440- 8 
ɍɶɠɉɶ˺ ȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ 4- 20-4 ʢ ɑɩ2F 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶȅǵ ʴẔӢ 1226 
ǫȒǒȈᾱὁ˺ ȳɶɑȷ ʴẔӢ ˝ 33-1 
ȾɨȠȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ 979- 1 
ȽȩȳȯȠȳɛɶɆ ǵ  ʴẔӢ 1273-3 
ȹɱɆȯȠǨǷ ʴẔӢ 2- 5- 3 
ȶɡɏɱȯȠӧ ʴẔ ʴẔӢ ḹӳ1- 5- 7 Ȯɨɶɱɏɪȷ1FA 
ǜǖȐȯȠɕɧɱ ʴẔӢ ⅎ3- 5- 1ȨɶȵɡɱɫɁȶ102  ֵ
ǜǖȐȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ ὕ 1944-7 
ȱɝɣɉɄȡᾱὁ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢ 211- 1 2F 
ȱɝɣɉȯȠ ӧ ʴẔᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢ 1- 19-11 
ȯȠɕɧɱ  ʴẔӢ ʿᵗ 947- 8 
ȯȠɕɧɱǦȚȄȄ ʴẔӢ 13-4-301 
ȯȠɕɧɱǤȐ ʴẔӢї 3- 1 ɫȢɢɩȷɄɶȶ ӧ 505  ֵ
ȯȠɕɧɱȹɱȽɶ  ʴẔӢὟῴ 456- 2 
ȯȠɕɧɱȹɱȽɶǶǫȐǫ  ʴẔӢ 338- 1 
ȯȠɕɧɱȹɱȽɶǚȉȓ ǵ  ʴẔӢ ӧ 3-2-1 ӧ ɕɧȴɜɱȵɥɱ310  ֵ
ȯȠɕɧɱȹɱȽɶǉǑǷ ʴẔӢ 1000 ȽȤɉɶ - 206 
ȯȠɅȴȢɱᾱὁ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢ′ 352- 35 
ȯȠȳɛɶɆ ӧ ʝΟ  ʴẔӢ ӧ 3- 10-20 
ȭɧɶȿᾱὁ˺ ˗ ӧ  ʴẔӢ 1- 11-3 ɑɩ1A 
ȩɱɈ ᵂ ȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ˴ ׀ 710- 2 
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ǒǦǖȑӧ ʴẔ ʴẔӢ 14-11 
ǒǞȖǰ ᵂ ȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ 2ʞ 20 27  ֵ
ȨɨɁȭȷȯȠɕɧɱȹɱȽɶӧ ȆǱǯ/ Ѽ  ʴẔӢʴẔ 1- 15-8 
ȨɨɁȭȷȯȠɕɧɱȹɱȽɶӧ ȆǱǯ ʴẔӢʴẔ 1- 18-28 
ǍȐȐ᷀ὁ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢӧ ᾌ 188 
ȤȡɁȵɣ ᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢӳ 2- 22-14- 201 
ǋǨǛȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ ḹӔ2- 18-34 
ǋǔǋǔȯȠɕɧɱ  ʴẔӢ 2- 15-1ɪȶɅɱȷ 1  
ȠɩɜȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢὲ′ 1- 232 
Ƞɝȩӧ ʴẔ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢ⁸ḹ 6- 8  INOHANA052  ֵ
Ƞɒȷ ʴẔӢ 1- 19-8 ɜȦȾBLD 2  
ǉǡȆ ɧɵɄɧȷ Ḝ ʴẔӢ Ḝ1- 1- 1 
ǉǡȆ ǑȍȆ ʴẔӢ ὕ 1850-7 
ǉǠǱȔ˺ Ὑ ʴẔӢ 2- 1- 21 ˝ 2  
ǉǋȖ˺ ˴ ᾱὁ׀ ˗  ʴẔӢ˴ ׀ 371 
ȠɶȷȳɛɶɆӧ ʴẔ ʴẔӢ˹˝2- 18-17 
NPO ˲˺ ȳɶɑȷӧ ʴẔ ʴẔӢ К2- 15-13 
ӧ Ԍ ˺ ȳɶɑȷᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢ ӧ 3ʞ 2 6  ֵӧ ̝ 6  
ӧ ȆȐǋᾱὁ˺ ˗  ʴẔӢӧ 5- 25 

COCOYORIȯȠɕɧɱȹɱȽɶ  ʴẔӢ 4- 5- 6 
˺ ɕɧɱȳɶɑȷ ′Ӣ₫█ 3- 1105-12- 2  

₫█ ȭɨɉɁȭ ′Ӣ₫█ 3 22 2 
₫█ȋȖȐǕ ′Ӣ₫█ 3- 3- 12 ȳɉɶɧȢɓ₫█К 
ȯȠȹɱȽɶǤȏ  ′Ӣ 1334-1 
ɵ ʣ˺ ȹɱȽɶ ′Ӣ ′7- 19-102 
ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ȅǛǚȔȳɶɑȷӧ  ′Ӣ₫█ 1- 23-15  2-107  ֵ
ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ǶǱȅȒ̔  ′Ӣ ᶸ1- 6- 7 
ӧ ȓȚǙȳɶɑȷ ′Ӣ ᶸ 1574-18 
ῇ ᾱὁ˺ ˗  ′Ӣ Ῥ 149- 1 
ῇǺǚ  ̝ ′Ӣ ′ 3- 302- 3- 404 

ᾱὁ˺ Ὑ ′Ӣ ˝ 1132-1 
ֻֿ̝ ɞȩȦ˺ ˗  ′ӢὟ ְ3- 5- 2 
ˬ ᷀ὁȯȠɋɁɆɭɶȭ ′Ӣ 432- 1 STɑɩ103 
ᾱὁ˺ ˗  ᴜ ′Ӣ₫█ 3- 2362-2 
ᾱὁ˺ ˗ ȍɶǶɶǯ ′Ӣʢ 25-11 
ᾱὁ˺ ˗ ȫɣɶ̔ ȯȠȳɶɑȷ ′Ӣ₫█ 2- 16-15 
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶ ǵ  ′Ӣ ˝ 277- 5 
╛̝ ȆǡȂȱɝɣɉȯɶȵɥɱȸ ′Ӣ ′ 5- 2240-4 
˺ ˲ͪβ ȂǍȍǍ  ′Ӣ 671- 3 
′ ᵂ ȷɄɶȵɥɱ ′Ӣẏ 1495-4 
ᶸ  ′Ӣ ᶸ2- 8- 25 
ɭɞȯȠǠǡǵ ȯȠɕɧɱȹɱȽɶ ′Ӣ ˝1- 6- 4 ȱɶɛȻɪȢɤ102 
ɢɁȭȷȯȠȹɱȽɶ ′ ′Ӣ 1425  ′К 
ȆȋǵǕ ᵂ ȷɄɶȵɥɱ ′ӢὟ ְ1ʞ 5 ᷂12  ֵ
ɜȤɱɆɎɶɇᾱὁ˺  ′Ӣӧ 231 
ɍɶɆɓɩ₫█ ′Ӣ ᶸ3- 5- 7 
ɏɶȭ ′ ′Ӣ ′ 2- 464- 7 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶǱǥǵ ′Ӣӳ ᶸ1- 44-9 ῇɑɩ101  ֵ
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 28-15 
ȶɡɏɱȯȠӧ ₫█ ′Ӣ₫█ 4- 619- 24 ӧӲ̤ɑɩ2F 
ȳȭɧɵȯȠȹɱȽɶ ′Ӣ̸ ְ6- 18-16 ̸ ְ ᾛῇ5ֵ 203 
ǚǭǶǞְ ῇ ᾱὁ˺ ˗  ′ӢǚǭǶǞְ5- 1- 16 
ȯȢɭ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣӧ 166- 90 
ȯȠɕɧɱ ǵ⇔ ′Ӣ₫█ 7- 31-3 
ȯȠɕɧɱ₫█ ′Ӣ₫█ 5- 392- 3 
ȯȠɕɧɱǶǋǺǠǒǠ ′Ӣ ′4- 16-113 
ȯȠɕɧɱȹɱȽɶȦȢȺɁɆ ′Ӣ ȯʭ5- 1- 1 
ȯȠɕɧɱȳɶɑȷɨɔȯȠ ′ ′Ӣ ′3- 29-101 
ȯȠɕɧɱǉȚǞȚ ′Ӣ 1565-8 
ȯȠɕɧɱ  ′Ӣ₫█ 2- 41-5 
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ȯȠȳɛɶɆʝΟ  ′Ӣὂ 1735 
ȯȠȳɛɶɆȏǠǓ ′Ӣẏ 1342-4 ȮɨɶɱɍȢɂẏ 205 
ȯȠɵɏɶȭ ′Ӣ₫█ 6- 20-25 
ȦȱȱɫȯȠɜɋ˗ҵ  ′Ӣ ′ 1- 105- 5 ɑɩ1  
ɲȥɩɅȯȠȳɶɑȷ ′ ′Ӣӧ 205- 13 
ȤȥɩȩɞǘǉȅǴ˗ҵ  ′Ӣ Ῥ 430- 7 1  
ǋǱǢǱȯȠɜɋ˗ҵ ǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 9- 3 
ǋǔǋǔȯȠɕɧɱӧ  ′Ӣӧ 231- 5 
ȠȢɕɧȴ˺ ̔  ′ӢẎ 1261-2 
ȠȢȯȠ₫█ȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ₫█ 5- 417- 292 
ȠȢȯȠ ′ȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ₫█ 5- 417- 73 
ǉǋȯȠɜɋɶȶɡɶ˗ҵ  ′Ӣ₫█ 5- 417- 222  ₫█ 118  ֵ
COCOYORIȯȠɕɧɱȹɱȽɶ  ̸ ′Ӣ ̸ 9- 11 
Ӕ  Ӣẏְ3- 4- 5 
˺ ȷɄɶȵɥɱ ӢὟ 1070-2 ȱɶɛȳɱɓɧɭɶ101 
ǜȖȋǒȯȠ ɵᾱὁ˺  Ӣ 3- 4- 15 ּ ɑɩ2  
ˬ ʣ ҲȆǡǦȅ˺ STӧ ȯȠɕɧɱȹɱȽɶ Ӣ ′3- 5- 27ʣ 2 AֵὙ 
ẎК ᾯ Ӣ 5- 4- 18 
֙ ᷀ὁ˺ ȹɱȽɶ Ӣῇ 162- 1 
ӧ ◐Ẇ ᾱὁ˺ ˗  Ӣ̸ 1- 12-5 
ȭɧɔ ǵ ȯȠɕɧɱȹɱȽɶ  Ӣᶸ 1107-7 

ʢ₁› ǵ  Ӣ ′3- 12-15 
᷀ὁȱɶɅȡɋɶɆ  Ӣᾛְ̎1- 4- 20 ȢȨɱ ↄ4  
ֻֿ̝ ɑɁȭɎɱ Ӣӧ ְ2- 2- 1- 106 
ᾱὁ˺ ˗ Ƞɩɜ  Ӣ 2- 18-15 
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶɍɶɆɓɩɵȳɛɶɆ ӢὟ 937 2ȮɨɶɱȷȽɶɍȢɂ204 
˺ ˲ͪβ ȠɶɎɱȯȠȹɱȽɶ Ӣῇ 168 8 
˺ ɋɁɆ Ӣᾛʴְ 501 ȷȩȢȽȤɱ3 707  ֵ
ǚǹǫǟᶸᾱὁ˺ ȹɱȽɶ Ӣ ְ 380- 2 
Ȯɩɶɕəɶɞ Ӣᶸ 153- 1 

ӣ ˲ ᶧǼǘ̝ὰὤᾱὁ˺ ȹɱȽɶ Ӣ ′2- 4- 4 
ɨɍɑɨ ḹẏ  ְ Ӣẏְ4- 2- 26 
ȍǋǘǉ ӢὟ 835- 19 
ɢɁȭȷȯȠɕɧɱȹɱȽɶӧ  Ӣ̸ 1- 10-2 ɢɁȭȷ̸ ↄК 
Ȇǰȑǵὤᾱὁ˺ ȹɱȽɶ Ӣẏְ4 1 16 
ȆǍȐȭɨɉɁȭ Ӣ 134 
ɕɧȿɈɵȯȠɕɧɱȳɶɑȷȹɱȽɶǋǱǙ Ӣῇ 103- 4 
ɓȟɶȷɆȷɄɶȶ  Ӣᶸ 1025-1 
ǹȅȖȑ ᵂ ȷɄɶȵɥɱ Ӣ 1- 7- 6 
ǹǷȑȳɶɑȷ ȹɱȽɶ Ӣ 3- 16-13 ˘ ɑɩ3F CֵὙ 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ ӧ  Ӣ 1 18 3 Ȩɓȡȷɑɩ102 
ɂȭȢᾛ̎  ְ Ӣᾛְ̎6- 16-6 
ȽȩȳȯȠȳɛɶɆӧ  Ӣᶸ 987- 19 
ȻɪȢɤӧ Ӕ Ӣ ԍ 250  ᷂
ȷȩȢɍɶɆ Ӣ ְ 12-12 ְↄ AֵὙ 
ȶɡɏɱȯȠӧ ᾛ̎  ְ Ӣᾛְ̎3- 8- 10 ȱɒɶɊɵȩȽȬȵ101  ֵ
ȳɉɶɧȢɓ ᾱὁ˺ ˗  Ӣῇ 142- 1 
ȯȠɕɧɱ  ӢὟ 1752-133 
ȯȠɕɧɱאלǵ  Ӣ ԍ 317- 1  3 808  ֵ
ȯȠɕɧɱɵȠȢ Ӣẏְ3- 1- 23 
ȯȠɕɧɱ Ȧɩɞ Ӣῇ 80-76 
ȯȠȳɛɶɆɵȠȢɄɞ Ӣᶸ 781-1 ᶸ ⁸B 910  ֵ

ȯȠɵȳɶɑȷ ǴǪǯ Ӣᾛְ̎8- 34-40 CITYɵCOSMOᾛʴְ102 
ȯȠɵȳɶɑȷ ′˺ ˗  Ӣ ԍ 497- 7 
ȩȽȨȩ̔  Ӣ 59-15 
ȢɨɶȺ ᾱὁ˺ ˗  Ӣ 3- 8- 12 
Ƞɝȩ ˺ ȹɱȽɶ ӢὟ 2153-2 
Ƞɲȟɱȷ˺ ȹɱȽɶ ӢὟ 1722-147 
ȠȢɑɶȯȠ ӢὟ 1265-3 
ǉǋȯȠȳɶɑȷ Ӣᾛְ̎6- 18-1 ɏɪȷ3  
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ȠɶȷȳɛɶɆӧ  Ӣ 3- 10-24 
Έ ᾱὁ˺ ˗  ӢẎὟְ7- 19-3 
ȅǛǚȔȯȠȹɱȽɶ Ӣ 3- 18-17 ὄ ɜɱȵɥɱ102 

 Ӣ 2592 
ᾎȭɧɔᾱὁ˺ ˗  ӢᾛΈ 829- 1 
ǵʭȯȠȹɱȽɶ ӢᾛΈ 1763-12 
ṷ ᾱὁ˺ ˗  Ӣ 4- 17-39 

᷀ὁ˺ ȹɱȽɶǨǷ  Ӣ̯ᴇ 322- 88 
᷀ὁȱɶɅȡɋɶɆȆǫȖ  ְ ӢȆǫȖְ5-51-8ȆǫȖYMǉǋǵⅎḹ 2  

ֻֿ̝  ȯȠɕɧɱ  Ӣ 361- 184 
ᾱὁ˺ ˗ ᴇ  ᴜ ӢӧḜְӳ4- 13-1 
ᾱὁ˺ ˗ Ͻאל  ᴜ ӢẎⅎ 252- 4 
ᾱὁ˺ ˗ ɧɱȱɱɆɩ ӢӧḜְ 1- 3- 10-102 
ᾱὁ˺ ˗ ǹǧȅȑǵὤ Ӣ 175- 3 
ᾱὁ˺ ˗ ɍɒɨɶ Ӣ 4- 9- 4 
ᾱὁ˺ ˗ ǜȐǞǱ Ӣ 2593-2 
ᾱὁ˺ ˗ ǒǓȋǔ ӢᾛΈְ2- 12-3 
ᾱὁ˺ ˗ Ĝ ȯȠȹɱȽɶ ӢᾛΈְ3- 4- 5 2  
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶʴ  ᴜ Ӣʴ 2148-6 
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶ  ᴜ Ӣ ן 736 ᷂1 
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶȳɱɧȢȸɑɧ ӢẎὟ 2107  ᷂
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶǋǡȆ  ӢӧḜְ 3- 2- 10 
̔ ֻ  ӢẎὟ 3426-10 
˺ ˲ͪβ  ᴜ Ӣқ ѫ 1803-1 
ǋǨȑȚ  ӢȆǫȖְ3- 23-83 
ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ Ӣ ǵְ2- 1- 10 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧ ȖǒǷ Ӣ 3- 19-1 ɏɶɕɩɲȡɪɁɀ103  ֵ
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧḜ  ְ ӢӧḜְӔ1- 26-11 
ǫǰǋ ˗ ӧ  Ӣ 563 5 
ȹȢɭ ȯȠɕɧɱȹɱȽɶ Ӣ 792- 1 
ȵɡɫɶɞ ᾱὁ˺ ˗  Ӣ 2170-8 
ǜȚȖȯȠȳɶɑȷᾱὁ ˗ ȆǫȖ Ӣ ְ 399- 4 
ǚǧȅȯȠɕɧɱȳɶɑȷ Ӣ 902- 2  ӧ 1 208  ֵ
ȱɶɕȆȐǋӧ ˺ ȹɱȽɶ Ӣ Ӕ2- 26-30 
ȱɶɕȆȐǋ ˺ ȹɱȽɶ Ӣ Ӕ2- 26-30 
ȯȠɕɧɱ˺ ɨɚɱ ӢӧḜְӳ1- 9- 7 
ȯȠɕɧɱȆǪǫǵ  Ӣ 531- 130 
ȯȠɕɧɱǵǥȆ Ӣқ ѫ 866-7 ʢ 103ֵὙ 
ȯȠɕɧɱȹɱȽɶ ᴇ  ᴜ Ӣẉ 1468 
ȯȠɕɧɱȹɱȽɶǶǫȐǫ Ӣᾛ ἧ 3- 132 
ȯȠȷɄɶȵɥɱȱȷɠȷ ӢӧḜְ 4- 21-6 
ȯȠȷɄɶȵɥɱǔǡǱ Ӣ 3- 22-22 
ȯȠȳɛɶɆȖǒǷᾱὁ˺ ˗  Ӣ 502- 9 
ȯȠȳɛɶɆǦǨǷǱ ӢẎὟְ1- 17-21 
ǒǦǖȑ  Ӣ 4- 8- 18 ȵɥɶɵȦɞ 101ֵὙ 
ȨȠȵȷȯȠȳɶɑȷ ӢⱣ ְ1- 14-9 2  
ȦɩȯȠ ȯȠɕɧɱȹɱȽɶ Ӣ 2- 20-2 5ɓȥɉɁȭȷɑɩ1F 
Ȥȥɩɋȷ ͪɵȯȠȳɛɶɆ Ӣқ ѫ 30-3 
ǉǡȆ  Ӣԍ 926- 3 
ӢɵǉǑǋ ὑᾱὁ˺ ˗  Ӣ 2381-2 
ᴇᶸᾱὁ˺ ȹɱȽɶ Ӣ 1084  ᷂
̝ ɆɶȽɩ˺ ȳɶɑȷȠȢӧ ᵣ  ӢǉǠȆǓʭ2- 41-11 
ᵂ ȷɄɶȵɥɱ᷇ǵʣẆ  Ӣᶽ 311 
ᴇ̝ᾱὁ˺ ˗  Ӣ 1084  ᷂
ӧ ӳ  Ӣ 401 5 
ῴӣ  Ӣᶽ 1632 6 
᷇ǵʣẆ  Ӣᶽ 311 
᷀ὁ˺ ȹɱȽɶǘȋǔ  ᴜ Ӣ ֝ 75-1 
֦⁸ḹᾱὁ˺ ˗  Ӣ֦⁸ḹ 102 
ᾱὁ˺ ˗ ὟȭɨɉɁȭ Ӣ 2- 24-433 
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ᾱὁ˺ ˗ ɫȢɢɩӧ Ȯɨɶɱəɶɞ ӢǉǠȆǓʭ 2- 21-1 
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶӧᾎ  ӢẎ 1200-73 
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶǹȅȖȑ ӢǉǠȆǓʭ2- 27-1 
ᾱὁ˺ ȳɶɑȷǉǋǉǋ Ӣ 318- 2 
ἶ ȱȱɓȟɱǉǠȆǓʭ ӢǉǠȆǓʭ3- 52-6 
˺ ὙǶȒ ӢẎ 396- 1 
ӣ ˲ ᶧ ̝ǑȍȆǵᾱὁ˺ ˗  ӢǑȍȆ 3-16-1ȍȆ Ȓ ֝ 5  

ȂǪǯǶǈǯɵẎ ȯȠȹɱȽɶ ӢẎ 40-3 
ȄǒȄǒ˺ ǑǭȚǯǜȚ ӢǉǠȆǓʭ1- 23-8 ′ɑɩ2  
ɓȟɝɨɶȯȠȹɱȽɶ Ӣ 1- 222 
ɍɶɆɓɪɱɇ ᾱὁ˺ ˗  Ӣ 2- 21-50 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ  ֝ ӢǑȍȆ 3- 39-1 ȹɱɆȠɗɉɣɶɑɩ1F 
ǯǔȖᶸᾱὁ˺ ˗  Ӣ₳′ 1731 
ɅȢȳɶɑȷȹɱȽɶǶǱȆǡǔ Ӣ 747- 92 
ȱɝɣɉȯȠ ǑȍȆ ᾱὁ˺ ˗  ӢǑȍȆ ʴẔ4- 26-6 
ȯȠɜɋȶɟɱɆȷɄɶȵɥɱǔȐȐ Ӣᶽ 1595-1 
ȯȠɕɧɱǒǘǶǞ Ӣ 100- 10 
ȯȠȹɱȽɶǘȋǔᶸᾱὁ˺ ˗  Ӣ ֝ 83-5 
ǑȍȆ ᾱ ӢǑȍȆ ӳ2- 12-2 
ȨȭȽɶɲᾱὁ˺ ˗  ӢǉǠȆǓʭ8- 10-1 
ȦȽɶɈɩȯȠǑȍȆ ȷɄɶȵɥɱ ӢǑȍȆ ʴẔ6- 50-10 
ȤȢɱȮ˺ Ὑ ӢǑȍȆ ӳ6- 14-8 
ȢɨɶȺ ᾱὁ˺ ˗  Ӣ 2- 23-2 
ȠɱɎɶȯȠȳɛɶɆ Ӣ 1701-80 
ǉǪǦǒȯȠȹɱȽɶ ӢǑȍȆ ʴẔ5- 31-11 
ǉǠȆǓʭǹȅȖȑ ᵂ ȷɄɶȵɥɱ ӢǉǠȆǓʭ7- 2- 3 
ǉǞǦǷ Ὑ Ӣ 2- 2- 647 
NPOǸȓǪǯ ӢǉǠȆǓʭ7- 21-4 

ᾱὁ ȹɱȽɶǑȍȆ  ӢǑȍȆ 1- 21-6 
ƼȈǧǒǵἶ ƽ ὑᾱὁ˺ ˗  ӢǉǠȆǓʭ1- 7- 7 
ȯȠȷɄɶȵɥɱǜǜǏ  Ӣ 6- 3- 10 
ɵǉǑǋəɶɞȯȠȳɶɑȷ Ӣ⃰ 1- 38-5 

ӧ ȯȠ̔ ֻȯȠɜɋȅǜǛ Ӣ 1- 10-18 
᷀ὁ ǓǪǭȚ ǯǱȑ  Ӣ 2- 14-5-106 
⃰ ʴẔ ᾱὁ˺ ˗  Ӣ⃰ 2- 12-6 
β∆ ǋǱǙȯȠɜɋȹɱȽɶ Ӣ 3- 21-1 ȢȨɱɜɨɱɒȠᾐ 2  
ᾱὁ˺ ȹɱȽɶ ǵ  Ӣ 1- 1- 11-A-6 
Ӳ̝ǨǷ ᵂ ȷɄɶȵɥɱ Ӣ 249 ᷂4 

˺ ȹɱȽɶ  Ӣ 5- 2- 3 
ȆǶȅ ȯȠɕɧɱȹɱȽɶ Ӣ 3- 3- 12 
ȅǜǛ ᾯ Ӣ 3- 1- 1 
ɓȟɶȷɆȷɄɶȶ₫█ Ӣʴ 1- 3₫█ɄȭɌȪɶɅɱB 16  
ȹɱɆȯȠ  Ӣ 3- 5- 6 ɚɈɶȶɣ Ὶ1  
ȹȢɭ ȯȠɕɧɱȹɱȽɶ Ӣ 2- 21-2 
ǞȎǍǟȌ ᾱὁ˺ ˗  Ӣ⃰ 2- 12-2 
ǞǉȖǢǵ ȯȠɕɧɱȹɱȽɶ Ӣ⃰ 2- 21-21- 104ֵ  
ȯȠɕɧɱǜǋȖǋ Ӣ⃰ 2- 10-9-401 
ǉǔȐȯȠȳɛɶɆ Ӣ 4- 3- 2- 208 
COCOYORIȯȠɕɧɱȹɱȽɶ  Ӣ 2- 17-5 

■ いきいきセンター・いきいきプラザ 

高齢者が健康で生きがいのある生活が送れるように、創作室や研修室等を備えているほか、日常生活の悩

みごとや健康の相談に応じたり、健康増進やレクリエーション活動を行うことができる施設です。 

׀  ̮  ὑ  
ʴẔǋǔǋǔɕɧȴ ʴẔӢ ȯʭ 257- 1 

)ӧ ⁸ ̝ ˗  ᵻ
′ǋǔǋǔɕɧȴ ′Ӣʢ 750 
ǋǔǋǔɕɧȴ Ӣ 6- 19-1 
ǋǔǋǔɕɧȴ ӢӔ 333- 2 
ǋǔǋǔɕɧȴ Ӣ 2- 15-65 
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ǋǔǋǔɕɧȴ Ӣ 3- 5- 6 

)ӧ ⁸ ̝ ˗  ᵻ

ǋǔǋǔȹɱȽɶ ʴẔӢ˹˝1- 14-38 
′ǋǔǋǔȹɱȽɶ ′Ӣ ′9- 1 

ǜǫǔǓʭǋǔǋǔȹɱȽɶ ′ӢǜǫǔǓʭ1- 32-3 
ǉȋȈְǋǔǋǔȹɱȽɶ Ӣᶸ 446- 1 ǉȋȈְᾛἶ К) 
ẎὟǋǔǋǔȹɱȽɶ ӢẎὟְ7- 8- 1 ẎὟᾛἶ К) 
ǋǔǋǔȹɱȽɶ Ӣ 4- 20-1 К  
ǋǔǋǔȹɱȽɶ Ӣ 822- 7 

ᶽ ǋǔǋǔȹɱȽɶ Ӣᶽ 1634 ᶽ ⁸ ȹɱȽɶК  
ǋǔǋǔȹɱȽɶ Ӣ 4- 4- 10 

 ■ 老人センター 

老人クラブ等の高齢者グループが、研修やレクリエーション活動及び、趣味活動を行うことにより、高齢

者が健康で明るく生きがいのある生活を営むことができるようにすることを目的とした施設です。 

 ■ 高齢者活動支援施設 

市内在住の60 歳以上の高齢者の皆さんのサークル活動等にご利用いただける施設です。 

 ■ 高齢者スポーツ広場 

高齢者の健康推進、生きがいづくり、相互交流などを図るためのスポーツ広場です。 

׀  ̮  
ⅎ ȷɛɶɂⅎḹ ʴẔӢ ⅎ3- 19-1 
ӧ ȷɛɶɂⅎḹ ′Ӣӧ 240- 5 
′ ȷɛɶɂⅎḹ ′Ӣ ′ 2- 207- 4 
ȯʭ ȷɛɶɂⅎḹ ′Ӣ ȯʭ5- 3103-56 
ְ ȷɛɶɂⅎḹ ′Ӣ ְ24 

ᶸ ȷɛɶɂⅎḹ Ӣᶸ 548 
ȷɛɶɂⅎḹ Ӣ 1- 2 

5ʞ ȷɛɶɂⅎḹ Ӣ 5- 37-3 

【児童関連施設】 

 ■ 保育所（園） 

保護者のいろいろな事情で保育をする人がいない場合に、0歳～就学前までのお子さんを保育しています。 

׀  ̮  ѝ  
˨ ͪ  ʴẔӢ˨ 2- 5- 6 ⁸  
Ẏ ͪ  ʴẔӢẎ 268 ⁸  
ὕͪ  ʴẔӢ ὕ 1940-1 ⁸  
′ ͪ  ʴẔӢ′ 424- 1 ⁸  
ὲ′ͪ  ʴẔӢὲ′ 2- 119 ⁸  
ͪ  ʴẔӢ 2- 6- 11 ⁸  
ὧͪ  ʴẔӢ ὧ2- 15-2 ⁸  
ͪ  ʴẔӢ 27-6 ⁸  
ͪ  ʴẔӢ 2- 3- 18 ⁸  
ͪ  ʴẔӢ 1346-5 ⁸  

╓ẏͪ  ʴẔӢ╓ẏ3- 8- 10 ⁸  
ʿᵗͪ  ʴẔӢ ʿᵗ 1063-6 ⁸  
ͪ  ʴẔӢ 2- 26-5 ⁸  
˹˝ͪ  ᴜ ʴẔӢ˹˝2- 12-7  
ǋȔǶͪ  ᴜ ʴẔӢᵂᾶ 13-5  
Кͪ  ᴜ ʴẔӢ К2- 5- 6  
╓ẏͪ  ᴜ ʴẔӢ╓ẏ2- 7- 1  
Ͻͪ  ᴜ ʴẔӢẎ‪ᾌ 457- 5  

׀  ̮  ὑ  
⃰ ˲ȹɱȽɶ Ӣ⃰ 2- 12-11 ӧ ⃰ ᶧ᷂  ̝

׀  ̮  
ǑȍȆ Ǽȓǉǋ  ӢǑȍȆ ʴẔ8 2 
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ӧ ᾌͪ  ᴜ ʴẔӢ ⅎ4- 17-3  
ӧ ȆǱǯǵǥȆ ʴẔӢʴẔ 1- 22-7  
ἶ ˲ ῇἶᶸ ιǶȅǵͪ  ᴜ ʴẔӢ 663- 1  
Ƕȅǒǣͪ  ᴜ ʴẔӢʴẔ 1- 24-14 1F  
ǹǱǦȃǪǚͪ  ᴜ ʴẔӢ ὧ2- 5- 13 2F  
ɒɧɝɁɇɟȻɁɇӧ ͪ  ᴜ ʴẔӢ 7 16  
ǼǎȑɶǨǎȂǋǖǏȚ ʴẔӢ Ͻ2 7 8  
ɴʭͪ  ᴜ ʴẔӢ ɴʭ 563- 1  
ȆǱǯЏᶸǵǥȆͪ  ᴜ ʴẔӢʴẔ 1- 1- 1  
Ⱪ ͪ  ᴜ ʴẔӢ 668- 2  
ɩɶȿȥͪ ᶸӧ  ʴẔӢ 33 1 1F  
ɫɶȺɱǤǓͪ  ᴜ ʴẔӢ 5- 44-2  
ǚǭǶǞְͪ  ′ӢǚǭǶǞְ5- 12 ⁸  
ǜǫǔǓʭ ʝͪ  ′ӢǜǫǔǓʭ2- 32-1 ⁸  
ǜǫǔǓʭ ˘ͪ  ′ӢǜǫǔǓʭ1- 32-1 ⁸  
̸ͪ  ′Ӣ ̸ 739- 3 ⁸  
ᾛʴְͪ  ′Ӣ ᾛʴְ5- 20 ⁸  
′ ʝͪ  ′Ӣ ′3- 23-101 ⁸  
′ ˘ͪ  ′Ӣ ′2- 41-101 ⁸  
′ ʢͪ  ′Ӣ ′4- 2 ⁸  

₫█ ʝͪ  ′Ӣ₫█ 5- 417- 260 ⁸  
₫█ ˘ͪ  ′Ӣ₫█ 4- 636 ⁸  
₫█ ʢͪ  ′Ӣ₫█ 3- 7730-5 ⁸  

′ǠǔǪǾͪ  ᴜ ′Ӣ ᶸ 1573 1  
Ǩǰȑͪ  ᴜ ′Ӣ ′ 3- 331- 4  
ͪ  ᴜ ′Ӣ ′ 3- 331- 4  
₫█ǋȉǪǚͪ  ᴜ ′Ӣ₫█ 4- 608- 1  
₫█ ǔȐǔȐͪ  ᴜ ′Ӣ₫█ 5- 8- 8  
₫█ Ɉɶȳɨɶ ′Ӣ₫█ 2- 21-1  
Ȇǰȑͪ  ᴜ ′Ӣ₫█ 2- 972  
ǉȋȈְ ʝͪ  ӢǉȋȈְ1- 15-101     ⁸  
ǉȋȈְ ˘ͪ  ӢǉȋȈְ3- 19 ⁸  
ͪ  Ӣ 2- 4- 24 ⁸  

ᾛʴְͪ  Ӣᾛְ̎9- 30-2 ⁸  
ᾛ ͪ  Ӣᾛ 261- 7 ⁸  
ᶸ ͪ  Ӣᶸ 1325-1 ⁸  
ӧ ְͪ  Ӣӧ ְ1- 1- 27 ⁸  
ẏְͪ  Ӣẏְ1- 10-6 ⁸  
ͪ  Ӣ 1- 12-13 ⁸  
ԍͪ  Ӣ ԍ 242- 2 ⁸  
ͪ  Ӣ 2- 22-1 ⁸  

Ὗ ͪ  Ӣᶸ 238- 56 ⁸  
ȠȷɆɫɈɶȳɨɶᾛ̎  ְ Ӣᾛְ̎7- 10-36  
ͪ  ᴜ Ӣᾛְ̎2- 10-1  
ǠǔǪǾͪ  ᴜ Ӣᾛְ̎6- 12-16  
ǹǧȅȑͪ  ᴜ Ӣᾛְ̎5- 3- 2  

ǋǱȂͪ  ᴜ Ӣ 2- 17-13 2F  
ȤȡȸȾɞɈɶȳɨɶȷȭɶɩ Ӣᶸ 787- 4  
ǞǞǵἧͪ  ᴜ Ӣᾛְ̎3- 8- 5  
ȱȱɓȟɱɵɈɶȳɨɶ  Ӣ 3- 12-2  
̸ ͪ  ᴜ Ӣ̸ 698- 3  
ῇ ͪ  ᴜ Ӣῇ 153- 16  
ȿɡȢɩɇɵȪɶɅɱͪ  ᴜ Ӣᾛְ̎8- 4- 6 2F  
ӳᾛʴְͪ  ᴜ Ӣᾛְ̎8- 21-1  
ẎὟְͪ  ӢẎὟְ7- 8- 2 ⁸  
ᾛΈְͪ  ӢᾛΈְ4- 18-2 ⁸  
᷇ ͪ  Ӣ᷇ 294- 1 ⁸  
ͪ  Ӣ 1- 40-1 ⁸  
ͪ  Ӣ 2073-27 ⁸  

ẉ ͪ  Ӣẉ 754- 39 ⁸  
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ӧḜְ ͪ  ӢӧḜְ 3- 8- 1 ⁸  
ӧḜְ ʝͪ  ӢӧḜְ 2- 8- 1 ⁸  
ӧḜְ ˘ͪ  ӢӧḜְ 4- 33-1 ⁸  
ǵְͪ  Ӣ ǵְ3- 6- 1 ⁸  
ͪן   Ӣ ן 622 ⁸  
ɴʭͪ  ᴜ Ӣ 1- 1- 1  
ȫɁȸɜɶɞͪ  ᴜ Ӣ 3- 17-7  
ǠǡȐȚͪ  ᴜ Ӣ 2106-3  
ǦǋȏǍͪ  ᴜ ӢȆǫȖְ3- 12-1  
ӧ Ⱳͪ  ᴜ Ӣ 531- 197  
ͪ  ᴜ Ӣ 5- 1- 11  

ȆǫȖְͪ  ᴜ ӢȆǫȖְ5- 8- 8  
ͪ  ᴜ Ӣ 336  

₳ῇͪ  Ӣ₳ῇ 138 ⁸  
ͪ  Ӣ 2- 298 ⁸  

ǑȍȆ ͪ  ᴜ ӢǑȍȆ 2- 7  
ǑȍȆ ǠǔǪǾͪ  ᴜ ӢǑȍȆ ӳ3- 25-1  
ǒȅǯȑͪ  ᴜ ӢǑȍȆ 4- 30  
ȱȱɓȟɱɵɈɶȳɨɶǑȍȆ  ӢǑȍȆ 4- 3- 5  
Ȯɪɶȷͪ  ᴜ ӢǑȍȆ ʴẔ2- 7- 7  
ͪ  ᴜ ӢǑȍȆ ӳ5- 29-1  

ɉȿȢȫɁȸǉǠȆǓʭͪ  ᴜ ӢǉǠȆǓʭ5- 6- 4  
Ɉɶȹɨɶ  ӢǉǠȆǓʭ4- 21-1  
ǼǦǷͪ  ᴜ Ӣџ ἧ 308- 10  
Ͻͪ  ᴜ ӢẎ 1- 6  
Ⱪᶽ ͪ  ᴜ Ӣᶽ 1626-5  
ᴇ ͪ  ᴜ ӢǑȍȆ ʴẔ7- 30  
Ȗǒǖǜͪ  ᴜ ӢẎ 1199-2  
ͪ  Ӣ 1- 3- 1 ⁸  
Ὶͪ  Ӣ Ὶ5- 6- 1 ⁸  

⃰ ʝͪ  Ӣ⃰ 2- 12-9 ⁸  
⃰ ʢͪ  Ӣ⃰ 1- 17-6 ⁸  

ʝͪ  Ӣ 2- 2- 21 ⁸  
˘ͪ  Ӣ 2- 3- 19 ⁸  
ʢͪ  Ӣ 3- 2- 14 ⁸  
ʝͪ  Ӣ 1- 4- 3 ⁸  
ʝͪ  Ӣ 2- 22-13 ⁸  
˘ͪ  Ӣ 5- 19-1 ⁸  
ʢͪ  Ӣ 5- 44-1 ⁸  

ȠɁɕɩɈɶȷɨɶ ′ ͪ  ᴜ Ӣ 4- 1- 10 5F  
ͪ  ᴜ Ӣ 1- 3- 5  

Ƞȷȭ ₫█ͪ  ᴜ Ӣʴ 1- 3 1F  
ǦǒǞͪ ᶸ Ὶ Ӣ Ὶ3- 1- 30ɓɧɭɶɐɩ  2   

2₫█ ͪ  ᴜ ӢǹǺ 2- 110  
ӧ ặἧᾐ ἶ ιǹǟȑͪ  ᴜ Ӣ 2- 3- 24  
ƵȅǖǶȑͪ  ᴜ Ӣ 2- 18-2  
ȿɣɶɨɁɕͪ  ᴜ Ӣ 3- 15-14  
ǱǕǜͪ  ᴜ Ӣ 4- 4- 1  
₫█ ͪ  ᴜ Ӣ₫█ 2- 7- 2  
ȅǰǒͪ  ᴜ Ӣ 1- 15-2  
ȆȐǋͪ  ᴜ Ӣ 3- 11-3  
ȉȆǟͪ  ᴜ Ӣ 5- 14-5  
ͪ  ᴜ Ӣ 4- 5- 9  

 ■ 幼稚園 

それぞれの園の教育方針に基づく独自の教育を実施しています。 

׀  ̮  ѝ  
℗  ᴜ ʴẔӢ 1- 46-22  
ῇ ֻ℗  ᴜ ʴẔӢ 1177-1  
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׀  ̮  ѝ  
℗  ᴜ ʴẔӢ 5- 1  
К℗  ᴜ ʴẔӢ Ͻ1- 9- 5  
֙ ℗  ᴜ ʴẔӢ 5- 8  
℗  ᴜ ʴẔӢ ӧ 3- 14-18  
℗  ᴜ ʴẔӢ 2- 12-10  
ɜɨȠ℗  ᴜ ʴẔӢ ʭ 11-11  
Ẏἶ ι╓ẏ℗  ᴜ ʴẔӢ╓ẏ2- 7- 1  

˴ ℗׀  ᴜ ʴẔӢ˴ ׀ 616  
ȯʭ℗  ᴜ ʴẔӢ˴ ׀ 552  
℗  ᴜ ʴẔӢ˴ ׀ 205  
ǚȅǰȑ℗  ᴜ ʴẔӢὟῴ 234- 1  
ǹȅȖȑ℗  ᴜ ʴẔӢ ȯʭ 611  
Ẏ‪ᾌ℗  ᴜ ʴẔӢẎ‪ᾌ 186  
ӧ Ⱪ Ẏἶ ι℗  ᴜ ʴẔӢӳ ὕ 1412  
Ƕȅǵ℗  ᴜ ʴẔӢ 1252-4  
ˉ ℗  ᴜ ʴẔӢ 3- 12-6  
ʾᶸ℗  ᴜ ʴẔӢ ̸ 939- 6  
ǚǭǶǞְ℗  ᴜ ′Ӣ 857  
ȅǚǯ ʢ℗  ᴜ ′ӢǚǭǶǞְ6- 21-1  
ǋ ˘℗  ᴜ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 13  
ǜǫǔǓʭ℗  ᴜ ′ӢǜǫǔǓʭ1- 33-1  
℗  ᴜ ′Ӣ ᾛʴְ2- 1  
′℗  ᴜ ′Ӣ ɴʭ5- 28-61  

ǋ ℗  ᴜ ′Ӣ ′ 1- 48  
ᶸ℗  ᴜ ′Ӣ ᶸ1- 3- 9  
ȷȪɍɧ℗  ᴜ ′Ӣ 2- 1017  
ǜǝȓ℗  ᴜ ′Ӣ₫█ 5- 241  
ͬⱩᾌǉǜǹ℗  ᴜ ′Ӣ ̸ 610- 1  
ӧ ǞȐȍȑ℗  ᴜ ′Ӣ̸ ְ8- 7- 3  
˘ǨǗǜ℗  ᴜ ′Ӣ ′8- 19  
ȅǚǯ ˘℗  ᴜ ′Ӣ ′6- 18  
′℗  ᴜ ′Ӣ ′4- 14-101  
ἶᶸӧ ℗  ᴜ ′Ӣ ′1- 29  

ῇ ℗  ᴜ Ӣῇ 153- 2  
ᾛǷǯ℗  ᴜ Ӣẏְ1- 7- 17  
℗  ᴜ Ӣ 5- 2- 12  

ᶽΉ℗  ᴜ Ӣ 1- 5- 17  
╧ ℗  ᴜ Ӣ ′1- 4- 6  
′ ᶸ℗  ᴜ Ӣ ′ 375  
ǠȆȓ℗  ᴜ Ӣ 1- 14-13  
℗  ᴜ Ӣ 5- 100- 1  

ᾛʴְ℗  ᴜ Ӣᾛְ̎8- 20-1  
ᶸ ℗  ᴜ Ӣᶸ 956- 6  
ǉȋȈְ℗  ᴜ Ӣᶸ 468- 1  
ǉȋȈְ ˘℗  ᴜ Ӣ ְ1- 25  
ӧḜ ℗  ᴜ ӢӧḜְ 3- 14-13  
ǿǋȖ℗  ᴜ ӢӧḜְ 1- 6- 2  
ӧḜְӳ℗  ᴜ ӢӧḜְӳ2- 8- 4  
ǵǥȆ℗  ᴜ ӢӧḜְ 1- 31-1  
℗  ᴜ ӢᾛΈְ3- 11-1  
ẎὟ℗  ᴜ ӢẎὟְ6- 10-3  
қ ѫ℗  ᴜ Ӣқ ѫ 953- 3  
ְ℗  ᴜ Ӣ 401  

Ȇǵȑ℗  ᴜ Ӣ 5- 20-26  
ӧ ӓ℗  ᴜ Ӣ 4- 16-38  
ȆǫȖְ℗  ᴜ ӢȆǫȖְ4- 23-5  
ӧ Ⱳ℗  ᴜ ӢȆǫȖְ3- 6  
ȅǚǯ ℗  ᴜ ӢȆǫȖְ2- 22-3  
ǵְ℗  ᴜ Ӣ ǵְ4- 26-15  

ȋȅǺǚ℗  ᴜ Ӣ 898- 2  
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׀  ̮  ѝ  
ǚǝǖȐ℗  ᴜ Ӣ₳ῇ 65-1  
℗  ᴜ Ӣ 2- 24  

Ȃȅȓ℗  ᴜ Ӣ 1- 1007  
ɜɨȠ℗  ᴜ Ӣ 552  

ǑȍȆ ӳ℗  ᴜ ӢẎ 381- 1  
ǑȍȆǵ℗  ᴜ ӢǑȍȆ 4- 30  

℗  ᴜ ӢǑȍȆ ʴẔ6- 13-1  
℗  ᴜ ӢẎ 428- 1  

ᶽ ʴẔ℗  ᴜ Ӣᶽ 1630-7  
ǉǠȆʴẔ℗  ᴜ ӢǉǠȆǓʭ6- 23-2  
ǉǋȑǠ℗  ᴜ Ӣ⃰ 2- 9- 3  
ӧ ℗  ᴜ Ӣ⃰ 2- 12-8  
ἧ ℗  ᴜ Ӣ⃰ 1- 5- 1  
ǱǒȏǞ℗  ᴜ Ӣ 4- 9- 1  
ȈǗȆ℗  ᴜ Ӣ 3- 2- 1  
℗  ᴜ Ӣ 1- 8- 2  
℗  ᴜ Ӣ 3- 3- 12  

ӧ ặἧᾐ ἶ ι ℗  ᴜ Ӣ 2- 3- 24  
ӧ Ẏἶ ι℗  ᴜ Ӣ 2- 2- 16  
Ẏἶ ι ℗  ᴜ Ӣ 1- 17-8  

ӧ ǜǝǱȆ℗  ᴜ Ӣ 1- 1- 20  
ǹǷȑ℗  ᴜ Ӣ 5- 24-1  
ǚǝǖȐ ˘℗  ᴜ Ӣ 4- 17-2  

ֻ℗  ᴜ Ӣ 3- 14-2  
ʝ℗  ᴜ Ӣ 2- 17-82  
℗  ᴜ Ӣ 1- 12-9  

ḜⱩἶᶸǋǤȀ℗  ᴜ Ӣ 7- 16-1  
ֻ℗  ᴜ Ӣ 4- 14-1  

₫█ȢɱȽɶɈȵɥɈɩȷȭɶɩ Ӣ 3- 2- 9  
ἶᶸ ι℗  ᴜ Ӣ₫█ 3- 2- 9  

ӧ Ẏἶ ἶ ι℗  ᴜ Ӣ╧ 1- 33 ᶮ  

 ■ 子どもルーム 

保護者が就労等により、昼間家庭にいない、原則として小学校1年生から4年生の児童を対象に、授業が

終わった後の遊び及び生活の場を提供する施設です。 

※平成28年度は5年生までの児童、平成29年度は6年生までの児童が対象 

׀  ̮  
К ʴẔӢ Ͻ1- 1- 34 
ᾛἶ  ʴẔӢ 1335 
ᾛἶ  ʴẔӢṊ 316- 1 
ᾛἶ  ʴẔӢ ὕ 1928 

Ẏ ᾛἶ  ʴẔӢẎ 268 
′ ᾛἶ  ʴẔӢ′ 450 
ὲ′ᾛἶ  ʴẔӢὲ′ 1- 205 
ȦɨȠ ʴẔӢ 1- 3- 16 ӳ ᾜ₴ -К)  
ὧᾛἶ  ʴẔӢ ὧ2- 15-1 
ὧ᷂Ӣ ʴẔӢ ὧ1- 8- 14 

 ʴẔӢ˹˝3- 7 
᷂Ӣ ʴẔӢ˹˝1- 14-38 

Ẏ‪ᾌᾛἶ  ʴẔӢẎ‪ᾌ 375 
ᾛἶ  ʴẔӢ 21-1 

˴ ᾛἶ׀  ʴẔӢ˴ ׀ 380 
 ʴẔӢ 1- 17-14 

╓ẏ ʴẔӢ╓ẏ1- 32-2 
ʿᵗᾛἶ  ʴẔӢ ʿᵗ 1060 

 ʴẔӢ 1- 8- 1 
ɴʭᾛἶ  ʴẔӢ ɴʭ 580 
ᾛἶ  ʴẔӢ 1129 
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׀  ̮  
Ὗῴ ʴẔӢӳ 2- 2- 9 
ɴʭᾛἶ  ′Ӣ ɴʭ2- 6- 1 

ʣǵְᾛἶ  ′Ӣ₫█ 4- 8- 1 
˝ᾛἶ  ′Ӣ ˝4- 48-1 
′ ′Ӣ ′ 2- 203 
 ′Ӣ 777- 3 

ǚǭǶǞ  ְ ′ӢǚǭǶǞְ5- 12 
̸  ′Ӣ̸ ְ6- 7 
ǜǫǔǓʭ ᾛἶ  ′ӢǜǫǔǓʭ2- 14 
ǜǫǔǓʭ ᾛἶ  ′ӢǜǫǔǓʭ1- 7 
̸ᾛἶ  ′Ӣ ̸ 1273 
ᾛʴְᾛἶ  ′Ӣ ᾛʴְ3- 1 
ǵ ᾛἶ  ′Ӣ₫█ 3- 22-6 
ᾛἶ  ′Ӣ 1385-1 
ᶸᾛἶ  ′Ӣ ᶸ4- 1- 2 
′ ʝᾛἶ  ′Ӣ ′4- 1 
′ ˘ᾛἶ  ′Ӣ ′6- 1 
′ ʢᾛἶ  ′Ӣ ′1- 1 
′᷂Ӣ ′Ӣ ′2- 46 

₫█ᾛἶ  ′Ӣ₫█ 4- 781 
₫█ ᾛἶ  ′Ӣ₫█ 4- 681 
₫█ӳᾛἶ  ′Ӣ₫█ 3- 7718 
ᾛἶ  ′Ӣ 1- 2 
 ′Ӣ 1005-2 

ǉȋȈְᾛἶ  Ӣᶸ 446- 1 
ʭᾛἶ  Ӣ ʭ 19-30 

 Ӣ 3- 11-2 
ְᾛἶ  Ӣᶸ 588 
ᾛἶ  Ӣᶸ 1385 
᷂Ӣ Ӣ ԍ 785 3ֵ 106 
ᾛἶ  Ӣ 2- 13-1 

ᾛʴ  ְ Ӣᾛְ̎6- 23 
ᾛʴְ᷂Ӣ Ӣᾛְ̎5- 3- 1 
ᾛʴְӳ Ӣᾛְ̎8- 22-11- 106 
ῇ  ӢА 40-2 
ῇ ᷂Ӣ Ӣῇ 98-6  ẃ ᾶɑɩ2  
ᶸ  Ӣᾛְ̎9- 40-3 
ӧ ְᾛἶ  Ӣẏְ5- 11-1 
ӧ ְ ᾛἶ  Ӣ̸ 1298-1 
ᾛἶ  Ӣ̸ 938 
 Ӣ 1- 8- 26 

Ὗ  ӢὟ 1752-188 
Ὗ ᷂Ӣ ӢὟ 1752-180 
╧ ᾛἶ  Ӣ╧ 3- 18 
ẎὟᾛἶ  ӢẎὟְ7- 8- 1 
ᾛΈᾛἶ  ӢᾛΈְ5- 1- 1 
ᾛΈ᷂Ӣ ӢᾛΈְ3- 2- 9 
қ ѫ Ӣқ ѫ 1032-37 
᷇ ᾛἶ  Ӣ᷇ 294- 1 

 Ӣ 1- 39-1 
˝ᾛἶ  Ӣ ן 215 
ӧḜְ ᾛἶ  ӢӧḜְ 3- 18-1 
ӧḜְӔᾛἶ  ӢӧḜְӔ1- 4- 1 
ӧḜְ ᾛἶ  ӢӧḜְ 2- 21-1 
ӧḜְ ᾛἶ  ӢӧḜְ 1- 15-1 
ӧḜְӳ ӢӧḜְӳ2- 3- 27 
ǵְᾛἶ  Ӣ ǵְ2- 13-1 

ȆǫȖְӔᾛἶ  ӢȆǫȖְ3- 5- 1 
ȆǫȖְӳᾛἶ  ӢȆǫȖְ1- 17-1 

 ӢȆǫȖְ5- 19-8 
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׀  ̮  
ᾛἶ  Ӣ 360- 1 
ְᾛἶ  Ӣ ְ2- 25-1 

ǉǠȆǓʭᾛἶ  ӢǉǠȆǓʭ6- 2 
 ӢǑȍȆ ּ3- 1 

Ẏ ᾛἶ  ӢẎ 317 
Ẏ  ӢǉǠȆǓʭ6- 50-2 
ᾛἶ  Ӣ 705- 359 

ǑȍȆǵ ӢǑȍȆ 1- 23-1 
ǑȍȆǵʴẔ ӢǑȍȆ ʴẔ4- 22-1 
ǑȍȆ ӳᾛἶ  ӢǑȍȆ ӳ4- 26 
ᾛἶ  ӢǑȍȆ ӳ5- 31 

ᾛ ᾛἶ  ӢǑȍȆ 4- 45 
῎Ӣὰ ׀ 290- 1 
ᶽ  ӢǉǠȆǓʭ1- 44-7 
ᶽ ᾛἶ  Ӣᶽ 1634-2 
ᶽ ӳ ӢǉǠȆǓʭ4- 19-1 
₳ῇᾛἶ  Ӣ 141 
ᾛἶ  Ӣ 1- 27 
ᾛἶ  Ӣ 2- 21-84 

 Ӣ 4- 22-3 
ʢᾛἶ  Ӣ 1- 25-1 
Ὶ Ӣ 3- 12-1 
˘ᾛἶ  Ӣ Ὶ5- 7- 1 

 Ӣ 2- 13 ₫█ɗȢȽȤɱɵȱȠК) 
ᾛἶ  Ӣ 3- 3- 4 ᾛἶ ᷂) 

⃰ ʝᾛἶ  Ӣ⃰ 2- 17-4 
⃰ ˘ᾛἶ  Ӣ⃰ 2- 9- 4 
⃰ ʢᾛἶ  Ӣ⃰ 1- 10-1 
ᾛἶ  Ӣ 2- 2- 20 
ʢᾛἶ  Ӣ 3- 3- 11 
ᶤᾛἶ  Ӣ 1- 15-1 
ᾛἶ  Ӣ 4- 8- 2 
ʝᾛἶ  Ӣ 1- 4- 1 

₫█ ᾛἶ  Ӣ Ӣ₫█ 2- 8- 1 
˜ᾛἶ  Ӣ 1- 12-15 
᷂Ӣ Ӣ 5- 21 
ᾛἶ  Ӣ 4- 5- 1 
ᾛἶ  Ӣ 2- 13-1 
ᾛἶ  Ӣ 2- 18-1 

ȖǒǞǑ Ӣ 5- 1- 1  

 ■ 子育てリラックス館 

子育て中の方が親子で気軽に集い、うちとけた雰囲気の中で交流したり、さらには子育てに関する相談等

ができる施設です。 

 

׀  ̮  
ɵἧ ǭɨɧɁȭȷ  ʴẔӢ˹˝1- 14-38 ȱɝɣɉɄȡȹɱȽɶ ) 

ӧ ᾌɵἧ ǭɨɧɁȭȷ  ʴẔӢӧ ᾌ 887- 7 ɓȡɶɩɇɍȤȷӧ ᾌ֓ 1 )  
′ɵἧ ǭɨɧɁȭȷ  ′Ӣ ′3- 28-101 ′ᶧ᷂ᵀↄ К) 

₫█ ɵἧ ǭɨɧɁȭȷ  ′Ӣ₫█ 2- 8- 23 ȠɝɄȡ 101ֵ)  
ǭȚǧǋɵἧ ǭɨɧɁȭȷ  Ӣẏְ1- 7- 10 ǚǷǯἧ ǭ ȹɱȽɶК) 
ἧ ǭ ɵᶸ ї█ǹȔǷ Ӣᶸ 1107-7 ǋǱǙ ǯ ᷂Ḣ Ҳ ǯ2 ) 
ӧḜְɵἧ ǭɨɧɁȭȷ  ӢӧḜְӔ1- 29-9 ɕɧȷɏɑɩ1 Aֵ)  

Ѽɵἧ ǭɨɧɁȭȷ  Ӣ 3- 2- 8 MɵGɵOɑɩ1 )  
ǒȅǯȑɵἧ ǭɨɧɁȭȷ  ӢǑȍȆ 3- 38-4 ȠɶɎɱɐɩȸ103ɵ104) 
ǑȍȆ ʴẔɵἧ ǭ  ӢǑȍȆ ʴẔ8- 2 ǑȍȆ Ǽȓǉǋ 1 )  
⃰ ɵἧ ǭɨɧɁȭȷ  Ӣ⃰ 2- 12-1 ǞȎǍǟȌɪȶɅɱȷ  
ɵἧ ǭɨɧɁȭȷ  Ӣ 3- 12-1 ȱɝɣɉɄȡȹɱȽɶ )  
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■ 児童相談所 

18歳未満の子どもに関する様々な問題について、家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題、子

どもの置かれた環境、状況を的確に捉え、個々の子どもや家庭などに最も効果的な援助を行います。 

 ■ 児童養護施設 

保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとと

もに、生活指導、学習指導、家庭環境の調整等を行いつつ養育を行います。 

׀  ̮  
ӧ ȆȐǋ ǔǵ ἶ  ᴜ ʴẔӢ′ 92-1 
ȂǍȍǍɵȫɁȸəɶɞ ′Ӣ 675 
֙ ἶ  ᴜ Ӣẏְ3- 4- 1 

■ 子育て支援館 

乳幼児とその保護者が楽しく遊びながら、子育てについて学びあうとともに、子育て不安に対する相談や

子育て支援情報の提供などを行う施設です。 

 ■ 地域子育て支援センター 

保育所（園）内の施設で、保育士が、子どもの食事・睡眠・トイレ・友達づくりなど、様々な子育ての不

安や悩みなどについて相談に応じるほか、子育て親子の交流の場として利用できます。 

 ■ 先取りプロジェクト認定保育施設 

認可外保育施設のうち、認可保育所と同等の基準を満たし、「千葉市先取りプロジェクト認定保育施設」

として市の認定を受けた施設です。 

׀  ̮  
ǉǋɵǉǋͪ  ᴜ ˹˝  ᴜ ʴẔӢ˹˝1 17 4 
ǤǓȿɡȢɩɇɍȤȷ ʴẔӢ˹˝2 1 8 ȩɱɤȤSOGA 1F 
ǤȐȅȈ℗ͪ  ᴜ ʴẔӢ 2 11 6 
ӧ ȖǖȖǖͪ  ᴜ ʴẔӢ 1 11 18 2 ɑɩ 1F 
ȿɡȢɩɇȽȢɞ ӧ ᾌȦɱȺɩəɶɞ ʴẔӢӧ ᾌ 886 1ȾȢȠɏɪȷɐɩɆɁɕȦɓӧ ᾌ  
ɉȿȢȫɁȸ ӧ ʴẔ Ѽͪ  ᴜ ʴẔӢ ӧ 1 1 ᶽ᷂ӧ ʴẔɑɩ 2F 
ȅȂȔǷͪ  ʴẔӢ 2 13 1 ɏɶȭȠɗɉɣɶ103 
ǉǋɵǉǋͪ  ᴜ ′Ӣ₫█ 5- 187- 1 ₫█ȹɱȽɶɑɩ1F 
ȫɁȸɩɶɞǻȎȚǻȎȚ ′Ӣ̸ ְ1- 6- 11 
ǒǰͪ ᶸ₫█  ′Ӣ₫█ 1- 20-9 
ȠȷɆɫȫɡɱɕ Ӣ 4- 2- 21 
ȫɁȸɩɶɞKORU   Ӣᾛְ̎2- 8- 25 8 ᶽɑɩ1F 
ȫɁȸɩɶɞȿɡȱ  ᴜ Ӣᾛְ̎6- 2- 10 
ǦǖȆȚͪ  ᴜ ӢᾛΈְ4- 19-2 
ɜɝɶ ɝɶ  Ӣ 3- 20-3 ȵɎȽɍȢɂ 1F 
ɝɩȫɶəɶɞ  ᴜ Ӣ 3- 12-3 ɕɧɆɶ 102 
ȋȅǰȑͪ  ᴜ Ӣ 2- 12-11 ›ɑɩ1F 
ǒȒǓȉͪ ᶸ ֝ Ѽ  ᴜ ӢǑȍȆ 3- 10-7 

׀  ̮  
ӧ ⁸Ѓ  Ӣ 3- 2- 3 

׀  ̮  
ӧ ⁸ἧ ǭ  ʴẔӢʴẔ4- 5- 1 ǔȃɶȒ6F 

׀  ̮  
ǲǚǲǚɩɶɞ ʴẔӢ ὧ2 15 2 ὧͪ К  
ἧ ǭǹȔǷɵǨǰȑ ′Ӣ ′ 3 331 4 Ǩǰȑͪ ᶸК  
ἧ ǭǹȔǷɵǋǱǙ Ӣᾛְ̎2 10 1 ͪ ᶸК  
ἧ ǭǹȔǷɵȆǫȖǧǋ ӢȆǫȖְ5 8 8 ȆǫȖְͪ ᶸК  
ǼȓǉǋǹȔǷɵ  ӢǑȍȆ ʴẔ7 30 ᴇ ͪ ᶸК  
ȂǪǯȷɄɶȵɥɱ ἧ Ӣᶽ 1626 5 Ⱪᶽ ͪ ᶸК  
ἧ ǭǹȔǷɵǍǦǢ Ӣ 1 3 5 ͪ ᶸК  
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׀  ̮  
ǒȒǓȉͪ ᶸ ֝ᾛǓȉ  ᴜ ӢǑȍȆ 4- 23-2 
ǙȚǔͪ  ᴜ ӢǑȍȆ 3- 31-9 
ἧǰȉǵȅǔǷͪ  ᴜ Ӣᶽ 630- 8 
ὑǚǰȉ  ᴜ ǒǞǵ  ӢǑȍȆ 2- 1- 15 
ɜɝɶ ɝɶǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ6- 50 10 
ȫɁȸȪɶɅɱ ₫█  ᴜ ӢǹǺ 2 1 1 
ǱǵǶǱͪ ⃰ ɩɶɞ Ӣ⃰ 1- 16-5 ȩɋȵɥȤɑɩ2F 

 ■ 保育ルーム 

市内の認可外保育施設のうち、認可外保育施設の基準を遵守し、1 年以上の運営実績を有するなどの基準

を満たし「千葉市保育ルーム」として認定された施設です。 

׀  ̮  
ǵ ͪ  ᴜ ʴẔӢӧ ᾌ 1210-7 

ǒȒǓȉͪ ᶸ  ᴜ ʴẔӢӳ 2- 6- 10 ѧ ɑɩ101 
ȫɁȸɵȪɶɅɱ ʴẔӢʴẔ3- 13-1 ὰṲᾶɑɩ2F 
ȫɁȸɩɶɞȿɡȱӧ  ᴜ ʴẔӢ 1- 4- 16 
ǚǰȉɍȤȷǋȒǒ ʴẔӢ 1- 5- 3 
ᾛǜǱ ǵͪ  ᴜ ʴẔӢʴẔ3- 12-9 ʴẔɑɩ1F 
ǨǺǪǚɧɱɇ ӧ ⁸☻ Ѽ  ᴜ ʴẔӢ 38-1 ȱɶɆȮɪȢȷ1F 
ʴẔͪ  ʴẔӢ Ͻ2- 11-12 SKɜɱȵɥɱ213  ֵ
ǶǪǻǊɩɶɞ ӧ Ѽ  ᴜ ʴẔӢ 1- 24-12 ˹˝ɑɩ1F 
ɗɑɶɩɶɞǚǰȉǵǿȋ ʴẔӢ 1- 33-13 В ɑɩ 
ɨɆɩȪɶɅɱ ӧ ɛɶɆȽȤɱ ʴẔӢᵂᾶ 1- 50 ӧ ɛɶɆȽȤɱ1F 
ȦɎɶȫɁȸ₫█ͪ  ᴜ ′Ӣ₫█ 2- 4- 8 
ǔǪǡǒȑȚ ′Ӣӧ 112- 1 
ȫɁȸȷɘɶȷɵȤȡɶɒɶ ₫█  ′Ӣ₫█ 2- 6- 4 
ȿɡȢɩɇȯȠȹɱȽɶɵɕɪȢɅȡȠ ′Ӣ₫█ 1- 3- 22  
KIDDY KINGDOM ′Ӣ₫█ 6- 15-2 
ȫɡɱɅȡ ′  ᴜ ′Ӣ ′ 3- 302- 25 
ȷȭɩɇȦɱȶȥɩͪ  ᴜ ′Ӣ₫█ 3- 5- 1 
ǨǺǪǚɧɱɇ ′  ᴜ ′Ӣӳ ᶸ2- 2- 12 ȠȱɩɅ ′201 
′ǜǖȐἶ  ᴜ ′Ӣ Ῥ 430- 35 

₫█ǑǑǥȐͪ  ᴜ ′Ӣ₫█ 6- 291- 2 ɉɣɶȤȡɱȮ₫█2F 
₫█ְͪ  ᴜ ′Ӣ₫█ 5- 17-4 
₫█ ǵἧͪ  ᴜ ′Ӣ₫█ 4 586 1 
ɜɝɶ ɝɶ₫█ ′Ӣ₫█ 5- 417- 222 ₫█ȮɨɶɱɍȢɂ117 
ɨɆɩȪɶɅɱ ₫█  ′Ӣ₫█ 2 21 1 
ȷȭɩɇȦɱȶȥɩͪ  ᴜ  ᴜ Ӣᾛְ̎2- 8- 2 ɑɩ1F 
ǨǺǪǚɧɱɇ  ᴜ Ӣ 5- 1- 4 ɑɩ1F 
ɍɉɶȫɁȸ  ᴜ Ӣ 312 14 
ǻȎǚǦȚɧɱɇ Ӣ 4ę6ę23 ȮɧɱɇɟȼɱǯǰȔǔ201 
ǒȒǓȉͪ ᶸ  ᴜ Ӣ 5- 20-4 
ȫɶɆȷȿɡȢɩɇȯȠ ӢȆǫȖְ2 36 8 
ȫɁȸΣ  Ӣ 3- 17-5 2ɍȢɂ101 
ǹȅȖȑͪ  ᴜ Ӣ Ӕ1- 15-1 
ɗɑɶ ȫɁȸɩɶɞ ǑǉǼ ӢӧḜְ 3- 23-3 
ͪ ɩɶɞǴǚǵǭ ӢȆǫȖְ5- 1- 86 ῇʝɑɩ1F 
ȆǫǷǨͪ  ᴜ Ӣ Ӕ2- 10-6 
ǉǠȆ ͪ  ᴜ ӢǉǠȆǓʭ 4- 9- 2 
ȤɁɇɧɱɇ ӢǑȍȆ 4- 23-4 
ǜǖȐȚȃͪ  ᴜ ӢǑȍȆ 4- 23-4 
ǜǖȐȚȃͪ  ᴜ Ӣ 1084 
ͪ  ɇɩɓȡɱȫɁȸɧɱɇ ӢǑȍȆ 3- 39-1 ȹɱɆȠɗɉɣɶ102 
ɆɪȶɡɶȫɁȸ ӢǑȍȆ ӳ2- 20-6 ɧɵɂȦɞ 1A 
ǵǑǍǨ ȱɁȱɫ ӢǉǠȆǓʭ8- 1- 1 
ɨɆɩȪɶɅɱǑȍȆ  ӢǑȍȆ ӳ2- 12-1 
ȷȭɩɇȦɱȶȥɩͪ  ᴜ ′  ᴜ Ӣ 3 13 12 BAYPERCH 2F 
ɨɆɩȪɶɅɱWBG Ӣʴ 2- 6 WBGɜɨɔȤȥȷɆ2F 
ɨɆɩȪɶɅɱ₫█ Ӣʴ 1- 6 NTT₫█ɑɩ1F 
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 ■ 認可外保育施設 

先取りプロジェクト認定保育施設と保育ルーム以外の認可外保育施設です。 

■ 認定こども園 

幼稚園と保育所の機能や特性をあわせ持ち、幼児期の学校教育と保育を一体的に提供する施設です。 

■ グループ型小規模保育事業 

保育士等の資格を持つ家庭的保育者3人が1グループとなり、相互に協力し、他に借り上げた建物等で3

歳未満児を保育します。 

׀  ̮  
ǑǹǜȅǵǑǍǨ ʴẔӢ ὧ2- 11-6ȮɧɱɇȷɄɶȽȷMK101 
ǾǨɵǋȔǶ ʴẔӢ 201- 2 
ǵǑǍǨ ӧ ʴẔ ʴẔӢ 202- 5 
ǵǑǍǨ ′Ӣ₫█ 4- 586- 1 
ȠȷɆɫɝɉȫɡɱɕ ᾛ̎  ְ Ӣᾛְ̎6- 9- 1 Ɏɫɩ  
ȀǺǊȅɶȇ Ӣ 3- 3- 12 
ɝɩȫɶȤȥȢ ӢǉǠȆǓʭ1- 27-2 

■ 青少年サポートセンター 

青少年の非行防止と健全育成を図るとともに、困難を有する子ども・若者の支援を図るため、関係機関・

団体と緊密な連携を保ち、補導・相談等の事業を推進します。 

■ 子ども交流館 

「遊び・創造・憩い」を通して、子どもたちに、健全な遊びと居場所を提供し、子どもの健全な育成と交

流を図る施設です。 

【障害者関連施設】 

 ■ 指定障害児通所支援事業所・指定障害児入所施設 

・就学中の障害児に、授業の終了後や休業日、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等

を行います（放課後等デイサービス）。 

・未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を

行います（児童発達支援）。 

・保育所などの集団生活を営む施設に通う障害児に、当該施設を訪問し、同じクラスの児童との集団生活へ

の適応のための専門的な支援を行います（保育所等訪問支援）。 

・医療型障害児入所施設または指定医療機関に入所する障害児に、保護、日常生活の指導、知識技能の付与

及び治療を行います（医療型障害児入所支援）。 

׀  ̮  
ȴɵɏɶȭɍȤȷ ′ͪ  ′Ӣ ′ 3- 327- 3 
Ȇǰȑǵ ȈǷǏͪ  ᴜ ӢẎ 1200 68 
ɧɑȫɁȸɭɶɩɇͪ  ᴜ Ӣ 1 5 

׀  ̮  
ǒǞǵ  ӢǑȍȆ 2- 1- 15 

׀  ̮  
ᾜ₴ȳɛɶɆȹɱȽɶ ʴẔӢʴẔ4- 13-10 ӧ ̝ 4   
ѝὙ ӢӧḜְ 2- 1- 1 ӧḜְ⁸ ȹɱȽɶ2  
ѝὙ Ӣ 3- 1- 3 ӧ ⁸ ̝ 2  
ӳѝὙ ӢǑȍȆ 3- 15-2 ֝ȱɝɣɉɄȡȹɱȽɶК 
ӔѝὙ ′Ӣ ′3- 31-103 

׀  ̮  
ӧ ⁸ἧǰȉ˧  ʴẔӢʴẔ4- 5- 1 ǔȃɶȒ  
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・肢体不自由のある未就学の障害児に、児童発達支援（日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練等）及び治療を行います（医療型児童発達支援）。 

׀   ̮  
♥ ɅȢ

ȳɶɑȷ 
ȫɁȸɩɶɞȿɡȱӧ Ὑ ʴẔӢ К2- 17-25 
ǦȚȄȄɩɶɞǤǓ ʴẔӢὟῴ2- 6- 26 

ɉȱɉȱ) ʴẔӢ 211- 1 
ὡЃ ˗ ȆȐǋ›  ʴẔӢ ὕ 1821-1 
ǔȐǔȐ ʴẔӢ 2- 16-15ӧ ǦǷǚ̝ 1F 
ǞǋǵȆᶸǯȉȆȋǚ ʴẔӢ 1157-1 
ὡЃ ˗ ȆȐǋ› ǦȚȄȄ  ʴẔӢӳ ὕ 909- 2 
ǉǶǶǵὂὐ ʴẔӢӳ 3- 4- 7- 101 
ǉǶǶǵᴇ ʴẔӢӳ 2- 22-14 204ֵὙ 
ǨǺǪǚɩɶɞǉǶǶ ʴẔӢӳ 2- 22-14- 101 
ὡЃ ȹɱȽɶǑȚǾ ʴẔӢ ̸ 143- 4 
ὡЃ ȹɱȽɶǰȓȆ ʴẔӢ ̸ 143- 5 
ǉǠǱȔȭɧɔ  ̸ ʴẔӢ ̸ 424- 8 
♥ ɅȢȳɶɑȷ ǲǟ˹  ̋ ʴẔӢ˹˝1- 17-4  

ȔɶǦǠǖȐǽ ′Ӣ ᾛʴְ2- 41-102 
ȪɶɅɱ ′Ӣ 591ǵ17 

₫█ȫɁȸ ′Ӣ₫█ 4- 53-2 
ȷɜȢɩɓȟȭɆɨɶ ′Ӣ₫█ 3- 7- 20 ῇʿ101 
ȭɧɔ ǵ ǉǒǯȚȃ  Ӣᶸ 1107-7 

Ѓ ȭɧɔɓȧɩɄ Ӣᶸ 409- 29 
Ѓ ȭɧɔɟɫɅȡ Ӣᶸ 449ǵ1- 101 
Ѓ ȭɧɔɍɝɱȮ Ӣᶸ 489 
᷂Ḣ ȹɱȽɶǼȐȒ Ӣ̸ 2- 4ǵ- 6 
ɫȭɜɩ ȶɥɔȳ 18  Ӣᾛְ̎2- 10-8 ᾛְ̎ 6  
ȫɁȸɩɶɞȿɡȱ Ὑ Ӣᾛְ̎6- 2- 10-205 
ȳɱȽȭɫɶȷ Ӣ ְ1- 5- 101 
ǦǒǴ  ᴜ Ӣ 710 
ӧ ⁸  ᴜ Ӣ 8- 31-15 
ǶǟȈǵǋǪȄ ӢᾛΈ 1808-13 
Ɏɱɔɶ ɋȭȷɆ) Ӣ 4- 1- 10 
3ǧɶɎɱɔɶ ȳɱȾɶ) Ӣ 4- 2 
ɎɱɔɶȠȢɧɱɇ Ӣ 4ǵ1ǵ6ᶽᾶɑɩ 
ɨɆɩ ǋ  ӢẎὟ 3419-1 
ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574ǵ31 
ǔȑȚǖȐǽɵ ǵְ ♥ ƲЃ  Ӣ ǵְ4- 11-2-105 
ȭɫɶɎɶ ȖǒǷ ӢⱣ ְ3- 9- 9 101 

  ǉǠȆǓʭ Ὑ ӢǉǠȆǓʭ2- 4- 16 102 
   ӢǉǠȆǓʭ 3- 10-17 

Bring up ǑȍȆ Ὑ ӢǑȍȆ 3- 10-3IT HANA301  ֵ
ǉǠǦǉ ǑȍȆ  ӢǑȍȆ ּ30-1 
ǞǋǵȆᶸǯȉǦǒǧ Ӣ 1953-1 
♥ ɅȢȳɶɑȷǶǈȉǲǊ Ӣ₳ῇ 1958 

ǙȚǔ Ӣ Ὶ2- 3- 1 
Ѓ  ȫɁȸɩɶɞȿɡȱӧ Ὑ ʴẔӢ К2- 17-25 

ǨǺǪǚɩɶɞǉǶǶ ʴẔӢӳ 2- 22-14- 101 
ֻ℗Ѓ Ὑ Leaf ӧ Ὑ ֻ  ʴẔӢ╓ẏ1- 2- 10 ӧ 6  
ȔɶǦǠǖȐǽ ′Ӣ ᾛʴְ2- 41-102 
₫█ȫɁȸ ′Ӣ₫█ 4- 53-2 
ȭɧɔ ǵ ǉǒǯȚȃ  Ӣᶸ 1107-7 

Ѓ ȭɧɔɟɫɅȡ Ӣᶸ 449- 1- 101 
ȫɁȸɩɶɞȿɡȱ Ὑ Ӣᾛְ̎6- 2- 10-205 
ȳɱȽȭɫɶȷ Ӣ ְ1- 5- 101 
ӧ ⁸  ᴜ Ӣ 8- 31-15 
Ɏɱɔɶ ɋȭȷɆ) Ӣ 4- 1- 10 
3ǧɶɎɱɔɶ ȳɱȾɶ) Ӣ 4- 2 
ǔȑȚǖȐǽɵ ǵְ ♥ ɅȢƲЃ  Ӣ ǵְ4- 11-2-105 
ɎɱɔɶȠȢɧɱɇ Ӣ 4- 1- 6ᶽᾶɑɩ 
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׀   ̮  
ӧ ⁸ẎὟἶᶸǦǘǵǚɩɶɞ ӢẎὟ 3816-1 
ӧ ⁸ẎὟἶᶸǹȅȖȑɩɶɞ ӢẎὟ 3816-1 

  ǉǠȆǓʭ Ὑ ӢǉǠȆǓʭ2- 4- 16 102 
   ӢǉǠȆǓʭ 3- 10-17 

Bring up ǑȍȆ Ὑ ӢǑȍȆ 3- 10-3IT HANA301  ֵ
ǙȚǔ Ӣ Ὶ2- 3- 1 
ӧ ⁸ ȹɱȽɶǠǕǵǚɩɶɞ Ӣ 4- 8- 3 
ӧ ⁸ ȹɱȽɶȋȅǺǚɩɶɞ Ӣ 4- 8- 3 

ͪ ᵂ  ӧ ӧ Ѓ  Ӣ 1- 45-2 
ӣ Ḍ ὡЃ
Њ  

˲ᶮ ӧ  ʴẔӢ˴ ׀  
ӧ ⁸  ᴜ Ӣ 8- 31-15 

 ᴜ Ӣ 1- 45-2 
ӧ ɨɍɑɨɄɶȵɥɱȹɱȽɶ  ᴜ Ӣ 1- 45-2 

ӣ ḌЃ
 

ӧ ⁸ẎὟἶᶸǦǘǵǚɩɶɞ ӢẎὟ ǵ  
ӧ ӧ Ѓ  Ӣ ǵ ǵ  
ӧ ⁸ ȹɱȽɶǠǕǵǚɩɶɞ Ӣ ǵ ǵ  

 ■ 指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設 

・居宅で、入浴、排せつ、食事の介護や、調理、洗濯、掃除、買い物等の家事などを行います（居宅介護）。 

・夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活上の相談や援助を行います（共同生活援助）。 

・知的障害又は精神障害のために自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するため

に必要な支援や外出支援を行います（行動援護）。 

・障害者支援施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います（施設入所支援）。 

・身体障害の方に、一定期間、通所又は入所により、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーショ

ンなど、身体機能の向上のために必要な訓練を行います（自立訓練・機能訓練）。 

・知的障害又は精神障害の方に、一定期間、通所又は入所により、入浴、排せつ、食事等の生活能力の向上

のために必要な訓練を行います（自立訓練・生活訓練）。 

・一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を

行います（就労意向支援一般型）。 

・一般企業での就労が困難な方に、雇用契約に基づき、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上の

ために必要な訓練を行います（就労継続支援Ａ型）。 

・一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を

行います（雇用契約無し）（就労継続支援Ｂ型）。 

・重度の肢体不自由があり、常に介護を必要とする方に、居宅における入浴、排せつ、食事の介護等及び外

出時における移動の援護等を総合的に行います（重度訪問介護）。 

・常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活

動の機会を提供します（生活介護）。 

・自宅で介護をする方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を

行います（短期入所）。 

・視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読を含む）、移動

の援護等の外出支援を行います（同行援護）。 

・医療と常時介護を必要とする方に、医療機関等で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世

話を行います（療養介護）。 
׀   ̮  

ᾱὁ˺  ȠɶȷȳɛɶɆӧ ʴẔ ʴẔӢ˹˝2- 18-17 
ȠɁɆəɶɞʟẌ ʴẔӢ ὕ 994- 37 
Ƞɝȩӧ ʴẔ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢ⁸ḹ 6- 8 INOHANA052  ֵ
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ȠɩɜȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢὲ′ 1- 232 
ǋǨǛȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ ḹӔ2- 18-34 
ӣ ˲ ᶧ ᾎ̝ ᵂ˺ ǹȅȖȑ ʴẔӢ˹˝2- 7- 9 
ɲȥɩɅȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ˹˝1- 20-7 

˲ȆǡȂ ̝ Ӳ  ̝ ʴẔӢ 1- 12-1-103 
ǑȍȆɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ ὕ 1661-2 
˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤӧ ʴẔ˗  ʴẔӢӳ 2- 19-7 ɑɩ 2  
ǒǦǖȑӧ ʴẔ ʴẔӢ 14-11 
╛̝ ӧ  ʴẔӢ 4- 3- 9 
╛̝ ɖɩȵɶȳɶɑȷ ӧ ᵣ  ʴẔӢ 13-8 Ẏʸ1  
ȯȠȳɶɑȷʟẌ ʴẔӢ 3- 31 Ẏᴇ ┴ ↄ 1ֵὙ 
ȱȭȠɕɧɱɉɱȮ ʴẔӢὰṲ 2- 22-18 7  
ӧ ȆȐǋ ᵂ˺ ˗  ʴẔӢӧ 5- 25 

ȶɡɏɱȯȠӧ ʴẔ ʴẔӢ ḹӳ1- 5- 7Ȯɨɶɱɏɪȷ1  
ὡ  ȐǋǼǔǪǯƳ ʴẔӢ ˝ 719- 32 
ӧ ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ ӧ 2- 1- 6 ʝ ɑɩ203  ֵ
ȹɱɆȯȠǨǷ ʴẔӢ 2- 5- 3 
ȾɨȠȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ 979- 1 
ӧ ᷀ὁ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢʴẔ3- 5- 3 ɑɩ3  
ӧ ὡ ȹɱȽɶ ʴẔӢ 204- 12 
ɆɶȽɩȯȠȳɛɶɆɉɁȹȢ ʴẔӢ Ͻ4- 13-5-106 
ɆɶȽɩȯȠȳɛɶɆɜȱɆ ʴẔӢ ʿᵗ 947- 8 
ὑ ᵣѫ Ҳ ˲˺ ȳɶɑȷ ʴẔӢ К2- 15-13 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶȅǵ ʴẔӢ 1226 
ǧȅȑ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ 2- 10-503ȳȢɆɶɑɩ 3 
ǹǷȑ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱӧ ʴẔ ʴẔӢ 2- 20-17 ӧ ʴẔ 
ɐɣɶɜɱɧȢɓȯȠӧ Кǵ  ʴẔӢ К1- 7- 6 
ǼȓǉǋȹɱȽɶ ʴẔӢ ˝ 10-3 
ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǒǏǮ ʴẔӢ˨ 1- 2- 5 ɑɩ2  
ɖɩɏɶ  ʴẔӢ 211- 1 2 ǵ 1 
ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱᴇȆ ʴẔӢ 1- 15-32 5 6ֵὙ 
ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱȅǛǵǭ ʴẔӢ 25-2 ׅ♅ 102  ֵ
ȂɶǾȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ ὕ 1572-1 
ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ˹˝1- 16-6 
ȋǜǞǋ ‴ᶥ ᵂ˺ ˗  ʴẔӢӧ ᾌ 577- 6 ǵ 1  
ȋǜǞǋ ӧ ᵂ˺ ˗  ʴẔӢ 4- 22ȳɱɧȢɆ202ֵὙ 
ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ  ʴẔӢ 3- 25-20 
ȑȀȒǦǠ ʴẔӢ ⅎ3- 27-6 ⅎṷ 103ֵὙ 
ɫɱȮɧȢɓ˺ Ƚȭȵɶ ʴẔӢ 2- 6- 11 ȱɶɛᾛ′1-102 
ȠȢȯȠ ′ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ₫█ 5- 419- 2 J ₫█Ĭ201 
ȠȢȯȠ₫█ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ₫█ 5- 419- 2 J ₫█Ĭ101 
ȠȢɕɧȴ˺ ̔  ′ӢẎ 1261-2 
ȯȠȳɶɑȷ ′Ӣ̸ ְ6- 15-12 ȱɶɛ201 

Ƞɝȩ ′˺ ȹɱȽɶ ′Ӣӳ ᶸ2- 9- 21 ′402  ֵ
ȯȢɭ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣӧ 166- 90 
᷀ὁ˺ ȹɱȽɶǚǽǞǵ  ̝ ′ӢǚǭǶǞְ1- 23-3 
ǜǖȐǹȈȳɛɶɆ ′Ӣ₫█ 3- 1113-4 203 
ȵɉȠ К̝ȅǖǶȑ ᵂ˺ ˗  ′Ӣ₫█ 5- 370- 4 
ȶɡɏɱȯȠӧ ₫█ ′Ӣ₫█ 4- 619- 24ӧ ̤ɑɩ2  
ȯȠȳɶɑȷ ′Ӣ₫█ 2- 4- 12 
ȹɱɆȯȠ ′ ′Ӣ ′ 3- 309- 6- 104 
ȻɓɆȯȠ ′ↄ ′Ӣ ᶸ1- 7- 2 8 ᶸɑɩ207  ֵ
ӧ ȓȚǙȳɶɑȷ ′Ӣ ᶸ 1574-18 
ɆɶȽɩȯȠȳɛɶɆ ′ ′Ӣ 1612-11 ʿͪȱɶɛ101 
ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ǦǠǘǉǋǚȚǲǨȖ ′Ӣ ᶸ1- 6- 7 
ɇɨɶɞ ′ ′Ӣӧ 343 ′H- 102 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 28-15 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶǱǥǵ ′Ӣӳ ᶸ1- 44-9 ῇɑɩ101  ֵ

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′ ′Ӣ₫█ 2- 41-5 
ǹȅȖȑ ᵂ˺ ˗  ′Ӣӧ 74-3 
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ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǱǵǶǱ₫█˗  ′Ӣ₫█ 5- 225 
ɖɩɕȳɶɑȷǋǨǛ ′Ӣ̸ ְ8- 12-2-406 
əɱɜȯȠȳɶɑȷ ′Ӣ ְ47-2 
ȅǛǚȔȳɶɑȷӧ  ′Ӣ₫█ 1- 23-15 2ǵ107  ֵ
ȅȅȆ ᵂ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ ȯʭ1- 21-13 
ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′ ′Ӣ ˝1- 4- 1 ′К 
̝ ɟɫɅȡ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ ᶸ2- 8- 15 

ẌǵȯȠȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ 759 
˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ̸ ְ1- 22-1 102  ֵ

ȠɶȷȳɛɶɆӧ  Ӣ 3- 10-24 
ǉǋȯȠȳɶɑȷ Ӣᾛְ̎6- 18-1 ɏɪȷ3  
Ƞɝȩ ˺ ȹɱȽɶ ӢὟ 2153-2 
ǋǔǋǔȯȠ ′ Ӣ ′3- 3- 24 ɗɩɓɧɁɆ103  ֵ

Ѽ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱ Ӣᾛְ̎1- 4- 20 ȢȨɱ ↄ4  
ȤȡɁȵɣ ӢὟ 1722-147 
ȶɡɏɱȯȠӧ ᾛ̎  ְ Ӣᾛְ̎3- 8- 10 101ֵὙ 
ȶɡɏɱȯȠӧ  Ӣ 1- 11-14 1  
ȷɄɁɕɭɱ˺ ȳɶɑȷ Ӣẏְ4- 5- 15ȮɨɶɱɍȢɞ101 
ȷɜȢɩ˺ ȳɶɑȷ ӢὟ 1652-148 ɍȢɂ101 
ȭɧɔ ǵ ˺ ȷɄɶȵɥɱ  Ӣᶸ 1107-7 
ǜȖȋǒȯȠ ɵ ᵂ˺  Ӣ 3- 4- 15ּ ɑɩ2  
ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ǹǧȅȑƼ ƽ Ӣ 32 
˺ ȷɄɶȵɥɱ ӢὟ 1070-2-101 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ ӧ  Ӣ 1- 18-3 102  ֵ
ǋǨȑȚӧ  ӢὟ 1755-43 
ǹǷȑȳɶɑȷ ȹɱȽɶ Ӣ 3- 16-13˘ ɑɩ3 ֵὙ 
ɓȟɶȷɆȷɄɶȶ  Ӣᶸ 1025-1 
ɕɧȿɈɵ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱǋǱǙ Ӣῇ 103- 4 
ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǑǔȐǖ Ӣẏְ5- 8- 1 
ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ̸  Ӣ̸ 1- 10-2 ɢɁȭȷ̸ ↄК 
̝ ȳɛɶɆȷɄɶȵɥɱǜǖȐȚȃ Ӣῇ 79-20 

ȠɶȷȳɛɶɆӧ  Ӣ 3- 19-4 
ȯȠȳɶɑȷ Ӣ 500- 4 
Ⱳȳɶɑȷ ӢẎ 441- 40 
ȠȢəɶɕ ӢȆǫȖְ5- 33-1-101 
˺ ȋȖȐǕ ӢȆǫȖְ3- 10-2⁸ ɜɱȵɥɱ303 
˺ ɨɚɱɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ӢӧḜְӳ1- 9- 7 
ǒǦǖȑ  Ӣ 4- 8- 18 101ֵὙ 
╛̝  Ϯ  Ӣ 6- 15-21 ɑɩ202 
╛̝ ӧḜְ  ӢӧḜְӳ4- 11-6 
ȯȠȳɛɶɆǦǨǷǱ ӢẎὟְ1- 17-21 
ȯȠȷɄɶȵɥɱ ǔǡǱ Ӣ 3- 22-22 
ȯȠȷɄɶȵɥɱȱȷɠȷ ӢӧḜְ 4- 21-6 
ǜǖȐɵ˺ ȷɄɶȵɥɱᴇϽ ӢᾛΈְ2- 1026-8 
ȶɡɏɱȯȠӧ  Ӣ Ӕ2- 11-11 
ȵɡɫɶɞ  Ӣ 2170-8 
ȹɱɆȯȠ  ӢᾛΈְ5- 20-10 ɑɩ2  
ӧ ɍɶɆȯȠ ᵂ˺ ȳɶɑȷ Ӣẉ 1122-1 
ǫǖǞȯȠȳɶɑȷȖǒǷ Ӣ ְ 80-1 ְɍȢɂ102  ֵ
ǱǵǶǱ˺  Ӣ ְ 80-1 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧḜ  ְ ӢӧḜְӔ1- 26-11 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧ ȖǒǷ Ӣ 3- 19-1 103  ֵ
ɏȵɆȯȠ ӢẎὟ 862 ɓȟɶȷɆɍȢɂ103 

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ᴜ Ӣ ᴜ 1587-3 ɑɩ102ֵὙ 
ǹȅȖȑǯǤȐ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱ Ӣ Ӕ1- 3- 18 
ᵂ˺ ȳɶɑȷǹǺǔ Ӣ 5- 3- 1 ӧ A 108  ֵ
ᵂ˺  ǹǧȅȑǵὤ Ӣ 175- 3 
əɶɞɖɩɕ ǵ  Ӣ ן 1791-3 
ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ Ӣ ǵְ2- 1- 10 
Ĝ ȯȠȹɱȽɶ ӢᾛΈְ3- 4- 5 2  
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ƼȈǧǒǵἶ ƽ ὑ ᵂ˺ ˗  ӢǉǠȆǓʭ1- 7- 8 
ȠɶȷȳɛɶɆӧ  ӢǑȍȆ 3- 41-7 
ȦȽɶɈɩȯȠǑȍȆ ȷɄɶȵɥɱ ӢǑȍȆ ʴẔ6- 48-4 
ȨȭȽɶɲɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ӢǉǠȆǓʭ8- 10-1 
˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤ ӧ ӳ˗  Ӣ 2- 27-10 
ȯȠȷɄɶȵɥɱẢ Ӣ 1- 980- 5 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ  ֝ ӢǑȍȆ 3- 39-1 1  
ɍɶɆɓɪɱɇ  Ӣ 2- 25-75 

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǑȍȆ  ӢǑȍȆ 1- 21-6 
ǵ  ӢǑȍȆ 3- 25-1 
ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱǉǋǉǋ Ӣ 318- 2 
ᵂ˺ ȹɱȽɶ ᾎ ӢǉǠȆǓʭ2- 27-5 
ȄǒȄǒ˺ ǑǭȚǯǜȚ ӢǉǠȆǓʭ1- 23-8 ′ɑɩ2  

   ӢǉǠȆǓʭ 3- 10-17 
̝ ˺ ӧ ᵣ  ӢǉǠȆǓʭ2- 41-11 

ȠȭȹȷɅȴȢɉɱȮ ᵂ˺ ˗  Ӣ 2- 1- 12ɕɧȴ 702  ֵ
ǉǱǦǵ ȯȠȳɶɑȷ Ӣ 1- 1- 11 
ȯȠȳɶɑȷɵȷɄɁɕȠɁɕ Ӣ 3- 5 29 306  ֵ
ȯȠȳɶɑȷ ǵ  Ӣ 1- 1- 11 ǵ 6 
ȹɱɆȯȠ  Ӣ 3- 5- 6ɚɈɶȶɣ Ὶ1  
ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 

ᵂ˺ ˗  Ӣ 3- 1- 6- 101 
ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ǜǜǏ  Ӣ 6- 3- 10 

ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ Ὶ Ӣ 1- 16-20 
Вֿ Ҟ ȠȷɄȡǑǑȉȑ ʴẔӢẎ 404- 6 

ȮɩɶɕəɶɞȭɫɶɎɶɍȤȷ ʴẔӢṊ 212- 2 A 103ֵὙ 
ȮɩɶɕəɶɞɒȭȵɶɕɪȢȷ ʴẔӢ 2- 18-7-2 
ǼȒ ἶ ӧ  ʴẔӢὲ′ 1- 208- 2 
ɔɪȢɔ ʴẔӢ ʿᵗ 942- 5 ɍȢɂ̯ 1-103 
ǵǋǏӧ  ʴẔӢӳ ὕ 51-2 
ȆȐǋ› ӳ ὕ əɶɞ ʴẔӢӳ ὕ 909- 2 
ȐǋǑȚəɶɞǤǓ ʴẔӢ 4- 12-18 
ᵃ ᾆ ′Ӣ 1701 
ǘȆǓȖȮɪɶȷ ′Ӣ ′ 2- 585 
ȠɁɆəɶɞ ′Ӣ 172- 9 
ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ǠǷȒ ′Ӣ ȯʭ5- 28-52 
əɶɞ ҽᾆ ′Ӣ 577- 4 

ɧɔɨɶɏɪȷ ′ӢὟ ְ4- 16-6 
ǉǋȑǠ Ӣ 225- 15 
ǵ  Ӣ ԍ 321- 2 
ǮǋɵǜǖǜȀ Ӣ̸ 2- 4- 5 
Ȯɩɶɕəɶɞ ǵ  Ӣ ן 587- 3 
ȵɡɞɍȤȷ ӢȆǫȖְ4ǵ7- 10 
ɍȢɞʴ  Ӣʴ 1574-31 
ǺǋǰȔ Ӣ 726- 2 
ǞǋǵȆᶸȂȚǧ Ӣ 2- 24-465 
ǚǚǠȉ Ӣ Ὶ4- 7- 9 

Ҳ  ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′ ′Ӣ₫█ 2- 41-5 
ȭɧɔ ǵ ˺ ȷɄɶȵɥɱ  Ӣᶸ 1107-7 
ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ǹǧȅȑƼ ƽ Ӣ 32 
̝ ȳɛɶɆȷɄɶȵɥɱǜǖȐȚȃ Ӣῇ 79-20 
ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ᴜ Ӣ ᴜ 1587-3 ɑɩ102ֵὙ 

Њ
 

ɍɒɋȷ  ʴẔӢ 649- 1 
ȪɶɅɱ ′Ӣ 591- 17 

ӧ Ͻǵ  ᴜ Ӣᾛ ἧ 1- 8 
ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574-31 

ǵ  Ӣ ן 1791-3 
ȠȪɘǵ  Ӣ 109- 2 
Ȧɩɒȴǵ  Ӣ 149- 2 
ȪɶɅɱȹɔɱ ӢẎ 1423-5 
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 ᴜ Ӣ 1- 45-2 

ǞǋǵȆ  ᴜ Ӣ 1953-1 
ὡ ֝ ῇ  Ӣ ֝ 2810-23 
ὡ ȹɩɕɵȪɶɅɱɍȤȷ ӢẎ 1423-3 
ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 

 
)  

 ᴜ Ӣ 1- 45-2 

 
)  
ȆȐǋ›  ʴẔӢ ὕ 1821-1 
ȪɶɅɱ ′Ӣ 591- 17 

 ᴜ Ӣ 1- 45-2 
ǚǚȔǵ Ϸ  Ӣ 1789-1 

ὧ Ḍ  ǚǚȔǵ Ϸ  Ӣ 1789-1 
ᾦҥ
ʝ Ḍ) 

ȤȢɱȮɩӧ ȹɱȽɶ ʴẔӢ ӧ 2- 1- 7 ˘ ɑɩ 
Ȥȥɩɑɶӧ ѼȹɱȽɶ ʴẔӢ 18-10 ӧ ʝ ᴁɑɩ2  
ᾦҥ ȹɱȽɶǹȌɶȅǲǉӧ ʴẔ ʴẔӢὰṲ 2- 7- 5 ὰṲ 9  
ᾦҥ ȹɱȽɶǹȌɶȅǲǉӧ  ʴẔӢὰṲ 2- 8- 14 ȦȫɉȠӧ 4  
ӧ ⁸˨ ̸  ʴẔӢ˨ 2- 10-16 

elk ӧ Office  ʴẔӢὰṲ 2- 3- 1ṇ Ẏӧ ɑɩ6  
ɭɶȭȠȵȷɆӧ  ʴẔӢ К1- 14-7 
ǵ  ′Ӣ ̸ 2499-6 

Ȩɶȭ ɧȢɓ ′Ӣ ′ 2- 464- 8 
ȨɨɶɔɍȤȷ ′Ӣ 786- 4 
ȪɶɅɱ ′Ӣ 591- 17 
ǵ  ᴜ Ӣ ԍ 321- 3 
ǮǋɵǜǖǜȀ Ӣ̸ 2- 4- 5 
Ǔʭ ῇ  Ӣқ ѫ 1536 
ӧ Ͻǵ  ᴜ Ӣᾛ ἧ 1- 8 
ȉǖȅǑ Ӣẉ 759- 52 

 ᴜ Ӣ 1- 45-2 
ɭɶȭȵɥɁɕ  ֝ Ӣ 605- 2 
ȱȷɠȷ Ӣ Ὶ4- 6- 18 
ӧ ⁸ ȹɱȽɶǋǡȆǵὤ Ӣ 4- 8- 3 

ᾦҥ
Ḍ)  

ȮɫɶȠɁɕӧ  ʴẔӢᵂᾶ 1- 55 ȵɶȨɶɑɩ  
ɝɪɨȠ ʴẔӢ 1- 23-4 ӧ ʴẔ 302  ֵ
ɍɶɠɉɶ  Ӣᾛְ̎2- 6- 9 ɜɩȳɱɑɩ202 
ǶǫȐǫ ḹ Ӣ 132- 20 

 Ӣᶸ 449- 1 ↄ 3  ֵ
ᾦҥ ǶǈȉǲǊ Ӣᶽ 1727-4 

ᾦҥ
Ḍ)  

ǋ  ʴẔӢ 1255-2 
ȩɓȥɵɍɶɠɉɶ ʴẔӢ╓ẏ3- 1 
ὡ ȳɶɑȷ˗  ǨǷȑȏ  ʴẔӢ ʿᵗ 926- 1 
Ẏ  ʴẔӢẎ 404- 12 
ӧ ⁸˨ ̸  ʴẔӢ˨ 2- 10-16 
ǵ ӧ  ʴẔӢ 2- 3- 23 
ȐǋǑȚ›  ʴẔӢ 1- 2 
ǵ  ′Ӣ ̸ 2499-6 

Ȩɶȭ ɧȢɓ ′Ӣ ′ 2- 464- 8 
ȨɨɶɔɍȤȷ ′Ӣ 786- 4 
ὡ ȳɶɑȷ˗ ȅǈǽȒǹȔ ′Ӣ₫█ 5- 391- 3 
ȷɄɁɕǨǷ ′Ӣẏ 757- 3 
′ɭɶȭȳɛɶɆ ′Ӣ 2895-1 

ǉǘȃǵ  ᴜ Ӣ ԍ 321- 2 
ǉȋȈ Ӣ 287- 3 
ᾦҥ  ӧ  Ӣᾛְ̎2- 6- 1 ˬ ɑɩ205 
ǵ  ᴜ Ӣ ԍ 321- 3 
ǮǋɵǜǖǜȀ Ӣ̸ 2- 4- 5 
ɭɶȭ ȳɛɶɆǠǷȒ ӢὟ 295- 2 
ǉǜǹǵʭ Ӣ֦ 132- 11 
ẎὟ ӢẎὟ 3419-1 
Ǔʭ ῇ  Ӣқ ѫ 1536 
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 Ӣ 8- 2 

ӧ Ͻǵ  ᴜ Ӣᾛ ἧ 1- 8 
ȅǉȒǋⅎḹ Ӣ ᾌῇ 663- 8 
ȉǖȅǑ Ӣẉ 759- 52 

 Ӣ 1- 201 
ǞǋǵȆᶸǚǚȔ Ӣ 2- 2307 
ɭɶȭȵɥɁɕ  ֝ Ӣ 605- 2 
ȩɓȥɎɩȱɉɶ Ӣ 3- 5- 7 
ȱȷɠȷ Ӣ Ὶ4- 6- 18 
ӧ ⁸ ȹɱȽɶǋǡȆǵὤ Ӣ 4- 8- 3 

↓ ᵂ˺
 

ȠɶȷȳɛɶɆӧ ʴẔ ʴẔӢ˹˝2- 18-17 
ȠɁɆəɶɞʟẌ ʴẔӢ ὕ 994- 37 
Ƞɝȩӧ ʴẔ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢ⁸ḹ 6- 8 INOHANA052  ֵ
ȠɩɜȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢὲ′ 1- 232 
ǋǨǛȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ ḹӔ2- 18-34 
ӣ ˲ ᶧ ᾎ̝ ᵂ˺ ǹȅȖȑ ʴẔӢ˹˝2- 7- 9 
ɲȥɩɅȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ˹˝1- 20-7 

˲ȆǡȂ ̝ Ӳ  ̝ ʴẔӢ 1- 12-1-103 
ǑȍȆɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ ὕ 1661-2 
˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤӧ ʴẔ˗  ʴẔӢӳ 2- 19-7 ɑɩ 2  
ǒǦǖȑӧ ʴẔ ʴẔӢ 14-11 
╛̝ ӧ  ʴẔӢ 4- 3- 9 
╛̝ ɖɩȵɶȳɶɑȷ ӧ ᵣ  ʴẔӢ 13-8 Ẏʸ1  
ȯȠȳɶɑȷʟẌ ʴẔӢ 3- 31 Ẏᴇ ┴ ↄ 1ֵὙ 
ȱȭȠɕɧɱɉɱȮ ʴẔӢὰṲ 2- 22-18 7  
ӧ ȆȐǋ ᵂ˺ ˗  ʴẔӢӧ 5- 25 

ȶɡɏɱȯȠӧ ʴẔ ʴẔӢ ḹӳ1- 5- 7Ȯɨɶɱɏɪȷ1  
ὡ  ȐǋǼǔǪǯƳ ʴẔӢ ˝ 719- 32 
ӧ ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ ӧ 2- 1- 6 ʝ ɑɩ203  ֵ
ȹɱɆȯȠǨǷ ʴẔӢ 2- 5- 3 
ȾɨȠȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ 979- 1 
ӧ ᷀ὁ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢʴẔ3- 5- 3 ɑɩ3  
ӧ ὡ ȹɱȽɶ ʴẔӢ 204- 12 
ɆɶȽɩȯȠȳɛɶɆɉɁȹȢ ʴẔӢ Ͻ4- 13-5-106 
ɆɶȽɩȯȠȳɛɶɆɜȱɆ ʴẔӢ ʿᵗ 947- 8 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶȅǵ ʴẔӢ 1226 
ǧȅȑ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ 2- 10-503ȳȢɆɶɑɩ 3 
ǹǷȑ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱӧ ʴẔ ʴẔӢ 2- 20-17 ӧ ʴẔ 
ɐɣɶɜɱɧȢɓȯȠӧ Кǵ  ʴẔӢ К1- 7- 6 
ǼȓǉǋȹɱȽɶ ʴẔӢ ˝ 10-3 
ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǒǏǮ ʴẔӢ˨ 1- 2- 5 ɑɩ2  
ɖɩɏɶ  ʴẔӢ 211- 1 2 ǵ 1 
ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱȅǛǵǭ ʴẔӢ 25-2 ׅ♅ 102  ֵ
ȂɶǾȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ ὕ 1572-1 
ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ˹˝1- 16-6 
ȋǜǞǋ ‴ᶥ ᵂ˺ ˗  ʴẔӢӧ ᾌ 577- 6 ǵ 1  
ȋǜǞǋ ӧ ᵂ˺ ˗  ʴẔӢ 4- 22ȳɱɧȢɆ202ֵὙ 
ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ  ʴẔӢ 3- 25-20 
ȑȀȒǦǠ ʴẔӢ ⅎ3-27- 6 ⅎṷ 103ֵὙ 
ɫɱȮɧȢɓ˺ Ƚȭȵɶ ʴẔӢ 2- 6- 11 ȱɶɛᾛ′1-102 
ȠȢȯȠ ′ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ₫█ 5- 419- 2 J ₫█Ĭ201 
ȠȢȯȠ₫█ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ₫█ 5- 419- 2 J ₫█Ĭ101 
ȠȢɕɧȴ˺ ̔  ′ӢẎ 1261-2 
ȯȠȳɶɑȷ ′Ӣ̸ ְ6- 15-12 ȱɶɛ201 

Ƞɝȩ ′˺ ȹɱȽɶ ′Ӣӳ ᶸ2- 9- 21 ′402  ֵ
ȯȢɭ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣӧ 166- 90 
᷀ὁ˺ ȹɱȽɶǚǽǞǵ  ̝ ′ӢǚǭǶǞְ1- 23-3 
ǜǖȐǹȈȳɛɶɆ ′Ӣ₫█ 3- 1113-4 203 
ȵɉȠ К̝ȅǖǶȑ ᵂ˺ ˗  ′Ӣ₫█ 5- 370- 4 
ȶɡɏɱȯȠӧ ₫█ ′Ӣ₫█ 4- 619- 24ӧ ̤ɑɩ2  
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ȯȠȳɶɑȷ ′Ӣ₫█ 2- 4- 12 
ȹɱɆȯȠ ′ ′Ӣ ′ 3- 309- 6- 104 
ӧ ȓȚǙȳɶɑȷ ′Ӣ ᶸ 1574-18 
ɆɶȽɩȯȠȳɛɶɆ ′ ′Ӣ 1612-11 ʿͪȱɶɛ101 
ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ǦǠǘǉǋǚȚǲǨȖ ′Ӣ ᶸ1- 6- 7 
ɇɨɶɞ ′ ′Ӣӧ 343 ′H- 102 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 28-15 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶǱǥǵ ′Ӣӳ ᶸ1- 44-9 ῇɑɩ101  ֵ

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′ ′Ӣ₫█ 2- 41-5 
ǹȅȖȑ ᵂ˺ ˗  ′Ӣӧ 74-3 
ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǱǵǶǱ₫█˗  ′Ӣ₫█ 5- 225 
ɖɩɕȳɶɑȷǋǨǛ ′Ӣ̸ ְ8- 12-2-406 
əɱɜȯȠȳɶɑȷ ′Ӣ ְ47-2 
ȅǛǚȔȳɶɑȷӧ  ′Ӣ₫█ 1- 23-15 2ǵ107  ֵ
ȅȅȆ ᵂ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ ȯʭ1- 21-13 
ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′ ′Ӣ ˝1- 4- 1 ′К 
̝ ɟɫɅȡ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ ᶸ2- 8- 15 

ẌǵȯȠȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ 759 
˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ̸ ְ1- 22-1 102  ֵ

ȠɶȷȳɛɶɆӧ  Ӣ 3- 10-24 
ǉǋȯȠȳɶɑȷ Ӣᾛְ̎6- 18-1 ɏɪȷ3  
Ƞɝȩ ˺ ȹɱȽɶ ӢὟ 2153-2 
ǋǔǋǔȯȠ ′ Ӣ ′3- 3- 24 ɗɩɓɧɁɆ103  ֵ

Ѽ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱ Ӣᾛְ̎1- 4- 20 ȢȨɱ ↄ4  
ȤȡɁȵɣ ӢὟ 1722-147 
ȶɡɏɱȯȠӧ ᾛ̎  ְ Ӣᾛְ̎3- 8- 10 101ֵὙ 
ȶɡɏɱȯȠӧ  Ӣ 1- 11-14 1  
ȷɄɁɕɭɱ˺ ȳɶɑȷ Ӣẏְ4- 5- 15ȮɨɶɱɍȢɞ101 
ȷɜȢɩ˺ ȳɶɑȷ ӢὟ 1652-148 ɍȢɂ101 
ȭɧɔ ǵ ˺ ȷɄɶȵɥɱ  Ӣᶸ 1107-7 
˺ ȷɄɶȵɥɱ ӢὟ 1070-2-101 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ ӧ  Ӣ 1- 18-3 102  ֵ
ǋǨȑȚӧ  ӢὟ 1755-43 
ǹǷȑȳɶɑȷ ȹɱȽɶ Ӣ 3- 16-13˘ ɑɩ3 ֵὙ 
ɓȟɶȷɆȷɄɶȶ  Ӣᶸ 1025-1 
ɕɧȿɈɵ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱǋǱǙ Ӣῇ 103- 4 
ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǑǔȐǖ Ӣẏְ5- 8- 1 
ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ̸  Ӣ̸ 1- 10-2 ɢɁȭȷ̸ ↄК 
̝ ȳɛɶɆȷɄɶȵɥɱǜǖȐȚȃ Ӣῇ 79-20 

ȠɶȷȳɛɶɆӧ  Ӣ 3- 19-4 
ȯȠȳɶɑȷ Ӣ 500- 4 
Ⱳȳɶɑȷ ӢẎ 441- 40 
ȠȢəɶɕ ӢȆǫȖְ5- 33-1-101 
˺ ȋȖȐǕ ӢȆǫȖְ3- 10-2⁸ ɜɱȵɥɱ303 
˺ ɨɚɱɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ӢӧḜְӳ1- 9- 7 
ǒǦǖȑ  Ӣ 4- 8- 18 101ֵὙ 
╛̝  Ϯ  Ӣ 6- 15-21 ɑɩ202 
╛̝ ӧḜְ  ӢӧḜְӳ4- 11-6 
ȯȠȷɄɶȵɥɱ ǔǡǱ Ӣ 3- 22-22 
ȯȠȷɄɶȵɥɱȱȷɠȷ ӢӧḜְ 4- 21-6 
ǜǖȐɵ˺ ȷɄɶȵɥɱᴇϽ ӢᾛΈְ2- 1026-8 
ȶɡɏɱȯȠӧ  Ӣ Ӕ2- 11-11 
ȵɡɫɶɞ  Ӣ 2170-8 
ȹɱɆȯȠ  ӢᾛΈְ5- 20-10 ɑɩ2  
ӧ ɍɶɆȯȠ ᵂ˺ ȳɶɑȷ Ӣẉ 1122-1 
ǫǖǞȯȠȳɶɑȷȖǒǷ Ӣ ְ 80-1 ְɍȢɂ102  ֵ
ǱǵǶǱ˺  Ӣ ְ 80-1 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧḜ  ְ ӢӧḜְӔ1- 26-11 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧ ȖǒǷ Ӣ 3- 19-1 103  ֵ
ɏȵɆȯȠ ӢẎὟ 862 ɓȟɶȷɆɍȢɂ103 
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ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ᴜ Ӣ ᴜ 1587-3 ɑɩ102ֵὙ 

ǹȅȖȑǯǤȐ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱ Ӣ Ӕ1- 3- 18 
ᵂ˺ ȳɶɑȷǹǺǔ Ӣ 5- 3- 1 ӧ A 108  ֵ
ᵂ˺  ǹǧȅȑǵὤ Ӣ 175- 3 
əɶɞɖɩɕ ǵ  Ӣ ן 1791-3 
ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ Ӣ ǵְ2- 1- 10 
Ĝ ȯȠȹɱȽɶ ӢᾛΈְ3- 4- 5 2  
ƼȈǧǒǵἶ ƽ ὑ ᵂ˺ ˗  ӢǉǠȆǓʭ1- 7- 8 
ȠɶȷȳɛɶɆӧ  ӢǑȍȆ 3- 41-7 
ȦȽɶɈɩȯȠǑȍȆ ȷɄɶȵɥɱ ӢǑȍȆ ʴẔ6- 48-4 
ȨȭȽɶɲɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ӢǉǠȆǓʭ8- 10-1 
˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤ ӧ ӳ˗  Ӣ 2- 27-10 
ȯȠȷɄɶȵɥɱẢ Ӣ 1- 980- 5 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ  ֝ ӢǑȍȆ 3- 39-1 1  
ɍɶɆɓɪɱɇ  Ӣ 2- 25-75 

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǑȍȆ  ӢǑȍȆ 1- 21-6 
ǵ  ӢǑȍȆ 3- 25-1 
ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱǉǋǉǋ Ӣ 318- 2 
ᵂ˺ ȹɱȽɶ ᾎ ӢǉǠȆǓʭ2- 27-5 
ȄǒȄǒ˺ ǑǭȚǯǜȚ ӢǉǠȆǓʭ1- 23-8 ′ɑɩ2  

   ӢǉǠȆǓʭ 3- 10-17 
̝ ˺ ӧ ᵣ  ӢǉǠȆǓʭ2- 41-11 

ȠȭȹȷɅȴȢɉɱȮ ᵂ˺ ˗  Ӣ 2- 1- 12ɕɧȴ 702  ֵ
ǉǱǦǵ ȯȠȳɶɑȷ Ӣ 1- 1- 11 
ȯȠȳɶɑȷɵȷɄɁɕȠɁɕ Ӣ 3- 5 29 306  ֵ
ȯȠȳɶɑȷ ǵ  Ӣ 1- 1- 11 ǵ 6 
ȹɱɆȯȠ  Ӣ 3- 5- 6ɚɈɶȶɣ Ὶ1  
ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 

ᵂ˺ ˗  Ӣ 3- 1- 6- 101 
ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ǜǜǏ  Ӣ 6- 3- 10 

ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ Ὶ Ӣ 1- 16-20 
˺  ǞǋǵȆᶸǚǚȔǵ  ʴẔӢ 1157-1 

ɍɒɋȷ  ʴẔӢ 649- 1 
ȆȐǋ›  ʴẔӢ ὕ 1821-1 
ȆȐǋ› ǧǋǨ ʴẔӢὟῴ2- 6- 26 
ȪɶɅɱ ′Ӣ 591- 17 

ɭɶȭ₫█ ′Ӣ₫█ 4- 606 
ǉǘȃǵ  ᴜ Ӣ ԍ 321- 2 
ǉȋȈ Ӣ 287- 3 
ǮǋɵǜǖǜȀ Ӣ̸ 2- 4- 5 
ɭɶȭ ȳɛɶɆǠǷȒ ӢὟ 295- 2 
ȠȭɄȡǱǒǵ Ӣʴ 1574-31 
Ǔʭ ῇ  Ӣқ ѫ 1536 
ǦǒǴ  ᴜ Ӣ 710 
ӧ ⁸  ᴜ Ӣ 8- 31-15 
ӧ Ͻǵ  ᴜ Ӣᾛ ἧ 1- 8 
ɅȡȠɓɪɱȸẎὟ ӢẎὟ 2838-1 
ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574-31 
ȂǪǯǹǯǋǔ ӢẎὟ 2112-8 

ǵ  Ӣ ן 1791-3 
ȠȪɘǵ  Ӣ 109- 2 
Ȧɩɒȴǵ  Ӣ 149- 2 
ȪɶɅɱȹɔɱ ӢẎ 1423-5 
ǞǋǵȆ  ᴜ Ӣ 1953-1 
ǞǋǵȆᶸǚǚȔ Ӣ 2- 2307 
ὡ ֝ ῇ  Ӣ ֝ 2810-23 
ὡ ȹɩɕɵȪɶɅɱɍȤȷ ӢẎ 1423-3 
ὡ ˗  ӢẎ 1423-3 
ӧ ӧ Ѓ  Ӣ 1- 45-2 
ǺǊ ȃ Ӣ₳ῇ 2005-2 
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ǙȚǔ Ӣ Ὶ2- 3- 1 
ȱȷɠȷ Ӣ Ὶ4- 6- 18 
ǜǋȖǋ Ӣ Ὶ2- 3- 1 
ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 
ǮǋɵȅǜǛ Ӣ 2- 1- 12 

Њ  ˲ᶮ ӧ  ʴẔӢ˴ ׀ 673 
ɍɒɋȷ  ʴẔӢ 649- 1 
ɔɪȢɔ ʴẔӢ ʿᵗ 942- 5 ɍȢɂ̯ 1-103 
ȆȐǋ› ӳ ὕ əɶɞ ʴẔӢӳ ὕ 909- 2 
ȪɶɅɱ ′Ӣ 591- 17 
ǵ  Ӣ ԍ 321- 2 
ǮǋɵǜǖǜȀ Ӣ̸ 2- 4- 5 
ǦǒǴ  ᴜ Ӣ 710 
ӧ ⁸  ᴜ Ӣ 8- 31-15 
ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574-31 
ǶȚȉǪǖ Ӣ 4- 1- 6 ᶽᾶɑɩ201 
ȅǉȒǋⅎḹ Ӣ ᾌῇ 663- 8 

ǵ Њ ˗  Ӣ ן 1791-3 
 ᴜ Ӣ 1- 45-2 

ȠȪɘǵ  Ӣ 109- 2 
Ȧɩɒȴǵ  Ӣ 149- 2 
ȪɶɅɱȹɔɱ ӢẎ 1423-5 

 ᴜ Ӣ 1- 45-2 
ὡ ֝ ῇ  Ӣ ֝ 2810-23 
ὡ ȹɩɕɵȪɶɅɱɍȤȷ ӢẎ 1423-3 
Њ ǞǋǵȆ  ᴜ Ӣ 1953-1 

ǜǋȖǋ Ӣ Ὶ2- 3- 1 
ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 

ֿ  ȠɶȷȳɛɶɆӧ ʴẔ ʴẔӢ˹˝2- 18-17 
ȠɁɆəɶɞʟẌ ʴẔӢ ὕ 994- 37 
ȠɩɜȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢὲ′ 1- 232 
ǋǨǛȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ ḹӔ2- 18-34 
ɲȥɩɅȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ˹˝1- 20-7 

˲ȆǡȂ ̝ Ӳ  ̝ ʴẔӢ 1- 12-1-103 
˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤӧ ʴẔ˗  ʴẔӢӳ 2- 19-7 ɑɩ 2  
╛̝ ɖɩȵɶȳɶɑȷ ӧ ᵣ  ʴẔӢ 13-8 Ẏʸ1  
ȯȠȳɶɑȷʟẌ ʴẔӢ 3- 31 Ẏᴇ ┴ ↄ 1ֵὙ 
ӧ ȆȐǋ ᵂ˺ ˗  ʴẔӢӧ 5- 25 

ȶɡɏɱȯȠӧ ʴẔ ʴẔӢ ḹӳ1- 5- 7Ȯɨɶɱɏɪȷ1  
ȹɱɆȯȠǨǷ ʴẔӢ 2- 5- 3 
ȾɨȠȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ 979- 1 
ӧ ᷀ὁ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢʴẔ3- 5- 3 ɑɩ3  
ӧ ὡ ȹɱȽɶ ʴẔӢ 204- 12 
ɆɶȽɩȯȠȳɛɶɆɉɁȹȢ ʴẔӢ Ͻ4- 13-5-106 
ɆɶȽɩȯȠȳɛɶɆɜȱɆ ʴẔӢ ʿᵗ 947- 8 
ὑ ᵣѫ Ҳ ˲˺ ȳɶɑȷ ʴẔӢ К2- 15-13 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶȅǵ ʴẔӢ 1226 
ǼȓǉǋȹɱȽɶ ʴẔӢ ˝ 10-3 
ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǒǏǮ ʴẔӢ˨ 1- 2- 5 ɑɩ2  
ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ  ʴẔӢ 3- 25-20 
ȑȀȒǦǠ ʴẔӢ ⅎ3-27- 6 ⅎṷ 103ֵὙ 
ɫɱȮɧȢɓ˺ Ƚȭȵɶ ʴẔӢ 2- 6- 11 ȱɶɛᾛ′1-102 
ȯȠȳɶɑȷ ′Ӣ̸ ְ6- 15-12 ȱɶɛ201 

ȯȢɭ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣӧ 166- 90 
᷀ὁ˺ ȹɱȽɶǚǽǞǵ  ̝ ′ӢǚǭǶǞְ1- 23-3 
ȹɱɆȯȠ ′ ′Ӣ ′ 3- 309- 6- 104 
ӧ ȓȚǙȳɶɑȷ ′Ӣ ᶸ 1574-18 
ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ǦǠǘǉǋǚȚǲǨȖ ′Ӣ ᶸ1- 6- 7 
ɇɨɶɞ ′ ′Ӣӧ 343 ′H- 102 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 28-15 
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ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶǱǥǵ ′Ӣӳ ᶸ1- 44-9 ῇɑɩ101  ֵ

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′ ′Ӣ₫█ 2- 41-5 
ǹȅȖȑ ᵂ˺ ˗  ′Ӣӧ 74-3 
ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǱǵǶǱ₫█˗  ′Ӣ₫█ 5- 225 
ɖɩɕȳɶɑȷǋǨǛ ′Ӣ̸ ְ8- 12-2-406 
ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′ ′Ӣ ˝1- 4- 1 ′К 
̝ ɟɫɅȡ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ ᶸ2- 8- 15 

ẌǵȯȠȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ 759 
ȠɶȷȳɛɶɆӧ  Ӣ 3- 10-24 
ǋǔǋǔȯȠ ′ Ӣ ′3- 3- 24 ɗɩɓɧɁɆ103  ֵ

Ѽ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱ Ӣᾛְ̎1- 4- 20 ȢȨɱ ↄ4  
ȤȡɁȵɣ ӢὟ 1722-147 
ȶɡɏɱȯȠӧ ᾛ̎  ְ Ӣᾛְ̎3- 8- 10 101ֵὙ 
ȷɄɁɕɭɱ˺ ȳɶɑȷ Ӣẏְ4- 5- 15ȮɨɶɱɍȢɞ101 
ȷɜȢɩ˺ ȳɶɑȷ ӢὟ 1652-148 ɍȢɂ101 
ȭɧɔ ǵ ˺ ȷɄɶȵɥɱ  Ӣᶸ 1107-7 
˺ ȷɄɶȵɥɱ ӢὟ 1070-2-101 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ ӧ  Ӣ 1- 18-3 102  ֵ
ǋǨȑȚӧ  ӢὟ 1755-43 
ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ̸  Ӣ̸ 1- 10-2 ɢɁȭȷ̸ ↄК 
̝ ȳɛɶɆȷɄɶȵɥɱǜǖȐȚȃ Ӣῇ 79-20 

ȠɶȷȳɛɶɆӧ  Ӣ 3- 19-4 
ȯȠȳɶɑȷ Ӣ 500- 4 
Ⱳȳɶɑȷ ӢẎ 441- 40 
ȠȢəɶɕ ӢȆǫȖְ5- 33-1-101 
˺ ȋȖȐǕ ӢȆǫȖְ3- 10-2⁸ ɜɱȵɥɱ303 
╛̝  Ϯ  Ӣ 6- 15-21 ɑɩ202 
ȯȠȷɄɶȵɥɱ ǔǡǱ Ӣ 3- 22-22 
ȯȠȷɄɶȵɥɱȱȷɠȷ ӢӧḜְ 4- 21-6 
ǜǖȐɵ˺ ȷɄɶȵɥɱᴇϽ ӢᾛΈְ2- 1026-8 
ȵɡɫɶɞ  Ӣ 2170-8 
ȹɱɆȯȠ  ӢᾛΈְ5- 20-10 ɑɩ2  
ǱǵǶǱ˺  Ӣ ְ 80-1 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧḜ  ְ ӢӧḜְӔ1- 26-11 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧ ȖǒǷ Ӣ 3- 19-1 103  ֵ

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ᴜ Ӣ ᴜ 1587-3 ɑɩ102ֵὙ 
ᵂ˺ ȳɶɑȷǹǺǔ Ӣ 5- 3- 1 ӧ A 108  ֵ
əɶɞɖɩɕ ǵ  Ӣ ן 1791-3 
ȠɶȷȳɛɶɆӧ  ӢǑȍȆ 3- 41-7 
˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤ ӧ ӳ˗  Ӣ 2- 27-10 
ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ  ֝ ӢǑȍȆ 3- 39-1 1  

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǑȍȆ  ӢǑȍȆ 1- 21-6 
ȄǒȄǒ˺ ǑǭȚǯǜȚ ӢǉǠȆǓʭ1- 23-8 ′ɑɩ2  

   ӢǉǠȆǓʭ 3- 10-17 
̝ ˺ ӧ ᵣ  ӢǉǠȆǓʭ2- 41-11 

ǉǱǦǵ ȯȠȳɶɑȷ Ӣ 1- 1- 11 
ȯȠȳɶɑȷɵȷɄɁɕȠɁɕ Ӣ 3- 5 29 306  ֵ
ȯȠȳɶɑȷ ǵ  Ӣ 1- 1- 11 ǵ 6 
ȹɱɆȯȠ  Ӣ 3- 5- 6ɚɈɶȶɣ Ὶ1  
ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 
ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ Ὶ Ӣ 1- 16-20 

˺  ˲ᶮ ӧ  ʴẔӢ˴ ׀ 673 
ӧ ⁸  ᴜ Ӣ 8- 31-15 

 ᴜ Ӣ 1- 45-2 

 ■ 相談支援事業所 

・障害者（児）や保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サービス等の利用支援、権

利擁護のための必要な援助などを行います（障害者相談支援）。 
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・生活支援ワーカーによる家庭や職場の訪問等により、金銭や衣食住に関する問題の解決などの地域で生活

するために必要な支援を行います（知的障害者生活支援）。 

・身近な地域で療育指導等が受けられるよう、支援事業者が訪問・外来による療育相談、訪問による健康診

査、障害児保育を行う保育所等の職員に対する療育に関する技術の指導を行います（障害児等療育支援）。 

・サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要な場合に、障害者（児）の自立した生活や

課題解決、適切なサービス利用に向けて支援します（計画相談支援・障害児相談支援）。 

׀   ̮  
ὡ

 
ȅȒȈȔ ʴẔӢ 1- 6 
ȹɱȽɶǶǱȆǓȖ ′Ӣẏ 757- 3 

᷂Ḣ ȹɱȽɶǼȐȒ Ӣ̸ 2- 4- 6 
ǵ  ӢẎὟ 2112-8 

ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574-31 
ʴ ἶᶸ ȋǜǞ ǰ) Ӣᶽ 1634 
ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 

ὡ

 

ȪɶɅɱ ′Ӣ 577- 4 əɶɞ ҽᾆК 
ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574-31 
ʴ ἶᶸ ȋǜǞ ǰ) Ӣᶽ 1634 

ὡЃ
 
᷂Ḣ ȹɱȽɶǼȐȒ Ӣ̸ 2- 4- 6 
ǮǋɵǜǖǜȀ Ӣ̸ 2- 4- 5 
ǵ  ᴜ Ӣ ԍ 321- 3 
ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574-31 
ӧ Ͻǵ  ᴜ Ӣᾛ ἧ 1- 8 
ӧ ⁸  ᴜ Ӣ 8- 31-15 
ǞǋǵȆ  ᴜ Ӣ 1953-1 
ӧ ɨɍɑɨɄɶȵɥɱȹɱȽɶ  ᴜ Ӣ 1- 45-2 
ǮǋɵȅǜǛ Ӣ 2- 1- 12  ɕɧȴ ɑɩК 
ǼȒ ἶ ӧ  ʴẔӢὲ′ 1- 208- 2 

ʝ
 

ὡ ᷂Ḣ Ҳ ȹɱȽɶȅȒȈȔ ʴẔӢ 1- 6 
ȹɱȽɶǚǠȉǠ ʴẔӢ ⅎ3-27-13 ⅎ╜113ֵὙ 

ȹɱȽɶǶǱȆǓȖ ′Ӣẏ 757- 3 
᷂Ḣ ȹɱȽɶǼȐȒ Ӣ̸ 2- 4- 6 
ɅȡȠɓɪɱȸẎὟ ӢẎὟ 2838-1 
ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574-31 

ǵ  ӢẎὟ 2112-8 
֝ ȹɱȽɶ Ӣ 605- 2 
ὑ ˗  ǖǖȒ Ӣ₳′ 2305 

ȹɱȽɶǞǋǵȆ Ӣ 1953-1 
ǮǋɵȅǜǛ Ӣ 2- 1- 12 ɕɧȴ ɑɩ 
ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 

 
ȱɝɣɉɄȡ ˗  ʴẔӢ 211- 1 2  
ὑ ὑ ˗ ɵ ὑ ὡЃ ˗ ȆȐǋ›  ʴẔӢ ὕ 1821-1 
ὡ ᷂Ḣ Ҳ ȹɱȽɶȅȒȈȔ ʴẔӢ 1- 6 

ȹɱȽɶǚǠȉǠ ʴẔӢ ⅎ3-27-13 ⅎ╜113ֵὙ 

ӧ ὡ ȹɱȽɶ ʴẔӢ 204- 12 
ɍɒɋȷ  ʴẔӢ 649- 1 
ǼȒ ἶ ӧ  ʴẔӢὲ′ 1- 208- 2 
Ȩɨɶɔ ˗  ′Ӣ 786- 4 ȨɨɶɔɍȤȷК 
ȯȢɭ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣӧ 166- 90 
ȹɱȽɶǶǱȆǓȖ ′Ӣẏ 757- 3 
ȪɶɅɱ ′Ӣ 591- 17 

ǉǘȃǵ  ᴜ Ӣ ԍ 321- 2 
᷂Ḣ ȹɱȽɶǼȐȒ Ӣ̸ 2ǵ4- 6 
ǵ  ᴜ Ӣ ԍ 321- 3 
ǮǋɵǜǖǜȀ Ӣ̸ 2- 4- 5 
ǹǧȅȑ Ӣ 32 
̝ ˲ˉ ̝ǦǒǴ  ᴜ Ӣ 710 
ὡ ȳɶɑȷ˗  Ǔʭ ῇ  Ӣқ ѫ 1536 
ǠǒǋǽȒɶ ӢẎὟ 3419-1 
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׀   ̮  
˗ ǚȚǸǠ Ӣ 4- 1- 10 

ӧ Ͻǵ  ᴜ Ӣᾛ ἧ 1- 8 
ɅȡȠɓɪɱȸẎὟ ӢẎὟ 2838-1 
ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574-31 

ǵ  ӢẎὟ 2112-8 
ȠȪɘǵ  Ӣ 109- 2 
ȦȽɶɈɩȯȠǑȍȆ ȷɄɶȵɥɱ ӢǑȍȆ ʴẔ6- 50- 10 
Ȧɩɒȴǵ  Ӣ 149- 2 
ȪɶɅɱȹɔɱ ӢẎ 1423-5 
֝ ȹɱȽɶ Ӣ 605- 2 
ὑ ˗  ǖǖȒ Ӣ₳′ 2305 
ὡ  ֝ ῇ  Ӣ ֝ 2810-23 

ȹɱȽɶǞǋǵȆ Ӣ 1953-1 
ӧ ӧ ɨɍɑɨɄɶȵɥɱȹɱȽɶ Ӣ 1ǵ45-2 
ὑ ˗  ӢẎ 1423-3 
ӧ ⁸ ˗ ǸȓǪǯ Ӣ 4- 8- 3 
ǮǋɵȅǜǛ Ӣ 2- 1- 12 ɕɧȴ ɑɩ 
ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 
ǱǱǖǜ Ӣ Ὶ4- 10-2 

ὡЃ
 
ȱɝɣɉɄȡ ˗  ʴẔӢ 211- 1 2  
ὑ ὑ ˗ ɵ ὑ ὡЃ ˗ ȆȐǋ›  ʴẔӢ ὕ 1821-1 

ȹɱȽɶǚǠȉǠ ʴẔӢ ⅎ3-27-13 ⅎ╜113  ֵ
Ȩɨɶɔ ˗  ′Ӣ 786- 4 ȨɨɶɔɍȤȷК 
ȪɶɅɱ ′Ӣ 591- 17 

ǮǋɵǜǖǜȀ Ӣ̸ 2- 4- 5 
ǹǧȅȑ Ӣ 32 
᷂Ḣ ȹɱȽɶǼȐȒ Ӣ̸ 2- 4- 6 
ǠǒǋǽȒɶ ӢẎὟ 3419-1 
ɅȡȠɓɪɱȸẎὟ ӢẎὟ 2838-1 
̝ ˲ˉ ̝ǦǒǴ  ᴜ Ӣ 710 
ǵ  ӢẎὟ 2112-8 
˗  ǚȚǸǠ Ӣ 4- 1- 10 

ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574-31 
֝ ȹɱȽɶ Ӣ 605- 2 
ὑ ˗  ǖǖȒ Ӣ 1789-1 
ӧ ӧ ɨɍɑɨɄɶȵɥɱȹɱȽɶ Ӣ 1- 45-2 

ȹɱȽɶǞǋǵȆ Ӣ 1953-1 
ǮǋɵȅǜǛ Ӣ 2- 1- 12 ɕɧȴ ɑɩК 
ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 
ӧ ⁸ ˗ ǸȓǪǯ Ӣ 4- 8- 3 

 ■ 地域生活支援給付サービス事業所 

・屋外での移動が困難な方に、社会生活上必要不可欠な外出や社会参加のための外出時における移動中の介

護を行います（移動支援）。 

・居宅において入浴が困難な重度の身体障害がある方に、居宅に訪問入浴車を派遣して、入浴の機会を提供

します（訪問入浴サービス）。 

・日中、自宅において監護する方が不在のため、見守りが必要な方に、障害者支援施設等で一時的に預かり、

見守り等の支援を行います（日中一時支援）。 

・障害程度区分が認定されない方のうち、日常生活に関する支援を行わなければ、生活に支障をきたすおそ

れのある方に、調理、洗濯、掃除等の家事や生活等に関する相談・助言を行います（生活サポート）。 

׀   ̮  

Ҳ  ȠɶȷȳɛɶɆӧ ʴẔ ʴẔӢ˹˝2- 18-17 

ȠɁɆəɶɞʟẌ ʴẔӢ ὕ 994- 37 

ȠɩɜȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢὲ′ 1- 232 

ǋǨǛȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ ḹӔ2- 18-34 
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׀   ̮  

ɲȥɩɅȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ˹˝1- 20-7 

 ˲ ȆǡȂ ̝ Ӳ  ̝ ʴẔӢ 1- 12-1-103 

ǑȍȆɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ ὕ 1661 ᷂2 

˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤӧ ʴẔ˗  ʴẔӢӳ 2ʞ 19 ᷂7 ɑɩ 2  

ȯȠȳɶɑȷʟẌ ʴẔӢ 3- 31 Ẏᴇ ┴ ↄ 1ֵὙ 

ȶɡɏɱȯȠӧ ʴẔ ʴẔӢ ḹӳ1- 5- 7 Ȯɨɶɱɏɪȷ1  

ӧ ᷂Ḣ ˗  ʴẔӢ ӧ 2- 1- 6 ʝ ɑɩ203  ֵ

ȹɱɆȯȠǨǷ ʴẔӢ 2- 5- 3 

ȾɨȠȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ 979ǵ1 

ӧ ᷀ὁ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢʴẔ3- 5- 3 ɑɩ3  

ӧ ὡ ȹɱȽɶ ʴẔӢ 204- 12 

ɆɶȽɩȯȠȳɛɶɆ ɉɁȹȢ ʴẔӢ Ͻ4- 13-5 ӧ 106 

ὑ ᵣѫ Ҳ ˲˺ ȳɶɑȷ ʴẔӢ К2ʞ 15 13  ֵ

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶȅǵ ʴẔӢ 1226 

ǹǷȑ ᵂ˺ ӧ ʴẔ ʴẔӢ 2- 20-17 ȪɶɅɱɄɧȷӧ ʴẔ 

ǼȓǉǋȹɱȽɶ ʴẔӢ ˝ 10-3 

ɖɩɏɶ  ʴẔӢ 211- 1 2 -1 

ᵂ˺ ȅǛǵǭ ʴẔӢ 2- 19-4ɝɣɶȸ ῴĬ- 2D 

ȂɶǾȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ ὕ 1572-1 

ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ˹˝1- 16-6 

ȋǜǞǋ ‴ᶥ ᵂ˺ ˗  ʴẔӢӧ ᾌ 577- 6 ǵ 1  

ȋǜǞǋ ӧ ᵂ˺ ˗  ʴẔӢ 4- 22 ȳɱɧȢɆ202ֵὙ 

ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ  ʴẔӢ 3- 25-20 

ȑȀȒǦǠ ʴẔӢ ⅎ3- 27-6 ⅎṷ 103ֵὙ 

ɫɱȮɧȢɓ˺ Ƚȭȵɶ ʴẔӢ 2- 6- 11ȱɶɛᾛ′1-102 

ȯȢɭ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣӧ 166- 90 

᷀ὁ˺ ȹɱȽɶ ǚǽǞǵ  ̝ ′ӢǚǭǶǞְ1- 23-3 

ȶɡɏɱȯȠӧ ₫█ ′Ӣ₫█ 4- 619- 24 ӧӲ̤ɑɩ2  

ӧ ȓȚǙȳɶɑȷ ′Ӣ ᶸ 1574-18 

ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ǦǠǘǉǋǚȚǲǨȖ ′Ӣ ᶸ1- 6- 7 

ɇɨɶɞ ′ ′Ӣӧ 343 ȳɱɑɪɁȶ ′H- 102 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ2ʞ 28ǵ15 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǶǱǥǵ ′Ӣӳ ᶸ1- 44-9 ῇɑɩ101  ֵ

HanaɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′ ′Ӣ₫█ 2ʞ 41-5 

ǹȅȖȑ ᵂ˺ ˗  ′Ӣӧ 74-3 

ǱǵǶǱ₫█˗  ′Ӣ₫█ 5- 225 

ɖɩɕȳɶɑȷǋǨǛ ′Ӣ̸ ְ8ǵ12ǵ2ǵ406 

ȅǛǚȔȳɶɑȷӧ  ′Ӣ₫█ 1- 23-15 2- 107  ֵ

ȅȅȆ ᵂ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ ɴʭ1ʞ 21-13 

′ ′Ӣ ˝1- 4- 1 ′К 

̝  ɟɫɅȡ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ ᶸ2- 8- 15 

ẌǵȯȠȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ 759  ᷂

˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ̸ ְ1-22- 1 ȳɱȱɶɛȠɧȢ102  ֵ

ǉǋȯȠȳɶɑȷ Ӣᾛְ̎6- 18-1 ɏɪȷ3  

Ѽ ᵂ˺ ȷɄɶȵɥɱ Ӣᾛְ̎1- 4- 20 ȢȨɱ ↄ4  

ȤȡɁȵɣ ӢὟ 1722 ᷂147 

ȶɡɏɱȯȠӧ ᾛ̎  ְ Ӣᾛְ̎3- 8- 10 ȱɒɶɊɵȩȽȬȵ101  ֵ

ȷɄɁɕɭɱ˺ ȳɶɑȷ Ӣẏְ4- 5- 15 ȮɨɶɱɍȢɞ101 

ȷɜȢɩ˺ ȳɶɑȷ ӢὟ 1652-148-101 

ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ǹǧȅȑ  Ӣ 32 

˺ ȷɄɶȵɥɱ ӢὟ 1070-2-101 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ ӧ  Ӣ 1ʞ 18 3ֵ 102  ֵ

ǋǨȑȚӧ  ӢὟ 1755-43 

ǹǷȑȳɶɑȷ ȹɱȽɶ Ӣ 3- 16-13 ˘ ɑɩ3 ֵὙ 

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ǑǔȐǖ Ӣẏְ5- 8- 1 
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̸  Ӣ̸ 1- 10-2 ɢɁȭȷ̸ ↄК 

̝ ǜǖȐȚȃ Ӣῇ 79-20 

ȯȠȳɶɑȷ Ӣ 500- 4 

Ⱳȳɶɑȷ ӢẎ 441- 40 

ȠȢəɶɕ ӢȆǫȖְ5- 33-1-101 

˺ ȋȖȐǕ ӢȆǫȖְ3- 10-2 ⁸ ɜɱȵɥɱ303 

ȯȠȷɄɶȵɥɱȱȷɠȷ ӢӧḜְ 4- 21-6 

ǜǖȐɵ˺ ȷɄɶȵɥɱᴇϽ ӢᾛΈְ2ǵ1026ǵ8 

ȶɡɏɱȯȠӧ  Ӣ Ӕ2- 11-11 

ȵɡɫɶɞ  Ӣ 2170-8 

ȹɱɆȯȠ  ӢᾛΈְ5- 20-10 ɑɩ2  

ӧ ɍɶɆȯȠ ᵂ˺ ȳɶɑȷ Ӣẉ 1122ǵ1 

ǱǵǶǱ˺  Ӣ ְ 80 ᷂1 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧḜ  ְ ӢӧḜְӔ1- 26-11 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶӧ ȖǒǷ Ӣ 3ǵ19ǵ1 103  ֵ

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ᴜ Ӣ ᴜ 1587-3-102 

ǹȅȖȑǯǤȐ ᵂ˺  Ӣ Ӕ1ʞ 3 18  ֵ

əɶɞɖɩɕ ǵ  Ӣ ן 1791-3 

ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ Ӣ ǵְ2- 1- 10 

ᵂ˺ ȳɶɑȷǹǺǔ Ӣ 5- 3- 1ɠȠȭɪȷɆӧ A 108  ֵ

ǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ6- 48-4 

ȨȭȽɶɲɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ӢǉǠȆǓʭ8ʞ 10ǵ1 

˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤ ӧ ӳ˗  Ӣ 2- 27-10 

ȯȠȷɄɶȵɥɱẢ Ӣ 1- 980- 5 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ  ֝ ӢǑȍȆ 3ʞ 39ǵ1 1  

HanaɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǑȍȆ  ӢǑȍȆ 1- 21-6 

ȄǒȄǒ˺ ǑǭȚǯǜȚ ӢǉǠȆǓʭ1- 23-8 ′ɑɩ2  

   ӢǉǠȆǓʭ 3- 10-17 

̝ ˺ ӧ ᵣ  ӢǉǠȆǓʭ2- 41-11 

ȠɶȷȳɛɶɆӧ  ӢǑȍȆ 3ʞ 41 ᷂7 

ᵂ˺ ˗  Ӣ 2- 1- 12 ɕɧȴ 702  ֵ

ǉǱǦǵ ȯȠȳɶɑȷ Ӣ 1- 1- 11 

ȯȠȳɶɑȷɵȷɄɁɕȠɁɕ Ӣ 3- 5- 29-306 

ȯȠȳɶɑȷ ǵ  Ӣ 1- 1- 11- 6 

ǵ  ˺  Ӣᶸ 1107-7 

ȹɱɆȯȠ  Ӣ 3- 5- 6 ɚɈɶȶɣ Ὶ1  

ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 

Ὶ Ӣ 1- 16-20 

ᵂЊ  ȠɶȷȳɛɶɆӧ ʴẔ ʴẔӢ˹˝2- 18-17 

ɲȥɩɅȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ˹˝1- 20-7 

╛̝ ӧ ᵣ  ʴẔӢ 13-8 Ẏʸɑɩ1  

ȹɱɆȯȠǨǷ ʴẔӢ 2- 5- 3 

ɂȭȢӧ  ʴẔӢ 20-2 ɑɩ1  

ȦɩȯȠ ′ ᵂЊ ȹɱȽɶ ′Ӣ ɴʭ5- 27-28 

ȹɱɆȯȠ ′ ′Ӣ ′ 3- 309- 6 ′ 104 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶǜǫǔǓʭ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 28-15 

ᵂЊ ′ ′Ӣ₫█ 2- 41-5 

ȠɶȷȳɛɶɆӧ  Ӣ 3- 10-24 

᷀ὁ˺  Ӣ 3- 9- 8 

ȦɩȯȠ ᵂЊ ȹɱȽɶ Ӣ ṇ 403- 5 

ɉȿȢȯȠȹɱȽɶ  ֝ ӢǑȍȆ 3-39- 1 ȹɱɆȠɗɉɣɶɑɩ1  

ᵂЊ  ӢǑȍȆ 1- 21-6 

᷀ὁ˺  Ӣ 1- 3- 7 

ʴʝ
 

ǋ  ʴẔӢ 1255ǵ2 

ǔȐǔȐ ʴẔӢ 2ʞ 16 15ֵӧ ǦǷǚ̝ 1  
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Ẏ  ʴẔӢẎ 404ǵ12 

ɍɒɋȷ  ʴẔӢ 649- 1 

ȆȐǋ›  ʴẔӢ ὕ 1821 ᷂1 

ȨɨɶɔɍȤȷ ′Ӣ 786- 4 

ᵃ ᾆ ′Ӣ 1701 

ȪɶɅɱ ʴʝ ˗  ′Ӣ 591- 17 

ǉǘȃǵ  ᴜ Ӣ ԍ 321- 2 

᷂Ḣ ȹɱȽɶǼȐȒ Ӣ̸ 2- 4- 6 

ǵ  ᴜ Ӣ ԍ 321- 3 

ǮǋɵǜǖǜȀ Ӣ̸ 2- 4- 5 

 Ӣ 8ʞ 2  

ǦǒǴ  ᴜ Ӣ 710 

ӧ ⁸ẎὟἶᶸǦǘǵǚɩɶɞ ӢẎὟ 3816-1 

ӧ ⁸ẎὟἶᶸǹȅȖȑɩɶɞ ӢẎὟ 3816-1 

ӧ ⁸  ᴜ Ӣ 8- 31-15 

ʴ ἶ  ᴜ Ӣʴ 1574-31 

ǶǟȈǵǋǪȄ ӢᾛΈ 1808-13 

ȅǉȒǋⅎḹ Ӣ ᾌῇ 663- 8 

ɨɆɩ ǋ  ӢẎὟ 3419-1 

 ᴜ Ӣ 1- 45-2 

ȠȪɘǵ  Ӣ 109- 2 

Ȧɩɒȴǵ  Ӣ 149- 2 

ȪɶɅɱȹɔɱ ӢẎ 1423-5 

ǞǋǵȆ  ᴜ ʴʝ ˗  Ӣ 1953-1 

ὡ  ӢẎ 1423-3 

ǺǊ ȃ ʴʝ  Ӣ₳ῇ 2005-2 

ӧ ⁸ ȹɱȽɶǋǡȆǵὤ Ӣ 4- 8- 3 

ӧ ⁸ ȹɱȽɶǠǕǵǚɩɶɞ Ӣ 4- 8- 3 

ǮǋɵȅǜǛ Ӣ 2- 1- 12 ɕɧȴ ɑɩК 

ʴʝ ˗ ȱȷɠȷ Ӣ Ὶ4- 10-2 

 ȠɶȷȳɛɶɆӧ ʴẔ ʴẔӢ˹˝2- 18-17 

ȠɁɆəɶɞʟẌ ʴẔӢ ὕ 994- 37 

ȠɩɜȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢὲ′ 1- 232 

ǋǨǛȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ ḹӔ2- 18-34 

ɲȥɩɅȯȠȳɶɑȷ ʴẔӢ˹˝1- 20-7 

 ˲ ȆǡȂ ̝ Ӳ  ̝ ʴẔӢ 1- 12-1-103 

ǑȍȆɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ʴẔӢ ὕ 1661 ᷂2 

˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤӧ ʴẔ˗  ʴẔӢӳ 2ʞ 19 ᷂7 ɑɩ 2  

ȯȠȳɶɑȷʟẌ ʴẔӢ 3- 31 Ẏᴇ ┴ ↄ 1ֵὙ 

ӧ ᷂Ḣ ˗  ʴẔӢ ӧ 2- 1- 6 ʝ ɑɩ203  ֵ

ȹɱɆȯȠǨǷ ʴẔӢ 2- 5- 3 

ȾɨȠȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ 979ǵ1 

ӧ ᷀ὁ˺ ȹɱȽɶ ʴẔӢʴẔ3- 5- 3 ɑɩ3  

ӧ ὡ ȹɱȽɶ ʴẔӢ 204- 12 

ὑ ᵣѫ Ҳ ˲˺ ȳɶɑȷ ʴẔӢ К2ʞ 15 13  ֵ

ǹǷȑ ᵂ˺ ӧ ʴẔ ʴẔӢ 2- 20-17 ȪɶɅɱɄɧȷӧ ʴẔ 

ɐɣɶɜɱɧȢɓȯȠӧ Кǵ  ʴẔӢ К1- 7- 6 

ɖɩɏɶ  ʴẔӢ 211- 1 2 -1 

ȂɶǾȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ ὕ 1572-1 

ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ ʴẔӢ˹˝1- 16-6 

ɢɁȭȷɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ  ʴẔӢ 3- 25-20 

ȑȀȒǦǠ ʴẔӢ ⅎ3-27- 6 ⅎṷ 103ֵὙ 

ȯȢɭ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣӧ 166- 90 

ὑ ᵣѫ Ҳ ˲ǦǠǘǉǋǚȚǲǨȖ ′Ӣ ᶸ1- 6- 7 

HanaɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ′ ′Ӣ₫█ 2ʞ 41-5 
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ǹȅȖȑ ᵂ˺ ˗  ′Ӣӧ 74-3 

ȅǛǚȔȳɶɑȷӧ  ′Ӣ₫█ 1- 23-15 2- 107  ֵ

ȅȅȆ ᵂ˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ ɴʭ1ʞ 21-13 

′ ′Ӣ ˝1- 4- 1 ′К 

ẌǵȯȠȷɄɶȵɥɱ ′Ӣ 759  ᷂

˺ ȳɶɑȷ ′Ӣ̸ ְ1-22- 1 ȳɱȱɶɛȠɧȢ102  ֵ

ǉǋȯȠȳɶɑȷ Ӣᾛְ̎6- 18-1 ɏɪȷ3  

ȤȡɁȵɣ ӢὟ 1722 ᷂147 

ȷɜȢɩ˺ ȳɶɑȷ ӢὟ 1652-148-101 

˺ ȷɄɶȵɥɱ ӢὟ 1070-2-101 

ǹǷȑȳɶɑȷ ȹɱȽɶ Ӣ 3- 16-13 ˘ ɑɩ3 ֵὙ 

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ǑǔȐǖ Ӣẏְ5- 8- 1 

̸  Ӣ̸ 1- 10-2 ɢɁȭȷ̸ ↄК 

Ⱳȳɶɑȷ ӢẎ 441- 40 

˺ ȋȖȐǕ ӢȆǫȖְ3- 10-2 ⁸ ɜɱȵɥɱ303 

˺ ɨɚɱɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ӢӧḜְӳ1- 9- 7 

ȯȠȷɄɶȵɥɱȱȷɠȷ ӢӧḜְ 4- 21-6 

ȵɡɫɶɞ  Ӣ 2170-8 

ȹɱɆȯȠ  ӢᾛΈְ5- 20-10 ɑɩ2  

ӧ ɍɶɆȯȠ ᵂ˺ ȳɶɑȷ Ӣẉ 1122ǵ1 

ǱǵǶǱ˺  Ӣ ְ 80 ᷂1 

ɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱ ᴜ Ӣ ᴜ 1587-3-102 

ǹȅȖȑǯǤȐ ᵂ˺  Ӣ Ӕ1ʞ 3 18  ֵ

ȂǪǯǶǈǯɵ ȯȠȹɱȽɶ Ӣ ǵְ2- 1- 10 

ǑȍȆ  ӢǑȍȆ ʴẔ6- 48-4 

˺ ȳɶɑȷ֘ʾὤ ӧ ӳ˗  Ӣ 2- 27-11 

ȯȠȷɄɶȵɥɱẢ Ӣ 1- 980- 5 

HanaɖɩɏɶȷɄɶȵɥɱǑȍȆ  ӢǑȍȆ 1- 21-6 

ȄǒȄǒ˺ ǑǭȚǯǜȚ ӢǉǠȆǓʭ1- 23-8 ′ɑɩ2  

̝ ˺ ӧ ᵣ  ӢǉǠȆǓʭ2- 41-11 

ȠɶȷȳɛɶɆӧ  ӢǑȍȆ 3ʞ 41 ᷂8 

ᵂ˺ ˗  Ӣ 2- 1- 12 ɕɧȴ 702  ֵ

ǉǱǦǵ ȯȠȳɶɑȷ Ӣ 1- 1- 11 

ȯȠȳɶɑȷɵȷɄɁɕȠɁɕ Ӣ 3- 5- 29-306 

ȹɱɆȯȠ  Ӣ 3- 5- 6 ɚɈɶȶɣ Ὶ1  

Ὶ Ӣ 1- 16-20 

■ 地域活動支援センター 

障害者（または 15 歳以上の障害児）が通所により、創作的活動や生産活動、社会との交流の促進等を行

うほか、種類により、専門職員による社会基盤との連携強化や地域住民ボランティア育成、普及啓発､機能

訓練や社会適応訓練、入浴等のサービス等の事業を実施します。 

׀   ̮  ὑᴣ 

᷂Ḣ Ҳ ȹɱȽɶīḌ ȅȒȈȔ ʴẔӢ 1- 6 20 

ȹɱȽɶǶǱȆǓȖ ′Ӣẏ 757- 3 20 

᷂Ḣ ȹɱȽɶǼȐȒ Ӣ̸ 2- 4- 6 20 

ȋǜǞ ǰ ʴ ἶᶸ) Ӣᶽ 1634 ᶽ ⁸ ȹɱȽɶ2  20 

ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ 2- 21-1 20 

ǵ  ӢẎὟ 2112-8 30 

᷂Ḣ Ҳ ȹɱȽɶĬḌ ɍɶɆȯȠȹɱȽɶǨǷ ʴẔӢ 1- 22-32 ɑɩ2  25 

Ǧǘǵἧ›  Ӣ 120- 4 35 

᷂Ḣ Ҳ ȹɱȽɶĭḌ ǘȋǔǯ̎  ʴẔӢ 2- 5- 9 ᾛ₮ɑɩ2  20 

ȐǋǑȚӧ  ʴẔӢ 1- 33-14 20 

ɓɫɱɄȡȠ ʴẔӢӳ 3- 1- 1 ʢ⃰ 5ɑɩ3  30 

ɨɗɧ ʴẔӢ 2- 21-1-205 22 
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ȍɶǉǋ ʴẔӢ 1- 22-32 ɑɩ1  15 

ɗɶȩɨɶȤȡȸ ′Ӣ ˝ 815- 5 12 

ȫɁȿɱᶹMARU Ӣ 1- 2- 6 14 

ɆɧȢȠɱȮɩ ӧ  Ӣᾛְ̎2- 6- 1ˬ ɑɩ205 19 

᷂Ḣǵ ǵ  Ӣ 4- 7- 14 15 

ȱɝɣɉɄȡȳɫɱǤȐ Ӣᶽ 1727-4 ᾶӔ ɑɩ1  15 

■ その他 

・在宅の身体または知的障害のある方が、通所により一般家庭の居室等を利用して集い、ふれあい、軽作業

を行います（心身障害者ワークホーム）。 

・在宅の精神障害のある方が、通所により身近な地域で軽作業等を通して、社会参加をするための支援を受

けます（精神障害者共同作業所）。 

・住居を必要とする知的障害のある方に、食事の世話などの日常生活に必要な援助を行います（知的障害者

生活ホーム）。 

・住居を必要とする精神障害のある方に、食事の世話などの日常生活に必要な援助を行います（精神障害者

生活ホーム）。 

・住居を必要としている方に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行いま

す（福祉ホーム）。 

׀   ̮  ὑᴣ 

Ⱳ ὡ ɭɶȭəɶɞ ǵὕ ʴẔӢ˹˝3- 28-1ʴְɑɩ2  10 

ȉǱȆ ′Ӣ 591- 19 8 

ǫǷǜ ′Ӣ ᶸ1- 15-3 8 

Ʌɓ Ӣ 4- 9- 4 10 

ȂȂǏȆǋǱǙ Ӣᾛְ̎6- 5- 12ɟȢȻɱ - 103 10 

Ӳϐ  Ӣᾛְ̎6- 6- 1Ẏᴇʿↄ 3  ֵ 8 

ǶǷǦǔ Ӣᶸ 138 10 

ǼȓȚǰ ӢА 139- 12 101  ֵ 11 

Ǽȓǉǋ ӢА 139- 12 201  ֵ 11 

ǞǉȖǢǵὤ ӢᾛΈְ5- 6- 6 12 

ȋȅǺǚ ӢᾛΈְ6- 1159-26 12 

Ƶ ӢӧḜְ 1- 4- 7 7 

ǉǠȆǓʭ ӢǉǠȆǓʭ6- 34-4 9 

ῇǵ̎ ǦǨ Ӣ 598- 2 8 

 Ӣ 2- 21 8 

ǖȒȆ Ӣ 1- 9- 19 15 

ȍǔ Ӣ 6- 5- 8 5 

ὡ В̸ֿ  ӧ ̸̝  ʴẔӢ 3- 4- 1ɜȭɫɶɇ 103  ֵ 20 

╓ẏ  ʴẔӢ╓ẏ1- 3- 6 23 

ȵɥɁɕǹǺǔ Ӣ 2- 16-33 20 

ὡ əɶɞ ᶮ˝əɶɞ ʴẔӢ˴ ׀ 408- 65 4 

ȑȚǛǵὤ ′Ӣ₫█ 5- 442 4 

ẏ əɶɞ ′Ӣẏ 3- 8 4 

ɝɠȴ ′ӢǜǫǔǓʭ2- 35-13 4 

2ɝɠȴ ′ӢǜǫǔǓʭ1- 43-15 4 

ϐǖ̎ ǵὤ Ӣ 5- 25-24 5 

əɶɕɐɩ ӢȆǫȖְ2- 46-12- 103 4 

ȳɱɧȢȸӧ  Ӣ 5- 21-24 107 4 

ǉǞǦǷəɶɞ Ӣᶽ 1513 Ȯɨɶɱɓȟɶɞ - 1 4 

˘ǉǞǦǷəɶɞ Ӣᶽ 1513 Ȯɨɶɱɓȟɶɞ - 1 4 

ὡ əɶɞ ǹǺǔ  Ӣ 5- 91-1 4 

əɶɞ ɅȡȠɓɪɱȸ  Ӣ  2- 21-1 5 
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【病院】（平成26年 9月末現在） 

 
᷀ ׀  ᷂  

˲ᶮ   
ӧ ӣ ȹɱȽɶ 

ʴẔӢ 4- 1- 2 
КƲ Ʋ КƲᾛƲẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ ỷƲ Ʋ Ʋ Ʋ
ƲⱲƲ Ʋ◐ƲᴀẆƲ ᾮ ̈ К ƲᴀטᶅК Ʋ ӓ
ᶅК Ʋⱦ ᶅК Ʋˎ Ẇ Ʋ ӓᶅẆ Ʋ Ẇ  

˲ᶮ   
ӧ  

ʴẔӢ˴ ׀ 673 
КƲẆƲ Ʋ Ʋ ƲᴀƲᾛƲ КƲᴀẆƲɨɍƲ
ƲⱦƲ Ʋ Ʋ ƲȠƲ Ʋ Ʋ◐ 

˲᷂Ḣӣ
 ӧ  

ʴẔӢ˴ ׀ 682 

КƲẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ ƲᾛƲɨȤƲ Ʋ ỷƲ
ᴀטᶅК Ʋⱦ ᶅК Ʋ ӓᶅК Ʋ К Ʋ
К К Ʋ˲› К Ʋ ӓᶅẆ Ʋ 
Ẏ ɵ Ẇ ƲК Ẇ Ʋ˲› Ẇ  

ӧ Ẏἶӣἶ ι   ʴẔӢ˨ 1- 8- 1 
КƲ ƲᴀƲᾛƲẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ ỷƲ Ʋ
Ʋ Ʋ ƲᾛẆƲᴀẆƲ КƲ◐ƲⱦƲⱲƲ 
Ⱳ ƲȠƲɨɍƲ ל Ʋ  

ӧ ǓȚȹɱȽɶ ʴẔӢ˴ ׀ 666- 2 

Ʋ Ʋ ƲỷƲ Ʋ Ʋ ӓᶅẆ Ʋ ӓᶅК Ʋˎ
Ẇ ƲᴀẆƲᴀטᶅК Ʋ Ẇ Ʋ ɵ К
Ʋ ᴇȯȠК Ʋ Ʋ ᾑ Ʋ ᾑ
ƲК К ƲКƲ Ʋ◐ Ẇ Ʋ  

ӧ ⁸  ʴẔӢ 1273-2 

КƲ Ʋ КƲᾛƲẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ ỷƲ Ʋ Ʋ
Ʋ Ʋ Ʋ ƲᴀטᶅК Ʋ ӓᶅК Ʋⱦ ᶅ

К Ʋ К Ʋ К Ʋ Ʋ ל Ʋ
ӓᶅẆ Ʋ ᾮ ɵ̈ К ƲКѝ К Ʋ  

ʝ ᶧ ˲⁄ ǵ  ̝ ӧ ȆǱ
ǯɨɍɑɨɄɶȵɥɱ  

ʴẔӢʴẔ 1- 17-18 ɨɍ 

ӣ ˲ ᶧǉǋ Ṕ  ʴẔӢ 1- 16-5 КƲẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ К Ʋ Ẇ  

ӣ  ˲ ʢ  ʴẔӢː˝ 2- 3 
КƲ ƲẆƲ˲› К Ʋ˲› Ẇ Ʋ 
Ẇ Ʋ К Ʋ ӓᶅẆ Ʋ ӓᶅК  

ӣ ˲ ᶧ ̝˝ʣ ꜠  ʴẔӢ 1- 16 КƲẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ ƲỷƲɨɍ 
ӣ ˲  ̝ ʢ ꜠  ʴẔӢ 2- 3 КƲẆƲⱦƲⱲ 
ӣ ˲  
ʴ ֦ῤ ꜠  

ʴẔӢӧ ᾌ 188 Ʋ ƲɨɍƲⱲ Ʋ ƲК 

ӣ ˲ ᶧ  ̝  
ҥ  

ʴẔӢ ḹӳ1- 12-7 
КƲẆƲ ƲɨɍƲ Ʋ ӓᶅК Ʋ ӓᶅẆ Ʋ
ᴀטᶅК Ʋ Ẇ  

ӣ ˲  ̝  ʴẔӢ 2- 21-8 
КƲẆƲ Ʋ КƲ Ʋ ᾮ К Ʋ ƲᴀטᶅК Ʋ
ӓᶅК Ʋⱦ ᶅК Ʋ ӓᶅẆ ƲК Ẇ  

ӣ  ˲ ῎  ʴẔӢ 915 Ʋ К 
ӣ ˲ἶ  ̝  ʴẔӢ 6- 19  
ӣ ˲ ᶧ  ̝  
ӧ ɟɅȡȩɩȹɱȽɶ 

ʴẔӢӳ 1- 11-12 
КƲᾛƲẆƲ Ʋ ỷƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ КƲ
Ʋ◐Ʋ Ʋ ӓᶅК Ʋ ӓᶅẆ Ʋ  

ӣ ˲ ̝ʢ ꜠ǤǓ  ʴẔӢὟῴ2- 11-15 КƲ Ʋ ƲⱦƲẆƲɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝  ′Ӣ ˝ 800- 1 КƲ ƲⱦƲẆƲ ƲỷƲ Ʋ Ʋ ƲᴀẆƲᴀ 

ӣ ˲  ᵻ ⃰ ̝ ꜠  ′Ӣ 77-3 
ẆƲ ƲКƲ Ʋ Ʋ ƲⱲ Ʋ Ʋ ƲỷƲ ӓᶅК Ʋ
ӓᶅẆ ƲКѝ Ẇ ƲᴀטᶅК Ʋ К Ʋ˲ ›
Ẇ Ʋ ᾮ К Ʋ ₴ Ʋˎ Ẇ Ʋ ᾑ  

ӣ ˲ ᶧ ῇ  ̝ ₳ῇ  ′Ӣ ′1494-3 
КƲẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ◐Ʋ Ʋ Ʋ КƲ Ʋ Ʋ
˲› К Ʋ˲› Ẇ Ʋɨɍ 

̝ӣ ˲ ᶧӧ ҽҥ ӣ
Ӳ  ̝ ӧ β  

′Ӣ₫█
5-392-4 

КƲẆƲᾛƲɨɍƲⱦƲ ƲᴀƲ  

˲ ᾑ ӣἶ ֻ
 ἧӣ ἶȹɱȽɶ  

Ӣ ′4- 9- 1  

Џ ᶧ ˲ ӣἶ ἶ
̂ι  

Ӣ 5- 18 КƲ К 

׀ К:К  Ⱳ :Ⱳ К  :  :  К: К  ᴀ:ᴀטᶅ   
: ӓᶅ  :  ⱦ:ⱦ ᶅ  :  :  ᾛ:ᾛЃ  Ẇ:Ẇ  : ◐Ẇ   
◐:◐ Ẇ  : ὦẆ  : Ẇ  ᴀẆ:ᴀטᶅẆ  Ⱳ:Ⱳ Ẇ  ᾛẆ:ᾛЃẆ   

: ᾮᶅ  :  : ᾮᶅ ר:ר   :  ỷ: ỷ˲  :  ỷ:ỷ˲  
:  : ᴙᵑ  :  :  : ᾑ  :  
₳ 20 ₴4 ̊ ♫Ѽ  
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ӣ ˲ ᶧ  ̝ ῇ  Ӣῇ 166- 2 

КƲᾛƲ Ʋ Ʋ ƲⱲ Ʋ КƲ ƲẆƲ Ʋ
Ʋ ỷƲ Ʋ Ʋ Ʋ◐Ʋ Ʋ Ʋ Ẇ Ʋ
К Ʋˎ Ẇ Ʋ ӓᶅК ƲᴀטᶅК Ʋ

ⱦ ᶅК Ʋ К Ʋ ᾮ К Ʋ Ẇ  
ӣ ˲ ᶧǼǘ̝ὰὤӧ  Ӣ ԍ 277- 1 КƲ Ʋ ƲɨɍƲ˲› Ẇ  
̝ӣ ˲ ᶧβ  ̝
ӧ Ẇ  

Ӣ ԍ 408 Ʋɨɍ 

 Ӣᾛְ̎6- 21-3 

ẆƲ ƲКƲᾛẆƲ Ʋ Ʋ ӓᶅК Ʋ ӓᶅ
Ẇ Ʋⱦ ᶅК ƲК Ẇ Ʋ ᾮ К Ʋ
К Ʋ˲ › К Ʋ˲ › Ẇ Ʋ Ẇ Ʋ
Ʋ Ʋ ₴ ƲᴀטᶅК Ʋ К 

ӧ ⁸  ᴜ Ӣ 8- 31-15 КƲᾛƲ  

ӣ ˲ ᶧ  ̝  
ӧ ʴẔɟɅȡȩɩȹɱȽɶ       

Ӣқ ѫ 1835-1 
КƲẆƲ Ʋ◐Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ
КƲⱲƲᴀטᶅК Ʋⱦ ᶅК Ʋ ӓᶅК Ʋ ᾮ
К Ʋ К Ʋ˲› К Ʋ ל Ʋ  

ӣ ˲ ᶧ  ̝  Ӣ 2592 КƲẆƲ ƲɨɍƲ Ʋ К 
ӣ ˲ ᶧӧ ǋǡȆ̝ ʴẔ  Ӣ 964- 42 КƲẆƲ ƲɨȤƲ ӓᶅẆ  
ӣ ˲ ᶧҍ  ̝  
ȆǫȖְ ֻ  

Ӣ 531- 486 
КƲᴀƲ ƲⱦƲẆƲ Ʋ◐Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ
Ʋ ƲỷƲ Ʋ КƲⱲƲ Ʋ ὦ  

ӣ ˲ ᶧ  ̝  Ӣ 2120 Ʋ ƲⱲ  
˲ᶮ   

ʤ ӣ ȹɱȽɶ 
Ӣ 578 КƲẆƲ Ʋ ƲⱲ Ʋɨɍ 

ӧ ǚǰȉ  Ӣ 579- 1 
ᾛƲ Ʋ Ʋ◐Ʋ ƲⱲƲ Ʋ Ʋ ƲᾛẆƲ Ʋ
ƲƲ Ʋ КƲⱦ ᶅК Ʋ Ʋ ᾑ Ʋ
ᾑ Ʋ ל Ʋ ЃК Ʋ  

ӧ ӧ  Ӣ 1- 45-2 КƲᾛƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ КƲ Ʋ Ʋ Ʋ 

ӣ ˲ ᶧ ʝ  ̝  ӢǉǠȆǓʭ1- 31-8 КƲКƲɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝  
ǑȍȆǵʴẔ  

ӢǑȍȆ ӳ6- 49-9 
ƲКƲ Ʋⱦ ᶅК ƲᴀטᶅК ƲᾛƲ Ʋ

К Ʋ◐ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ӧ ӳ  Ӣ 401- 5 
КƲẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ КƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋᴀט
ᶅК Ʋ ӓᶅК Ʋ ӓᶅẆ Ʋⱦ ᶅК Ʋ
ˎ Ẇ ƲК Ẇ Ʋ◐ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝  
ȆǰȑǵǶ ꜠  

Ӣ֦⁸ḹ 902- 4 КƲẆƲ Ʋ ƲɨɍƲ◐Ʋ ƲɨȤƲ  

ӧ ӣל ȹɱȽɶ Ӣ 3- 32-1 Ʋ ƲẆƲКƲ Ʋ◐ƲⱲƲ Ʋ Ʋ Ʋⱦ ᶅК 

ӧ ӣ ȹɱȽɶ Ӣ 5  

ӧ ⁸  Ӣ 3- 31-1 

КƲ КƲᾛƲẆƲ ƲⱲƲ Ʋ ƲɨɍƲ Ʋ
ƲỷƲᴀטᶅК Ʋ ӓᶅК Ʋⱦ ᶅК Ʋ
ӓᶅẆ ƲᾛЃ Ʋ ᾮ ɵ̈ К Ʋˎ Ẇ
Ʋ ᾑ Ʋ ᾑ Ʋ  

ӣ ˲ ᶧ ̝ Ҳ ˗ ᾍ
 ӧ ȹɱȽɶ 

Ӣ 3- 30-1  

ӣ ˲ ᶧ ˴  ̝ ȆǶȅ  Ӣ 1- 1- 5  
ӣ ˲ Ͻ  ̝ ӧ ȆǱǯ  Ӣ⃰ 1- 12-6 КƲẆƲ Ʋ Ʋ  
ˬ Ẏἶӧ  Ӣ 1- 2- 2 КƲ  

【診療所】（平成26年9月末現在） 

 
᷀ ׀  ᷂  

ӣ ˲ ᶧ   ̝ ǉǜǹ ӣ  ʴẔӢ 4- 12  
◐Ẇ ӣ  ʴẔӢ⁸ḹ 2- 11 Ʋɨɍ 

Ῥ ӣ  ʴẔӢ˹˝2- 9- 1  

ɵК ӣ  ʴẔӢ˹˝2- 2- 10 
КƲ К Ʋ ӓᶅК Ʋ
Ʋ ὦ  

׀ К:К  Ⱳ :Ⱳ К  :  :  К: К  ᴀ:ᴀטᶅ   
: ӓᶅ  :  ⱦ:ⱦ ᶅ  :  :  ᾛ:ᾛЃ  Ẇ:Ẇ  : ◐Ẇ   
◐:◐ Ẇ  : ὦẆ  : Ẇ  ᴀẆ:ᴀטᶅẆ  Ⱳ:Ⱳ Ẇ  ᾛẆ:ᾛЃẆ  :
ᾮᶅ  :  : ᾮᶅ ר:ר   :  ỷ: ỷ˲  :  ỷ:ỷ˲  :  

: ᴙᵑ  :  :  : ᾑ  :  
₳ 20 ₴4 ̊ ♫Ѽ  



資料編【 Ⅳ 各種統計データ等 （４）市内施設等一覧 】 

 

207 

᷀ ׀  ᷂  
ӣ ˲ ᶧǵȖǺ  ̝ǤǓǚǰȉ  ʴẔӢ˹˝2- 11-17 ᾛ 
′ ᾮᶅ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ˹˝2- 18-12  
̝ӣ ˲ ᶧֿ˴  ̝ǤǓ ֥  ʴẔӢ˹˝2- 4- 7 Ʋ ƲⱲ  
ӣ ˲ ᶧ ᾎ  ̝ ӣ  ʴẔӢ˹˝2- 7- 9 КƲⱦ ᶅК  

◐Ẇ  ʴẔӢ˹˝3- 16-6 ƲɨȤƲɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ К ӣ  ʴẔӢ˹˝3- 16-16 КƲᾛ 
ʝ ᶧ ˲ӧ Ӳ̝ӧ  ʴẔӢ К1- 8- 12 КƲ ƲⱦƲᴀƲ  
ӣ ˲  ᵻᴇ ӣ  ʴẔӢ К2- 15-7 ẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ ᴇ  ̝ ԍȭɨɉɁȭ ʴẔӢẎ 502 ẆƲКƲ  
ʿͪᾛЃ К  ʴẔӢ ὕ 1789-1 ᾛƲКƲȠ 

Ⱪ  ̝ ⱩǑȍȆ   ʴẔӢ ὕ 2407-1 ƲК 
ӣ ˲ ᶧ ὕ  ̝ əȽȩ ◐Ẇ  ʴẔӢ ὕ 2532 ᷂7 ẆƲ Ʋɨɍ 
ʴ˝ӣ  ʴẔӢ ὕ 1140-2 КƲᾛ 
ӣ ˲ ᶧȍǍ ȍǍȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 1-21- 4 1  КƲ  
ӣ ˲ ᶧᵗ ̝ Ǔʭ  ʴẔӢ 2- 21-8 ᵗʝ 2 3 4 5F ◐Ʋ Ʋ  
ӧ ӣ  ʴẔӢ 2- 23-5ᴇ⃰ 2   
ӧ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 2- 7- 5 102 К 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ К׀  ʴẔӢ 2- 13-3 КƲⱦ ᶅК  
ӣ ˲ ᶧ ӧ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 2- 19-11 ˝ 2   
ӧ ᵂ  ʴẔӢ 2-21- 11 ӧ 502  

ӣ ˲ ᶧ  ̝ Ẇ  ʴẔӢ 2- 15-19 
ẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ ƲКƲ
Ʋ  

ῇ ◐Ẇ ӣ  ʴẔӢ Ḝ2- 11-2 Ʋɨɍ 
ῇῴ ӣ  ʴẔӢː˝ 4- 12  
˞К ӣ  ʴẔӢː˝ 12-15 КƲⱦ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ǘȋǔ  ʴẔӢ′ῴ 52-7 2   
ӣ ˲ⱷ ꜠  ̝ ʢ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 24 12  ֵ КƲ ƲⱦƲ  
ˬ  ʴẔӢὲ′3- 76֦′ɑɩ3  КƲẆƲ  
ӧ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ʭ 16-15 ɘȢɱȭɨɉɁȭК Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ Ⱳ̝ β∆ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ʭ 23-1 КƲᾛ 
ӣ ˲ ᶧ Ͻ  ̝ ˹˝  ʴẔӢ 2- 4- 10 КƲᾛ 
ӣ ˲ ᶧ ̝ ỷ˲ К ӣ  ʴẔӢ 2- 7- 2 ỷƲКƲᾛ 
əɶɞȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ὧ2- 16-20 5  К 
ᾛ ῴ ᴙᵑ  ʴẔӢ ὧ2- 3- 18 2F Ʋ Ʋ К 
ὧẆ ӣ  ʴẔӢ ὧ2- 16-13 ẆƲ Ʋ Ʋ Ʋɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ Ⱳ̝ К ᾛЃ ӣ  ʴẔӢ ὧ2- 5- 21 КƲᾛ 
ӧ ɟɱȸȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ὧ2-2-2 3 807 К 
ӳ ὦẆ ȭɨɉɁȭӧ  ʴẔӢ ӧ 1- 4- 2 26  Ʋ ὦ  
֦ῇ ᴙᵑ ӣ  ʴẔӢ ӧ 3-2-1 ӧ  B102  
ӧ ӣ  ʴẔӢ ӧ 3-2- 1 ӧ 2F КƲᾛ 
ӧ ʴẔ  ʴẔӢ 2- 15 24,101ֵὙ ƲȠ 
ӣ ˲ ᶧ Ͻ  ̝ ′ ᾮᶅ ӣ  ʴẔӢ 33- 3F Ʋר 
ǖǠǵ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 1-10ӧ 5  Ⱳ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝  ʴẔӢ 23- 15K-16 1 2  ỷƲ Ʋר 
ӧ ȷȫɱȯȠȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 4- 6 ї 2  Ʋ  
ᴜ′ ὦẆ ӧ  ʴẔӢ 1000 6  Ʋ ὦ  
ǨǷ ὦ ◐ Ẇ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 3 ᷂3 ⁭ 3 4F ◐Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ӧ  ʴẔӢ 1000 8F КƲỷ 
ӣ К׀ ˲  ӣ  ʴẔӢ 18-14 КƲ Ʋⱦ 
Ǟȅǧӣ  ʴẔӢ 1- 20 7F КƲ Ʋ ƲȠ 
ӣ ˲ ᶧ ֘  ̝ ˝  ʴẔӢ 1000 -4   
ӣ ˲ ᶧ ̝ǋǤǵ  ʴẔӢ 17-3 3  КƲ ӓᶅК  
ӧ ѼⱲ К  ʴẔӢ 1- 17JPRӧ 4F ƲⱲ  
ᴇϽ  ʴẔӢ 17-3 2F  
ᴜ′ȷȫɱȭɨɉɁȭӧ  ʴẔӢ 1000 6  ὦ Ʋ ὦẆ  
ӧ ǤǛǍ  ʴẔӢ 1000ǤǛǍӧ ↄ6   
ᴇ∆̝ ỷ˲ β∆ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ⅎ2- 9- 10 ỷƲК 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ К ӣ  ʴẔӢ ⅎ2- 4- 15 К 
ӣ ˲ ᶧ ̝ ᴙᵑ Ǳǒǵ  ʴẔӢ ⅎ2- 12-14 ƲȠƲ К  
ⅎɫȢɢɩȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ⅎ3-27-6 ⅎṷ1 101 КƲⱦ ᶅК  
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К ȭɨɉɁȭ ʴẔӢӧ ᾌ 1195-5 - 203 КƲⱦƲ Ʋᴀ 

ӣ ˲  ᵻ ʴ К ȭɨɉɁȭ ʴẔӢӧ ᾌ 309- 2 КƲᾛ 

ӣ ˲ ᶧӧⱲ  ̝ ⁸′ȭɨɉɁȭ 
ʴẔӢӧ ᾌ 1194-3 
ӧ ᾌ 2 202ֵὙ 

КƲ ӓᶅК Ʋ 
К К ƲẆ 

ӣ ˲  ᵻ ӧ ᾌ Ѽ ◐Ẇ  ʴẔӢӧ ᾌ 1194-3ӧ ᾌ 1 102ֵὙ Ʋɨɍ 
ǚǰȉȭɨɉɁȭ ʴẔӢӧ ᾌ 1194-3ӧ ᾌ 2 201ֵὙ ᾛ 

ӧ ᾌ Ѽ  ʴẔӢӧ ᾌ 1195-5 - 201  
ӧ ɏɶȭȳȢɇ  ʴẔӢʴẔ2- 2- 2ӧ 8   

ḸⱩӧ  ʴẔӢ 1- 1- 13 
КƲКѝ К Ʋ 
ᾮ К Ʋ ӓᶅК  

ӧ ȱɱȽȭɆ  ʴẔӢʴẔ2- 2- 7  
ǋǤȇȐК  ʴẔӢʴẔ3- 18-6 ǱǒǶȐ 4F КƲ ƲⱦƲᴀ 
ȹɱɆɧɩ  ʴẔӢʴẔ3- 18-6 ǱǒǶȐ 6   
Ӕ К ȭɨɉɁȭ ʴẔӢʴẔ3- 12-3 ˴ ḫ 3F К 
ӣ ˲ ᶧ ╣  ̝ ′  ʴẔӢʴẔ3- 15-13 ƲКƲẆƲ  
ӧ ɌɶȷɆȭɨɉɁȭ ʴẔӢʴẔ3- 2- 2 Ў 4F Ʋ◐ 
ӣ ˲ ᶧῪ  ̝ К ӣ  ʴẔӢʴẔ3- 4- 1 К 

₳ῇ ◐Ẇ Ẇ ӣ  ʴẔӢʴẔ3- 12-3 
ƲẆƲ ᾮᶅ ƲרƲ
Ʋ ƲɨɍƲɨȤ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ӧ ǔȃɶȒ  ʴẔӢʴẔ4- 5- 1 
ƲКƲɨɍƲɨȤƲ Ʋ
◐Ʋ Ʋ ƲᴀƲẆƲỷ 

ӣ  ʴẔӢʴẔ4- 7- 16  
ӧ ȵɶȳȢɇȭɨɉɁȭ ʴẔӢʴẔ 1- 15-8 1  К 
ȆǱǯǚǰȉȭɨɉɁȭ ʴẔӢʴẔ 1- 22-7 1F- 101 ᾛ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 2- 7- 13 Ʋ ƲⱲ ƲК 
ӣ ˲ ᶧὌ̃  ̝ ῇ֥ ᴙᵑ  ʴẔӢ 2ʞ 18 11  ֵ  
ӣ ˲ ᶧʹ ̝ǜǖǜȀ᷇ ȑ  ʴẔӢ 6- 8- 11 ᴇȯȠК  
ʝ ᶧ ˲ ꜠ ᶧ  ʴẔӢᵂᾶ 1-35ӧ 27  КƲᴀƲ Ʋⱦ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ′К ӣ  ʴẔӢ 1- 29-3-1 
КƲɨȤƲȠƲ ᾮ К Ʋ
̈ К ƲᴀטᶅК  

ӣ ˲ ᶧ ╣  ̝ К ӣ  ʴẔӢ 1- 10-1 КƲⱦ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ˹˝ӣ  ʴẔӢ 1- 20-3 Ʋ  
ӧ ɟɱȽɩȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 1- 1- 10 KCS  ƲⱲ  
ȒȆǏК ᾛЃ  ʴẔӢ 1- 1- 10 KCS 1F КƲⱦƲ ƲᴀƲᾛƲ Ʋ Ʋ 

ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 1- 19-8 BLD1  КƲ Ʋ◐Ʋ  
ʝ ᶧ ˲ ꜠ ᶧ  ʴẔӢ 2- 20-27 К 

ӣ  ʴẔӢ 2- 16-11 К 
ʴ ᴙᵑ ӣ  ʴẔӢ˴ ׀ 555  
ȖǦǱȀ ◐Ẇ  ʴẔӢ˴ ׀ 94-4 ƲɨɍƲɨȤ 
ӣ ˲ ᶧ̤⃰  ̝ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 1- 26-15̤Ͻ 1 F Ʋỷ 

◐Ẇ  ʴẔӢ 1- 22-31 1F  
ʣ ӣ  ʴẔӢ 1- 13-18 КƲ К  
ȭɨɉɁȭǉǞǦǷ ʴẔӢ 4- 10-4 КƲẆƲ  

‖К  ʴẔӢ 906 КƲᾛƲ ᾮ ̈ К  
‖ ӣ  ʴẔӢ ӧ 1- 5- 8  
ȍȑǵ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ӧ 1- 13-9 КƲ ӓᶅК ƲᾛƲẆƲ  

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ʤӣ  ʴẔӢ ӧ 1- 1- 1 Ʋ КƲ  
ӣ  ʴẔӢ ӧ 1- 5- 5 КƲᾛƲ  
ӧ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ӧ 2-7-7 ӧ103  ֵ ƲẆƲКƲ  
ӧ ʣ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢὰṲ 1- 2- 11ҷῇ 6F ◐Ʋ Ʋר 
ӧ ȹɱɆɧɩ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢὰṲ 1- 15-2  Ʋ ƲⱲ  
♥ ȠȢȭɨɉɁȭ ʴẔӢὰṲ 2-3-1ṇ Ẏӧ 8   
ǹȅȖȑȠȢȭɨɉɁȭӧ  ʴẔӢὰṲ 2- 7- 20 ˝ 4F  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ Ⱳǵ ӧ  ʴẔӢὰṲ 2-5- 15ṇ ӧ ʢ 9F ƲⱲ  
ǠȆȓ  ʴẔӢὰṲ 2- 25-1 A- 7  
᷇ ɓ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢὰṲ 2-3-1ṇ Ẏӧ 8F Ʋ  

◐Ẇ  ʴẔӢὰṲ 2- 16-1 4ɵ5  ƲɨɍƲɨȤ 
ǜǖȐ  ʴẔӢὰṲ 2-2-1 ӧ 2ֵ 4   
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ᾌ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢὰṲ 2-3-1ṇ Ẏӧ 6  ƲẆƲКƲ Ʋ  
ɐɫ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢὰṲ 2- 23-8ῇ ˝ 3F ƲȠ 
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ӧ ʴẔǹǒȑȭɨɉɁȭ ʴẔӢὰṲ 2-19-7ӧ ὰṲ LK 6  КƲ ӓᶅК Ʋ КƲ Ʋ ƲẆ 

ӧ  ʴẔӢ╓ẏ1- 2- 3 3F  
Ẏ ɓ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ╓ẏ1- 2- 3 KM 1F ƲȠ 
ӣ ˲ἶ  ̝╓ẏɟɱȽɩȭɨɉɁȭ ʴẔӢ╓ẏ1- 3- 6 ƲЃ  
ӣ ˲ ᶧ֙ᾎ ǨǗǜ̝ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ╓ẏ1- 21-3 ╓ẏ 1  К 
ῇ֥К Ẇ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ╓ẏ1- 2- 3 KM 2F КƲᴀƲⱦƲᴀẆƲẆƲ  
ȳɱɧȢȸ ὦẆ  ʴẔӢ╓ẏ1- 15-8 6F Ʋ◐Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ɂȿȾȭɨɉɁȭ ʴẔӢ╓ẏ1- 17-10 Ʋ Ʋ ƲКƲ ƲⱲ Ʋ 

ӣ ˲ ᶧאל  ̝ ӧ ѼȭɨɉɁȭ ʴẔӢ╓ẏ2- 1- 4 К 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ᾛ К Ẇ  ʴẔӢ╓ẏ2- 21-10 КƲ ƲẆƲ ƲɨɍƲ  
ӣ ˲ֿᴇ  ̝ К ӧ  ʴẔӢ╓ẏ1-2-12╓ẏ 3  КƲ  
ӣ ˲  ᵻ К ӣ  ʴẔӢ ʿᵗ 606- 25 К 

ӧ ȭɨɉɁȭ 
ʴẔӢ ӧ 10-23 
ӧ 1 8ֵὙ 

КƲ ƲẆƲרƲȠƲ Ʋ
ỷ 

ӧ ʴẔǚǚȔǵȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ӧ 1- 1 3  ƲЃ ƲⱲ  
ˬ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ӧ 1- 11ӧ ʴẔ 8F רƲКƲ◐ 
ȉȑК ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ӧ 7- 8 К ƲᾛƲȠ 
ӧ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ӧ 2- 9ү▌ḫ 2   

ӣ ˲ ᶧӧ ʴẔȭɨɉɁȭ 
ʴẔӢ ӧ 1- 1 
ᶽ᷂ӧ ʴẔ  

КƲ ӓᶅК  

ǨǷὂ  ʴẔӢ 3- 1- 1  
ᾛЃ ӣ  ʴẔӢ ȯʭ 259 ᾛ 
ᾛЃ ӣ  ʴẔӢ ȯʭ 73 ᾛ 

ǚǋǮК ӓᶅ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢ ɴʭ 73-3 КƲ Ʋ ƲȠ 
῎ ӣ  ʴẔӢ ɴʭ 444 КƲᾛ 
К ӣ  ʴẔӢ 1- 17-5 К 
ӣ ˲ ᶧӵ  ̝ Ẏ ӣ  ʴẔӢ 1- 4- 15 ᾛƲК 
ᾛ ᾌ ỷ˲  ʴẔӢ 2- 12-10 ỷ 
ӣ ˲ ᶧ ′̝ǏȑȋȅК ӣ  ʴẔӢ 3ʞ 19 8  ֵ КƲ  
ῇ ◐Ẇ ӣ  ʴẔӢ 3- 7- 8 Ʋɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ  Ῥ ◐Ẇ  ʴẔӢ 4- 23-2 Ʋɨɍ 
ӧ ᾛЃ  ʴẔӢ 17-2 ᾛƲКѝ К  
ǤǓК ᾛЃ ȭɨɉɁȭ ʴẔӢӳ 2-16-5 Ѽ 2  КƲᾛƲⱦ ᶅК ƲẆ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ǤǓ  ʴẔӢӳ 2-16-3 Ѽ 1   
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ǱǒǞȅȭɨɉɁȭ ʴẔӢӳ 2- 15-19 MTK 2  КƲⱦ ᶅК ƲᾛƲ ƲⱲ  

ǤǓɟɱȽɩȭɨɉɁȭ ʴẔӢӳ 2- 15-15 KSHOYO 2  Ⱳ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧⱩ  ̝ ˝ ỷ˲ ӣ  ʴẔӢӳ 2- 14-14 ỷƲКƲᾛƲ  
ӣ ˲ ᶧ  ּ˝ ᴙᵑ ӣ  ʴẔӢӳ 3- 13-8 Ʋ ƲȠ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ȖǒǷȭɨɉɁȭ ʴẔӢ 1- 1 
КƲ ӓᶅК ƲẆƲ
Ẇ Ʋ  

ǲǿǋ Ẇ  ʴẔӢ 1248-1 ƲКƲẆ 
ӣ ˲ ᶧ彤 ̝Ȇȋǚ ◐Ẇ  ʴẔӢ 1038-1 ƲɨɍƲɨȤ 
ӣ ˲ ᶧʝ  ̝ К ӣ  ʴẔӢ 1- 49-6 КƲᾛ 
ӣ ˲ ᶧ˴Ợ  ̝ ὕ′Ẇ ӣ  ʴẔӢ 2- 29-6 ẆƲ Ʋ ƲКƲⱦƲᴀ 
ȶɂȩɭ  ʴẔӢ 2- 29-7  
ӣ ˲ ᶧ Ͻ  ̝ǫǷǔǚǰȉ  ʴẔӢ 2-16- 6ӧ ὂ̯ 2F ᾛ 

ӣ ˲ ᶧ ᴇ  ̝ᶵѝȭɨɉɁȭ ʴẔӢὟῴ 235- 8 
КƲ Ʋ ƲẆƲ ƲᾛẆƲ
Ʋ  

ӣ ˲  ̝ ◐Ẇ К  ʴẔӢὟῴ 524- 9 ƲКƲɨɍ 
ӣ ˲ ᶧǯǵǑǒ  ʴẔӢὟῴ2- 7- 1 Ὗῴ1F  
ӣ ˲ ᶧ β  ̝‴ᶥ ӧ  ʴẔӢ ̸ 384- 10 К 
Ẏ ӣ  ʴẔӢ Ͻ1- 12-5 КƲᾛ 
ӣ ˲  ᵻ ỷ˲  ʴẔӢ Ͻ4- 1- 11 ỷ 
ӣ ˲ ᶧ̰אל  ̝Ϸῇӣ  ′Ӣ ȯʭ1- 10-15 КƲⱦƲᾛƲ ƲẆƲ Ʋ 
ӣ ˲  ᵻ ǉǑȋǕ  ′Ӣ ȯʭ5- 35-30  
ӣ ˲ ᶧ Ⱪ  ̝ ᾛЃ  ′Ӣẏ 1499-4 ᾛ 
ӣ ˲ ᶧ◓Ⱳ̝ ′ǹǒȑ ◐Ẇ  ′Ӣẏ 1334-4 ƲɨɍƲɨȤ 
ǹȔК ȭɨɉɁȭ ′Ӣẏ 1467-7 КƲ ӓᶅК  
ӣ  ′Ӣẏ 1341-1 ỷƲКƲᾛ 

ӣ ˲ ᶧ Ͻ  ̝ ′  ′Ӣẏ 1467-9  
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ӣ ˲ ᶧ ῇ̝₳ῇ ι ′  ′Ӣẏ 1483-28 ˲› Ẇ  
ׄ˝ӣ  ′Ӣ ȯʭ2- 1- 10-1 КƲẆƲᾛƲ Ʋ Ʋɨɍ 

ǜǚǍӣ  ′Ӣ ˝ 1592-6 
Ʋ Ẇ Ʋ

К 
˝ ᴙᵑ ȠɪɩȬɶ  ′Ӣ ˝1- 3- 25-1 ƲȠ 
˝ᾛЃ Ⱳ К ′Ӣ ˝1- 3- 25-2 ᾛƲ ƲⱲ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ȍǍǉǋȭɨɉɁȭ ′Ӣ ˝ 1132-1 КƲɨɍƲ  
К ᾛЃ ӣ  ′Ӣ ′ 1- 609 КƲᾛ 

ӣ ˲ ᶧ ˴  ̝ ᴙᵑ ӣ  ′Ӣ ′ 3- 300- 11  
₳˝ ӣ  ′Ӣ ′ 3- 301- 1  
ӣ ˲  ̝ ′ ◐Ẇ К  ′Ӣ ′ 3- 326- 1 ƲКƲɨɍ 
̗ К ӣ  ′Ӣ ′ 3- 316- 36 КƲⱦ ᶅК Ʋ ӓᶅК  
′ᾛЃ ӣ  ′Ӣ ′ 3- 302- 25 ᾛƲȠ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ӣ  ′Ӣ ′ 3- 300- 16 ƲК 
֦′ӣ  ′ӢǚǭǶǞְ1- 25-1 ƲẆƲК 
ӣ ˲  ᵻ̠ Ẇ  ′ӢǚǭǶǞְ5- 1- 7 ẆƲ Ʋ  

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ȭɨɉɁȭ ′ӢǚǭǶǞְ5- 9- 3 
КƲ ƲᴀƲⱦƲ ƲẆƲ
Ʋ Ʋ 

ȯʭȭɨɉɁȭ ′Ӣ̸ ְ1- 16-30 ẆƲК 
ӣ ˲ ᶧ ̝ǉǒǋǞ Ẇ  ′Ӣ̸ ְ1- 5- 8  
ẞ К ӣ  ′Ӣ̸ ְ3- 1- 12 КƲⱦƲ Ʋᴀ 
ӣ ˲ ᶧᴕⱲ  ̝ ᴇʿ ◐Ẇ  ′Ӣ̸ ְ5- 1- 5 ƲẆƲɨȤƲɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ǜǫǔǓʭӣ  ′ӢǜǫǔǓʭ1- 33-2 ƲẆƲɨɍƲɨȤƲК 

ỷ˲  ′ӢǜǫǔǓʭ2- 12-1 Ʋỷ 
ȹȨК ᾛЃ  ′ӢǜǫǔǓʭ2- 11-1 КƲᾛ 

ͬ ȭɨɉɁȭ 
′ӢǜǫǔǓʭ2- 1- 1 

ǜǫǔǓʭ109ֵὙ 
К 

ӣ ˲ ᶧͬᴇ  ̝ ᾛ ӣ  ′ӢǜǫǔǓʭ2- 33-16 КƲᾛƲ  
ʝ ( )ӧ Ӳ  ̝ǨǗǜ  ′Ӣӧ 295- 2 КƲⱦƲᴀƲ Ʋ  
֥᷇ӣ  ′Ӣ ̸ 600- 7 КƲᾛƲ  
ӣ ˲ ᶧᵎ  ̝ ɴʭӣ  ′Ӣ ᶸ 44-32 ẆƲКƲ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ֻ  ′Ӣ ᶸ1-9- 18 ᶸ3A  
ʱ Ⱳ ӣ  ′Ӣ ᶸ1- 19-2 Ⱳ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ Ẏ  ′Ӣ ᶸ1-9-18 ᶸ1  КƲᴀטᶅК ƲȠ 

ǋǯǍ ′ȭɨɉɁȭ 
′Ӣ ᶸ1- 9- 18 

ᶸ3BֵὙ 
ƲẆƲК 

ӣ ˲ ᴇ  ̝ ′  
′Ӣ ᶸ1- 9- 18 

ᶸ2AֵὙ 
Ⱳ Ʋ  

ȠȢȱɶɩ  ′Ӣ ᶸ1- 21-1  
ὂ ′ỷ˲  ′Ӣ ᶸ1- 19-7 ỷ 
̝ӣ ˲ ᶧӧ ҽҥ ӣ Ӳ  ̝
ᶸ  

′Ӣ ᶸ2- 8- 23 КƲᾛ 

Ȇǰȑ ᴙᵑ  ′Ӣ ᶸ2- 1- 25 ʠ˴ 21 1F  
ᾛ ӣ  ′Ӣ ᶸ4- 2- 7 КƲⱦ ᶅК  
ӣ ˲ ᶧǉǑǥȐ ǶǱǥǵ  ′Ӣ ᶸ5- 3- 10 103 КƲ ӓᶅК  
ӣ ˲ ᶧβ  ̝ ᶸ ◐Ẇ  ′Ӣ ᶸ5- 12-9 Ʋɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ Ⱳ  ᾛ ǚǰȉ  ′Ӣ ᶸ5-3-10 102  ֵ ᾛ 
ӣ ˲ ᶧ ͬ  ̝ ′ʴẔ  ′Ӣ ′3 Ӣ29ֵ 101  ֵ КƲᾛƲ ƲȠ 
ЛḜᾌӣ  ′Ӣ₫█ 3- 1096 КƲᾛ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ǞȐȍȑ  ′Ӣ₫█ 4-417-25 ḫ2   
Њ ӣ  ′Ӣ₫█ 4- 56-20  
ῇ ◐Ẇ  ′Ӣ₫█ 4- 623- 1 ƲɨȤƲɨɍ 

ӣ ˲ ᶧӧ ֙  ̝ ₫█ ᴙᵑ  
′Ӣ₫█ 5- 417- 222 

₫█ ᷂ʤ 
ƲȠ 

ǦǒȭɨɉɁȭ ′Ӣ₫█ 5-417-243 ₫█2  Ʋ  

̝ӣ ˲ ᶧӧ ҽҥ ӣ Ӳ  ̝
ӧ β ̂ιȅǖǶȑ   

′Ӣ₫█ 5- 392- 3 
КƲẆƲᾛƲ ƲᴀƲ ƲⱦƲ
Ʋ ƲỷƲ Ʋ Ʋ ᾮ

К Ʋ Ʋ Ẇ Ʋ 
ӣ ˲  ̝ ȭɨɉɁȭ ′Ӣ₫█ 5-124- 5 1   
₫█ǑǑǮ  ′Ӣ₫█ 5- 417- 243 2  Ʋ  
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ӣ ˲ ᶧʝ  ̝ ʴ ӣ  ′Ӣ₫█ 5- 141- 2 КƲᾛ 
ɜȿȢɑɩ  ′Ӣ₫█ 5-417-281 8 1F  
ȍȆǚК ȭɨɉɁȭ ′Ӣ₫█ 5-417-243 ₫█2  КƲ ӓᶅК Ʋⱦ ᶅК  

ӣ ˲ ᶧӧ ֙  ̝ ₫█  
′Ӣ₫█ 5- 417- 222 

₫█ ᷂ʤ1  
ᾛƲȠ 

ӣ ˲ ᶧВ  ̝ȅǖǶȑӳ  ′Ӣ₫█ 5-187-1₫█ 2F К 
ӣ ˲ ᶧ Ⱳ  ̝ ₫█ǉȚǡӣ  ′Ӣ₫█ 5- 185- 3 КƲᾛƲ  

ỷ˲  ′Ӣ₫█ 6- 97-6 ỷ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ӣ  ′Ӣ₫█ 6- 131 КƲᾛƲⱦ 
₫█ ◐Ẇ  ′Ӣ₫█ 5- 417- 243 Ʋɨɍ 
ȯ Ẇ  ′Ӣ₫█ 6- 130 ẆƲ Ʋɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ К  ′Ӣ₫█ 1-11-26 102 КƲ˲› К  
Ǐǟȅӣ  ′Ӣ₫█ 1- 6- 2 ᾛƲКƲ К  
ǔȐǔȐȭɨɉɁȭ ′Ӣ₫█ 1-14-10⃰ 303 Ʋ◐ 
₫█ ᴙᵑ ӣ  ′Ӣ₫█ 1-5-13ʢ 101ֵὙ  

ӣ ˲ ᶧ  ₫█ ◐Ẇ  ′Ӣ₫█ 1- 4- 32 
ƲɨȤƲɨɍƲКƲ 
ӓᶅК Ʋ ᾮ К  

ӣ ˲ ᶧȍǒȑ  ̝ ₫█  
′Ӣ₫█ 1- 2- 24 

₫█ 101 
КƲ ӓᶅК Ʋ 
К К ƲẆ 

ӣ ˲ ᶧאל  ̝ῑ ǚǰȉ  ′Ӣ₫█ 1-14-10⃰ 2F ᾛƲȠ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ɓ  ′Ӣ₫█ 1- 9- 26  
ӣ ˲ ᶧ ʾ  ̝ ׄ  ′Ӣ₫█ 1-14-7 ʴ2  К 
ӣ ˲ ᶧ ˋ̝W ₫█ ′Ӣ₫█ 2- 37-17 ỷ 
ӣ ˲ ᶧǉǋǘǋ  ̝
₫█ǉǋǘǋ  

′Ӣ₫█ 2- 8- 9 
201  ֵ

К 

ɟɱȽɩȭɨɉɁȭǯȆǦ 
′Ӣ₫█ 2- 9- 1  

₫█2F 
Ⱳ Ʋ  

ӣ ˲ ᶧǱǵǶǱ  ̝₫█  ′Ӣ₫█ 3ʞ 22 2  ֵ КƲẆƲ Ʋ Ʋɨɍ 
ʢʣ ӣ  ′Ӣ₫█ 3- 6- 32  

 ′Ӣ₫█ 5- 5- 16 1F  
ʱ ȑК  ′Ӣ₫█ 5- 5- 16-201 КƲ ӓᶅК  

ӣ ˲ ᶧMSC₫█ Ǟǽȋ  ′Ӣ₫█ 5-4- 1ES 102  ֵ ƲⱲ  
₫█ְȭɨɉɁȭ ′Ӣ₫█ 6- 12-7 ƲẆƲК 
ӣ ˲ ᶧ Ⱳ  ̝ ῎ȭɨɉɁȭ ′Ӣ₫█ 7- 22-27 КƲᾛƲẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ  
ᵎѫӣ  ′Ӣ₫█ 7- 8- 38  
ǨǷ ◐Ẇ ȭɨɉɁȭ ′Ӣӳ ᶸ1- 42-7 -  Ʋɨɍ 
ǹȐǑǒК ȭɨɉɁȭ ′Ӣӳ ᶸ1- 44-8 КƲ Ʋᴀ 
ӣ ˲ ᶧг  ̝ ′ ӣ  ′Ӣӳ ᶸ1- 44-1  
ӣ ˲ ᶧ ᵃ  ̝ǋȅǲǞӣ  ′ӢὟ ְ3- 28-6 Ʋ ƲẆƲ ƲᾛƲКƲ  

ǑǝǔȭɨɉɁȭ ′ӢὟ ְ1- 5- 18 
ẆƲКƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ
ᾛẆƲᾛ 

ӣ  ′ӢὟ ְ2- 5- 22 ƲȠƲɨɍƲ  
ӣ ˲ ᶧ ӣ  ̝ ǦǱǒК  ′ӢὟ ְ2-5-33 ӣ 1F КƲᴀטᶅК ƲȠƲɨȤ 
ȂǞǱǓ ᴙᵑ  ′ӢὟ ְ2-5-33 ӣ 2 B Ὑֵ ƲȠ 
ǋǘǧɟɅȡȩɩȭɨɉɁȭ ′Ӣ 3- 13-8 КƲ КƲ ƲⱲ Ʋ  
ὄʿ  ′Ӣ 3-13-8 ǵ 202  
ӣ ˲ ᶧᾛ  ̝ ӧ ȭɨɉɁȭ ′Ӣ 1123-4 К 
ȭɨɉɁȭ ′Ӣ ְ14-1  
ʣК ӣ  Ӣ ′3- 1- 10 КƲ  
῎  Ӣ ′3- 3- 3  
КȭɨɉɁȭ Ӣ ′3- 4- 1 2F КƲ  
ǉȋȈְ  ӢǉȋȈְ1- 16 КƲ Ʋ  
ӧ ɟɱȽɩȭɨɉɁȭ Ӣ 1- 18-7 ƲⱲ  
⁹ ǋȚǚǍ ӣ  Ӣ 2- 3- 2  
ᾛ ӣ  Ӣ 2- 7- 13  
ӣ ˲ ᶧϽ  ̝ ′Ῥӣ  Ӣ 2- 7- 11 КƲᾛ 

ѼȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 17-5 КƲ˲ › К Ʋ К Ʋ  

ǢȚǙȚ ȑȭɨɉɁȭ 
Ӣ 3- 8- 13  

ʸӦɵ ʥҲ 4  
ƲⱲ  

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ẎṇȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 19-16 Ʋ Ʋ КƲⱲ  
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ӣ ˲ ᶧˮῇ  ̝ ȖǒǷ   Ӣ 3-8-19′ῬᾶʴẔ 2F  
ӣ ˲ ᶧӔ  ̝ ʴ′ ỷ˲  Ӣ 3- 8- 20 ỷ 
ǨǷ К ȭɨɉɁȭ Ӣ 3-15- 7 15 4  К 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ӣ  Ӣ 3- 6- 37 ƲẆƲКƲɨɍƲ  
ʿɪɅȡɶȷȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 15-7 15 2F ỷ 
′ʣ  Ӣ 3- 10-8 ˎ Ẇ ƲК 

◐Ẇ  Ӣ 3- 9- 4 ƲɨɍƲɨȤƲК 
ʴẔẆ ӣ  Ӣ 4- 3- 3 ẆƲКƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ẇ  

ǘǋȏǍК ȭɨɉɁȭ Ӣ ְ1- 19-112 КƲᴀƲȠ 
ṇᾛЃ ӣ  Ӣ 1- 18-11 ᾛ 

ǋȚǚǍ ӣ  Ӣ 1- 15-2 ƲȠƲ К  
ӣ  Ӣ 1- 16-16 К 
ῴǚǰȉȭɨɉɁȭ Ӣ 4- 10-10 ῴК ӣ 2F ᾛ 
ӣ ˲ ᶧЏ̤  ̝ ְ  Ӣ ְ1- 2- 8 КƲᴀטᶅК  
ӣ ˲ ᶧ ῇ̝ ᴙᵑ ǨǷ Ӣᾛʴְ 352- 1  
ᾛʴְȭɨɉɁȭ Ӣᾛʴְ 1341-1ʴ 2F КƲᾛƲ Ʋ  
ᴇȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎1- 4- 20 ƲКƲ Ʋ ƲȠƲ  
ӣ ˲ ᶧ̊˴  ̝  Ӣᾛְ̎1- 4- 20 ↄ4F КƲᾛƲ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ˝ȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎1- 4- 20 ↄ3F Ʋ◐ 
ǚǰȉȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎2- 8- 23ׄ♥ 102 ᾛƲȠ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ȩɢɜК ᾮᶅ  Ӣᾛְ̎2- 4- 10 3  КƲ  
ӣ ˲ ᶧϷⱷ  ̝ ǋǱǙ ᴙᵑ  Ӣᾛְ̎2- 6- 5 ʴϷ 3- 302 Ʋ  

֥ ȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎2- 4- 10 3   
ǞȚȖȭɨɉɁȭ  Ӣᾛְ̎2-5-15 8 4F Ʋ ƲⱲ  
ӧ ɍɶɆȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎2-2-2 5AֵὙ КƲⱦ ᶅК  
ȇȐǜǔК ȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎2- 5- 3 3F КƲ ӓᶅК ƲК К  

ӣ ˲  ᵻ ɓ ȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎2- 11-7  
ȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎2- 12-2 21  КƲẆƲᴀƲᴀẆ 

ӣ ˲ ᶧ∆  ̝ ◐Ẇ  Ӣᾛְ̎2-6-5ʴϷ 2 201 202  ֵ ƲɨɍƲɨȤ 
ӣ ˲ ᶧ Ⱪ  ̝ ǱǒȇȐ ᾮᶅ  Ӣᾛְ̎2- 6- 5ʴϷ 4F  
ӣ ˲ ᶧ˴  ̝ ӣ  Ӣᾛְ̎3- 6- 1 КƲ ƲᾛƲ  
֥ ȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎3- 17-12  
ῇ ӣ  Ӣᾛְ̎4- 6- 5 КƲᾛ 
ӣ ˲ ᶧʢ∆  ̝ ʴȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎5- 4- 15 ẆƲᴀƲ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ὂ˝К ȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎6- 1- 8 КƲⱦƲ ƲᴀƲ  
ӣ ˲ ᶧ  ǖȔǜǔǚǰȉ  Ӣᾛְ̎6- 23-6 ᾛƲȠ 

 Ӣᾛְ̎6- 20-3  
ӣ ˲ ᶧɜɨɢɵȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎6- 19-19 My 1F КƲᾛ 
ӣ ˲ ᶧVision Quest Japan ּ  Ӣᾛְ̎6- 15-7  
ʢ ◐Ẇ ӣ  Ӣᾛְ̎6- 14-5 ƲɨɍƲɨȤ 
ɎɶȷȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎6- 4- 15 Ʋỷ 

Ǧǟȅ ỷ˲  Ӣᾛְ̎6- 3- 7 Ʋỷ 

ӣ ˲ ᶧ  ǻǉɶǠ  Ӣᾛְ̎7- 20-5 
КƲẆƲⱦ ᶅК Ʋ 
Ⱳ Ẇ  

ӣ ˲ ᶧϽ  ̝ ӧ β∆ȭɨɉɁȭ Ӣᾛְ̎7- 12-1 КƲᾛƲ  
ӣ ˲ ᶧ Ͻ  ̝ ῇӣ  Ӣ̸ 1ʞ 9 25  ֵ ƲỷƲКƲⱲ  
ӣ ˲ ᶧ ̝ῇ ◐ȭɨɉɁȭ Ӣῇ 160- 1 Ʋɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ȇȐȅǫȭɨɉɁȭ Ӣῇ 138- 4 ᾛƲᾛЃẆ ƲК 
ӣ ˲ ᶧ⃰  ̝ ӧ ◐Ẇ  Ӣ̸ 1- 12-5 ƲɨȤƲɨɍ 
ҷ֕К ӣ  Ӣᶸ 236- 12 КƲ ƲⱦƲᴀ 
̝ ˲ ǵ  ᴜ Ӣᶸ 1107-7 К 
ӣ ˲ ᶧʝ˘ʢ  ̝ ʴ  Ӣᶸ 1111 ᷂ǵ1 ӓᶅК ƲКƲẆ 
ӣ ˲ ᶧʢ  ̝Ӕӧ ◐Ẇ  Ӣᶸ 166- 1 ƲɨɍƲɨȤ 
ӣ ˲ ᶧ Ὺ̝ӧ ְǱǒȇȐ  Ӣӧ ְ1- 1- 28-1 КƲ ƲⱦƲᴀƲᾛƲȠ 
Ǧǘǧ  Ӣẏְ2- 16-26  
̝ӣ ˲ ᶧӧ ҽҥ ӣ Ӳ̝Ӕ

 
Ӣẏְ3- 4- 5 КƲᾛ 

ӣ ˲ ᶧῇ  ̝ ‖ӣ  Ӣẏְ4- 10-3 КƲ ƲⱦƲᴀƲ КƲᾛ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ӧ ʴẔẆ К  Ӣẏְ4- 2- 17 
ẆƲКƲ Ʋ Ʋ Ʋ ӓᶅẆ
ƲᴀטᶅК ƲК К  
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ӣ  Ӣ 1- 16-2 КƲᾛƲȠƲⱲ  
ӣ ˲ ᶧ Ⱳ̝  Ӣ 1- 13-3 КƲᾛ 
ʣӣ  Ӣ 4- 8- 10 ƲК 

 Ӣ 312- 5  
ӣ ˲ ᶧʢ  ̝ Ὗ Ẇ ɵК  Ӣ 261- 3 ƲɨɍƲКƲẆƲ  
ӣ ˲  ᵻ ȆǍȐȭɨɉɁȭ Ӣ 134  ᷂ ⱦƲ ƲКƲẆ 
ϽȭɨɉɁȭ Ӣ 166- 1 КƲẆƲ Ʋ Ʋɨɍ 
ǵȇȐ ᴙᵑ  Ӣ ԍ 794- 1 ƲȠ 
̢ ɑɩ ȭɨɉɁȭ Ӣ 1- 15-12̢ 1F  

ӣ  Ӣ 1- 8- 6  
ӣ ˲ ᶧ ̤  ̝ ˝ԍӣ  Ӣ 2ʞ 18 7  ֵ ƲẆƲКƲ Ʋ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝  Ӣ 2- 17-12 КƲᾛ 
ӣ ˲  ᵻ ӣ  ӢὟ 2119-10 КƲẆƲ ӓᶅК Ʋɨɍ 
ӣ ˲ ᶧǔǜȐǕ  ̝ К  ӢὟ 1752-15 КƲⱦƲᴀƲ  
ӣ  ӢὟ 1652-202 КƲᾛƲ Ʋᴀ 

ǞǋǱȭɨɉɁȭ 
ӢὟ 1092-2 

Ὗ1  

КƲ ᾮ К ƲКѝ К
Ʋⱦ ᶅК Ʋ ӓᶅК
Ʋ̈ К Ʋ К  

ǲǞǨǷⱲᴇȭɨɉɁȭ Ӣ╧ 2- 21Ẏ 2  Ʋ ƲⱲ  
ʿͪ ӣ  ӢẎὟְ4- 2- 14 КƲᾛƲⱦƲᴀ 
ᾶӣ  ӢẎὟְ6- 3- 13 ᾛƲК 
ӧ Ẇ ӣ  ӢᾛΈ 1753-10 ẆƲ Ʋ ƲɨɍƲ  
ӧḜְ ᴙᵑ ӣ  ӢᾛΈ 858- 2  
ӣ ˲ ᶧʫאל  ̝ ᾛΈְ ӣ  ӢᾛΈ 875- 6 КƲẆƲ Ʋ Ʋᾛ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ӧḜְȭɨɉɁȭ ӢᾛΈ 829 
ẆƲКƲ ƲᴀƲⱦƲ Ʋ
ƲⱲ  

ӣ ˲ ᶧ ˴  ̝ ӣ  ӢᾛΈ 859- 1  
ї֥ ӣ  ӢᾛΈְ1- 13-8  
ʝ ᶧ ˲ ꜠ ᶧᾛΈְ  ӢᾛΈְ4- 18-3 КƲ  
̗˔ȭɨɉɁȭ ӢᾛΈְ6- 9- 1 ỷƲКƲ ӓᶅК Ʋᾛ 
ȭɨɉɁȭ ӢᾛΈְ7- 2- 1 КƲ ƲᾛƲȠ 
ӣ ˲  ᵻ Ѽ ӣ  ӢᾛΈְ7- 19-4  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ Ᵽ ְ ◐Ẇ  ӢⱣ ְ1- 8- 5 ƲɨɍƲɨȤ 
ӣ ˲ ᶧ ᾎ  ̝ ′ ◐Ẇ  Ӣқ ѫ 1603-2 ƲɨɍƲɨȤƲК 
ǉǑǷȭɨɉɁȭ Ӣ 206-3 101ֵὙ КƲⱲ  
ӣ ˲ ᶧͬ  ̝ Ῥ ◐Ẇ ӣ  Ӣ᷇ 334- 6 Ʋɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ᾛ ӣ  Ӣ 1- 27-1 КƲᾛƲ  
ǉȀǹȔǔ ǚǰȉȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 9- 28 ᾛ 
Ḫ ӣ  Ӣ̯ᴇ 83-1 КƲⱦƲᾛ 
Ὗӣ  Ӣ 7- 6- 17 КƲᾛ 
ǞȎǍǟК  Ӣ 8- 6- 17 КƲⱦ ᶅК Ʋᾛ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ὟК ᾮᶅ ӣ  Ӣ Ӕ3- 7- 23 Ʋר 
ӣ ˲ ᶧ ᴇ  ̝ ᴜК ỷ˲ ӣ  Ӣ ᴜ 1589-15 КƲⱦƲỷ 
ᴜȭɨɉɁȭ Ӣ ᴜ 1592-3 ẆƲ ƲК 
ӣ ˲ ᶧ ̤  ̝ ˝ȭɨɉɁȭ Ӣ ᴜ 1057 КƲẆƲ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧВ  ̝ ◐Ẇ  Ӣ 979- 1 КƲẆƲ Ʋɨɍ 
ǋǡȆְӣ  Ӣẉ 753- 7 ӓᶅК ƲẆ 
֦′ӣ  ӢӧḜְӔ1- 1- 11 ẆƲⱦƲ Ʋ ƲК 

ǼȒǒȖȭɨɉɁȭ ӢӧḜְӔ1- 27-1 I 1  
КƲ ӓᶅК Ʋ К Ʋ
К К  

ǨǞȔְ  ӢӧḜְӔ3- 12-10  
ӣ ˲  ᵻ ʴῇК ȭɨɉɁȭ ӢӧḜְӔ3-21-1 ӧḜְ2F КƲ ƲⱦƲᴀ 
ẉȭɨɉɁȭ ӢӧḜְӔ4- 7- 2 КƲᾛƲ Ẇ  
ӣ ˲ ᶧǹȏǚ  ̝
ǳȅǝȖᾛЃ ɵ ᴙᵑ ȭɨɉɁȭ 

ӢӧḜְ 1- 37-8 2  ᾛƲ  

ӣ ˲ ᶧβ  ̝ ʤ ỷ˲ ӣ  ӢӧḜְ 2- 4- 5 ỷ 
ᶽᾶК ӣ  ӢӧḜְ 2- 31-6 КƲ ӓᶅК  
ᾛЃ  ӢӧḜְ 3- 31-5 ᾛ 

ӣ ˲ ᶧА  ̝ К  ӢӧḜְӳ3- 1- 7 К 
₳ ᾛЃ  ӢӧḜְӳ4- 6- 2 ᾛƲК 
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ǫǓȭɨɉɁȭ Ӣ 2- 24-1 1F КƲ ƲɨɍƲẆƲ  
ȖǒǷὟ ӣ  Ӣ 2- 14-3 КƲẆƲⱲ Ʋ К  

 Ӣ 2- 14-12 КƲᾛƲ ƲᴀƲⱦ 
Ȩɶȭɧ  Ӣ 3- 5- 5  
ӣ ˲  ᵻ ȆǥǽǨ  Ӣ 3-9-1 M3 2 D  ֵ  
ӣ ˲ ᶧˮῇ  ̝ ǫǓ ӣ  Ӣ 3- 9- 1 M3  2F  
ӣ ˲ ᶧ К ȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 1- 7 КƲⱦƲᴀƲ  
К ᴙᵑ  Ӣ 3- 21-3 1F  
ӣ ˲ ᶧῑ  ̝ ǫǷȈ ᴙᵑ  Ӣ 3- 24-1 MT 2   
ӣ ˲ ᶧ ˴  ̝ К ȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 9- 1 M3  1F К 
ӣ ˲ ᶧ ̝ ǜǋǯǍ ◐Ẇ  Ӣ 3- 16-13 ƲɨɍƲɨȤƲ Ʋ  
Ǧǭ ỷ˲  Ӣ 3- 6- 18 ỷƲ  
ҷͭК ᾛЃ  Ӣ ǵְ2- 4- 8 КƲᾛƲ Ʋⱦ 
ԍ֥ӣ  Ӣʴ 1038 КƲᾛ 
ӣ ˲ ᶧⱷ  ̝  Ӣ 1- 7- 6 ƲỷƲᾛ 

ȭɨɉɁȭ Ӣ 1- 14-6  
ȭɨɉɁȭ Ӣ 1-2-4 ĭ301ֵὙ КƲẆƲ ӓᶅẆ  

ӧ К ȭɨɉɁȭ Ӣ 2- 11-11 КƲ ƲⱦƲᴀƲᾛƲȠ 
ǠǡǔȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 8- 7 КƲᾛƲ  
ӣ ˲  ᵻ Ⱪ  ̝ ǫǓ  Ӣ 3-9-7 BS 3  Ⱳ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ᾛῇК  Ӣ 5- 1- 1 КƲКѝ К Ʋ ӓᶅК Ʋⱦ 

К ⱦ ᶅ ӣ  Ӣ ן 282- 1 КƲⱦ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ȭɨɉɁȭӧ  Ӣ ᾌῇ 572- 14 Ʋ ƲКƲ˲› К  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ◐Ẇ  ӢȆǫȖְ2- 13-11 ƲɨɍƲɨȤƲẆƲК 
ȭɨɉɁȭᾛЃ ɵᾛЃẆ  ӢȆǫȖְ2- 31-2 ᾛƲᾛẆ 

ȆǫȖְʴẔ  ӢȆǫȖְ2- 37-2 КƲ ƲẆƲ  
ӣ ˲  ᵻ Њ ᾛЃ ӣ  ӢȆǫȖְ2- 38-10 ᾛƲК 
ᶹК ӣ  ӢȆǫȖְ3- 23-94 КƲ Ʋᾛ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ȆǫȖְȭɨɉɁȭ ӢȆǫȖְ4- 1- 8 ẆƲКƲ Ʋ Ʋ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧˮ֘  ̝ ̮ӣ ӧ  ӢȆǫȖְ4- 17-5 ẆƲ ƲКƲ Ʋ Ʋ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ᾛ ᴙᵑ ӣ  ӢȆǫȖְ4- 1- 6 Ʋ  
ǱǒȇȐӣ  ӢȆǫȖְ5- 6- 11 КƲⱦƲᴀƲ ƲᾛƲ Ʋ  

ǹȅȖȑȭɨɉɁȭ Ӣ 545- 6 КƲẆƲ К ƲⱲ Ʋ Ʋᾛ 

ӣ ˲ ᶧȭɪɇ ǜǯǍȭɨɉɁȭ Ӣ 2138-1 КƲẆ 
Ȇǰȑ ᾮᶅ ɵ ɓ ӣ  ӢǑȍȆ 3- 13-3 Ʋ  
ᶽ Ѽ  ӢǉǠȆǓʭ1-1-8 3 302  ֵ  
ӣ ˲ ᶧ Ⱳ  ̝
ǉǠȆǓʭ ᴙᵑ  

ӢǉǠȆǓʭ1- 19-5 Ʋ  

ӣ ˲ ᶧ  ̝ǉȐǋ ◐Ẇ  ӢǉǠȆǓʭ1- 19-7 ƲɨȤƲɨɍƲ  

′ ȭɨɉɁȭ ӢǉǠȆǓʭ1- 19-2 
КƲᾛƲ К ƲẆƲ Ʋ
К Ʋⱦ ᶅК ƲᴀטᶅК  

ǉǠȆǓʭɟɱȽɩȭɨɉɁȭ ӢǉǠȆǓʭ1- 1- 8 3F Ⱳ Ʋ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧǉǠȆ̝ǉǠȆǓʭ̯  ӢǉǠȆǓʭ1- 1- 8  
ӣ ˲ ᶧẌǵ  ̝ǵǢǚǰȉ  ӢǉǠȆǓʭ2- 35-20 ᾛƲȠ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ Џᶸ ȑȭɨɉɁȭ 
ӢǉǠȆǓʭ3- 52-6 ǉǠȆ
Ǔʭ  

КƲ Ʋ◐Ʋ Ʋ  

ǉǠȆǓʭК ȭɨɉɁȭ ӢǉǠȆǓʭ3- 4- 6 - 1F КƲ ƲȠƲⱦƲᴀƲ  
ӣ ˲ ᶧ˜  ̝ Ῡ  ӢǉǠȆǓʭ3ʞ 4 ᷂3 ỷ 
ӣ ˲ ᶧˉ  ̝ ᾛ ӣ  ӢǉǠȆǓʭ4- 37-11 КƲⱦƲᾛƲ ƲᴀƲ Ʋ  
ǉǠǱȔ  ӢǉǠȆǓʭ4- 4- 21  
ǉǠȆǓʭӣ  ӢǉǠȆǓʭ2- 17-13 КƲ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ Ⱳ  ̝ ʴ К ȭɨɉɁȭ ӢǉǠȆǓʭ7- 2- 3 КƲ КƲɨɍ 
ǉǠȆǓʭ7ʞ ȭɨɉɁȭ ӢǉǠȆǓʭ7ʞ 33-8 ᾛƲКƲȠ 
ӣ ˲ ᶧ ֘  ̝ẎʿͪȭɨɉɁȭ ӢǉǠȆǓʭ7- 12-8 КƲᴀƲⱦƲᾛƲɨɍ 
ǑǓȖӣ  ӢǉǠȆǓʭ7-1ǉǠȆǓʭ 1F Ʋ ƲКƲ  
ӣ ˲ ᶧẌ  ǚǰȉǵ  ӢǉǠȆǓʭ8- 1- 1 ᾛ 
ǱǓǞȅȭɨɉɁȭ ӢǉǠȆǓʭ8- 13-6 КƲ ƲⱦƲᴀƲ Ʋ Ʋᾛ 
ᴇǵ ᴙᵑ  ӢǉǠȆǓʭ 1- 20-17  

ӣ ˲ ᶧ ̰  ̝ ᴇǵ ȭɨɉɁȭ ӢǉǠȆǓʭ 3- 14-3 
КƲ ₴К Ʋ ɵ˲›
К  
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ּԍȭɨɉɁȭ ӢǉǠȆǓʭ 4- 1- 1 КƲᾛƲ ᾮ К ƲȠ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ǑȍȆǵ  ӢẎ 364- 1 КƲ Ʋ ƲẆƲ ӓᶅК 
Ẏ ◐Ẇ  ӢẎ 212- 199 ƲɨɍƲɨȤ 
ӣ ˲  ᵻ ᶧ᷂  Ӣ 822- 8 К 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ἶᶸѼȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ 1- 12-11 КƲẆƲ Ʋ  
ǚǚȔǵȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ 2-4-10ᵗ 101ֵὙ Ⱳ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ֝К  ӢǑȍȆ 2- 9- 6 КƲ˲› К  
ӣ ˲ ᶧ ˴  ̝ǒȅǯȑӣ  ӢǑȍȆ 3- 8- 2 КƲ Ʋᾛ 
ӣ ˲ ᶧ ̝ǑȍȆǵ ◐Ẇ  ӢǑȍȆ 3- 22-6 ƲɨɍƲК 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ȭɨɉɁȭ  ӢǑȍȆ 3- 2- 5 K's - 201 КƲ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ǒȅǯȑ  ӢǑȍȆ 3- 36-2 Ʋ ƲКƲẆƲ  
ӣ ˲ ᶧ˘  ̝ǒȅǯȑ  ӢǑȍȆ 3-22-6ǒȅǯȑ 3F  
ӣ ˲ ᶧӧ ֙  ̝ ֙ ᴙᵑ  ӢǑȍȆ 3- 2- 5 K's - 202 ƲȠ 
ǒȅǯȑ Ǽ  ӢǑȍȆ 3-18-2 ֝1F  
ǑȍȆǵ ɓ ӣ  ӢǑȍȆ 3-17-2 А101  
ӣ ˲ ᶧβ  ̝ ǜǯǍᾛЃ ӣ  ӢǑȍȆ 3-22-6ǒȅǯȑ 4  ᾛƲȠ 
Ȇǰȑ ȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ 3- 16ȍȆɶȒ4F  
֝ɟɱȽɩȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ 3- 17-7 A 2  Ʋ ƲⱲ  
֝ȹɱɆɧɩȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ 4- 12-5 КƲᾛƲ Ʋ ƲⱦƲ  
ǹȐǦК ᾛЃ ȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ 5- 58-8 КƲᾛƲȠ 
ǑȍȆǵ ᴙᵑ  ӢǑȍȆ 5- 58-8  

ӣ ˲ ᶧȆǰȑȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ ʴẔ1- 18-3 
КƲⱦ ᶅК Ʋ Ʋ 
ᴀטᶅК Ʋᾛ 

ǚȚǧǚǰȉӣ  ӢǑȍȆ ʴẔ1- 25-7 ᾛ 
ӣ ˲ ᶧ  Ȇȋǘ  ӢǑȍȆ ʴẔ1- 18-5 Ʋỷ 

ӣ ˲ ᶧֲ ̝ǑȍȆ Ǽ  
ӢǑȍȆ ʴẔ2- 3- 1 
ǑȍȆ 203ֵὙ 

ƲᾛЃ ƲȠ 

ȰɶɆȤȥȢȭɨɉɁȭǑȍȆ ʴẔ ӢǑȍȆ ʴẔ2- 3- 1 КƲẆ 
ϷȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ ʴẔ4- 34-6 КƲ  
ӣ ˲ ᶧ⃰  ̝ǑȍȆǵȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ ʴẔ4- 26-4 КƲẆƲ Ʋᾛ 

ῇ ӣ  ӢǑȍȆ ʴẔ4- 23-5 
КƲ ƲⱦƲᴀƲᾛƲ Ʋ Ʋ Ʋ

ẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋỷ 

ᾛ  ӢǑȍȆ ʴẔ7- 1- 1  
ǨǷȮɨɶɱ ◐Ẇ  ӢǑȍȆ ʴẔ7- 34-3 Ʋɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ȅǱǚǰȉ  ӢǑȍȆ ʴẔ7- 9- 2 ᾛ 
К ɵⱦ ᶅК ȋȅǧȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ ʴẔ7- 34-3 КƲⱦ ᶅК  
ǉǡȅ ȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ ʴẔ7- 34-4 К Ʋ˲ › К ƲК 
ǲǚǲǚ ɵ ◐Ẇ  ӢǑȍȆ ʴẔ7- 9- 2 Ʋ ƲẆƲК 

Ẇ ȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ ӳ1- 1- 15 ƲКƲ  
ǑȍȆ ȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ ӳ1- 20-1  

ӣ ˲ ᶧὫᴁ  ̝ ῴȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ׀ ӳ2- 11-1 
КƲ ӓᶅК Ʋ К Ʋ

К  
ɪɅȡɶȷȭɨɉɁȭ ӢǑȍȆ ӳ3- 28-1 ỷ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝
ӧ ǚǰȉǯǑǯǱǵ ◐Ẇ  

ӢǑȍȆ ӳ3- 24-2 ƲᾛЃ ◐Ẇ Ʋ Ʋ  

ǞǵǵȈϷῇӣ  ӢǑȍȆ ӳ5- 18-3 КƲ ƲᾛƲ  
ǑȍȆ ɓɪɁȵɣ  ӢǑȍȆ ӳ5- 18-5  
ӣ ˲ ᶧ ǔǖǨǚǰȉ  ӢǑȍȆ ӳ6- 2- 4 ᾛƲȠ 
ӣ ˲ ᶧͬאל  ̝ ǑȍȆ ӳӣ  Ӣџ ἧ 308- 12 КƲᾛƲ  
̯ ȭɨɉɁȭ Ӣ ֝ 81-4 КƲ ƲẆƲ  
ӣ ˲ ᶧ ∆  ̝ǒǱǋК  ӢǑȍȆ 3- 22-6 КƲɨȤƲȠ 
ӣ  Ӣ ֝ 131- 34 КƲⱦƲɨȤƲȠƲ Ʋᾛ 

ӣ ˲ ᶧ ᴇ  ̝ К ӣ  Ӣ 1084  ᷂ КƲ Ʋ К 
ӣ ˲ ᶧ 呍ǵ  ̝ ᷇ǵʣẆ  Ӣᶽ 311 ẆƲ Ʋ ƲКƲᴀƲ Ʋ Ʋ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ῴӣ  Ӣᶽ 1632 ᷂ǵ6 КƲ  
ȋȅȉǯȭɨɉɁȭ Ӣ֦⁸ḹ 101  ᷂ КƲᾛƲ ƲẆƲ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ 

ӣ ˲ ᶧ᷁אל  ̝ ǠǡȐȚȭɨɉɁȭ Ӣ 2- 12 
КƲ ᴇ К Ʋ Ʋ Ʋ

К Ʋ  

ӣ ˲ ᶧʢ  ̝Ⱶ ӣ  Ӣ 1- 959- 5  
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ӣ ˲ ᶧ и  ̝ ӧ ◐Ẇ К  Ӣ 1- 227- 1 
ƲКƲẆƲ◐Ʋ Ʋ Ʋ
Ʋ Ʋ Ʋ 

ỷ˲ ӣ  Ӣ 2- 23-223 ỷ 
ӣ ˲ ᶧ⌠ᴇ  ̝ ǑȑǶȐ ᴙᵑ  Ӣ 2- 2307 ƲȠƲ  
Ⱶ ᾛЃ ӣ  Ӣ 2- 2- 493 ᾛ 
ӣ  Ӣ 2- 2306 КƲᾛ 

ǋȋǞǵɟɱȽɩȭɨɉɁȭ  Ӣ 2- 2307-161 ƲⱲ  
ὟȭɨɉɁȭ Ӣ 2ʞ 24-433 КƲẆƲᴀƲɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ  ̝ ῴӣ  Ӣ 2- 24 КƲᾛƲ  
ӣ ˲ ᶧ אל  ̝ ȭɨɉɁȭ Ӣ 2- 2307-3 КƲ ƲⱦƲ  

◐Ẇ  Ӣ 2- 24 ƲɨɍƲɨȤ 
ӣ ˲ ᶧˬ  ̝ ȭɨɉɁȭ Ӣ 1- 19-9 КƲ ӓᶅК  
ӣ ˲  ᵻ К  Ӣ 3- 24-6 ƲК 
ӣ ˲ ᶧӧ⌠  ̝ ǑǑǦᾛЃ  Ӣ 4- 15-24 ᾛƲⱦƲȠƲК 
ǋǤȀѫ̗ӣ  Ӣ 5- 14-1 КƲᾛƲ Ʋɨɍ 
ǉǋǑǋȭɨɉɁȭ Ӣ 5-10-1 ′ ǵ КƲⱦ ᶅК  

◐Ẇ ӣ  Ӣ 5- 14-2 ƲẆƲɨɍƲɨȤ 
ӣ ˲ ᶧᶤ  ̝ ̗ ᾛЃ  Ӣ 6- 5- 3 ᾛƲȠ 
ӣ ˲ ᶧʢ  ̝Ӕӧ ◐Ẇ  Ӣ Ὶ3- 1- 43 ƲɨɍƲɨȤ 
̝ӣ ˲ ᶧӧ ҽҥ ӣ Ӳ̝

 
Ӣ Ὶ4- 11-3 КƲᾛ 

ǚȚК ȭɨɉɁȭ Ӣ Ὶ5- 3- 1 КƲ ӓᶅК ƲК К  
ǍǦǢК ɵᴀטᶅК  Ӣ 1-11-1₫█ 2  КƲᴀטᶅК ƲȠ 
ȖȐǓǋǚǰȉȭɨɉɁȭ Ӣ 1-2-1₫█ 3  ᾛ 
ʱ ȭɨɉɁȭ Ӣ 1-2-1₫█ 3F КƲẆƲ ӓᶅɵˎ Ẇ  

₫█ɗȢȭɨɉɁȭ Ӣ 2ʞ 16 17 1F ᾛƲКƲȠƲ  
ɏɶȭȭɨɉɁȭ Ӣ 2- 1- 2 Џᶸ ǵ 5  КƲᾛƲ  

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ǍǦǢ  Ӣ 3-4₫█ 20 101 КƲⱦ 
ӣ ˲ ᶧǍǦǢ ᴙᵑ ɵ  Ӣ 3- 7 21  ƲȠ 
ӣ ˲ ᶧᴇѸ  ̝ ˝ǚǰȉ  Ӣ 3- 5 2- 102 ᾛƲȠ 
ǋǵ ɓ  Ӣ 3- 5 2- 101  
ӣ ˲ ᶧᵲ  ̝ ǍǦǢ  Ӣ 3-6₫█ 1-102ֵὙ  
ӧ ⁸̜ ל  Ӣ⃰ 1- 3- 9 КƲᾛƲẆƲ Ʋ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧᴫ  ̝ ῇ К  Ӣ⃰ 1-16-8⃰ ᾛ 1 ֗Ǻ2  К 
ӣ ˲  ֦ῤȆǶȅ  Ӣ⃰ 2- 7- 6 ƲⱲ  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ӧ  Ӣ⃰ 1- 2- 2 2F КƲȠƲ  
ȪɶɅɱȽȤɱȭɨɉɁȭ Ӣ⃰ 1- 7- 1- B1 КƲᾛƲẆƲ ƲᴀƲ Ʋ  
⃰ ʴẔ  Ӣ⃰ 2- 12-6 КƲᾛƲ ƲⱦƲᴀƲ  
ǞȎǍǟȌȭɨɉɁȭ Ӣ⃰ 2- 1- 24 КƲ К  
Џ ᶧ ˲ǨǷ ͪβ˔ ᶧ ֻβ

 
Ӣ 32-14 

КƲᴀƲ ƲⱦƲẆƲỷƲ Ʋ
Ⱳ ƲᴀẆƲ  

ӣ ˲ ᶧᾛ  ̝ ᵂȭɨɉɁȭ Ӣ 1- 1- 382 1  КƲ˲› К  
ӣ ˲ ᶧѼ  ꜠ ȅǏǧ ᴙᵑ  Ӣ 1- 16-12 ῇ 1  Ʋ ƲȠ 
ӣ ˲  ᵻ ӣ  Ӣ 1- 15-5 ᾛƲК 
ǜǜǔ ◐ɨɍɑɨɄɶȵɥɱȭɨɉɁȭ Ӣ 1- 21-1ʢḨ 3F.4F ɨɍƲ ƲК 

ӣ ˲ ᶧּטⱲ  ̝ ȭɨɉɁȭ Ӣ 1- 15-4 
КƲⱦ ᶅК ƲᴀטᶅК Ʋ
ᾮ ɵ̈ ɵКѝ К  

ӣ ˲ ᶧTHY ǯǖȋȅȭɨɉɁȭ Ӣ 1- 21-1ʢḨ 1F КƲ ᾮ К  
ǦǱȀᾛЃ ӣ  Ӣ 2- 3- 22 ᾛ 
ȅǞǚК ᾛЃ ӣ  Ӣ 2- 2- 19 КƲᾛ 

ᴙᵑ  Ӣ 2- 2- 18  

ӣ ˲ ᶧϽ  ̝ ӣ  Ӣ 2- 3- 17 
КƲᾛƲ ӓᶅК Ʋ 
ⱦ ᶅК ƲᴀטᶅК  

ӣ ˲ ᶧҍⱷ̝ӧ ɜɨɱȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 15 1  КƲ ӓᶅК ƲᾛƲ Ʋ  
Ὶ ȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 14-1ᴇ 404  ֵ Ʋ ƲⱲ  

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ᴙᵑ  Ӣ 3- 14-1  
ϽȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 14-7 ẉ ᾶ 1  ƲẆƲКƲ Ʋ Ʋ ƲᾛƲ 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ֦  Ӣ 3- 2- 17  
К  Ӣ 3-23-2 Ὶ 1F 101ֵὙ КƲК 

ӣ ˲ ᶧ  ̝ ֦ӣ  Ӣ 3- 2- 17 КƲỷ 
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ǋǱǙ ῚȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 14-7ẉ ᾶ 3F КƲⱦƲ  
ǉǒǴǚǰȉȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 20-45 2F ᾛ 
ǹǼȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 14-1-204  

ӣ ˲ ᶧ  ̝ǦǒǶǞӣ  
Ӣ 3- 10-1 
- Ὶ3 C ѝ 

КƲ ӓᶅК Ʋᾛ 

ӣ ˲ ᶧ ֲ  ̝ ЏᶸⱲ ӣ  Ӣ 3- 22-2 Ὶ1F Ⱳ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧβ  ̝ Ў К ȭɨɉɁȭ Ӣ 3-22- 2 Ὶ1  КƲᴀטᶅК ƲȠ 
əɶɞȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 14-3ᶸ 602ֵὙ К 

ˬ ӣ  Ӣ 3- 13-1 4F  
ʴẔӣ  Ӣ 4- 5- 11 КƲᾛƲⱦƲ ƲᴀƲɨɍ 

ӣ ˲ ᶧӲᴇ  ̝ ȭɨɉɁȭ Ӣ 4- 7- 3 ẆƲ ƲКƲ К  
ǦǒǦ ◐Ẇ  Ӣ 5- 17-3 Ʋɨɍ 
ǦǒǦ  Ӣ 5- 17-3  
ῇӣ  Ӣ 6- 3- 3 КƲⱦƲ  

ӣ ˲ ᶧӧ Ḹ  ̝  
ֻȭɨɉɁȭ ɇȭȽɶɧɱɇ₫█ 

Ӣ 1- 13 
₫█ Ⱳ 1  

КƲ ӓᶅК Ʋⱦ ᶅК Ʋ
ᾮ К ƲᴀטᶅК Ʋ Ʋ
Ʋ ὦ Ʋ Ʋ Ʋ Ʋ
ˎ Ẇ ƲᾛƲᾛЃ Ʋ
ᾛЃ Ʋ Ʋ 

ˬɗȢϼ ӣ ɵ₫█ȭɨɉɁȭ Ӣ 1- 17 КƲ ᾑ Ʋ ᾑ  

ӣ ˲ ᶧ Ⱪ  ̝ ₫█  Ӣʴ 1-3₫█ F 1   
ӣ ˲ ̝ː ֻ ι₫█  Ӣʴ 1- 3 CD 2  КƲẆƲỷƲ ƲⱦƲ  
ӣ ˲  ̝ ː ȭɨɉɁȭ Ӣʴ 1- 3 CB 1F КƲ ӓᶅК Ʋỷ 

ӣ ˲ ᶧ Ⱳ  ̝ ₫█  
Ӣʴ 2- 6- 1

2 A0203ֵ Ὑ 
КƲẆƲ Ʋ Ʋỷ 

₫█ɍɶɆȭɨɉɁȭ ӢǹǺ 1- 7- 1 КƲⱦ ᶅК  

ǯ ǵȭɨɉɁȭ ˬɗȢ₫█ 
ӢǹǺ 2- 3 

ˬ ₫█2  
Ʋ Ʋ◐ 

ӣ  Ӣ₫█ 2- 5- 3 КƲ  
ᾛ ◐Ẇ  Ӣ₫█ 2- 5- 1 ƲɨɍƲɨȤ 

ӣ ˲ ᶧ ἱ  ̝ ₫█ ȭɨɉɁȭ 
Ӣ₫█ 2- 7- 11 

₫█1F4ֵὙ 
КƲᾛƲẆƲȠƲ Ʋɨɍ 

ǦȆǦǲᾛЃ  Ӣ₫█ 3- 3- 1 ᾛ 
ȭɨɉɁȭ Ӣ 1- 12-12 ẆƲ ƲКƲ  

′Ῥ ỷ˲ ɵК  Ӣ 1- 12-11 
КƲКѝ ɵ̈ К Ʋ
ỷƲ К Ʋ ỷ˲  

ӣ ˲  ᵻ ◐Ẇ ȭɨɉɁȭ Ӣ 2ʞ 6 1  ֵ Ʋɨɍ 
ӣ ˲ ᶧǘȋǔ  ̝ǱǫȈ Ǽ  Ӣ 2- 14-15  
ὂȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 13-4 КƲ Ʋⱦ 
ӣ ˲  ᵻ ᾭȭɨɉɁȭ Ӣ 3- 1- 7 КƲẆƲ Ʋ Ʋ  
ӣ ˲ ᶧ᷂ῇ  ̝ ◐Ẇ  Ӣ 4- 17-18 ƲɨȤƲⱲ Ʋ  

◐Ẇ  Ӣ 4- 1- 10 ɒȠ3  Ʋɨɍ 
ӣ ˲ ᶧ Ⱪ  ̝ ȭɨɉɁȭ Ӣ 4ʞ 1 10ֵ301C  

ỷ˲ ӣ  Ӣ 4- 4- 15 ỷƲᾛ 
К ȭɨɉɁȭ Ӣ 4-1-10 - 3F КƲᴀƲ  

ǻǉⱲ ȭɨɉɁȭ Ӣ 4-1-10 3F ƲⱲ  
ǼǟǦ ᴙᵑ  Ӣ 4- 2- 6 F  
ӣ ˲ ᶧ  ̝ Ẇ К  Ӣ 4- 17-8 ẆƲКƲ Ʋ  
ǯǑȋȅӣ  Ӣ 5- 11-2 ƲК 

【公民館】 
Ӣ ׀ ᶫ Ὑ ᷀  ᷂

ʴẔ(9 )  ȯʭ   ʴẔӢ ȯʭ 257- 2 
 Ʀ ʴẔӢ ὕ 67-1 
ὧ   ʴẔӢ ὧ2- 16-14 
Ὗῴ   ʴẔӢὟῴ2- 5- 22 
Ḝ   ʴẔӢ Ḝ2- 9- 2 
ⅎ   ʴẔӢ ⅎ3- 2- 2 

   ʴẔӢ 6- 1- 11 
′    ʴẔӢ′ 403- 1 

http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/oihama/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/shinjuku/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/miyazaki/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/katsuragi/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/suehiro/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/tsubakimori/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/kawado/
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ʿ  t   ʴẔӢ ʿᵗ 615- 7 

′(10 )  ₫█ Ʀ ′Ӣ₫█ 4- 602 
 ᴜ   ′Ӣ ᶸ3- 12-8 
   ′Ӣ 162- 1 
′ Ʀ ′Ӣ ′ 3- 322- 25 
′   ′Ӣ ˝ 1590-8 

ǜǫǔǓʭ Ʀ ′ӢǜǫǔǓʭ1- 32-4 
ǚǭǶǞ  ְ   ′Ӣ 861- 4 

 ̸ Ʀ ′Ӣ ̸ 1722-1 
ȯʭ Ʀ ′Ӣ ȯʭ1- 1- 30 

₫█    ′Ӣ₫█ 2- 19-33 
(9 )  ᾛʴ  ְ   Ӣᾛְ̎5- 7- 1 

   Ӣ 2- 4- 18 
   Ӣ 1- 12-3 

   Ӣ 1- 10-17 
ӧ  ְ Ʀ Ӣẏְ3- 16-5 

 Ʀ Ӣᶸ 384- 93 
ῇ  Ʀ ӢА 55-29 

 Ʀ Ӣ̸ 2- 8- 53 
Ǔʭ Ʀ ӢὟ 1807-3 

(8 )  ӧḜ  ְ   ӢӧḜְ 2- 1- 1 
 Ʀ Ӣ 2254-1 
 ̋   Ӣ ן 622- 10 

қ ѫ   Ӣқ ѫ 892- 6 
ẎὟ Ʀ ӢẎὟ 3221-2 
ȆǫȖ  ְ Ʀ ӢȆǫȖ3- 12-17 

 Ʀ Ӣ 2117-2 
 Ʀ Ӣ 3- 17-29 

(5 )   Ʀ Ӣ 1- 789- 49 
῎Ӣὰ   ׀ 290- 1 
ᶽ    Ӣᶽ 1631-7 

 Ʀ Ӣ 822- 7 
ǑȍȆ    ӢǑȍȆ ʴẔ2- 7- 6 

(6 )     Ӣ Ὶ3- 4- 1 
₫█  Ʀ Ӣ₫█ 2- 6- 2 

 Ʀ Ӣ 1- 48-1 
⃰  Ʀ Ӣ⃰ 2- 12-14 

   Ӣ 1- 8- 3 
   Ӣ 2- 13 

【図書館】 
᷀ ׀  ᷂

ʴẔᶫ   ʴẔӢ╓ẏ3- 7- 7 
Ȇȋǚᶫ  ʴẔӢ 3- 11-3 
ѝ  ʴẔӢ 1- 3- 16 
′ᶫ  ′ӢǚǭǶǞְ5- 9- 7 
′ᶧ᷂ѝ  ′Ӣ ′3- 31-101 
ᶫ  Ӣᾛְ̎5- 1- 1 
ᶫ  ӢӧḜְ 2- 1- 1 
ѝ  Ӣ 2- 8- 8 

ѝ  Ӣ ן 622- 10 
ᶫ  ӢǑȍȆ 3- 15-2 
ᶽ ᶫ Ὑ Ӣᶽ 1634 
ǉǠȆǓʭѝ  ӢǉǠȆǓʭ7- 2- 4 
ᶫ  Ӣ 3- 12-1 
ѝ  Ӣ 2- 13 

 

 

http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/hoshiguki/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/makuhari/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/makuhari/hanazono/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/makuhari/kotehashi/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/makuhari/kemigawa/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/makuhari/hanamigwa/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/makuhari/satsukigaoka/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/makuhari/kotehashidai/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/makuhari/nagasaku/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/makuhari/asahigaoka/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/makuhari/makuharihongo/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/konakadai/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/konakadai/kurosuna/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/konakadai/todoroki/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/konakadai/inage/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/konakadai/chigusadai/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/konakadai/kusano/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/konakadai/sanno/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/konakadai/tsuga/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/konakadai/midorigaoka/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/chishirodai/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/chishirodai/sarashina/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/chishirodai/shirai/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/chishirodai/kasori/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/chishirodai/omiya/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/chishirodai/mitsuwadai/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/chishirodai/wakamatsu/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/chishirodai/sakuragi/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/honda/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/honda/shiina/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/honda/toke/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/honda/ochi/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/honda/oyumino/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/inahama/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/inahama/makuharinishi/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/inahama/isobe/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/inahama/saiwaicho/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/inahama/takahama/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/inahama/utase/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/chuotoshokan/miyako/index.html
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/chuotoshokan/hanamigawa/index.html
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/chuotoshokan/inage/index.html
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/chuotoshokan/wakaba/index.html
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/chuotoshokan/midori/index.html
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/chuotoshokan/mihama/index.html
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【博物館】 

【社会教育施設】 

【小学校】 
ἶ ̮ ׀  

Кᾛἶ  ʴẔӢ Ͻ1- 25-3 
ᾛἶ  ʴẔӢ 1335 
ᾛἶ  ʴẔӢṊ 316- 1 
ᾛἶ  ʴẔӢ ὕ 1928 

Ẏ ᾛἶ  ʴẔӢẎ 268 
′ ᾛἶ  ʴẔӢ′ 450 
ὲ′ᾛἶ  ʴẔӢὲ′ 1- 205 
ὧᾛἶ  ʴẔӢ ὧ2- 15-1 
ᾛἶ  ʴẔӢ˹˝3- 15-32 

Ẏ‪ᾌᾛἶ  ʴẔӢẎ ᾌ 375 
ᾛἶ  ʴẔӢ 21-1 

˴ ᾛἶ׀  ʴẔӢ˴ ׀ 380 
ᾛἶ  ʴẔӢ 2- 11-1 

╓ẏᾛἶ  ʴẔӢ╓ẏ1- 21-2 
ʿᵗᾛἶ  ʴẔӢ ʿᵗ 1060 
ᾛἶ  ʴẔӢ 2- 6- 23 
ȯʭᾛἶ  ʴẔӢ ȯʭ 580 
ᾛἶ  ʴẔӢ 1129 
Ὗῴᾛἶ  ʴẔӢὟῴ2- 3- 13 
ȯʭᾛἶ  ′Ӣ ȯʭ2- 6- 1 

ʣǵְᾛἶ  ′Ӣ₫█ 4- 8- 1 
˝ᾛἶ  ′Ӣ ˝4- 48-1 
′ᾛἶ  ′Ӣ ′ 3- 322- 23 
ᾛἶ  ′Ӣ 774 

ǚǭǶǞְᾛἶ  ′ӢǚǭǶǞְ2- 28-1 
̸ ᾛἶ  ′Ӣ̸ ְ7- 2- 1 
ǜǫǔǓʭ ᾛἶ  ′ӢǜǫǔǓʭ2- 14 
ǜǫǔǓʭ ᾛἶ  ′ӢǜǫǔǓʭ1- 7 
̸ᾛἶ  ′Ӣ ̸ 1273 
ᾛʴְᾛἶ  ′Ӣ ᾛʴְ3- 1 
ǵ ᾛἶ  ′Ӣ₫█ 3- 22-6 
ᾛἶ  ′Ӣ 1385-1 
Ῥᾛἶ  ′Ӣ ′8- 1 
ᶸᾛἶ  ′Ӣ ᶸ4- 1- 2 
′ ʝᾛἶ  ′Ӣ ′4- 1 
′ ˘ᾛἶ  ′Ӣ ′6- 1 
′ ʢᾛἶ  ′Ӣ ′1- 1 

₫█ᾛἶ  ′Ӣ₫█ 4- 781 
₫█ ᾛἶ  ′Ӣ₫█ 4- 681 
₫█ӳᾛἶ  ′Ӣ₫█ 3- 7718 
ᾛἶ  ′Ӣ 1- 2 
ᾛἶ  ′Ӣ 1005 

ǉȋȈְᾛἶ  Ӣᶸ 446- 1 
ʭᾛἶ  Ӣ ʭ 19-30 

᷀ ׀  ᷂
ἶ  ʴẔӢʴẔ4- 5- 1  Qiball  7 10  
ᶽӵ  ʴẔӢ˨ 1- 6- 1 
ḛ ӓ ȹɱȽɶ ʴẔӢӳ ὕ 1210 
ӧ ⁸ȍǒȑǵὤɵǋǱǙ Ӣ 1 16 12 
қ ѫ ṇӵ  Ӣ 8- 33-1 

᷀ ׀  ᷂
ἶ ȹɱȽɶ ʴẔӢ╓ẏ3- 7- 7 

ӳ ᾜ₴ȹɱȽɶ ʴẔӢ 1- 3- 16 
ӳ Ѓ ӓȹɱȽɶ ʴẔӢ 2- 3- 33 

http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/005/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/024/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/055/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/107/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/015/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/035/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/003/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/001/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/006/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/065/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/028/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/056/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/004/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/050/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/043/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/002/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/030/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/007/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/033/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/106/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/100/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/092/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/009/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/020/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/057/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/085/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/061/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/060/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/023/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/059/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/110/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/011/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/121/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/019/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/045/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/046/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/058/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/022/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/044/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/095/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/118/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/021/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/042/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/016/index.html
http://www.kagakukanq.com/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/kyodo/kyodo_top.html
http://www17.ocn.ne.jp/~maibun/
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/yukarinoieinage.html
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/kasorikaizuka/top.html
http://chiba-gakushu.jp/index.html
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/nambuseishonen/index.html
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/nambujidobunka/index.html
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ἶ ̮ ׀  
ᾛἶ  Ӣ 5- 534- 5 
ְᾛἶ  Ӣᶸ 588 
ᾛἶ  Ӣᶸ 1385 

ᾛʴְᾛἶ  Ӣᾛְ̎6- 34-1 
ᾛʴְӳᾛἶ  Ӣᾛְ̎8- 15-1 
ῇ ᾛἶ  Ӣῇ 121 
ᶸ ᾛἶ  Ӣᾛְ̎9- 30-1 
ӧ ְᾛἶ  Ӣẏְ5- 11-1 
ӧ ְ ᾛἶ  Ӣ̸ 1298-1 
ᾛἶ  Ӣ̸ 938 
ᾛἶ  Ӣ 3- 4- 30 
ᾛἶ  Ӣ 2- 13-1 

Ὗ ᾛἶ  ӢὟ 2100 
╧ ᾛἶ  Ӣ╧ 3- 18 
ẎὟᾛἶ  ӢẎὟְ7- 8- 1 
ẎὟְᾛἶ  ӢẎὟ 2082 
ᾛΈᾛἶ  ӢᾛΈְ5- 1- 1 
Ӕ ṇᾛἶ  Ӣ ṇ 1093 
᷇ ᾛἶ  Ӣ᷇ 298 
ᾛἶ  Ӣ 3- 26-1 
ᾛἶ  Ӣ 2073 
˝ᾛἶ  Ӣ ן 215 
ӧḜᾛἶ  ӢẎὟ 2655 
ӧḜְ ᾛἶ  ӢӧḜְ 3- 18-1 
ӧḜְӔᾛἶ  ӢӧḜְӔ1- 4- 1 
ӧḜְ ᾛἶ  ӢӧḜְ 2- 21-1 
ӧḜְ ᾛἶ  ӢӧḜְ 1- 15-1 
ӧḜְӳᾛἶ  ӢӧḜְӳ1- 19-1 
ǵְᾛἶ  Ӣ ǵְ2- 13-1 

ȆǫȖְӔᾛἶ  ӢȆǫȖְ3- 5- 1 
ȆǫȖְӳᾛἶ  ӢȆǫȖְ1- 17-1 
ᾛἶ  Ӣ 541- 6 
ᾛἶ  Ӣ 360- 1 
ְᾛἶ  Ӣ ְ2- 25-1 

ǉǠȆǓʭᾛἶ  ӢǉǠȆǓʭ6- 2 
ּᾛἶ  ӢǑȍȆ 1- 53 
ᾛἶ  ӢǑȍȆ ʴẔ4- 3 
ᾛἶ  ӢǑȍȆ ʴẔ1- 26 

Ẏ ᾛἶ  ӢẎ 317 
Ẏ ᾛἶ  ӢǉǠȆǓʭ6- 38 
ᾛἶ  Ӣ 705- 359 

ǑȍȆ ӳᾛἶ  ӢǑȍȆ ӳ4- 26 
ᾛἶ  ӢǑȍȆ ӳ5- 31 

ᾛ ᾛἶ  ӢǑȍȆ 4- 45 
ᾛἶ׀  Ӣ ן 582 
ᶽ ᾛἶ  Ӣᶽ 1634-2 
ᶽ ӳᾛἶ  ӢǉǠȆǓʭ4- 16 
₳ῇᾛἶ  Ӣ 141 
ᾛἶ  Ӣ 1- 27 
ᾛἶ  Ӣ 2- 21-84 
ᾛἶ  Ӣ 4- 16-1 
ʢᾛἶ  Ӣ 1- 25-1 
˘ᾛἶ  Ӣ Ὶ5- 7- 1 
ᾛἶ  Ӣ Ὶ2- 3- 2 
ᾛἶ  Ӣ 1- 3- 1 
ᾛἶ  Ӣ 3- 3- 1 

⃰ ʝᾛἶ  Ӣ⃰ 2- 17-4 
⃰ ˘ᾛἶ  Ӣ⃰ 2- 9- 4 
⃰ ʢᾛἶ  Ӣ⃰ 1- 10-1 
ᾛἶ  Ӣ 2- 2- 20 

http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/010/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/069/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/068/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/037/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/075/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/036/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/012/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/040/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/080/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/008/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/027/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/034/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/054/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/018/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/038/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/067/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/039/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/064/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/017/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/051/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/032/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/031/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/013/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/091/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/052/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/053/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/071/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/074/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/097/
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/087/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/093/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/102/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/014/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/094/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/116/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/113/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/108/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/117/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/090/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/112/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/103/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/120/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/115/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/111/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/025/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/049/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/109/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/029/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/026/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/088/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/127/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/101/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/041/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/084/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/114/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/119/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/047/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/048/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/076/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/es/123/index.html
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ἶ ̮ ׀  
ʢᾛἶ  Ӣ 3- 3- 11 
ᶤᾛἶ  Ӣ 1- 15-1 
ʝᾛἶ  Ӣ 1- 4- 1 
ᾛἶ  Ӣ 4- 8- 2 

₫█ ᾛἶ  Ӣ₫█ 2- 8- 1 
˜ᾛἶ  Ӣ 1- 12-15 
ᾛἶ  Ӣ 4- 5- 1 
ᾛἶ  Ӣ 2- 13-1 
ᾛἶ  Ӣ 2- 18-1 

【中学校】 
ἶ ̮ ׀  

ʴἶ  ʴẔӢӳ ὕ 258 
Ḝʴἶ  ʴẔӢ Ḝ2- 9- 1 
′ ʴἶ  ʴẔӢ′ 443 
ὧʴἶ  ʴẔӢᵂᾶ 1- 73 
ⅎʴἶ  ʴẔӢ ⅎ2- 10-1 
ʴἶ  ʴẔӢ 1- 5- 3 
ʴἶ  ʴẔӢ 4- 1- 1 
ʿᵗʴἶ  ʴẔӢ ʿᵗ 823 
ȯʭʴἶ  ʴẔӢ ȯʭ 440 
ȯʭʴἶ  ′Ӣ ȯʭ2- 4- 1 

ẏ ʴἶ  ′Ӣẏ 1429 
ʴἶ  ′Ӣʢ 656- 2 

ǚǭǶǞְʴἶ  ′ӢǚǭǶǞְ5- 15-1 
ǜǫǔǓʭʴἶ  ′ӢǜǫǔǓʭ2- 15 
ᶸʴἶ  ′Ӣ ᶸ4- 1- 1 
′ ʝʴἶ  ′Ӣ ′6- 2 
′ ˘ʴἶ  ′Ӣẏ 1428-1 

₫█ʴἶ  ′Ӣ₫█ 4- 45 
₫█ ʴἶ  ′Ӣ₫█ 5- 18-1 
Ǔʭʴἶ  ′Ӣ 213- 4 
ʴἶ  Ӣ 5- 120 
ʴἶ  Ӣᶸ 1397 

ᾛʴְʴἶ  Ӣᾛְ̎9- 46-2 
ӧ ְʴἶ  Ӣӧ ְ2- 3- 1 
ʴἶ  Ӣ̸ 1306-1 
ʴἶ  Ӣ 3- 5- 14 
ʴἶ  Ӣ 2- 3- 1 

ẎὟʴἶ  ӢẎὟ 2077 
ṇʴἶ  Ӣ ṇ1- 7- 1 
қ ѫʴἶ  Ӣқ ѫ 961- 5 
ʴἶ  Ӣ 2112 

ῇ ʴἶ  Ӣ 774 
˝ʴἶ  Ӣ ן 623 
ӧḜְ ʴἶ  ӢӧḜְ 2- 20-1 
ӧḜְӳʴἶ  ӢӧḜְӳ1- 20-1 
ʴἶ  Ӣ 2106-2 

ȆǫȖְʴἶ  ӢȆǫȖְ2- 41-1 
ּʴἶ  ӢǑȍȆ 2- 41 
ʴἶ  ӢǑȍȆ ʴẔ4- 2 

Ẏ ʴἶ  ӢǉǠȆǓʭ8- 26 
ʴἶ  Ӣ 651 

ǑȍȆ ӳʴἶ  ӢǑȍȆ ӳ5- 25 
ᶽ ʴἶ  Ӣᶽ 1400 
ᶽ ӳʴἶ  ӢǉǠȆǓʭ4- 38 
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http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/019/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/030/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/006/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/020/index.html
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http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/014/index.html
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http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/048/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/001/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/017/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/045/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/016/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/024/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/035/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/041/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/037/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/055/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/051/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/056/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/049/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/059/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/023/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/053/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/013/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/060/index.html
http://www.inage-h.ed.jp/infjuniorhigh/index.html
http://www.cabinet-cbc.ed.jp/school/jhs/046/index.html
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１ 調査名               インターネットモニターアンケート調査 

２ 調査期間       平成２６年８月１日～７日 

３ 調査対象モニター数   4,012人 【H21調査】2,040人 

４ 調査回答モニター数   1,041人（回答率 25.9％） 【H21調査】959人（回答率 47.0％） 

※ 割合（％）は複数選択の設問や、小数点第２位以下四捨五入のため、割合の合計が１００％にならな

い場合があります。 

 

 ) 

 

H26  

 

 

H21  

 

 

 

H26- H21  

 369 (35.4%) 108 (11.3%) (24.1%) 

 228 (21.9%) 103 (10.7%) (11.2%) 

 563 (54.1%) 571 (59.5%) (  5.4%) 

 110 (10.6%) 91 ( 9.5%) ( 1.1%) 

 64 ( 6.1%) 44 ( 4.6%) ( 1.5%) 

 67 ( 6.4%) 51 ( 5.3%) ( 1.1%) 

 208 (20.0%) 280 (29.2%) (  9.2%) 

 88 ( 8.5%) 88 ( 9.2%) (  0.7%) 

 183 (17.6%) 202 (21.1%) (  3.5%) 

 

 

  

 

H26  

 

 

H21  

 

 

 

H26- H21  

 259 (24.9%) 247 (25.8%) (  0.9%) 

 80 ( 7.7%) 83 ( 8.7%) (  1.0%) 

 377 (36.2%) 268 (27.9%) ( 8.3%) 

 535 (51.4%) 477 (49.7%) ( 1.7%) 

 128 (12.3%) 120 (12.5%) (  0.2%) 

  124 (11.9%) 113 (11.8%) ( 0.1%) 

NPO 153 (14.7%) 177 (18.5%) (  3.8%) 

 116 (11.1%) 153 (16.0%) (  4.9%) 

 

  

 

H26  

 

 

H21  

 

 

 

H26- H21  

 158 (15.2%) 99 (10.3%) ( 4.9%) 

 610 (58.6%) 632 (65.9%) (  7.3%) 

 266 (25.6%) 222 (23.1%) ( 2.5%) 

 7 ( 0.7%) 6 ( 0.6%) ( 0.1%) 

Ⅴ 地域福祉に関するアンケート調査結果 
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H26  

 

 

H21  

 

 

 

H26- H21  

 91 ( 8.7%) 58 ( 6.0%) ( 2.7%) 

 99 ( 9.5%) 81 ( 8.4%) ( 1.1%) 

 357 (34.3%) 320 (33.4%) ( 0.9%) 

 61 ( 5.9%) 56 ( 5.8%) ( 0.1%) 

 104 (10.0%) 125 (13.0%) (  3.0%) 

 233 (22.4%) 250 (26.1%) (  3.7%) 

 96 ( 9.2%) 69 ( 7.2%) ( 2.0%) 

 

  

 

H26  

 

 

H21  

 

 

 

H26- H21  

 283 (27.2%) 243 (25.3%) ( 1.9%) 

 311 (29.9%) 281 (29.3%) ( 0.6%) 

 399 (38.3%) 409 (42.6%) (  4.3%) 

 193 (18.5%) 206 (21.5%) (  3.0%) 

 122 (11.7%) 149 (15.5%) (  3.8%) 

 231 (22.2%) 273 (28.5%) (  6.3%) 

 183 (17.6%) 219 (22.8%) (  5.2%) 

 172 (16.5%) 153 (16.0%) ( 0.5%) 

 112 (10.8%) 98 (10.2%) ( 0.6%) 

 

    

 621 (59.7%) 

 530 (50.9%) 

 36 ( 3.5%) 

 361 (34.7%) 

 178 (17.1%) 

 223 (21.4%) 

 213 (20.5%) 

 220 (21.1%) 

 245 (23.5%) 

 23 ( 2.2%) 

 73 ( 7.0%) 
 

 

  
  

 218 (20.9%) 

 231 (22.2%) 

 84 ( 8.1%) 

 384 (36.9%) 

 115 (11.0%) 

  248 (23.8%) 

 92 ( 8.8%) 

 18 ( 1.7%) 

 287 (27.6%) 

 176 (16.9%) 
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１ 市民説明会 

（１）概要 

 計画案の内容を市民の皆様にお知らせするとともに、計画案に対するご意見を伺う

ため、市民説明会を開催しました。 

 

（２）開催状況 

区 開催日 開催場所 

中央区 平成26年 11月9日（日） 中央保健福祉センター 

花見川区 平成26年 11月8日（土） 花見川保健福祉センター 

稲毛区 平成26年 11月8日（土） 稲毛保健福祉センター 

若葉区 平成26年 11月9日（日） 若葉保健福祉センター 

緑区 平成26年 11月16日（日） 緑保健福祉センター 

美浜区 平成26年 11月16日（日） 美浜保健福祉センター 

 

（３）主な意見 

 計画の内容に関すること 

・計画の検証・評価はどのように行うのか。また、実績の閲覧場所を記載してほしい。 

・子どもの遊ぶ場、居場所づくり等、子どもを取り巻く環境について検討してほしい。 

・自助、共助、公助という表現ではなく、自分ですること、お互いがすること、公のすること、のように、

千葉市独自の分かりやすい表現にしてはどうか。 

・第4章1（2）「相談や苦情の受付体制の充実」と、5（11）「相談体制と情報提供の充実」の違いが分かり

にくい。 

・取組項目が多く、実施主体が分かりにくい。 

・計画（案）は、白書のように事細かく記載されているが、重要なのは、計画書にも記載のとおり「地域の

取組みが拡充・進展していくための仕組みづくり」である。 

・美浜区計画に「こども110番のいえ」の記載があるので、計画に青少年育成員会との連携を加えてはどうか。 

・区計画に統一性がないが、市の意向は反映されているのか。 

・若葉区内に寺子屋は何か所あり、どのように運営されているのか。社協に登録していない団体の活動は、

把握できていないのではないか。 

・自助の取組みが、今後どのように展開していくか記載してほしい。 

・計画（案）には、災害時における障害者、高齢者に対する支援の記載がないので検討してほしい。 

・美浜区計画「今後の課題」に、“集合住宅＝地域のつながりが希薄”ととれる記述があるが、集合住宅の

住人に失礼ではないか。美浜区の他の特徴を捉えて記載してはどうか。 

・具体的な数値目標、実績を閲覧できる場所を記載してほしい。 

・行方不明の認知症高齢者に対し、警察と行政が連携できないか。 

Ⅵ 市民意見 
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 計画の推進に関すること 

・支援者と、支援を必要とする人を結びつける仕組みを考えてほしい。 

・第３期計画は、もっと地元に見えるかたちで作り、地域貢献したい人に活躍できる場を紹介してほしい。 

・公助の取組みで、住民の実態把握、計画推進の基礎となる自治会の加入率向上を図る必要がある。 

・地域福祉に対する市民意識向上の施策を実施してほしい。 

・マンションでは、人材の確保が難しいことなどから自治会の結成が難しい。そこで、自治の理念には反す

るが、半公益性を理由に行政指導で自治会を組織してはどうか。 

・住民参加を主体とし、他の福祉やまちづくりに関する計画のバックボーンとなる計画なので、行政自ら団

体に説明に出向くなど、積極性をもって周知に努めてほしい。 

・計画推進の中心を地区部会と位置付けるのはよいが、現状のままではその役割を担えるか疑問。 

・地区部会は、より住民に開かれ、他の住民組織との交流を強化すべきで、地区部会を指導する立場の社協

には、その存在意義を考え、独創的な発想をもって支援にあたってほしい。 

・計画の監督・評価を行う推進協は、会議内容を具体的に公表し、計画の旗振り役としての機能を担えるよ

うにしてほしい。 

・“地域関係団体の支援→支援を必要とする人の把握及び支援者への情報提供→支援の実施”という一連の

流れの整備、強化が必要。 

・市・区、社協、町内会、民生委員など地域関係者間の情報共有、交流の機会が少ないので、いざという時

に連携できるか心配。連携がとれるよう市・区で音頭をとってほしい。 

・民生委員がいない町内自治会もあるなかで、市民対応ができるのか。 

・自助・共助・公助のもと、わかりやすい計画だと思う。リーフレットは、公民館や学校に配るなどして周

知に努めてほしい。 

・計画や地域活動の情報が、自治会未加入者にも伝わるようにしてほしい。 

・市政だよりの活用、自治会向けの説明会などを行い、計画の周知に努めてほしい。 

・地域に対して無関心な市民が多い中、計画の推進は大変だと思うが、実のあるものにしてほしい。 

・地区部会と住民には距離があるので、社協には指導してほしい。 

・地域福祉活動は、地元に足をついてこそできるので、社協に計画を実施させる市の考えに疑問。 

・地域福祉計画の理念や概念はなにか。公助に限界があるので共助に期待せざるを得ないのはわかるが、共

助に期待しすぎる地域福祉計画は筋が通っていないように感じる。 

・行政、ボランティア、市民それぞれの要求のミスマッチを如何に埋めるかが課題。 

 その他 

・現在、若葉区内で避難行動要支援者名簿の提供を受けているのは２団体のみで、災害時の支援体制として

十分でない。 

・災害時の見守りに関して、福祉と防災の２方面から指示がきているので一本化してほしい。 

・市・区役所に配置されている手話設置通訳者が不在の場合がよくある。 

・民生委員や町内自治会が連携し、地域に埋もれている聴覚障害者の対応を検討してほしい。 

・聴覚障害に対する正しい知識を身につけるため、講習会等を実施してほしい。 

・計画策定にあたって地区部会内でアンケートを実施し、地域福祉について考えるきっかけとなった。地区

部会エリア内の自治会の統率は容易ではないが、協力して取り組みたい。 

・具体的な活動項目を挙げてこそ、必要な人員・費用を算定し、予算化することができる。 
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２ 支え合いのまち千葉 推進計画（第３期千葉市地域福祉計画）に対する 

パブリックコメント手続  

（１）実施概要 

 ① 実 施 期 間  平成２７年２月○日～○月○日 

 ② 提 出 方 法  ○○○○ 

 ③ 意見提出数  ○○人 

 

（２）主な意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表紙の絵は、平成２６年度福祉のまちづくり推進福祉体験 標語・ポスター・作文コンクール 

○○賞〈○○の部〉を受賞した作品です。 
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